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建築設計業務委託共通仕様書 

第１章 総則 

1.1 適用 
1. 本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、建築設計業務(建築の意匠及び構造、電気設備、機械設備、

敷地内屋外整備の基本計画、基本設計、実施設計及び積算をいうものとし、以下「設計業務」という。)の委

託に適用する。 
2. 設計図書とは、質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様書をいい、これらは、相

互に補完するものとする。ただし、設計図書の間に相違がある場合、設計図書の優先順位は、次の(1)から

(5)の順序のとおりとする。 
(1) 質問回答書 
(2) 現場説明書 
(3) 別冊の図面 
(4) 特記仕様書 
(5) 共通仕様書 

3. 受注者は、前項の規定により難い場合又は設計図書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、監

督員と協議するものとする。 
 

1.2 用語の定義 
 設計図書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。 

1. 「発注者」とは、福岡市をいう。 
2. 「受注者」とは、設計業務の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人又は会社その他の法人をいう。 
3. 「監督員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協

議の職務等を行う者で、発注者が定めた者をいう。 
4. 「検査員」とは、設計業務の完了の確認を行う者で、発注者が定めた者をいう。 
5. 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、受注者が定めた者をいう。 
6. 「契約図書」とは、契約書又は請書及び設計図書をいう。 
7. 「質問回答書」とは、別冊の図面、特記仕様書、共通仕様書及び現場説明書並びに現場説明に関する入札

等参加者からの質問書に対して、発注者が回答した書面をいう。 
8. 「現場説明書」とは、設計業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務の契約条件を説明

するための書面をいう。 
9. 「別冊の図面」とは、契約に際して発注者が交付した図面及び図面のもとになる計算書等をいう。 
10. 「特記仕様書」とは、設計業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。 
11. 「共通仕様書」とは、設計業務に共通する事項を定める図書をいう。 
12. 「指示」とは、監督員が受注者に対し、設計業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施さ

せることをいう。 
13. 「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行

為若しくは同意を求めることをいう。 
14. 「通知」とは、設計業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 
15. 「報告」とは、受注者が発注者又は監督員に対し、設計業務の遂行に当たって調査及び検討した事項につ

いて通知することをいう。 
16. 「承諾」とは、受注者が発注者又は監督員に対し、書面で申し出た設計業務の遂行上必要な事項について、

発注者又は監督員が書面により同意することをいう。 
17. 「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議

することをいう。 
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18. 「提出」とは、受注者が発注者又は監督員に対し、設計業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し

出すことをいう。 
19. 「書面」とは、手書き、ワープロ等により、伝える内容を紙に記したものをいい、発効年月日を記載し、

署名又は捺印したものを有効とする。緊急を要する場合は、電子メール、ファクシミリ等により伝達できる

ものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。 
20. 「検査」とは、契約図書に基づき、設計業務の完了の確認をすることをいう。 
21. 「打合せ」とは、設計業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と監督員が面談等により、業務

の方針、条件等の疑義を正すことをいう。 
22. 「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき

訂正、補足その他の措置をいう。 
23. 「協力者」とは、受注者が設計業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。 

 
 

第２章 設計業務の範囲 
設計業務は、一般業務及び追加業務とし、内容及び範囲は次による。 
1. 一般業務の内容は、平成31年国土交通省告示第98号別添一第１項に掲げるものとし、範囲は特記仕様書に

よる。 
2. 追加業務の内容及び範囲は特記仕様書による。 

 
 
第３章 業務の実施 
3.1 業務の着手 
 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後10日以内に設計業務に着手しなければならない。 
 この場合において、着手とは、管理技術者が設計業務の実施のため監督員との打合せを開始することをいう。 
 
3.2 設計業務の条件 

1. 受注者は、業務の着手に当たり、設計図書又は監督員の指示を基に設計条件を設定し、監督員の承諾を得

なければならない。 
2. 受注者は、計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとす

る。 
3. 電子計算機によって計算を行う場合は、プログラムと使用機種について、あらかじめ監督員の承諾を得な

ければならない。 
 
3.3 適用基準等 

1. 受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、特記仕様書に

よる。 
2. 受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ監督

員と協議し、承諾を得なければならない。 
3. 適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。 

 
3.4 提出書類 

1. 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を監督員を経て、速やかに発注者に提

出しなければならない。 ただし、業務委託料に係る請求書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に

係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。 
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2. 受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、監督員の指示によるものとす

る。 
3. 業務実績情報を登録することが特記された場合は、登録内容について、あらかじめ監督員の確認を受け、

業務完了後10日以内に登録の手続きを行うとともに、登録されることを証明する資料を監督員に提出しなけ

ればならない。 
 
3.5 業務工程表 

受注者は、契約締結後10日以内に業務工程表を作成し、監督員に提出しなければならない。ただし、発注者

が必要ないと認めた場合は除く。 
 
3.6 守秘義務 
  受注者は、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 
 
3.7 再委託 

1. 受注者は、設計業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理等主たる部分を、再委託してはな

らない。 
2. 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理（構造計算、設備計算及び積算を除く）、トレース、

資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を得なくとも

よいものとする。 
3. 受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならな

い。 
4. 受注者は、設計業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。なお、

協力者は福岡市競争入札参加停止等措置要領（平成７年１月１１日助役決裁）に基づく競争入札参加停止、

競争入札参加資格取消又は排除措置を受けている者及び、設計業務委託契約書第４４条の２第１項第１号か

ら第８号までのいずれかに該当する者であってはならない。 
5. 受注者は、協力者に対して、設計業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならない。 

 
3.8 特許権等の使用 
受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特

許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときはその使用に関する一切の責任を負わなければな

らない。 
 ただし、発注者が、特許権等の対象となっている履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対

象である旨の明示がなく、かつ受注者がその存在を知らなかったときに、発注者は、受注者がその使用に関して

要した費用を負担しなければならない。この場合、その履行方法の使用について発注者と協議しなければならな

い。 
 
3.9 監督員 

1. 発注者は、監督員を定め、受注者に通知するものとする。 
2. 監督員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。 
3. 監督員が指示、承諾、協議等の職務を行うときは、書面により行うものとする。 
ただし、緊急を要する場合は、口頭による指示等を行うことができるものとする。 

4. 監督員は、口頭による指示等を行った場合は、書面により受注者にその内容を通知するものとする。 
 
3.10 管理技術者 

1. 受注者は、管理技術者を定め発注者に通知しなければならない。なお、管理技術者は、日本語に堪能でな
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ければならない。 
2. 管理技術者の資格要件は、設計図書による。 
3. 管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。 
4. 受注者は、業務の技術上の管理及び統括等の管理技術者の権限を制限する場合は、発注者に、あらかじめ

通知しなければならない。 
5. 管理技術者は、関連する他の設計業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協

力しつつ、その受注者と必要な協議を行わなければならない。 
 
3.11 貸与品等 

1. 業務の実施に当たり、貸与又は支給する図面、適用基準及びその他必要な物品等（以下「貸与品等」とい

う。）は、特記仕様書による。 
2. 受注者は、貸与品等の必要がなくなった場合は、速やかに監督員に返却しなければならない。 
3. 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。万一、損傷した場合は、受

注者の責任と費用負担において修復するものとする。 
4. 受注者は、設計図書に定める守秘義務が求められるものについては、これを他人に閲覧させ、複写させ、

又は譲渡してはならない。 
5. 受注者は、貸与資料を本設計業務以外に使用してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た

場合は、この限りではない。 
 
3.12 関連する法令、条例等の遵守 
 受注者は、設計業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなければならない。 
 
3.13 関係官公庁への手続き等 

1. 受注者は、設計業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うもの

とし、その内容を監督員に報告しなければならない。 
2. 受注者は、設計業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければな

らない。 
3. 受注者が、関係官公庁等から指導及び指摘等を受けたときは、速やかにその内容を監督員に報告し、必要

な協議を行わなければならない。 
 
3.14 打合せ及び記録 

1. 設計業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条

件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に

確認しなければならない。 
2. 設計業務着手時及び設計図書に定める時期において、管理技術者と監督員は打合せを行うものとし、その

結果について、管理技術者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。 
 
3.15 条件変更等 
受注者は、設計図書に明示されていない事項等が生じた場合、速やかに発注者にその旨を通知し、その確認を

請求しなければならない。 
 

3.16 一時中止 
発注者は、次の各号に該当する場合は、設計業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。 

(1) 関連する他の設計業務の進捗が遅れたため、設計業務の続行を不適当と認めた場合 
(2) 天災等の受注者の責に帰すことができない事由により、設計業務の対象箇所の状態や受注者の業務環境
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が著しく変動したことにより、設計業務の続行が不適当又は不可能となった場合 
(3) 受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合 

3.17 履行期間の変更 
1. 履行期間の変更については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協

議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 
2. 受注者は、履行期間の延長変更を請求する場合は、延長理由、延長日数の算定根拠、修正した業務工程表、

その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。 
3. 受注者は、履行期間を変更した場合は、修正した業務工程表を10日以内に発注者に提出しなければならな

い。 
 
3.18 修補 

受注者は、監督員から修補を求められた場合は、速やかに修補をしなければならない。 
 
3.19 設計業務の成果物 

1. 成果物には、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定されるような記載をしてはならない。ただし、こ

れにより難い場合は、あらかじめ監督員と協議し、承諾を得なければならない。 
2. 国際単位系の適用に際し疑義が生じた場合は、監督員と協議を行うものとする。 
3. 受注者は、設計図書に規定がある場合又は監督員が指示し、これに同意した場合は、履行期間途中におい

ても、成果物の部分引渡しを行わなくてはならない。 
4. 成果物は、紙に出力したものを原本、電子データを副とし、電子データはCD-R又はDVD-Rにて納品する。

この場合、署名又は捺印は、それぞれに行なうものとする。ただし、別途に指示がある場合は除く。 

5. 電子成果物の図面データのファイル形式は、SXF(sfc)、オリジナル、PDFまたはTIFF形式とする。ただし、

この形式により難い場合には、あらかじめ、監督員と協議し、承諾を得ること。 
 
3.20 検査及び引渡し 

1. 受注者は、設計業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 

2. 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から１０日以内に受注者の立会いの上、

設計図書に定めるところにより、設計業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者

に通知しなければならない。 

3. 発注者は、前項の検査によって設計業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、

直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。 

4. 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを設計業務委託料の支払の完了と

同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければな

らない。 

5. 受注者は、設計業務が完了検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならな

い。この場合においては、修補の完了を設計業務の完了とみなす。 
 

3.21 引渡し前における成果物の使用 
受注者は、成果物の全部又は一部の使用を承諾した場合は、使用同意書を発注者に提出するものとする。 
この場合においては、3.22 著作権の譲渡等に関する規定を準用する。 
 

3.22 著作権の譲渡等 

1. 受注者は、成果物（発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した

部分に係る成果物及び成果物の一部分が完成し、かつ、可分なものであるとき、発注者が部分引渡しを請求

した引渡部分に係る成果物を含む。）又は成果物を利用して完成した建築物（以下「本件建築物」という。）
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若しくは構造物（以下「本件構造物」という。）が著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２条第１項第１

号に規定する著作物（以下「著作物」という。）に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第２章及

び第３章に規定する著作者の権利（著作権法第２７条及び第２８条の権利を含む。以下「著作権等」という。）

のうち受注者に帰属するもの（著作権法第２章第３節第２款に規定する著作者人格権を除く。）を当該成果

物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。 

2. 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において、受注者は、

著作権法第19条第1項又は第20条第１項に規定する権利を行使してはならない。 
(1) 成果物又本件建築物若しくは本件構造物の内容を公表すること。   

(2) 発注者が成果物の利用目的の実現のために必要な範囲（増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運

営、広報等含む）で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をする

こと又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせる

こと。 

(3) 本件建築物又は本件構造物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。 

(4) 本件建築物又は本件構造物を増築し、改築し、修繕若しくは模様替により改変し、又は取り壊すこと。 

3. 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た

場合は、この限りでない。 

(1) 成果物又は本件建築物若しくは本件構造物の内容を公表すること。 

(2) 本件建築物又は本件構造物に受注者の実名又は変名を表示すること。 

4. 発注者が著作権を行使する場合において、受注者は、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に規定す

る権利を行使してはならない。 

5. 受注者は、発注者が承諾した場合には、成果物を複製し、又は翻案することができる。 

6. 発注者は、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができ

る。 

7. 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム（著作権法第10条第1項第9号に規定する

プログラムの著作物をいう。）及びデータベース（著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をい

う。）について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベース

を利用することができる。 
 
 
 
 
付則 平成１５年 ７月３０日 制定 
   平成１６年 ７月 １日 改訂 
   平成１９年１０月 １日 改訂 
   平成２０年１１月 １日 改訂 
   平成２２年 ４月 １日 改訂 
   平成２６年 ７月 １日 改訂 
   平成３１年 ４月 １日 改訂 
   令和 ３年 １月 ４日 改訂 
 



建築設計業務特記仕様書 

 

１． 設計概要・期間 

公募要綱のとおり 

なお、業務の着手日については市と協議する 

 

２．設計業務の範囲 

  別表のとおり 

 

３．瑕疵担保期間 

  工事完成後２年間 

 

４．提出図書（設計成果物） 

①設計図書   1 式 

 ②構造計算書等  1 式 

 ③積算内訳書（根拠資料含む） 1 式 

 ④打合せ議事録  1 式 

 ⑤施設台帳   1 式 

 ⑥製本図面（2 つ折り縮小） 1 式 

 ⑦建築設計チェックリスト  1 式 

 ⑧関係法令に基づく申請図書   １式 

 ⑨①～⑤、⑦～⑧の電子データ 1 式 

 

５．資料の貸与 

  公募要綱のとおり 

 

６．注意事項等 

 ・本仕様書における「業務水準」とは要求水準書による。 

・共通仕様書に定める管理技術者のほか、管理技術者のもとで業務を担当する「担当技術者」（建

築・電気・機械各 1 名以上）を選任すること。 

 ・管理技術者と担当技術者は兼ねてもよい。 

 ・設計にあたっては、綿密に現地調査を行うこと。 

 ・関連法規を遵守の上、設計業務を行うこと 

 ・設計にあたっては、監督員と十分に協議すること。 

 ・設計における各段階及び完了時に図面等で監督員の精査を受けること。 

 ・「福岡市市有建築物の環境配慮整備指針」に基づいて設計を行い、「環境配慮対策チェックシート」

により導入した環境配慮事項の確認を行うこと。 



 ・設計業務着手後 10 日以内に、設計業務工程表を発注者に提出すること。 

 ・設計チェックリストを要領に従い提出すること。 

 ・設計成果物は、次の工事区分ごとにまとめること（ただし、提案内容によってはこの限りではない） 

  

    建築工事、電気設備工事、給排水設備工事、空気調和設備工事 

  

 ・工事特記仕様書は、本市の「建築工事特記仕様書」、「解体工事特記仕様書」、「外壁改修工事特

記仕様書」、「建築改修工事特記仕様書」、「電気設備工事特記仕様書」、「機械設備工事特記仕様

書」の最新版を用いること。 

 ・図面及び内訳書の作成にあたっては、構成（目次）・用語・略号、縮尺等について、事前に監督員と

協議し、指示に従うこと。 

 ・内訳書、明細書、代価表類を作成し、エクセル及び PDF データを提出すること。 

 ・拾い書類はエクセルにて作成し、必要な箇所にリンクをかけて提出すること。 

 ・内訳書作成に必要な見積徴収を行うこと。 

 ・設計図書は各種工事ごとにまとめること。 

 ・関係部署との協議については、その都度、必ず議事録を作成し、監督員へ提出すること。 

 ・業務の一部を第三者へ委託しようとするときは、あらかじめ「再委託承諾申請書」を監督員へ提出し、

承諾を得ること。 

 ・本業務実施にあたっての適用基準等は要求水準書による。 

 ・必要に応じて、別途業務事業者と協議・調整を行うこと 

 

７．電子納品 

 ・本業務は、電子納品対象業務とする。（電子納品とは、調査、設計、工事などの各業務段階の最終

成果を電子データで納品することをいい、電子データとは「福岡市電子納品手引き 建築・設備業務

編」（以下、「電子納品の手引き」という。）に基づいて作成されたものを指す。） 

 ・業務完成時の提出物は、従来どおり「紙」による成果品とともに、「電子納品の手引き」に基づいて作

成した電子データを電子媒体（CD-R 又は DVD―R）資料として提出すること。 

 

 

８．労働環境改善の試行の取り組みに関する特記仕様書 

 ・本業務は、受発注者間の相互において労働環境の改善に関する取り組みを行う試行業務である。 

 ・取り組み内容については、以下に示す項目を参考として、受発注者間で調整の上取り組めるものを

設定し実施すること 

 （１）月曜日は依頼の期限日としない（マンデイ・ノーピリオド） 

 （２）金曜日は依頼しない（フライデイ・ノーリクエスト）  

 （３）週 1 回以上は定時に帰るよう心がける（ワンウィーク・ノーオーバータイム） 

 （４）17 時以降の打合せは行わない（オーバーファイブ・ノーミーティング） 

 （５）その他、取り組みが必要と思われる内容 

 



９.共通仕様書の読み替え 

 ・建築設計業務委託共通仕様書に記載の内容を、以下のとおり読み替える 

共通仕様書の記載 読み替え 

委託契約 設計・施工一括契約 

６．「契約図書」とは、契約書又は請書及び

設計図書をいう 

６．「契約図書」とは、契約書又は請書及び

要求水準書をいう 

設計図書 要求水準書 

設計業務委託契約書第 44 条の２ 設計・施工一括契約書第 68 条 

契約締結後 設計業務着手後 

 

  



別表 設計業務の範囲（本件対象項目は右に「○」、対象外項目は「-」 

一般業務 

業務内容の項目 

基 

本 

設 

計 

設計条件等の整理 条件整理 - 

設計条件の変更等の場合の協議 - 

法令上の諸条件の調査及び 

関係機関との打合せ 

法令上の諸条件の整理 ○ 

建築確認申請に係る関係機関との打合せ ○ 

上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との打合せ ○ 

基本設計方針の策定 総合検討 - 

基本設計方針の策定及び建築主への説明 - 

基本設計図書の作成 ○ 

概算工事費の検討 - 

基本設計内容の建築主への説明等 ○ 

実 

施 

設 

計 

要求等の確認 建築主の要求等の確認 ○ 

設計条件の変更等の場合の協議 ○ 

法令上の諸条件の調査及び関

係機関との打合せ 

法令上の諸条件の調査 ○ 

建築確認申請に係る関係機関との打合せ ○ 

実施設計方針の検討 総合検討 ○ 

実施設計のための基本事項の確定 ○ 

実施設計方針の策定及び建築主への説明 ○ 

実施設計図書の作成 実施設計図書の作成 ○ 

建築確認申請図書の作成 ○ 

概算工事費の検討 - 

実施設計内容の建築主への説明等 ○ 

意図 

伝達 

設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等 - 

工事材料、設備機器等の選定に関する設計意図の観点からの検討、助言等 - 

追加業務 

上記以外で本委託に含まれる項目 

積算業務 ○ 既存建物調査 ○ 

建築確認申請手続業務 ○ 建築物省エネ法の計画作成 - 

補助申請に係る申請及び協議 - 建築物省エネ法の一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費計算 - 

CASBEE 申請 - 模型等作成 - 

施設台帳（電子データ） ○ 透視図作成 ○ 

リサイクル計画書 ○ 住宅性能評価申請手続き、手数料 - 

防災拠点等の設計、検討 - 営繕積算システム（RIBC）利用料 - 

ライフサイクル CO2 検討 - 本業務に係る関係官公庁に対する諸手続 ○ 

 



土木設計業務特記仕様書 
 
第１条 履行場所 

福岡市南区大字桧原、大字柏原 
福岡市城南区大字東油山 

 
第２条 履行期間 

契約締結の翌日から令和５年３月１５日まで 
 

第３条 契約不適合責任期間 
本委託の契約不適合責任期間は、本件構造物の工事完成より１年間とする。 

 
第４条 適用 

本委託は、測量調査業務共通仕様書（福岡市 令和３年 10 月）、設計業務等共通仕様書
（福岡市 令和３年 10 月）、本特記仕様書及び監督員の指示に基づき、優秀な技術を
持って施行しなければならない。 

 
第５条 業務内容 
１）測量業務 

①現地測量 １式（駐車場）（基準点は任意） 
  ②縦断測量  

③横断測量 （20ｍﾋﾟｯﾁ、Ｗ＜45ｍ） 
２）基本設計 

 ①与条件の検討 
   公募要綱（本事業に係る与条件並びに要求水準に関する事項）、各種設計条件の整理、

確認及び各種設計基準の抽出と適用の確認を行う。 
②設計の検討 

   与条件の確認及び調査の結果を踏まえ、空間構成・景観・意匠、造成、維持管理基本
方針の検討を行う。 

  ③設計図の作成 
   各種基本設計平面図を作成する。また、主要施設の構造イメージ図を作成する。 
  ④撤去設計 
   サイン、遊具については、撤去平面図を作成する。 
３）実施設計 

 ①与条件の確認 
   基本設計に基づいて実施設計を行うにあたり、必要となる適用設計条件や設計基準、

関連機関との調整内容の確認を行う。 



 ②実施設計の検討 
与条件の確認及び調査に基づき、意匠性、安全性、機能性、施工性に関する検討と設

定を行う。また、維持管理およびライフサイクルコスト等に関する検討を行う。 
③実施設計図の作成 
基本設計平面図に基づいた各種実施設計平面図を作成する。また、各種施設の構造図

を作成するとともに、必要に応じて縦断図、排水縦断図等の作成及び特記事項を付記す
る。 
④数量計算書 
図面及び工事仕様書に基づき、施行数量や材料の計算を行う。 

⑤撤去平面図 
 遊具、サインの撤去平面図等を作成するとともに、数量を算出する。 
⑥工事費の算出 
 工事費を算出する。 
⑦実施設計説明書の作成 
設計概要書を作成するとともに、上記検討資料を取りまとめた報告書を作成する。 

  ⑧照査 
   成果品の内容の適正について、各段階で照査を行うこと。 

⑨打合せ協議 
   打合せは、業務着手時、中間時（１回）、成果品納入時及び監督員が必要と認めたと

きとする。なお、業務着手時・成果品納入時は管理技術者が出席するものとする。 
 

第６条 その他 
  設計書及び仕様書に明記のない内容に疑義が生じた場合は監督員と協議し、その 

指示に従うものとする。 
 
第７条 成果物 
  報告書 2 部（Ａ４サイズ 簡易製本 成果物データ含む） 
 
第８条 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について 

受注者は、本工事（業務）の実施にあたり、新型コロナウイルス感染症の感染 
拡大防止に十分に努めることとし，その感染拡大防止に係る対策について、監督 
員と協議の上、業務委託料の変更や履行期間の延長等が必要と認められる場合は、 
設計変更の対象とする。 
なお、設計変更にあたっては、感染拡大防止対策について業務計画書に記載すると 
ともに、その実績が分かる資料（写真，領収書等）を監督員に提出すること。 

 



工事業務特記仕様書 

 

１． 工事概要・期間 

公募要綱のとおり 

なお、業務の着手日については市と協議する 

 

２．適用する特記仕様書 

  ・建築工事特記仕様書 

   ・建築改修工事特記仕様書 

・外壁改修工事特記仕様書 

   ・電気設備工事特記仕様書 

   ・特記仕様書（機械設備工事） 

 なお、特記仕様書は最新のものを適用すること。 

 

３.特記仕様書の読み替え 

・上記特記仕様書に記載の内容を、以下のとおり読み替える 

共通仕様書の記載 読み替え 

福岡市建設工事請負契約約款第３条第２項 設計・施工一括契約書第 28 条第２項 

工事請負契約書 設計・施工一括契約書 

請負契約の締結後 工事業務の着手後 

契約約款第 20 条 契約約款 65 条 

 

４.工事実績情報の登録について 

  ・上記特記仕様書における「工事実績情報の登録」について、登録時期のうち「受注時」は「工事着

手時」に読み替える 



・実施する　　　　　・実施しない（該当事項○印）

（１０）福岡市契約事務規則第４１条１項４号に定める中間技術検査

１．工事名称

※ 足場を設ける場合は、｢｢手すり先行工法に関するガイドライン」について｣

（厚生労働省　平成21年4月24日）の「手すり先行工法等に関するガイドライン

」により、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時は常時、全ての作業床

について手すり、中さん及び幅木の機能を有するものとし、「手すり行工法に

よる足場の組立て等に関する基準｣の２の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行

専用足場方式により行うこと。

・のない場合は※印のついたものを適用する。

Ｎo.

２

日付  令和    ．    ．

工事名

図面名

章 特　　記　　事　　項

・無・有

　

３．CADデータ

４）形状寸法の単位は、特記なき限りミリメートルとする。

５）標準仕様書の監督職員は監督員と読み替える。

・印と※印のある場合は共に適用する。

２．特記仕様の適用

２）特記事項は・印のついたものを適用する。

１）項目は番号に　印のついたものを適用する。

３）各項目に記載の（　）内表示番号は、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）の当該

項目、図、表を示す。

　なお、改修工事を含む場合は「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）」（平成

版）による。

監修「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」（平成３１年版）による。

項 目

1．適用基準等

(1.1.9)

　　に係る事項

3．工事の一時中止

2．工事実績情報

ｻｰﾋﾞｽ(ｺﾘﾝｽﾞ)
の登録

2) 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全

中止期間中における工事現場の管理に関する計画（以下「基本計画

書」という。）を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。

　　なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、

　労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に

　伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・　

　管理に関する基本的事項を明らかにする。

すること。

(1.1.4)
　区分で10日（土日祝日を除く）以内に登録し、「登録内容確認書」を

　監督員に提出すること。

　受注時、途中変更時、訂正時、竣工時

5．工事の記録

6．電気保安技術者

7．施工条件

(1.2.4)

(1.3.3)

(1.3.5)

1) 契約約款第２０条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、

・適用する ・適用しない

・福岡市建築・設備工事写真撮影要領により提出すること。

4．監督基準 ※別紙「建築工事監督基準」による ・標準仕様書による

　本工事に使用する材料は、設計図書に定めるもの又はこれらと同等のも

のとする。ただし、同等のものとする場合は監督員の承諾を受ける。

　なお、国土交通大臣官房官庁営繕部監修「建築材料・設備機材等品質性

能評価事業建築材料等評価名簿」により省略することができる。

※工事に使用する材料は、アスベストを含有しないものとする。

　国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）

により、環境負荷を低減できる材料を選定するように努めること。

指定品目、判断基準は「福岡市グリーン購入ガイドライン」によること。

(1.4.1)

(1.4.2)

(1.5.2)

・適用する(工種については現場説明書を参照) ・適用しない

　災害及び事故が発生した場合は、直ちに監督員に連絡するともに「福岡

市公共工事にかかる事故報告要領」に基づき報告すること。(1.3.9)

8．事故報告

※ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊を含む）、ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ塊については、

認定再利用施設（中間処理施設）への搬入とすること。

・再資源化を図るもの ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊　・ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ塊　・木材

・引き渡しを要するもの（  ）

・中間再生処理    （　　 　　）

・特別管理産業廃棄物　・有　・無

(1.3.11)

9．発生材の処理等

10.環境への配慮

11．材料

12．技能士

濃度を測定すること。

（測定物質）

・受注者は監督員の指示に従い工事完了時に室内空気中の化学物質の

個所数（　　　　個所） ※測定室は監督員の指示による。

（測定個所） 

・提出する（※完成図書等作成要領（福岡市財政局）による）

・提出しない

　福岡市福祉のまちづくり条例の適用により、下記のいずれかを取り付

けること。

するものとする。

　施工図等の著作権に係わる、当該建築物に限る使用権は発注者に移譲

・設計額2,000万円以上の工事は対象。

・設計額250～2,000万円で市が指定する工事は対象

・指定する ・指定しない

・整備基準適合証（基本タイプ）　・整備基準適合証（優良タイプ）

（２００×２００）　　　　　　　　（２００×２００）

・防護棚 ・防護シート ・防護金網

・（ 　）

・設置する  ・設置しない

・（    m2 ）程度

・備品等の種類（ 　）

・備品等の数量（ 　）

工事中、接合部その他本工事範囲外の部分に汚損を生じた場合は原形に

復すること。

構内既存の施設　 ※利用できない　・利用できる（※有償　・無償）

構内既存の施設　 ※利用できない　・利用できる（※有償　・無償）

※工事表示板 ※建設業許可票 ※労災保険関係成立票

※施工体系図 ・運搬経路表示板

※現況地盤の平均高さとし、監督員の指示による。
※ 請負金額500万円以上の工事は、監督員の確認を受けた後に、当該工事

　に関するデ－タを（一財）日本建設情報総合センタ－（JACIC)に下記の

※工事の一時中止に係る計画の作成

１．　図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部

　貸与するCADデータを当該工事における施工図及び完成図を作成するため以外に使用

してはならない。これに基づく完成図、施工図のCADデータの著作権は本市に帰属する。

　また貸与したCADデータは工事完成検査までに返却すること。

※塵埃、コンクリート屑等を撤去し地均しをする。

・塵埃、コンクリート屑等を撤去し、凹部に良土を入れ工事用地全面に

ローラー転圧をする。

・設ける ・設けない

・枠組足場  ・くさび緊結式足場 ・単管足場 ・（ 　）

・設備の種類　※監督員と協議 ・（ 　　）

工法

設置期間　・（　 　）日間

・地山自立掘削工法 ・法付けオープンカット工法

・山留め壁オープンカット工法

（・自立掘削工法 ・切張り工法 ・仮設地盤アンカー工法）

・親杭横矢板工法 ・鋼矢板工法 ・鋼管矢板工法

・ソイルセメント壁(SMW)工法 ・場所打ち鉄筋コンクリート地中壁工法

※土留め参考図のとおり ・（ 　）

山留めの存置　　・する　・しない

※鋼矢板，親杭等を引き抜く場合は施工計画で地盤沈下対策を講じること(3.3.3)

4.山留め工法

5.山留め壁

6.山留め壁の範囲

7.山留めの撤去

・ 処分量500ｍ3未満の工事

・ 処分量500ｍ3以上の工事

・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ｃ種 ・Ｄ種

※構外指定処分（現場説明書による）　・構内処分

※構外自由処分 ・構外指定処分 ・構内処分

・釜場工法 ・ディープウェル工法 ・明渠･暗渠工法

・ウェルポイント工法 ・バキュームディープウェル工法

・リチャージ工法（復水工法）

設置期間　　・（ 　）日間

工法

※排水処理方法・放流先・予定排水量を指定する場合は現場説明書による

(3.2.5)

1.埋戻し及び盛土

2.建設発生土の処理

(3.2.3)(表3.2.1)

(3.2.2)

3.排水

３

土

工

事

(4.4.3)
※図面図示による ・下表による

・特定埋込杭工法（ 　　）工法

杭の水平方向の位置ずれの精度　※｢JASS4 杭･事業および基礎工法｣による

支持地盤の位置及び土質　　 ※図面図示による ・( 　　)

・（ 　）
※開放形

JIS A 5526

杭の種類 規格 種類の記号 先端部形状

・Ｈ形鋼ぐい

・鋼管ぐい JIS A 5525

断面寸法
（mm）

長さ
（m）

(4.4.5)
・現場溶接継手 ・高力ボルト継手 ・（ 　）

※ガス切断

(4.4.6)

・アースドリル工法 ・リバース工法 ・オールケーシング工法

・拡底杭工法 ・（ 　工法）(4.5.1･5･6)

４

地

業

工

事

④エチルベンゼン ⑤スチレン

①ホルムアルデヒド　②トルエン　③キシレン

・セメント ※高炉セメントB種 ・（ 　　）

(表4.5.1)
(6.3.1)

・スランプ ※18cm ・（ 　）

・コンクリートの種別 ・A種（無水堀り） ・B種（無水掘り以外）

・混和剤　※JIS A6204（コンクリート用化学混和剤）によるAE剤、AE減水

剤又は高性能AE減水剤の区分Ⅰ種

・レディーミクストコンクリートの類別 　※Ⅰ類　 ・Ⅱ類

・構造体強度補正値(Ｓ) ※ 3Ｎ/mm2 ・（ 　　Ｎ/mm2 ）

・設計基準強度 ・21Ｎ/mm2 ・（ 　　Ｎ/mm2 ）

※上記以外は6章【コンクリート工事】による

2）コンクリート

※図面図示による
(4.5.4)

1）鉄筋

(5.2.1)

(表5.2.1)

異形鉄筋　JIS G3112　 ※SD295A　（ 　　）

帯筋の加工及び組立　 ・（ 　　）

※SD345　 （　　 　）

鉄筋かごの補強

※鋼板9×50～75(mm)　・( 　)

杭径（m） 材料（補強リング）

 ･1.5m以下

 ･1.5m超

※鋼板6×50(mm) ・( 　)

継手　※重ね継手　　・（ 　　）

小かぶり厚さ　※100mm　　・(　　　　mm）

・使用しない

孔壁測定装置　　 ・使用する（※超音波測定器　・（ 　））

杭の水平方向の位置ずれの精度　※｢JASS4 杭･事業および基礎工法｣による

支持地盤の位置及び土質　　 ※図面図示による ・( 　　)

13.化学物質の室内

 　空気濃度測定

14.完成時の提出

図書

15.ＣＡＬＳ／ＥＣ

電子納品

16.施工図等の

17.福祉環境整備

取り扱い

(1.5.9)

(1.7.1～3)

1．設計Ｇ．Ｌ

2．危険防止(2.2.4)

1)仮囲い

2)足場

3)落下物等に

対する施設

3．監督員事務所

5．工事用地復旧

7．工事用水

8．工事用電力

9．工事表示板等

6．既存建物との

　 取り合い

(2.3.1)

(2.3.1)

4．監督員事務所の

　 備品等

（１節　一般事項）

（２節　工事関係図書）

（３節　工事現場管理）

（４節　材料）

（５節　施工）

（２節　根切り等）

（４節　仮設物撤去等）

（３節　仮設物）

（７節　完成図書）

（３節　山留め）

（４節　鋼杭地業）

（５節　場所打ちコンクリート杭地業）

（２節　縄張り、遣方、足場等）

Ⅱ．建築工事仕様

３１年版）により、解体工事を含む場合は「建築物解体工事共通仕様書」（平成３１年

・特定埋込杭工法　（ 　　）工法

杭の水平方向の位置ずれの精度　※｢JASS4 杭･事業および基礎工法｣による

支持地盤の位置及び土質　　 ※図面図示による ・( 　　)

・アーク溶接 ・無溶接継手（工法 　）

・外圧方式 ・ダイヤモンドカッター方式 ・（ 　　）

(4.3.8)

※図面図示による

(4.3.3)

種類

(4.3.4･5) ・セメントミルク工法

根固め液･杭周固定液の管理方法　※4.3.4(6)(ｺ)による

(4.3.6)

（３節　既製コンクリート杭地業）

載荷試験　・適用する（・鉛直載荷試験　・水平載荷試験）　・適用しない

試験位置，本数，載荷荷重　　・（　　　　　　　）　・図面図示による

報告書の記載事項　　・（ 　）

報告書の記載事項　　・（ 　）

試験位置，載荷荷重　　・（　 　　）　・図面図示による

(4.2.3)

(4.2.4)

2.杭の載荷試験

1.試験杭 ・監督員の指示による ・（ 　）箇所

(4.2.2) ・図面図示 ・（ ）箇所

（２節　試験及び報告書）

3.地盤の載荷試験

4.材料

5.工法

6.継手

7.杭頭の処理

8.材料

9.工法(4.4.4)

10.継手

11.杭頭の処理

12.工法

13.材料その他

建築工事特記仕様書（令２年４月改定版）

※福岡市電子納品の手引き（建築・設備工事編）による。

２

仮

設

工

事

１

各

章

共

通

事

項

・Ａ２サイズの場合、７／１０とする。

※契約用図面をＡ３サイズに縮小する場合の縮小倍率は、下記のとおり読み替え全ての図面共通とする。

※Ａ１サイズの場合、１／２とする。

【　注　意　事　項　】
令和元年度以降の改定

福岡市 財政局 アセットマネジメント推進部 施設建設課

建築工事特記仕様書（１）

・建築工事標準詳細図（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　平成28年版）

・学校標準詳細図

載荷試験　・適用する（平板載荷試験）　・適用しない

・その他の施工条件 　(　 　)

　施工体制の確認方法は、「Ⅳ．施工体制の確認」による。

工体制台帳に添付すること。

び公衆が見やすい場所に掲げるとともに、監督員に提出する施

他の保険を付すること。

（７） 部分払を受ける場合は、市長を被保険者とする火災保険その

るとともに、その写しを監督員に提出すること。

を表示した施工体系図を作成し、工事関係者が見やすい場所及

また、国土交通省令に従って、各下請負人の施工の分担関係

受注者は、工事を施工するために下請契約を締結した場合は、

その金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備え

（９）施工体制台帳等の提出

図ること。

の抑制・適正処理を行い、再生資材及び再生資材製品の活用を

本工事の施工においては｢建設リサイクル法｣に基づき廃棄物（８）

・塗装　・防水　・金属製建具

場登録業者とすること。（該当する工事に・印）

っては、特段の理由がない限り本市競争入札有資格者名簿の地

（５） 本工事の施工に伴う下記の工事に係る下請負人の選定にあた

をしないこと。

（６） 本工事の施工に伴う工事用資材等の輸送においては、過積載

員に提出すること。

（４） 受注者は、使用する資材・製品について、事前に書面を監督

提出すること。

その理由を付した書面を施工体制台帳に添付のうえ，監督員に

１０．その他　

（２） 受注者は、工事にかかる資材・製品については、特段の理由

がない限り地場企業資材・製品を使用すること。

等を行うこと。

の選定にあたっては、特段の理由がない限り地場企業への発注

（１） 受注者は、工事施工に伴う下請業者及び資材・製品供給業者

（３） 受注者は、下請業者の１次下請に地場企業を使用しない場合、

要がないと認めるものは本工事については下記による。（該当事項○印）

・ 請負代金内訳書 ・ 工程表

８．特記事項　   　福岡市契約事務規則３２条２項、また福岡市建設工事請負契約約

款（以下「契約約款」という。）第３条２項による発注者がその必

９．安全管理　　

「公共建築改修工事標準仕様書（平成３１年版）」によること。

部監修「建築物解体工事共通仕様書（平成３１年版）」並びに

（１） 設備関連工事等が別途工事となる場合の建築工事受注者は、

除去改修工事仕様書」( 新版)及び国土交通省大臣官房官庁営

及び改修工事を行う場合は、福岡市財政局「アスベスト(石綿)

（３） 本工事において、アスベスト(石綿)を含有した建材等の除去

業者が責任を持って指導すること。
関係者と協力し、工事全体の円滑な推進を図るように建築主体

現場の関連事業者を含めて、労働災害を防止するための、必要
な措置を講じること。

労働安全衛生法第３０条第２項に基づく特定元方事業者とし当

（２） 本工事施工中は、別途工事施工業者と連絡を密にし当該工事

　　工事を施工しない日

　　工事を施工しない時間帯

４．工事概要

７．その他

６．契約不適合責任期間

５．別途工事

R2. 3.31　公共建築工事標準仕様書（平成31年版）による内容改正

R2.11.18　建設業法改正による工事を施工しない日及び時間帯の明記

Ⅰ．工　事　概　要

Ⅰ.工事概要－３.工事期間

日曜日（騒音・振動を伴う作業に限る）

指定なし

R3. 3.11　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造体強度補正値(S)にかかる適用期間の見直しによる内容修正

３．工事期間　　  　　令和　　年　　月　　日から　令和　　年　　月　　日まで

２．工事場所 　 福岡市南区大字桧原、大字柏原、福岡市城南区大字東油山

 受渡し完了の日から　　２ヶ年間



Ｎo.

日付  令和    ．    ．

工事名

図面名

３

・建設汚泥の再生利用については、「建設汚泥の再生利用に関するガイドライ

厚さ　　※図面図示による　　・50mm　　・(　　　mm）

厚さ　　※図面図示による　　・60mm　　・（　　　mm）

材料　　※再生クラッシャラン　　・切込砂利　　・切込砕石

材料　　※ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ0.15mm以上　・図面図示による　・(　　　　　　）

範囲　　※図面図示による　　・(　　　　　　）

ン」「建設汚泥処理土利用技術基準」「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断

指針について」により、適正に処理する。

   地業(4.6.4)

(4.6.5)

   処理

　　　六価クロム溶出試験要領による。

　　　　　（　　　　　）工　（　　　　　）工法　配合設計段階（　　）検体

溶出試験の実施　　　・する　　　※しない 　1)残泥土・泥水

 　2)残泥土・　

 　3)地盤改良及び

 　 改良土の再利用

  　 の溶出試験

 　  泥水の処理

※陸上処分　　

※含水率が８５％を超えるものは、中間処理とすること。

・セメント及びセメント系固化材を使用する場合は、六価クロムの溶出試験実

　験要領により土壌環境基準値を確認し、適切な措置を講ずること。

 （六価クロム溶出試験及びタンクリーチング試験）

 　試験対象工種、工法名及び検体数

 　試験方法

　　　試験方法は、セメント及びセメント系固化材を使用した改良土等の

　　・六価クロム溶出試験

　　・タンクリーチング試験
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施工後段階　（　　）検体

　　　（　　　　　）工　（　　　　　）工法　配合設計段階（　　）検体

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施工後段階　（　　）検体

　
５
　
鉄
　
筋
　
工
　
事

(5.2.1)(表5.2.1)
1.鉄筋の種類

3.継手及び定着
(5.3.4)

網目の形状　　　 ※レギュラー(正方形)　　・デザイン（　　　　）

寸法・鉄線の径　 ※図面図示による　　　　・(　　)×(　　)×(　　)

 JIS G3112　　・D10～D16　 （※SD295A　・SD345）

 　　　　　　 ・D19以上　　（※SD345 　・(　　　　））

2.溶接金網

(5.2.2)

 JIS G3551　　※規格品

D19以上の柱、梁の主筋　　※ガス圧接　　・重ね継手　　・(　　　　）

その他の鉄筋　　　　　　 ※重ね継手　　・(　　　　）

鉄筋の継手位置　　※図面図示による　　・(　　　　）

　　　　　　　　　・先組み工法等の柱,梁の継手位置を同一位置に設ける

重ね継手の長さ　柱,梁の主筋　※図面図示による　　・(　　　　）

　　　　　　　　耐力壁　※40d(軽量ｺﾝｸﾘｰﾄは 50d)と表5.3.2のうち大きい値

鉄筋の定着長さ　※表5.3.4による

6.圧接完了後の試験

(5.4.9)

(5.5.2)

7.機械式継手 種類　・（　　　　　　　　　　）

工法・品質の確認方法・修正方法等　　※施工計画書による

8.溶接継手

(5.6.3)
工法・品質の確認方法・修正方法等　　※施工計画書による

試験　※超音波探傷試験　　　・引張試験（方法　　　　）

(5.3.5)

5.各部配筋

4.鉄筋のかぶり厚さ
  及び間隔

(5.3.7)

※別図「各部配筋参考図」による。

・普通コンクリート　※表5.3.6による　　　・図面図示による

・軽量コンクリート（　　　　　　　  ）

機械式継手及び溶接継手の場合の鉄筋相互のあきは図示による。

・適用する　　　※適用しない

　
６
　
コ
 
ン
 
ク
 
リ
 ー

 
ト
 
工
 
事

4.セメント

2.ｺﾝｸﾘｰﾄの強度

1.ｺﾝｸﾘｰﾄの種類

3.ﾜｰｶﾋﾞﾘﾃｨｰ及び
ｽﾗﾝﾌﾟ

5.骨材

(6.2.1)

(表6.2.1)

(6.2.2)

(6.2.4)

(表6.3.1)

(6.3.1)(1)

(6.3.1)(2)

・(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

フライアッシュのⅠ種，Ⅱ種若しくはⅣ種，JIS A6207

によるシリカフューム又はJIS A6202による膨張材

6.混和材料

(6.3.1)(4)

コンクリートの類別　　※Ⅰ類　　　・Ⅱ類

建築基準法第37条第二号に規定する国土交通大臣の認定を受けたｺﾝｸﾘｰﾄ

普通コンクリート設計基準強度　　※図示による　　・(　　　Ｎ/mm2）

荷卸し地点におけるスランプの値　※表6.2.2による　・（　　　　　　　）

※普通ポルトランドセメント　 ・高炉セメントＡ種　 ・シリカセメントＡ種

・高炉セメントＢ種（場所打ち杭は４章による）　　　・普通エコセメント

・フライアッシュセメントＡ種　・フライアッシュセメントＢ種

特殊骨材の使用　　　　　・使用する　　　※使用しない

アルカリシリカ反応性による区分　　※Ａ　　・Ｂ

※アルカリ骨材反応抑制対策は国土交通省の対策に準じて行う。

・混和剤　　※JIS A6204（コンクリート用化学混和剤）によるAE剤、

AE減水剤又は高性能AE減水剤　区分Ⅰ種

・混和材　　※JIS A6201（コンクリート用フライアッシュ）による

使用する特殊骨材の種類　・フェロニッケルスラグ細骨材　・銅スラグ細骨材

　　　　　　　　　　　　・電気炉酸化スラグ骨材　　　　・再生骨材Ｈ

　水中養生又は封かん養生とする
※型枠取外し時期決定の試験に用いる供試体の養生方法は，工事現場における

補正値（Ｓ）
(Ｎ/mm2 )

６３

期  間

６

7.ｺﾝｸﾘｰﾄの調合

(6.3.2)

普通ポルトランドセメント、混合セメントのＡ種 　
７
　
鉄
　
骨
　
工
　
事

5.普通ボルト

公差域クラス及び仕上げの程度　　※表7.2.3による　　

溶接棒等　　　　　※表7.2.4による

シールドガス　　　※JIS Z3253（溶接及び熱切断用シールドガス）による

その他の溶接材料　　　・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ターンバックル胴　　  ※割枠式　　    ・(　　　　　　　　  ）

ターンバックルボルト　※羽子板ボルト　・(　　　　　　　　　）

※図面図示による　　　・(　　　　　　　　　　）

※JIS G3352

(7.2.4)

(7.2.5)

(7.2.6)

・Ｓグレード　・Ｈグレード　・Ｍグレード　・Ｒグレード　・Ｊグレード

※監督員の承諾による

※要　　・不要

(7.1.3)

(7.1.4)

(7.2.1)

(7.2.2)

1.鉄骨製作工場

2.施工管理技術者

3.鋼材

4.高力ボルト 種類　※トルシア形高力ボルト

種類　・構造用アンカーボルト　　※JIS G1220 の SNR400

(7.2.3)

　　　・JIS形高力ボルト　　　 　　　JIS B1186　２種（F10T）

　　　・溶融亜鉛めっき高力ボルト　　１種（F8T）相当

形状･寸法　 ※図面図示による

種類　　　　※表7.2.1による(　　　　　）　　　・（　　　　　）

ねじの呼び　　・（　　　　　）　　・図面図示による

ねじの呼び　　・（　　　　　）　　・図面図示による

種類　　　　※表7.2.3による(　　　　　）　　　・（　　　　　）

6.アンカーボルト
　　　　　　　　　　　　　　　　・(　　　　　　　　　　　　）

　　　・建方用アンカーボルト　　※JIS G3101 の SS400

　　　　　　　　　　　　　　　　・(　　　　　　　　　　　　）

(7.2.7)

・無収縮モルタル　ｾﾒﾝﾄ　　・普通セメント　・早強ポルトランドセメント

混和材　※セメント系膨張材　　　・（　　　　　　　）

調合　　※製造所の仕様とする。

品質・試験方法　※表7.2.6による　・（　　　　　）

(1)鋼材品質試験　　※JIS又は建築基準法に定められた方法

(2)板厚方法に引張力を受ける鋼板の試験　　※JIS G0901による。

・適用する　　　・適用しない

(7.2.10)

(7.2.8)

種類等　　※図面図示による　　　・(　　　　　　　　　　）

7.溶接材料

(7.2.9)

(7.3.2) 　・図面図示による　　　　・(　　　　　　　　　　　)

ボルトの縁端距離，ボルト間隔，ゲージ等

・実施する　　　※実施しない

・実施する　　　※実施しない

ボルトの長さがねじの呼びの５倍を超える場合の回転量

・実験により一次締めを含めて施工条件を決定することとする。

(7.3.10)

(7.4.2)

(7.4.7)

（６節　砂利、砂、捨コンクリート地業等）

（２節　材料）

（５節　機械式継手）

（４節　ガス圧接）

（３節　加工及び組立）

（６節　溶接継手）

（２節　普通コンクリートの種類及び品質）

 （３節　コンクリートの材料及び調合）

（１節　共通事項）

（２節　材料）

（４節　高力ボルト接合）

（３節　工作一般）

(7.6.3)

(7.6.4)

(7.6.7)

技量付加試験　　・行う　　　※行わない

開先の形状　※図面図示による　　・（　　　　　　　　　　　　）

エンドタブの切除　　・有（適用箇所　　　　　　　）　・無

低応力高サイクル疲労を受ける部位　　※図面図示による

スカラップの形状　　・図面図示による　　・（　　　　　　　　　　　）

試験の種別 試験方法試験箇所 試験数

(7.6.12)

※4.0%　　・2.5%

完全溶込み溶接部※超音波探傷試験

※第6水準　・図示

検査水準

AOQL
・図示

※外観試験 溶接部 ・図示

（６節　溶接接合）

(表18.3.1)

ＳＲＣ造の溶接された鋼製スリーブの内面

(7.8.4)

耐火被覆材の接着面　　　・塗装する　　・塗装しない

接着面以外の塗装範囲　　　　　　・(　　　　　　　　　　)

耐火被覆材の接着面の塗装範囲　　・(　　　　　　　　　　)

（８節　錆止め塗装）

(7.8.2)

   の溶接

(7.7.8)

デッキプレートを鉄骨部材に溶接する場合

合成スラブとして使用する場合

（７節　スタッド溶接及びデッキプレート溶接）

(7.9.2)

・耐火材吹付け　　・耐火板張り　　・耐火材巻付け　　

※所要性能は図面図示による　　・（　　　　　　　　）

(7.9.3)

・ラス張りモルタル塗り　　・耐火塗料　

建方用アンカーボルトの保持及び埋込工法

柱底均しモルタル

　　　・Ａ種　　※Ｂ種

　厚さ　　※図面図示による　　・(　　　　　)

　工法　　※Ａ種　　・Ｂ種

（１０節　工事現場施工）

   等の設置

(7.10.3)

(表7.10.1)

(表7.10.2)

構造用アンカーボルトの形状･寸法　　・(　　　　　)
アンカーフレームの形状･寸法　　　　・(　　　　　)

（９節　耐火被覆）

   高力ボルト接合
溶融亜鉛めっき高力ボルトを使用する場合の摩擦面の処理

(7.12.5)
　・ブラスト処理　　　　・りん酸塩処理

（１２節　溶融亜鉛めっき工法）

    

(8.4.2)

壁の配筋

（４節　ＡＬＣパネル）

縦　　筋

D10－400＠

横　　筋

D10－400＠

開口補強筋（縦横）

1－D13 1－D13

交差部，端部補強筋

厚さ(mm)種類 単位荷重(Ｎ/m )

・（　　　　）・間仕切壁パネル

・（　　　　）・屋根パネル

・（　　　　）・床パネル

・外壁パネル ・（　　　　） ※100　・（　　　）

※100　・（　　　）

※100　・（　　　）

耐火性能

・100　・150 ・要　・不要

パネル相互の接合部に充填する耐火目地材　・(　　　　　　　　　)

(8.4.3)

(表8.4.2)

(8.4.4)
(表8.4.3)

  構法

種別　・Ａ種　 ・Ｂ種　

種別　・Ｃ種 　・Ｄ種 　・Ｅ種　　

出隅･入隅ﾊﾟﾈﾙ接合部，取合い部目地幅　 ・(　　　mm)　・耐火目地材充填

出隅･入隅ﾊﾟﾈﾙ接合部，取合い部目地幅　 ・(　　　mm)　・耐火目地材充填

　組立

壁鉄筋の継手，定着，末端部の折り曲げ形状　　※図面図示による

（３節　コンクリートブロック帳壁及び塀）

圧縮強さ，正味厚さ，モデュール呼び寸法及び種類

種類　　※表8.3.1による　　　　・（　　　　　　　）

厚さ　　※図面図示による　　 　・（　　　mm）

ｺﾝｸﾘｰﾄの調合　　　※ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ呼び強度21－SL21cm　・表8.2.2

(8.3.2)

(8.5.2)

(8.5.3)

(表8.5.1)

(8.5.4)

(表8.5.2)

(8.5.5)

　 工法

（５節　押出成形セメント板（ＥＣＰ））

・パネル　製造所（　　　　　　　）同等品

種別　　・Ａ種　　・Ｂ種

パネル相互の目地幅　長辺　※ 8mm以上　　・(　　　mm)

短辺　※15mm以上　　・(　　　mm)

出隅･入隅ﾊﾟﾈﾙ接合目地幅　 ※15mm(ｼｰﾘﾝｸﾞ材充填)　　・(　　　mm)

耐火構造以外の目地・隙間処理　※パネル製造所の仕様　　・(　　　　　　)

種別　　・Ｂ種　　・Ｃ種

パネル相互の目地幅　長辺　※ 8mm以上　　・(　　　mm)

短辺　※15mm以上　　・(　　　mm)

出隅･入隅ﾊﾟﾈﾙ接合目地幅　 ※15mm(ｼｰﾘﾝｸﾞ材充填)　　・(　　　mm)

耐火構造以外の目地・隙間処理　※パネル製造所の仕様　　・(　　　　　　)

パネルの開口寸法の限度　・（　　　　　　　　　　）

(8.2.2)

1.材料

（２節　補強コンクリートブロック造）

圧縮強さ，正味厚さ，モデュール呼び寸法及び種類

種類　　※空洞ブロック１６　　　・（　　　　　　　）

厚さ　　※図面図示による　　　　・（　　　mm）

2.モルタルの調合
(8.2.3)

・表8.2.1による（目地幅が10mm程度のブロックの場合）

(8.2.4)

(表8.2.2)

　クリートの充填
(8.2.8)

まぐさを受ける開口部両側ブロックの充填範囲

　・(幅　　　　mm程度)　　・図面図示による

　トの調合

・普通ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc-21N/mm2　　・(　　　　　　　　)

※ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ　呼び強度21－SL21cm

・表8.2.2による
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8.ターンバックル

9.床構造用の
　デッキプレート

10.スタッド

11.柱底均しモルタル

12.材料試験等

13.工作図

14.仮組

15.すべり試験

16.締付け

17.技能資格者

18.材料準備

19.溶接施工

20.溶接部の試験

21.デッキプレート

22.塗装の範囲

23.塗装種別

   種別及び性能

24.耐火被覆材の

25.アンカーボルト

26.溶融亜鉛めっき

3.充填用コンクリー

4.モルタル及びコン

5.材料

6.鉄筋の加工及び

(8.3.4)

7.材料

8.外壁パネル構法

9.間仕切壁パネル

10.材料

11.外壁パネル工法

12.間仕切壁パネル

13.開口部の処置

15.捨コンクリート

16.床下防湿層

17.残泥土・汚泥の

(4.6.2･3)

※7.6.12

(ｲ)による

　※焼抜き栓溶接　　　　　　　　　・（　　　　　　　　）

　※表18.3.1　鉄鋼面錆止め塗料の種別　Ａ種

　※アークスポット又は隅肉溶接　　・（　　　　　　　　）

　・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　試験の方法（　　　　　　　　　　　　　　）

　試験片の摩擦面の状態（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

14.材料及び調合

(6.12.2)

（12節　暑中コンクリート）

補正値（Ｓ）
(Ｎ/mm2 )

６

13.一般事項
(6.11.1)

※適用する　（適用期間：　　　　　　　　　　　　）

（11節　寒中コンクリート）

期  間構造体強度補正値（S）

期  間

補正値（Ｓ）
３ ６

(Ｎ/mm2 )

※185kg／ｍ3以下

※単位容積質量法 　・加熱乾燥法　 ・静電容量法 　・濃度法　 ・RI法

※普通エコセメント又は再生骨材Ｈを使用するコンクリート以外のⅠ類コン
　クリートは省略する

 　２）単位水量

 　３）試し練り

(6.2.5)

(6.8.1)

(表6.2.4)

9.一般事項 ・コンクリート打放し仕上げの種別

8.打継ぎ 目地の寸法　※図面図示による　　・（　　　　　　　　　）

(6.6.4)
（８節　型枠）

種別 施工箇所

・Ａ種

・Ｃ種

※Ｂ種

・コンクリート打放し仕上げの打増し厚さ　　・20mm　　・(　　　mm）

せき板の材料

 ・打放し仕上げ　　　※特記6.9で適用した種別により，表6.2.4の表面の

 ・打放し仕上げ以外　・合板型枠　厚さ　※12mm　　・（　　　mm）

※柱及び梁以外で開口補強が不要，かつ，ｽﾘｰﾌﾞ径が

・溶融亜鉛めっき鋼板　　 ・つば付き鋼管

200mm以下は，紙ﾁｭｰﾌﾞも可とする

ＭＣＲ工法　　　　　・適用する　　 ・適用しない

ｽﾘｰﾌﾞの材種(規格)　 ・鋼管(JIS G3452の白管)　・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)

断熱材兼用型枠　　　・使用する　　 ・使用しない

 　　　　　　　　　　・（　　　　　　　　　　　　　　　）
材料　・表面加工品　　※Ｂ－Ｃ品

10.材料

(表6.8.1)

(6.8.2)

・ひび割れ誘発目地位置，形状，寸法　※図面図示及び9.7.3(1)(ｱ)による

仕上りの程度に見合ったものとする。

11.最小存置期間

(6.8.4)

※表6.8.2及び表6.8.3により、材齢又は圧縮強度により定める
・普通エコセメントの場合（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

12.一般事項

(表6.10.1)
(6.10.2)

（10節　軽量コンクリート）

種　別
気乾単位容積

質量（t/m3）
適 用 箇 所

(cm)

※１種

・２種

※21

スランプ

・常時土又は水に直接接する部分に適用する　※単位ｾﾒﾝﾄ量340kg/m3以上

(6.15.1)

・適用する　　　・適用しない18.一般事項

（15節　流動化コンクリート）

17.一般事項

(6.14.1)

種類　　　　　　※普通コンクリート　　・(　　　　　　　)

設計基準強度　　※18Ｎ/mm2 　　　・(　　　Ｎ/mm2）

スランプ　　　　※15cm　　　　　 ・18cm

適用箇所

 ・街きょ、緑石、側溝類のコンクリート及びこれらの基礎コンクリート

 ・間知石積みの基礎及び裏込めコンクリート

 ・捨コンクリート

 ・機械室等で用いる配管埋設用コンクリート

 ・防水層の保護コンクリート

 ・補強筋を必要としない土間コンクリート

 ・コンクリート舗装のコンクリート

（14節　無筋コンクリート）

補正値（S）

高炉セメントＢ種 　４）構造体強度

 　３）スランプ

・フライアッシュセメントＢ種

(6.13.2)(2)

(6.13.2)(1)

16.材料及び調合

15.一般事項

(6.13.1)

 　１）セメント

 　２）混和材料 ・混和剤　　※JIS A6204（コンクリート用化学混和剤）によるAE減水剤

・中庸熱ポルトランドセメント　　・低熱ポルトランドセメント

※高炉セメントＢ種

・普通ポルトランドセメント　　・シリカセメント

※15cm　　・（　　　　　　）

・混和材　　※JIS A6201によるフライアッシュのⅠ種若しくはⅡ種又は

JIS A6206による高炉スラグ微粉末の3000若しくは4000

又は高性能AE減水剤

適用箇所　※図面図示による　　・（　　　　　　　　　　　　　　　）

（13節　マスコンクリート）

(6.13.2)(5)

※延床面積1,500㎡以上の新築工事については、150m3に1回以上及び荷卸し時
　に品質の異常が認められた時に単位水量の測定を行う。

　なお，測定方法は「ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ単位水量測定要領（案）」に準じて行う。

　(表6.3.2)
 　　　補正値（S）

 　１）構造体強度

　(6.13.2)(6)

　(表6.13.1)

福岡市 財政局 アセットマネジメント推進部 施設建設課

建築工事特記仕様書（２）

14.砂利地業 9/16～12/11
2/3～6/27 12/12～2/2

6/28～9/15

6/28～9/15
9/16～11/9

3/16～6/27
11/10～3/15



Ｎo.

日付  令和    ．    ．

工事名

図面名

４

　
９
　
防
　
水
　
工
　
事

　・湿式工法　　・れんが押え　※JIS R1250（普通れんが及び化粧れんが）
　　　　　　　　・ｺﾝｸﾘｰﾄ押え
　　　　　　　　・モルタル押え

　・乾式工法　　・乾式保護材　※製造所の仕様　　・（　　　　　　　　）

1.材料(9.2.2)

15.保守管理用ﾌﾟﾚｰﾄ 壁プレート（300×250程度）

　　・設けない
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石
　
工
　
事

(10.1.3)

(10.1.5)

1.施工一般

2.清掃

（１節　共通事項）

石材の割付け　　　　・(　　　　　　　　)　　・図面図示による

取合い部の割付け　　※10.1.3(1)(ｱ)(ｲ)による

（２節　材料）

・石材

・テラゾブロック及びテラゾタイル（JIS A5411）

・外壁湿式工法及び内壁空積工法用受金物

・乾式工法用金物

・あと施工アンカー

石材の面積
施工箇所 仕上げの種類品質石材の種類

(1枚当たり)

※0.8㎡以下

　 種石の種類　　　※大理石　　　　・（　　　　　　　）

　 種石の大きさ　　※1.5～12mm 　　・（　　　　　　　）

　 表面仕上げ　　　・本磨き　　　　・（　　　　　　　）

　 材質　　※SS400　　・（　　　　　　　）

　 寸法　　※L-75×75×6　L=100又は150mm

　 方式　　・スライド方式　　・ロッキング方式　　・（　　　　　　　）

　 材質　　※SUS304

　 材料　　※図面図示による

(10.2.2)

4.取付金物

(表10.2.3･4)

(10.2.1)

(表10.2.1･2)

3.材料

床ワックス掛け　　　・行う　　・行わない

6.材料

7.施工

(10.3.2)

(10.3.3)

(表11.1.1)
(9.7.3)(1)(ｳ)

8.材料

9.施工

10.材料

(10.4.2)

(10.4.3)

(10.5.2)

(9.7.3)(1)(ｳ)

厚さ　　　　　　※有効厚さ25mm以上　　・（　　　　　mm）

石裏面処理　　　・行う　　　・行わない

裏打ち処理　　　・行う　　　・行わない

下地ごしらえ　　※流し筋工法　・あと施工アンカー工法　・（　　　　　）

目地幅　　　　　※6mm以上　　　　 　　・（　　　　　mm）

目地シーリング　・行う（幅･深さ6mm以上）　・行わない

伸縮調整目地シーリング目地位置　　※表11.1.1による　・図面図示による

伸縮調整目地シーリング目地寸法　　※幅･深さ10mm以上　・（　　　　mm）

厚さ　　　　　　※有効厚さ20mm以上　　・（　　　　　mm）
石裏面処理　　　・行う　　　・行わない

裏打ち処理　　　・行う　　　・行わない

下地ごしらえ　　※あと施工ｱﾝｶｰ・横筋流し工法　　・あと施工ｱﾝｶｰ工法
目地幅　　　　　※6mm以上　　　　　　 ・（　　　　　mm）

目地シーリング　・行う（幅･深さ6mm以上）　・行わない

伸縮調整目地シーリング目地位置　　※6ｍ程度毎　　・図面図示による

伸縮調整目地シーリング目地寸法　　※幅･深さ10mm以上　・（　　　　mm）

厚さ　　外壁　　※有効厚さ30mm以上　　・（　　　　　mm）

　　　　内壁　　※有効厚さ25mm以上　　・（　　　　　mm）

だぼ用穴位置　　※上端横目地合端に２箇所，両端部から石材幅の1/4程度

石裏面処理　　　・行う　　　・行わない

裏打ち処理　　　・行う　　　・行わない

（３節　外壁湿式工法）

（４節　内壁空積工法）

（５節　乾式工法）

11.施工
(10.5.3)

目地幅　　　　　※8mm以上　　　　　　 ・（　　　　　mm）

目地シーリング　・行う（幅･深さ8mm以上）　・行わない

12.床及び階段の石

　 張り

(10.6.2･3)

(10.3.3)(5)

石材の厚さ　　　・（　　　　mm）

石裏面処理　　　・行う　　　・行わない

目地幅　屋外　　※4mm以上　 ・（　　　 mm）

　　　　屋内　　※3～6mm　  ・（　　　 mm）

目地シーリング　・行う（幅･深さ6mm以上）　・行わない

（６節　床及び階段の石張り）

伸縮調整目地シーリング目地位置　　※10.6.2(5)(ｲ)(a)による　・図面図示による

伸縮調整目地シーリング目地寸法　　※幅･深さ10mm以上　・（　　　　mm）

13.アーチ,上裏等の

(10.7.2)

　 石張り 厚さ　　　　　　※図面図示による　・（　　　　mm）
石裏面処理　　　・行う　　　・行わない

裏打ち処理　　　・行う　　　・行わない

目地幅　　　　　※6mm以上　　　　　　 ・（　　　　　mm）

目地シーリング　・行う（幅･深さ6mm以上）　・行わない

厚さ　　　　　　※図面図示による　・（　　　　mm）
石裏面処理　　　・行う　　　・行わない

目地幅　　　　　外壁湿式工法　　※6mm以上　 ・（　　　　　mm）
(10.7.3)

14.笠木,甲板等の

　 石張り

伸縮調整目地シーリング目地位置　　※他の部位との取合い部　・図面図示による

伸縮調整目地シーリング目地寸法　　※幅･深さ10mm以上　・（　　　　mm）

（７節　特殊部位の石張り）

取付工法　　　　・外壁湿式工法　　・乾式工法

取付工法　　　　・内壁空積工法　　・乾式工法

　　　　　　　　乾式工法　　　　※8mm以上　 ・（　　　　　mm）

15.隔て板石張り

(10.7.4)

目地シーリング　・行う　　　・行わない

厚さ　　　　　　※40mm　　　・図面図示とする

5.その他の材料

(10.2.3)

取付け用ﾓﾙﾀﾙ,目地用ﾓﾙﾀﾙ,石裏面処理材,裏打ち処理材,金物固定用充填材料
　　※石材施工業者の指定製品　　・(　　　　　　　　　　　　　　　　)

ドレンパイプの材質　　・樹脂ﾈｯﾄ製　　・(　　　　　　　　)

ﾀｲﾙの
塗厚(mm)

ﾀｲﾙの大きさ
種類

－

二丁掛け以下

小口以上

13～18

1枚ずつ張る

1枚ずつ張る

備考

張付けモルタル

　5～8

　3～5

ﾀｲﾙ側 3～4
下地側4～6

25mm角を超え
小口未満

ﾕﾆｯﾄ毎に張る
小口未満

　3～4

工　法
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タ
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ル
　
工
　
事

1.伸縮調整目地及び

2.材料

3.施工

　ひび割れ誘発目地
(11.1.3)

(11.2.2)

(11.2.7)
(表11.2.3)

　7～10

・改良積上げ張り

・密着張り

・改良積上げ張り

・改良圧着張り

・ﾏｽｸ張り

・ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り

・内装ﾀｲﾙ

・外装ﾀｲﾙ

・内装ﾀｲﾙ

以外の

ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ

目地の位置　※表11.1.1による　　・(　　　　　　　　　　　　　　　)

形状、寸法、耐凍害性の有無、耐滑り性、施工箇所　※図面図示による

色　　　　　　　　　・標準色　　　・特注色

役物　　　　　　　　・適用する　　・適用しない

試験張り　　　　　　※行わない　　・行う

タイルの見本焼き　　※行わない　　・行う

下地及びタイルごしらえ　　・ＭＣＲ工法　　※目荒し工法（高圧洗浄）

（１節　共通事項）

（２節　セメントモルタルによるタイル張り）

4.材料

5.張付け用材料

(11.3.2)

(11.3.3)

（３節　有機系接着剤による陶磁器質タイル張り）

形状、寸法、耐凍害性の有無、耐滑り性、施工箇所　※図面図示による

色　　　　　　　　　・標準色　　　・特注色

役物　　　　　　　　・適用する　　・適用しない

試験張り　　　　　　※行わない　　・行う

タイルの見本焼き　　※行わない　　・行う

※外壁は屋外壁用の外装タイル接着剤張り専用タイルとする。

　有機系接着剤は、内装壁はJIS A5548（セラミックタイル張り内装用有機系

ホルムアルデヒドの放散量はF☆☆☆☆とする。

接着剤）、吹抜け部分はJIS A5557（外装タイル張り用有機系接着剤）により、

伸縮調整目地その他の目地　　　※変成シリコーン系(　　)　・(　　　　　)　剤張りｼｰﾘﾝｸﾞ材

6.外装タイル接着 打継ぎ目地，ひび割れ誘発目地　※ポリウレタン系(　　)　　・(　　　　　)

(11.3.4)

7.施工
(11.3.7)
(表11.3.2)

下地及びタイルごしらえ・ＭＣＲ工法　　※目荒し工法（高圧洗浄）

･内装ﾀｲﾙ

ﾕﾆｯﾄ毎

二丁掛け
･外装ﾀｲﾙ

小口以上

以外の

ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ

･内装ﾀｲﾙ

使用量

1.5～2

3.5

2.5

2

2.5

種類

ﾀｲﾙの
備考

・ﾀｲﾌﾟ2

・ﾀｲﾌﾟ1
－

ﾀｲﾙの
工　法

裏あし高さ
0.9mm以下

接着剤張り

±0.7mm以下

かつ,
裏面反り

裏あし高さ
0.9mm以下

±0.7mm以下

かつ,
裏面反り に張る

上記以外

上記以外

小口未満

以下
･吹抜け部 接着剤張り

接着剤張り

裏あし高さ

裏面反り 規格番号

－

大きさ

JIS A5548

JIS A5557

有機系接着剤

JIS A5557
有機系接着剤

・内装ﾀｲﾙ

・外装ﾀｲﾙ

・外装ﾀｲﾙ

有機系接着剤

張付け材料

(kg/m2)
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1.表面仕上げ

(12.1.4)

(表12.1.1)

・機械加工

種別 適用箇所

・Ａ種

・Ｂ種

・Ｃ種

・手加工　(・Ｈ-Ａ種　　・Ｈ-Ｂ種　　・Ｈ-Ｃ種)

2.木材
(12.2.1)

樹種　　　　　・図面図示による　　・小中学校標準詳細図による

(表12.2.1)
木材含水率　　・下地材　　※Ａ種　・Ｂ種

　　　　　　　・造作材　　※Ａ種　・Ｂ種

化粧加工したものは「非ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ系接着剤及びﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散しない材料

使用」のもの。

したものは｢非ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ系接着剤及びﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散しない塗料使用｣，

　｢F☆☆☆☆｣又は、塗装していないものは｢非ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ系接着剤使用｣，塗装　１）ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ
　　　放散量

(表12.2.2)
規格

－

種類 部材名称

・下地用
針葉樹

※JAS規格品 ・造作用
針葉樹

上記以外

かまちの類見え掛り面

枠,額縁,敷居,かもい

・広葉樹 －

・JAS以外 ・造作材

樹種・寸法形状

※図示による

※図示による

※図示による

※図示による

※図示による

等級

※２級
・(　 ）

※上小節

・(　 ）

※小節以上

・(　 ）

※１級

・(　 ）

※Ａ種
・Ｂ種

　２）製材

　３）造作用集成材 ※集成材の樹種、寸法、施工箇所は図示による。

※1.2mm以上

・（　　　　）

規格

・(　 ）

※１等

品質 化粧薄板の厚さ

－

※1.5mm以上
※１等

・(　 ）
※0.8mm以上

※0.6mm以上

－

構造用

分類

・造作用

集成材

規格品 ・化粧ばり

造作用

・化粧ばり

・敷居,かまち,階段板の上面

・柱

・その他

部材名称

※JAS

含水率　　※15％以下　　・（　　　　　）・JAS以外

・(　 ）

厚さ　　・（　　　　　mm）

規格　　　　　　※JAS規格品　　 ・JAS規格品以外(含水率14％以下)

防虫処理　　　　・有　　　　　　・無

　　　積層材

　４）造作用単板

表面化粧加工　　・有（・天然木　・塗装）　・無（等級：　　級）　　

　５）直交集成材 ※直交集成材の品名，樹種，寸法，施工箇所は図示による。

曲げ強度　　・(　　　　　　　)

種別　　　　・(　　　　　　　)

接着性能　　・(　　　　　　　)

（２節　材料）

（１節　共通事項）

　１）ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ

（２節　アスファルト防水）

・屋根保護防水断熱工法

・屋根露出防水断熱工法

・屋根保護防水工法

　 材質　　・JIS A9521による押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材3種bＡ(ｽｷﾝ層付き)

 　　　　　・JIS A9511によるA種押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板3種b(ｽｷﾝあり)
 　厚さ　　※図面図示による　　・（　　　）mm

　 材質　　・JIS A9521による硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱材2種( ･1号　･2号)で

　　　　　　 透水係数を除く規格適合品

　　　　　 ・JIS A9511によるA種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温板2種( ･1号　･2号)で
　　　　　　 透水係数を除く規格適合品

　 厚さ　  ※図面図時による　　・（　　　）mm

・屋根保護防水断熱工法

　 材質　　※ポリプロピレン，ポリエチレン等を平織りしたフラットヤーン

　　　　　 　クロス（70g/m2程度）

　３）断熱材

　４）絶縁用シート

　　　　　 ・（　　　　　　　　　　　　）　　

・アルミニウム製　L-60×30×2.0(mm)

※アルミニウム製　L-30×15×2.0(mm)　

・(　　　　　　　　　　　　　　　　）

　２）押え金物

　　種類･厚さ　　※表9.2.5から表9.2.8による　 ・(　　　　　　　　)
・部分粘着層付改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ

　　種類･厚さ　　※表9.2.3から表9.2.8による　 ・(　　　　　　　　)
・改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ　　　　　　　

屋上排水溝の適用　　　※図面図示による　　・（　　　　　　　　　　）

　 材質･厚さ　　※ポリエチレンフィルム　厚0.15mm以上

　　　　 　　　 ・（　　　　　　　　　　　　）　　

10年

10年

※図示

※図示

※図示

※図示

※図示

10年

10年

10年

10年

・屋根保護防水密着

・屋根保護防水密着断熱

・屋根保護防水絶縁

・屋根保護防水絶縁断熱

・屋根露出防水絶縁断熱

・屋内防水密着

・屋根露出防水絶縁

・A-1　 ・A-2　 ・A-3

・AI-1　・AI-2　・AI-3

・B-1　 ・B-2　 ・B-3

・BI-1　・BI-2　・BI-3

・D-1　 ・D-2　 ・D-3

・D-4

・DI-1　・DI-2

・E-1　 ・E-2

　１）脱気装置 種類･設置数量　　　※製造所の指定　　・（　　　　　　　　）

　２）仕上塗料 種類･使用量　　　　※製造所の仕様　　・（　　　　　　　　）

保証期間保護層種　　　別工　　　法

(9.2.3)

(表9.2.3～9)

2.防水層の種類、
　種別及び工程

平場の保護コンクリート

立上り部の保護

　厚さ　　・80mm以上(こて仕上)　　・60mm以上(床ﾀｲﾙ等仕上げあり)
　種類　　※普通コンクリート　Fc-18N/mm2　SL15cm又は18cm

3.保護層等の施工

(9.2.5)

5.防水層の種別

　及び工程

　１）脱気装置

(9.3.3)

(表9.3.1～3)

種類･設置数量　　　※製造所の指定　　・（　　　　　　　　）

種類･使用量　　　　※製造所の仕様　　・（　　　　　　　　）　２）仕上塗料

・屋根露出防水断熱工法

　 材質　　・JIS A9521による硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱材2種( ･1号　･2号)で

　　　　　　 透水係数を除く規格適合品

　　　　　 ・JIS A9511によるA種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温板2種( ･1号　･2号)で
　　　　　　 透水係数を除く規格適合品

　 厚さ　  ※図面図示による　　・（　　　）mm

工　　　法 保証期間防湿層種　　　別

・設置

・非設置

・屋根露出防水密着

・屋根露出防水絶縁

・屋根露出防水絶縁断熱

・AS-T1 ・AS-T2 

・AS-T3 ・AS-T4 ・AS-J1

・ASI-T1 ・ASI-J1

　10年

　10年

　10年

　３）断熱材

　２）押え金物

4.材料(9.3.2)

　１）改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ

※アルミニウム製　L-30×15×2.0(mm)　　　・(　　　　　　　　)

・機械式固定工法
　 材質　・JIS A9521による硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱材2種( ･1号　･2号)で
 　　　　　透水係数を除く規格適合品
 　　　　・JIS A9511によるA種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温材2種( ･1号　･2号)で
　　　　　 透水係数を除く規格適合品
 　厚さ　※図面図示による　　・（　　　）mm
・接着工法
 　材質　・JIS A9521による硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱材2種( ･1号　･2号)で
 　　　　　透水係数を除く規格適合品
　　　　 ・JIS A9511によるA種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温材2種( ･1号　･2号)で
 　　　　　透水係数を除く規格適合品
　　　　 ・JIS A9521によるﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材の密度･熱伝導率の規格適合品
 　　　　・JIS A9511によるA種ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材の密度･熱伝導率の規格適合品
 　厚さ　※図面図示による　　・（　　　）mm

材質･形状･寸法　・図面図示による　・(　　　　　　　　　　　　　　　)

　２）絶縁用シート

　１）ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ 種類･厚さ　 ※表9.4.1から表9.4.3による　　・(　　　　　　　　　　　)

材質　　　　※発泡ポリエチレンシート　　　・(　　　　　　　　　　　)

6.材料(9.4.2)
（４節　合成高分子系ルーフィングシート防水）

（３節　改質アスファルトシート防水）

・改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ（JIS A6013） 種類･厚さ　※表9.3.1～表9.3.3  ・(　　　　)

・粘着層付改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ　 　 種類･厚さ　※表9.3.1～表9.3.3  ・(　　　　)

・部分粘着層付改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ  種類･厚さ　※表9.3.1～表9.3.3　・(　　　　)

断
熱
工
法

非
断
熱
工
法

7.防水層の種別

  及び工程

(9.4.3)

(表9.4.1～3） ・S-F2

※1.5　・（　　　）

・S-M2 ※10年 ・(　　)

・S-M3

・SI-F1

・SI-F2

・SI-M1

※1.5　・（　　　） ※10年 ・(　　)

・(　　)※10年※1.5　・（　　　）

・SI-M2

※1.5　・（　　　）

※1.2　・（　　　）

※2.0　・（　　　） ※10年 ・(　　)

・(　　)※7年

・(　　)※10年

※10年 ・(　　)

・(　　)※10年※2.0　・（　　　）

※1.2　・（　　　） ※7年 ・(　　)・S-F1

・S-M1

厚さ（mm） 保証期間施　工　箇　所種　別

※1.2　・（　　　）

・S-C1
※1.0　・（　　　） ・(　　)年

立上り保護ﾓﾙﾀﾙ塗り厚さ ※7mm ･( 　)

・
屋
内
保
護

種類･設置数量　　 ※製造所の指定　　・（　　　　　　　　）　１）脱気装置

　２）仕上塗料 種類･使用量　　　 ※製造所の仕様　　・（　　　　　　　　）

　３）保護層

(屋内保護密着工法) ・ﾀｲﾙ張り下地　　 ※15.3.5(4)(ｱ)に準ずる　　　　 ・（　　　　　　）

・床塗りの工法　　※15.3.5(2)(ｲ)及び(ｳ)に準ずる　・（　　　　　　）

　３）固定金具

　４）断熱材

福岡市 財政局 アセットマネジメント推進部 施設建設課

建築工事特記仕様書（３）

接着性試験

   及び工程

9.適用範囲

10.防水層の種別

(9.6.1)

　１）脱気装置

　２）保護層

　３）絶縁用シート

　４）仕上塗料

種類　　　※製造所の仕様　　  ・（　　　　　　　　）

・保護コンクリート　　・保護モルタル

・ポリエチレンフィルム　厚0.15mm以上

・ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ，ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ等を平織りしたフラットヤーンクロス(70g/m2程度)

種類　　　※製造所の仕様　　・（　　　　　　　　）

使用量　　※製造所の仕様　　・（　　　　　　　　）

（６節　ケイ酸質系塗布防水）

適用部位　　※表9.6.1による　　・（　　　　　　　）

種別　　※C-UI　　・C-UP

(9.6.3)(表9.6.2）

11.施工

12.材料

13.目地寸法

14.ｼｰﾘﾝｸﾞ材の試験

(9.6.4)

(9.7.2)

(9.7.3)

(9.7.5)

（７節　シーリング）

※図面図示による

・(　　　　　　　　mm)

9.6.4(2)(ｲ)(ｳ)以外の下地処理　・（　　　　　　　　　　　　　　　）　

種類　　　　※表9.7.1による　　・（　　　　　　　）

施工箇所　　※図面図示による

　　※簡易接着性試験　　・引張接着性試験（JIS A1439）

設置数量　※製造所の仕様　　　・（　　　　　　　　）

8.防水層の種別

  及び工程

(9.5.3)

（５節　塗膜防水）

(表9.5.1･2）

（注）X-1の立上がり部はすべてX-2工法とする。

保護層　　・有　　・無

10年

10年

・Ｘ－１

・Ｘ－２

・Ｙ－１

・Ｙ－２

施  工  箇　所 保証期間 備　　考種　別

（共通事項）

　　・設ける（　　　　箇所　）



Ｎo.

日付  令和    ．    ．

工事名

図面名

５
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　６）合板等

種別

※合板の単板の樹種、施工箇所は図示による。

・普通合板

・構造用合板

・
下
地
用
合
板

・化粧ばり構造用合板

・特殊加工化粧合板

・天然木化粧合板

防虫処理

※Ｃ－Ｄ
・(　　 )

・針葉樹

・広葉樹
・１等
※２等

強度等級
・１級

※２級

※Ｃ－Ｄ

・(　　 )

樹種

板面の品質

等級

・行う

・行う

・行う

・行う

・行う

耐水性

接着剤の

・特類

※１類

・２類

・特類

※１類

・２類

厚み

※5.5mm

・(　　)

※12mm

・(　　)

構造用合板で屋内の湿潤状態となる場所に使用する場合の接着の程度は「特類」とする。

13

木材保存剤は、人体への安全性及び環境への影響について配慮され，かつJIS

規格に適合する木材保存剤又はこれと同等の木材保存剤とする。

性能区分　　・Ｋ２　　　※Ｋ３　　　・Ｋ４

適用部位（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

処理方法　　※12.3.1(ｲ)(b)による。

4.防腐・防蟻処理

(12.3.1)

　１）薬剤の加圧

　　　注入

　２）薬剤の塗布

（３節　防腐・防蟻・防虫処理）

(13.2.2)

(13.2.3)

(表13.2.1)
(表13.2.2)

（２節　長尺金属板葺）

1.材料･工法

・横葺

・瓦棒葺

・平葺

一般部分 谷部分

板厚（mm）

下葺材料

・両面塗装

※片面塗装

※塗装溶融55％アルミニウム

　ー亜鉛めっき鋼鈑及び鋼帯

・（　　　　　　　　　　）

・(　  ) ・(    )

・改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ下葺材（・一般　・複層基材　・粘着層付）
・ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940

(心木なし)

・溶融亜鉛めっき鋼鈑及び鋼帯

・ポリ塩化ビニル被覆金属板

屋根葺形式 材　　種

雪止め　　・設置する　　　・設置しない

(13.3.2)

(13.3.3)

（３節　折板葺）

2.材料･工法

　めっき鋼鈑及び鋼帯

※片面塗装

・両面塗装

・塗装溶融亜鉛

材料による区分

・(      　)

※重ね形又は・(    　)

はぜ締め形
山高　　(      )

山ピッチ(      )

形式による
区分

板厚(mm)
山形及び山ピッチ
による区分(mm)

(表13.2.1)

・塗装溶融55％アルミニウム
　－亜鉛めっき鋼鈑及び鋼帯
・ポリ塩化ビニル被覆金属板

・(　　　　　　　　　　）

・軒先面戸板　　・する　　　・しない

・断熱材張り　　種別(　　　　　　)、厚さ（　　mm）、防火性能（　　　　）

けらば納め　　※けらば包み　　・(　　　　　　)

(13.5.2)

(13.5.3)

（５節　とい）

材種　　・配管用鋼管

　　　　※硬質ポリ塩化ビニル管　（※カラー　　・素地）

　　　　・硬質塩化ビニル雨どい　　・（　　　　　　　）

3.材料･工法

(表13.5.1～4) 防露材のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量は，F☆☆☆☆とする

　　　　　取付け間隔　　　※表15.3.2による

受金物　　材種　　　　　　※ステンレス　　・溶融亜鉛めっき鋼板製

掃除口　　  　　　・設ける　　・設けない

下がり止め　　　　・鋼管製といの工法による　　・製造所の仕様による

14
　
　
　
金
　
属
　
工
　
事

1.工法

(14.1.3)

あと施工アンカ－引抜き耐力の確認試験　　・行う　　・行わない

設計用引張強度　　※[施工計画書]の品質計画により定めるものとする。

（２節　表面処理）

2.ステンレスの

材質　　　 　 ・SUS304　　　 ・（　　　　　　　）

表面仕上げ　　※ＨＬ仕上げ　 ・鏡面仕上げ

(14.2.1)
　表面仕上げ

3.アルミニウム及

　びアルミニウム

　合金の表面処理

種　別 施　工　箇　所 着色方法 色合等

・AB-1種

※二次電解着色
・自然発色

・AC-1種

・BA-2種

・BA-1種

・BB-1種

・BB-2種

・BC-1種

・BC-2種

※二次電解着色
・自然発色

・

・

・ﾛｰﾙｺｰﾀ塗装
・常温乾燥形塗装

・

・AB-2種

・AC-2種

・C　種

(表14.2.1)
(14.2.2)

4.鉄鋼の亜鉛めっき 備　考種　　別施工箇所表面処理方法

・溶融亜鉛めっき ・Ａ種 ・Ｂ種 ・Ｃ種 JIS H8641

・電気亜鉛めっき JIS H8610・Ｄ種 ・Ｅ種 ・Ｆ種

(14.2.3)
(表14.2.2～4)

(14.4.1)

特定天井、天井面構成部材の単位面積当たりの質量が20kg/m2を超える天井、5.一般事項

水平でない天井及びシステム天井によるものは本節を適用しない。

（４節　軽量鉄骨天井下地）

(14.6.2)

取付用下地　　　※軽量鉄骨天井下地(14.4.1)　・（　　　　　　　　　）

伸縮調整継手    ・設ける    ・設けない

材　種 ※アルミニウム    ・(          ) ・(      )

製　法 ※押し出し    ・プレス    ・ロール

板厚  ※1.0   ・(      ) 板厚（    ）  
寸　法

板幅（    ）板幅  ※100   ・(      )

・（                            ）
表面処理

11.材料･工法

(14.7.2)

(14.7.3)

(表14.7.1)

(14.8.2)

(14.8.3)

風圧力及び積雪荷重に対応した固定金具の間隔  ・（　　　　　　　　　　）

風圧力及び積雪荷重に対応した固定方法等　　  ・（　　　　　　　　　　）

材料の種別　　※図面図示による　　・（　　　　　　　）

表面処理　亜鉛めっき　・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種　・Ｅ種　・Ｆ種

材料の種別　　※図面図示による　　・（　　　　　　　）

表面処理　亜鉛めっき　・Ａ種　・Ｂ種　※Ｃ種　・Ｄ種　・Ｅ種　・Ｆ種

（７節　アルミニウム製笠木）

　　　　　ステンレス　　※HL仕上げ ・鏡面仕上げ

　　　　　ステンレス　　※仕上なし 　・HL仕上げ 　・鏡面仕上げ

（８節　手すり及びタラップ）

部材の種類　　・250形　　・300形   ・350形　　・（　　　　　）

表面処理　　  ・AB-1種又はBB-1種　  ・（　　　　　　　）

12.材料･工法

13.手すり

14.タラップ

(14.5.2)

(表14.5.1) スタッドの高さが5.0ｍを超える場合　　※図面図示による

9.形状及び寸法 スタッド、ランナーの種類は図面による。特に図面に記入がない場合は

表14.5.1による。

（５節　軽量鉄骨壁下地）

出入口等の開口部の補強　　・14.5.4(5)(ｱ)～(ｳ)による　・図面図示による10.工法(14.5.4)

8.工法

(14.4.4）

天井のふところが１．５ｍ以上の場合の補強

天井のふところが３ｍを超える場合の補強

天井下地材における耐震性を考慮した補強

屋外の軒天井、ピロティ天井等における耐風圧性を考慮した補強

吊ボルトの間隔が900mmを超える照明器具･ダクト開口部の補強方法

　※14.4.4(8)(ｱ)(ｲ)による　　 ・図面図示による

　※図面図示による　　　・（　　　　　　　）

　※図面図示による　　　・（　　　　　　　）

　※図面図示による　　　・（　　　　　　　）

　※図面図示による　　　・（　　　　　　　）

　　屋外　　※図面図示による　　・（　　　　　　　　　　　）

　　屋内　　※表14.4.2による　　・（　　　　　　　　　　　）

野縁の間隔
　　　　　　・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　屋外　　※図面図示による
　　　　　　・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　屋内　　※900mm　　周辺部は端から150mm以内

野縁受、吊りボルト及びインサートの間隔

(表14.4.2)

(14.4.3)

7.形式及び寸法

　　屋外　　・１９形　　※２５形

　　屋内　　※１９形　　・２５形

野縁等の種類

(14.4.2)

6.材料

15
　
　
　
左
　
官
　
工
　
事

1.材料

2.工法

既製目地材    ※使用しない    ・使用する（ 形状は図面図示による。 ）
(15.3.2)

(15.3.5)

（３節　モルタル塗り）

床の目地　　・設置する　　種類　　　※押し目地　　・(　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　目地割　　※2㎡程度，最大目地間隔3m程度

　　　　　　・設置しない

外壁タイル張り下地等の下地モルタル塗りの確認

　※全面打診確認

　・接着力試験　　・行う（施工計画）　・行わない

種別 標準塗厚（mm）

　※ 10・せっこう系

・セメント系 　・( 　　    )

（５節　セルフレベリング材塗り）

(15.5.2)
(15.5.3)

防火材料の指定　 ・図面図示による

内装仕上塗材のホルムアルデヒド放散量　※Ｆ☆☆☆☆

複層仕上塗材の上塗材

（６節　仕上塗材仕上げ）

(15.6.2)

(表15.6.1)

(表15.6.2)

種  類

　・複層仕上塗材

　・薄付け仕上塗材 ・外装薄塗材Ｅ

呼　び　名

・内装薄塗材Ｅ
・内装薄塗材Ｓｉ

・複層塗材Ｅ
・複層塗材ＲＥ

・複層塗材Ｓｉ
・複層塗材ＣＥ

・内装薄塗材Ｗ

仕上げの形状

・砂壁状

・砂壁状じゅらく
・ゆず肌状

・京壁状じゅらく

　吹付け

・吹付け

　吹付け

　吹付け

・平たん状

備　考

・着色骨材砂壁状

・ゆず肌状

・凸部処理 　吹付け

・可とう形複層塗材CE

・ﾛｰﾗｰ

　ﾛｰﾗｰ

　ｺﾃ塗り

工  法

耐候性

・有 ・1種

耐湿性
・有　・無

・2種

※3種

・無

　・軽量骨材仕上塗材 ・吹付用軽量塗材 ・砂壁状 　吹付け

・凹凸状

　溶媒　※水系　　・溶剤系　・弱溶剤系

　樹脂　※ｱｸﾘﾙ系　・ｼﾘｶ系　 ・ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系　・ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系　・ふっ素系

　外観　※つや有　・つや無　・ﾒﾀﾘｯｸ

内壁目地部の形状　　※Ｖ形目地付き　　・(　　　　　　)

(15.6.4)

種別　・Ａ種　　・Ｂ種

（７節　マスチック塗材塗り）

(15.12.2)
ロックウール(JIS A9504)及び接着剤のホルムアルデヒド放散量　※Ｆ☆☆☆☆

（１２節　ロックウール吹付け）

(15.12.3)

仕上げ吹付け厚さ　・（　　　mm）　　・図面図示による

16
　
　
　
建
　
具
　
工
　
事

1.一般事項

2.性能及び構造

(16.1.3～6)

(16.2.2)

(表16.2.1･2)

（１節　共通事項）

建具見本の製作　　・行う　　　※行わない

特殊建具の仮組　　・行う　　　・行わない

（２節　アルミニウム製建具）

防火戸の指定、「防犯建物部品」の適用　※図面図示による

気密性 水密性種別 耐風圧性 枠の見込み寸法（mm）

・Ａ種

・Ｂ種

・Ｃ種

　Ａ－３

　Ａ－４

　Ｗ－４

　Ｗ－５

・70　 ・100

※100　・（　　）　Ｓ－６
　Ｓ－５

　Ｓ－４

　Ａ－３

枠の見込み寸法（mm）耐風圧性種別 水密性気密性

・Ｄ種

・Ｅ種

　Ｓ－３

　Ｓ－３
　Ｗ－３ ・（　　　）

・外部に面する建具（コンクリート下地，鉄骨下地）

・外部に面する建具（木下地）

防音ドアセット，防音サッシ　　・適用する(等級　　)　　　・適用しない

断熱ドアセット，断熱サッシ　　・適用する(等級　　)　　　・適用しない

耐震ドアセット　　・適用する(面内変形追随性等級　　)　　・適用しない

3.材料

(16.2.3)

網戸　　※合成樹脂製（線径0.25mm以上，網目16～18ﾒｯｼｭ）

　　　　・ガラス繊維入り合成樹脂製（線径･網目　　　　　　）

　　　　・ステンレス製(SUS316)（線径･網目　　　　　　）

4.形状及び仕上げ

(16.2.4)

(14.2.2) 色調　　　　※図面図示による

結露水処理　※図面図示による

表面処理　　外部　・BB-1種　・(       )

　　　　  　内部　・AC-1種　・(       )

5.工法 水切り板，ぜん板等　　※図面図示による
(16.2.5)

※内はずし　　　・外はずし　　　・図示

学校施設については、内はずしを標準とする。

6.障子取り外し方式

7.性能及び構造

(16.3.2)

(表16.3.1～4)

（３節  樹脂製建具）

外部に面する建具の種別

　・木下地　　　　　　　　　　　　　・Ｄ種　　・Ｅ種

　・コンクリート下地，鉄骨下地　　　・Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種

外部に面する建具の遮音性能等級　　・Ｔ－Ａ種　・Ｔ－Ｂ種
外部に面する建具の断熱性能等級　　・Ｈ－Ａ種　・Ｈ－Ｂ種　・Ｈ－Ｃ種

外部に面する内付建具の止水方法　　※製造所の仕様による

水切り板，ぜん板等　　※図面図示による
(16.3.5) 外部に面する内付建具の止水方法　　※製造所の仕様による

建具枠の見込み寸法　※図面図示による　　・(　　　　　　)

(16.3.4) 表面色　　　※図面図示による　・標準色（白色）　  ・特別色

(16.3.3)
ガラス　・複層ガラス　　・単板ガラス　　・図面図示による

　　　　・ステンレス製(SUS316)（線径･網目　　　　　　）

　　　　・ガラス繊維入り合成樹脂製（線径･網目　　　　　　）

網戸　　※合成樹脂製（線径0.25mm以上，網目16～18ﾒｯｼｭ）

8.材料

9.形状及び仕上げ

10.工法

11.性能及び構造
(16.4.2)
(表16.4.1)

（４節  鋼製建具）

外部に面する鋼製建具の耐風圧性　　・Ｓ-４　　・Ｓ-５　　・Ｓ-６

簡易気密型ドアセット　　　※適用する(Ａ-３，Ｗ-１)　　　・適用しない

防音ドアセット，防音サッシ　　・適用する(等級　　)　　　・適用しない

断熱ドアセット，断熱サッシ　　・適用する(等級　　)　　　・適用しない

耐震ドアセット　　・適用する(面内変形追随性等級　　)　　・適用しない

12.形状及び仕上げ

(16.4.4)

(表16.4.2)

鋼板類の厚さ　　※表16.4.2による　　・図面図示による

（注）　片開き、親子開き及び両開き戸の１枚の戸の有効開口幅が950mm
　　　又は有効高さが2,400mmを越える場合は表16.4.2は適用しない。

(16.5.2)

（５節　鋼製軽量建具）

簡易気密型ドアセット　　※適用する(Ａ-３)　　・適用しない

耐震ドアセット　　・適用する(面内変形追随性等級　　)　　・適用しない

断熱ドアセット，断熱サッシ　　・適用する(等級　　)　　　・適用しない

防音ドアセット，防音サッシ　　・適用する(等級　　)　　　・適用しない
13.性能及び構造

(16.5.3)

(16.5.4)

・ビニル被覆鋼板　　　　・適用する　　・適用しない

・カラー鋼板　　　　　　・適用する　　・適用しない

・召合せ､縦小口包み板等の材質

　　　※鋼板　　・ステンレス鋼板　　・アルミニウム合金の押出形材

鋼板類の厚さ　　※表16.5.1による　　・図面図示による

（注）　片開き、親子開き及び両開き戸の１枚の戸の有効開口幅が950mm

　　　又は有効高さが2,400mmを越える場合は表16.5.1は適用しない。

14.材料

15.形状及び仕上げ

鋼板 めっき付着量

※Z06又はF06　　・(　　　　)

※E24　　　　　 ・(　　　　)

・溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G3302)

・電気亜鉛めっき鋼板(JIS G3313)

（６節　ステンレス製建具）

外部に面する鋼製建具の耐風圧性　　・Ｓ-４　　・Ｓ-５　　・Ｓ-６

簡易気密型ドアセット　　　※適用する(Ａ-３，Ｗ-１)　　　・適用しない

防音ドアセット，防音サッシ　　・適用する(等級　　)　　　・適用しない

(16.6.2)
16.性能及び構造

耐震ドアセット　　・適用する(面内変形追随性等級　　)　　・適用しない

断熱ドアセット，断熱サッシ　　・適用する(等級　　)　　　・適用しない

表面仕上げ　　※ＨＬ　　・(　　　　　　　）

曲げ加工　　　※普通曲げ　　・角出し曲げ

17.材料

18.形状及び仕上げ

19.工法

材質　屋外　※SUS304　・SUS430JIL　・SUS443J1　・(　　　　）
　　　屋内　※SUS304　・SUS430JIL　・SUS443J1　・(　　　　）(16.6.3)

(16.6.4)

(16.6.5)

（７節　木製建具）

　設計図記入の部材寸法は仕上り寸法とし、内法寸法は現場採寸の上、製作
すること。

20.図面寸法

建具材の加工、組立時の含水率　　・Ａ種　　※Ｂ種　　・Ｃ種21.材料

(表16.7.1～3)

(16.7.2)

　しない材料使用（特殊加工化粧合板に限る）」とする。

　限る）」並びに「非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散

　ド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用（天然木化粧合板に

　接着剤使用（普通合板及び天然木化粧合板に限る）」、「非ホルムアルデヒ
　　ホルムアルデヒドの放散量等は、「F☆☆☆☆」、「非ホルムアルデヒド系
合板類

接着剤のホルムアルデヒド放散量は、Ｆ☆☆☆☆とする

・枠及びくつずりの材料　　　※図面図示による

・かまち戸及び鏡板の樹種　　※図面図示による

・ふすまの種別･上張り種類　 ※図面図示による

(16.7.3) かまち戸の見込み寸法　　　※36mm　　　・（　　　　mm）

ふすまの見込み寸法　　　　※19.5mm　　・（　　　　mm）

戸ぶすまの見込み寸法　　　※30mm　　　・（　　　　mm）

紙張り障子の見込み寸法　　※30mm　　　・（　　　　mm）
ふすま縁の仕上げ　　　　　・塗り縁（カシュー塗料）　・生地縁

(表16.7.5～7)

22.形状及び仕上げ フラッシュ戸の表面板の厚さ　　※表16.7.6による　　・(　　　　　）

　 寸法
(16.8.2)

（８節　建具用金物）

金物の種類及び見え掛り部の材質　　※図面図示する　　・表16.8.1

樹脂製建具金物に使用する丁番　　　※表16.8.3による

23.材質，形状及び

(表16.8.1～5)

握り玉，レバーハンドル，押板類，クレセント等の取付け位置

　　※図面図示による

24.取付け施工

(16.8.3)

・マスターキー　　※製作する　　・製作しない　　・既存に合わせる

・鍵の本数　　　　※３本１組　　・（　　　　　　）

・鍵箱（既製品）　・用意する　　・用意しない

25.鍵

(16.9.2)

26.性能

（９節　自動ドア開閉装置）

(表16.9.1～3)

(16.8.4)

(16.9.3)

(16.10.3)

27.機構

28.性能等

寒冷地凍結防止措置　　　・行う　　　　　・行わない

（１０節　自閉式上吊り引戸装置）

戸の開閉方法　※図面図示による　　　・(　　　　　　　）

駆動装置の性能値

　※表16.9.1による　・図面図示による　・多機能トイレ(※表16.9.2による)

検出装置の性能値

　※表16.9.3による　・図面図示による

(表16.9.4)
検出装置の種類

　・光線（反射）　・熱線　　・音波　　・光電　　　　

　・電波　　・タッチ　　・押しボタン　　・多機能トイレ

※表16.10.1による　　　・図面図示による

(表16.10.1)

　
　
　
木
　
工
　
事（

続
　
き）

種別

※15mm

表裏面の
状態区分

・ﾊﾟｰﾃｨｸﾙ

ﾎﾞｰﾄﾞ

・素地研磨品(RS)

・単板研磨品(VS)

・単板無研磨品(VN)・(　　)

区分
接着剤

※Ｐﾀｲﾌﾟ

難燃性
区分

曲げ強さ
(N/mm2)

※13

・8 ・Ｕﾀｲﾌﾟ

※Ｍﾀｲﾌﾟ

・18

・難燃2級

・難燃3級

・普通

厚み

・(　　)・構造用ﾊﾟﾈﾙ

・ＭＤＦ ・(　　) ・(　　　　　　　) ・(　　) ・(　　) ・(　　)

(12.2.2･3)
造作材化粧面の釘打ち　　※隠し釘打ち　　　　・釘頭埋め木
　　　　　　　　　　　　・つぶし頭釘打ち　　・釘頭現し
諸金物の形状･寸法･材質

3.接合具･木れんが

(表12.2.3～5)

接着剤のホルムアルデヒド放散量は、F☆☆☆☆とする。

　 ・(　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
　 ※かすがい･座金･箱金物･短冊金物　　※12.2.2(2)(ｱ)による

・壁下地，天井下地 ※杉又は松　・(　　　　　)

・間仕切軸組

・床組

･上記以外

※杉又は松　　　　　・(　　　　　)

・吊元枠,水掛り下枠,敷居 ※ひのき　　・(　　　　　)

※松又は杉　・(　　　　　)

・縁甲板・上がりがまち ※ひのき　　・(　　　　　)

名 称 適用樹種

※12.4.1(2)による　 ・(　　　　　)

(12.4～7.1)

6.木材

・
窓,
出
入
口

(12.3.2)
施工箇所　　・図面図示による　　・(　　　　　　　）5.防虫処理
適用　　　　・有　　　　　　　　・無

保証期間は５年とする。

　３）薬剤混入

　４）保証期間

接着剤へ薬剤混入　　・行う　　※行わない

（１節　共通事項）

鋼管製といの防露巻工法　　・有り（表13.5.4による）　・無し

福岡市 財政局 アセットマネジメント推進部 施設建設課

建築工事特記仕様書（４）

　
　
　
屋
　
根
　
及
　
び
　
と
　
い
　
工
　
事

3.材料･塗厚

4.材料

5.ALCﾊﾟﾈﾙ下地処理

6.材料(15.7.2)

7.材料

8.配合及び密度等

・AB-1種 又は BB-1種

※AB-2種 又は BB-2種

（６節　金属成形板張り）



　　　　　　　　　寸法　　　　・（　　　　　）

金属製化粧カバーの材質，寸法，形状　　　　　　　※図面図示による

ガラス留め材　・シーリング

ガラスブロックの表面形状，呼び寸法及び厚さ，壁用金属枠及び補強材，

化粧目地モルタル色　　　　・（　　　　　　　）

目地部の横力骨の納まり　　※製造所の仕様による　　　・図面図示による

伸縮調整目地の位置　　　　※16.14.5(2)(ｳ)(b)による　　・(　　　　　　)

目地幅の寸法　　　　　　　※16.14.5(2)(ｳ)(a)による　　・(　　　　　　)

板ガラス　　　材料はＪＩＳ規格品とし、厚さ・種類等は図面図示による。

　　　　　　　・グレイジングガスケット（グレイジングビート形）

　　　　　　　・グレイジングガスケット（グレイジングチャンネル形）

溝の大きさ　　※建具製造所の仕様　　・(　　　　　)

・フロー

　リング
・フロー

　ブロック1等

　リング
　ボード1等

・(　　　)

・
単
層
フ
ロー

リ
ン
グ

・
複
層
フ
ロー
リ
ン
グ

　板幅　　※75mm以上　・(　　　）

Ｎo.

日付  令和    ．    ．

工事名

図面名

６

16
29.形式及び機構

(16.11.2)
(表16.11.1)

（１１節　重量シャッター）

種類　　・管理用シャッター　　　　・外壁用防火シャッター

　　　　・屋内用防火シャッター　　・防煙シャッター

外部に面するシャッターの耐風圧性能による区分

　　・(　　　）　　・50　　・80　　・120

開閉形式　　※上部電動式（手動併用）　　・上部手動式

シャッターケース　　　・設ける　　　　　・設けない

電動式シャッターに設ける保護装置の位置　※図面図示による

(16.11.3)

(16.12.2)
(表16.12.1)

材質　　※溶融亜鉛めっき鋼板又は塗装溶融亜鉛めっき鋼板　Z12又はF12

外部に面するシャッターの耐風圧性能による区分

開閉形式　　・上部電動式（手動併用）　　※手動式

　　・(　　　）　　・50　　・65　　・80

電動式シャッターに設ける保護装置の位置　※図面図示による

（１２節　軽量シャッター）

　　　　・(　　　　　　　　　　　　　　　）

30.材料

31.形式及び機構

(16.12.3)

   積み

(16.13.3)

(16.14.2)

(16.14.3)

(16.14.5)

　 寸法 ，形状等

材質　　・塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯　Z06又はF06

スラットの形状　　・インターロッキング形　　・オーバーラッピング形

（１３節　オーバーヘッドドア）

セクション材料　　※スチールタイプ　　・アルミニウムタイプ

　　　　　　　　　・ファイバーグラスタイプ

耐風圧性能による区分　　・(　　　）　　・50　　・75　　・100　　・125

開閉方式　　※バランス式　　・チェーン式　　・電動式

収納形式　　・スタンダード形　　・ローヘッド形　　・ハイリフト形

　　　　　　・バーチカル形

　　　　・塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯　AZ90

ガイドレール材料　　・溶融亜鉛めっき鋼板　Z27　　・ステンレス鋼板

32.材料

33.形状及び仕上げ

34.形状及び機構

(16.12.4)

(16.13.2)

35.材料

36.材料

37.ガラス溝の

38.ガラスブロック

　
　
　
建
　
具
　
工
　
事（

続
　
き）
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1.性能

2.材料

3.形状及び仕上げ

4.取付け

5.材料

6.形状及び仕上げ

7.取付け

(17.2.2)

(17.2.3)

(17.2.5)
(17.2.6)

(17.3.2)

(17.3.3)
(表17.3.1)

(17.3.5)
(17.3.6)
(表17.3.2)

(表17.2.1)

(17.1.3)
・メタルカーテンウォール　　　・ＰＣカーテンウォール

金属材料,シーリング材,ガラス,ガラス取付け材料の種類

　※図面図示による　　・(　　　　　　　　　　　　　)

構造ガスケット形状(・Ｈ形　・Ｙ形　・Ｃ形）, 寸法（　　　　　　　）

断熱材の種類　　　・(　　　　　　　　　　　　)

製品の寸法許容差　※表17.2.1による　　・(　　　　　　　　　)

製品の見掛り部分の仕上げ　　・(　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

ガラス溝の寸法，形状等　　※製造所の仕様による

躯体付け金物取付け位置の寸法許容差　※表17.2.2による　　・(　　　　)

部材取付け位置の寸法許容差　　　　　※表17.2.3による　　・(　　　　)

構造ガスケットを用いるガラスの取付け　・(　　　　　　　　　　)

設計基準強度(Fc)　　　※30N/mm2　　 　・(　　　　)

所要スランプ　　　　　※12cm以下　　　・(　　　　)

補強鉄線　　　 種類   ・普通鉄線　    ・溶接金網

寸法 　※径3.2mm以上　 ・(　 　mm)　

シーリング材,耐火目地材の種類　　　　※図面図示による　・(　　　　　)

断熱材の種類　　　・(　　　　　　　　　　　　)

建具枠，ゴンドラ用ガイドレール　　　 ・図面図示による　・(　　　　　)

製品の寸法許容差　※表17.3.1による　 ・(　　　　　　　　　)

PCｶｰﾃﾝｳｫｰﾙの仕上げ　　・(　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

構造ｶﾞｽｹｯﾄを用いる場合のｱﾝｶｰ溝の寸法及び寸法許容差　・JASS 14による

躯体付け金物取付け位置の寸法許容差　※表17.2.2による　　・(　　　　)

部材取付け位置の寸法許容差　　　　　※表17.3.2による　　・(　　　　)

構造ガスケットを用いるガラスの取付け　・(　　　　　　　　　　)

（２節　メタルカーテンウォール）

（３節　ＰＣカーテンウォール）

（１節　共通事項）

　耐風圧性　　・（　　　　　　　　　）

　耐震性　　　・（　　　　　  　　　）

　水密性　　　・Ｗ－４　　　・Ｗ－５

　気密性　　　・Ａ－３　　　・Ａ－４

　耐火性  　　・適用する　　・適用しない

　耐温度差性  ・（　　　　    　　　）

　遮音性　　　・（　　　　　　　　　）

　断熱性　　　・（　　　　　　　　　）

コンクリートの種類　　※軽量コンクリート１種　　・普通コンクリート

(表17.2.2･3)

　
　
　
カー

テ
ン
ウ
ォー

ル
工
事
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1.材料
(18.1.3)

塗料のホルムアルデヒド放散量

　※F☆☆☆☆（ 屋内 ）　　・（　　　　　　　）

防火材料の指定

基準法に基づく指定又は認定のあるものとする。

（２節　素地ごしらえ）

（１節　共通事項）

　・指定する　※　屋内の壁及び天井の塗料仕上げ材は防火材料とし、建築

　・指定しない　

・フローリングボード（根太張用）

材　　料

2.材料

(19.2.2)

　性能　　・（　　　　　　　　　）
　厚さ　　・（　　　mm）

　種類　　・（　　　　　　　　　）
・防滑性床シート

　種類　　・（　　　　　　　　　）
　性能　　・（　　　　　　　　　）
　厚さ　　・（　　　mm）
　寸法　　・（　　　mm）

・防滑性床タイル

　種類　　・（　　　　　　　）

　厚さ　　・（　　　　　　　）

（２節　ビニル床シート、ビニル床タイル及びゴム床タイル張り）

・ビニル床シート　JIS A5705

・ビニル床タイル　JIS A5705

・特殊機能床材

・ビニル床幅木　　厚さ　　※1.5mm　　・(　　　mm）

・帯電防止床シート
　種類　　・（　　　　　　　　　）
　性能　　・（　　　　　　　　　）
　厚さ　　・（　　　mm）

・帯電防止床タイル
　種類　　・（　　　　　　　　　）
　性能　　・（　　　　　　　　　）
　厚さ　　・（　　　mm）
　寸法　　・（　　　mm）

・視覚障がい者用床タイル

　種類　　・（　　　　　　　　　）

　形状　　※図面図示による

種　類 色　柄 厚さ(mm)JISの記号

・(　　　　)　ないもの

・無地※ＦＳ ※ 2.0

・ＴＳ

※発泡層の

・(　　　　) ※ 2.8

あるもの

・ＨＳ・発泡層の

・ＫＳ ・(　　　)

・(　　　)

色　柄 厚さ(mm)種　類 JISの記号

・ 半硬質 ※ 無地 ※2.0

・(　　　) ・(　　　　) ・(　　　)・(　　　)

※ＫＴ

(19.2.3)
3.施工

※塗装品

・現場塗装

※ｳﾚﾀﾝ樹脂

・ｵｲﾙｽﾃｲﾝ

・生地の

　ﾜﾆｽ塗り

　塗り

　ままﾜｯｸｽ
　塗り

　厚さ　　※15mm　　　・(　　　）
　樹種　　※なら　　　・(　　　）

　板長さ　※400mm以上

・複合フローリング（根太張用）
　樹種　　※なら　　　・(　　　）

・フローリングボード（直張用）

　樹種　　※なら　　　・(　　　）

　厚さ　　※12mm以上　・(　　　）

　板幅　　※75mm以上　・(　　　）

　板長さ　※400mm以上

　樹種　　※なら　　　・(　　　）
・複合フローリング（直張用）

　種別　　・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種

　種別　　・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種

・複合フローリング
　樹種　　※なら　　　・(　　　）

・フローリングボード
　樹種　　※なら　　　・(　　　）
　厚さ　　※8mm以上 　・(　　　）
　板幅　　※75mm以上
　板長さ　※400mm以上

・フローリングブロック
　樹種　　・なら　　　・(　　　　）
　厚さ　　・15mm　　　・(　　　mm）
　大きさ　・303×303　・(　　　　）

・フローリング裏面の緩衝材

　・(　　　　　　　　)
　※合成樹脂発泡シート

　種別　　・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種

仕上げ工　法品　名

　工法

・釘留め

・接着工法

・直張り工法

・根太張り工法

(19.6.2)
(表19.6.1)

・体育館用フロ－リング　　※図面図示による

種別　　・Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種　　・Ｄ種

ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ及びＭＤＦのﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量　※Ｆ☆☆☆☆

遮音シール材

・ジョイントコンパウンド（JIS A6914）

・シーリング材(JIS A5758)（・アクリル系　・ウレタン系　・（　　　））

・捨張り

JIS A6901

・突付け工法

・直張突付け

・突付けＶ目地工法
・
せ
っ
こ
う
ボー

ド

壁

・GB-R（普通）

・GB-S（ｼ-ｼﾞﾝｸﾞ）

・GB-F（強化）

・GB-NC（不燃積層）

種類・材質 種別 張り方(目地処理の種類) JIS規格

・継目処理工法

・突付け工法

・直張突付け

・捨張り

・突付けＶ目地工法天
　
井

・継目処理工法

JIS A5404

・(　　　　　　　）

・突付け工法

・突付け工法

・突付けＶ目地工法

・(　　　　　　　）GB-D
・化粧せっこうボード ・突付け工法

GB-L
・せっこうラスボード

天
井

壁

壁

・継目処理工法

※準不燃
・不燃

・突付けＶ目地工法

・突付け工法

・継目処理工法

JIS A6301

・(　　　　　　　）

・突付け工法凸模様

　※無

　・有

吸音板

DR

・ロックウール化粧

・HW（硬質木毛）

・MW（中質木毛）

・NW（普通木毛）

・HF（硬質木片）

・NF（普通木片）

・
木
質
系
セ
メ
ン
ト
板

・突付け工法

・突付け工法壁

天
　
井

・無石綿けい酸
カルシウム板

ﾀｲﾌﾟ２ JIS A5430

・捨張り

・捨張り
・1.0FK

※0.8FK

JIS A5908

天
　
井

・
パー

テ
ィ
ク
ル
ボー

ド

・DO(化粧・ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ)

・VS(単板張り・研磨)

曲げ強さ区分(ﾀｲﾌﾟ)
・8　・13　・18　・17.5-10.5
・24-10　・30-15
耐水性による区分
・REG(U)　・MR1(M)　・MR2(P)

・DV(化粧・単板ｵｰﾊﾞｰﾚｲ)

・RS(素地・研磨)

・DC(化粧・塗装)

・目透し工法

・目透し工法

・目透し工法

・目透し工法

・目透し工法

・目透し工法

せっこうボードその他ボード　　※厚さは、図面図示による。

（６節　畳敷き）

（７節　せっこうボードその他ボード及び合板張り）

・耐動荷重性床シート

・ゴム床タイル　　色柄･種類　 ・（　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　厚さ　　　　・（　　　　mm）
（１４節　ガラス）

・(　　　)

2.素地ごしらえの
　工程種別

(18.2.2～7)
(表18.2.1～7)

　　・継目処理工法　　　　　　　　　　※Ａ種　　・Ｂ種

　　・上記以外　　　　　　　　　　　　・Ａ種　　※Ｂ種

・木部(不透明塗料塗りの場合）　　　 　※Ａ種　　・Ｂ種

・木部(透明塗料塗りの場合）　　　　 　・Ａ種　　※Ｂ種

・鉄鋼面　　　　　　　　　　　　　　　・Ａ種　　・Ｂ種　　※Ｃ種

・亜鉛めっき鋼面　　　　　　　　　　　・Ａ種　　・Ｂ種

・モルタル面、プラスター面　　　　　　・Ａ種　　※Ｂ種

・コンクリート面、ＡＬＣパネル面　　　・Ａ種　　※Ｂ種

・コンクリ－ト面、押出成形セメント板　・Ａ種　　・Ｂ種

・せっこうボード及びその他ボード面

3.塗料種別

4.錆止め塗料塗り

(18.3.2)

(表18.3.1～2)

(18.3.3)

(表18.3.3～4)

（３節　錆止め塗料塗り）

　　　　　上記以外　　　・Ａ種　　※Ｂ種

（４節　合成樹脂調合ペイント塗り(ＳＯＰ））

(18.4.2)

5.塗料の種類

6.工程種別

※１種　　　・２種

(18.4.3～5)

(18.6.2)

（６節　アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り（ＮＡＤ））

8.工程種別 　※表18.6.1による（・Ａ種　　※Ｂ種）

(18.5.2)
7.工程種別 　※表18.5.1による（・Ａ種　　※Ｂ種）

（５節　クリヤラッカー塗り（ＣＬ））

9.耐候性塗料塗り

(18.7.2～4)

(表18.7.1～3)

（７節　耐候性塗料塗り（ＤＰ））

・鉄鋼面
－

・亜鉛めっき鋼面

－

・Ａ種・ｺﾝｸﾘｰﾄ面

・押出成形ｾﾒﾝﾄ板
・Ｂ種

・Ｃ種

※表18.2.2　Ｂ種

・表18.2.3　Ａ種

・表18.2.3　Ｂ種(建具)

※表18.2.6　Ａ種

・１級(ふっ素樹脂)
・２級(ｼﾘｺﾝ樹脂)
・３級(ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂)

・１級(ふっ素樹脂)

・２級(ｼﾘｺﾝ樹脂)

・３級(ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂)

・１級(ふっ素樹脂)

・２級(ｼﾘｺﾝ樹脂)

・３級(ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂)

上塗り塗料等級種別素地ごしらえ適用箇所

(18.8.2～5)

(18.10.2)

（８節　つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ－Ｇ））

（９節　合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ））

（１０節　合成樹脂エマルション模様塗料塗り（ＥＰ－Ｔ））

10.工程種別

12.工程種別

（１１節　ウレタン樹脂ワニス塗り（ＵＣ））

13.工程種別

11.工程種別
(18.9.2)

　　　　　　　　　※表18.8.1による（・Ａ種　　※Ｂ種）

・ｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾓﾙﾀﾙ、ﾌﾟﾗｽﾀｰ、石こうﾎﾞｰﾄﾞ、その他のﾎﾞｰﾄﾞ面等

・木部面　　　　　※表18.8.2による

・鉄鋼面　　　　　※表18.8.3による（・Ａ種　　※Ｂ種）

・亜鉛めっき鋼面　※表18.8.4による

　※表18.9.1による（・Ａ種　　※Ｂ種）

　※表18.10.1による（・Ａ種　　※Ｂ種）

　※表18.11.1による（・Ａ種　　※Ｂ種）
(18.11.2)

14.工程種別

1.共通事項 接着剤

　　床仕上げ材用接着剤は、JIS A 5536（床仕上げ材用接着剤）により、

　ホルムアルデヒド放散量は、Ｆ☆☆☆☆とする。

　　使用する接着剤の使用規定に基づいて、オープンタイム（接着剤の塗布

　から張付けまでの乾燥時間）をとること。

　　施工上の注意：施工中は十分な換気を行い、放散されたホルムアルデヒド

　等の除去に努めること。また、清掃時に使用する薬剤等はホルムアルデヒド

　等の放散量が極めて少ないものとする。

19
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　※表18.13.1による（・Ａ種　　※Ｂ種）

（１３節　木材保護塗料塗り（ＷＰ））

15.工程種別
(18.13.2)

(18.12.2)
　※表18.12.1による

・木部　　　　　　　※表18.4.1による（屋外　※Ａ種　　・Ｂ種）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（屋内　・Ａ種　　※Ｂ種）

・鉄鋼面　　　　　　※表18.4.2による（・Ａ種　　※Ｂ種）

・亜鉛めっき鋼面　　※表18.4.3による

・亜鉛めっき鋼面

・鉄鋼面　屋外　　※Ａ種

　　　　　屋内　　※Ａ種

・鉄鋼面　見え掛り部　　※Ａ種　　・Ｂ種

　　　　　見え隠れ部　　・Ａ種　　※Ｂ種

　　　　　鋼製建具　　　※Ａ種　　・Ｂ種

・亜鉛めっき鋼面　　　　※Ａ種　　・Ｂ種

　　　　　屋内水系塗料(EP-G)　　　・Ａ種　　※Ｂ種

(19.3.2)

(表19.3.1)

4.材料 ・織じゅうたん

（３節　カーペット敷き）

　　色柄　　　　　　　・(　　　　　　)　　・図面図示による
　　織方･パイル形状　 ・(　　　　　　)

　　帯電性　　　　　　※３ｋＶ以下　　　　・(　　　ｋＶ以下）

　　種別　　　　　　　・Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種

・タフテッドカーペット

・ニードルパンチカーペット

　　パイルの形状　　　・(　　　　　　)

　　パイル長　　　　　・(　　　　　　)

　　帯電性　　　　　　※３ｋＶ以下　　　　・(　　　ｋＶ以下）

　　帯電性　　　　　　※３ｋＶ以下　　　　・(　　　ｋＶ以下）

　　厚さ　　　　　　　・(　　　mm)　　　　・図面図示による

・タイルカーペット

　　種類　　　　　　　※１種　　　　　　　・(　　　　　　　）

　　パイルの形状　　　※ループパイル　　　・(　　　　　　　）

　　寸法　　　　　　　※500mm×500mm　　　・(　　　　　　　）

　　総厚さ　　　　　　※6.5mm　　　　　 　・(　　 　　mm）

・見切り･押え金物　・材質(　　　　)　種類(　　　　　)　形状(　　　　)

・下敷き材　　　　 ※JIS L 3204（反毛フェルト）の第2種2号，呼び厚さ8mm

　　　　　　　　 　・(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　 ・図面図示による

5.工法

(19.3.3)
ｶｰﾍﾟｯﾄの種類 備考

・織じゅうたん

・ﾀﾌﾃｯﾄﾞｶｰﾍﾟｯﾄ

・ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾟﾝﾁｶｰﾍﾟｯﾄ

・ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ

※グリッパー工法

・グリッパー工法

・全面接着工法

※全面接着工法

※全面接着工法

工法の種類

接合方法　※ﾋｰﾄﾎﾞﾝﾄﾞ工法　・(　　)

※平場：市松敷き　階段：模様流し
・（　　　　　　　　　　　　）

(表19.3.2)

・弾性ウレタン塗床（Ｆ☆☆☆☆）

(表19.4.4～8)

　　仕上げの種類　　※平滑仕上げ　　・防滑仕上げ　　・つや消し仕上げ

　　　　　　　　　　・樹脂モルタル工法（・平滑仕上げ　・防滑仕上げ）

　　　　　　　　　　・厚膜流し展べ工法（・平滑仕上げ　・防滑仕上げ）

　　仕上げの種類　　・薄膜流し展べ工法（・平滑仕上げ　・防滑仕上げ）

・エポキシ樹脂塗床（Ｆ☆☆☆☆）

　　仕上げの種類　　※平滑仕上げ

（４節　合成樹脂塗床）

・薄膜型塗床（Ｆ☆☆☆☆）

6.材料･工法

(19.4.2･3)

7.材料･工法

単層ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞは｢接着剤等不使用｣｢ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散しない塗料等使用｣とする。

ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ系接着剤及びﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散しない塗料等使用｣とする。

（５節　フローリング張り）

(表19.5.1～6)
(19.5.2～6)

8.材料

9.せっこうボード、

　ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量等は｢Ｆ☆☆☆☆｣,「非ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ系接着剤使用」，｢非ﾎﾙﾑ

(19.7.2･3)
(表19.7.1･2･4)

  その他ボードの
  材料･工法

目地処理工法　　　※熱溶接工法　　　・(　　　　　)

　※図面図示による　　・(　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

モルタル塗り下地，セルフレベリング材下地，木造下地以外の下地の工法

（１２節　オイルステイン塗り（ＯＳ））

　　　　　屋内水系塗料(EP-G)　　　※Ｃ種

福岡市 財政局 アセットマネジメント推進部 施設建設課

建築工事特記仕様書（５）

　　　　　　　　　高さ　　※60mm　　 ・(　　　mm）



(19.8.2)

ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱの寸法･高さ,表面仕上げ材の寸法　　　　 ※図面図示による

日付  令和    ．    ．

工事名

図面名

Ｎo.

７

19
　
　
　
内
　
装
　
工
　
事（

続
　
き）

壁紙及び壁紙施工用でん粉系接着剤のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量　Ｆ☆☆☆☆

種類　　　　※図面図示による　　・（　　　　　　　　　　）

防火性能　　・図面図示による　  ・不燃　　・準不燃

素地ごしらえ

張付け工法

・難燃合板

厚さ(mm)種　類

・Ａ種

※Ｂ種

・Ａ種

板厚

　・(　　　　）

単板の厚さ

　※0.3mm未満

　・(　　　　）

・Ｂ種

・引掛け金物

・天然木化粧合板

接着程度

・ラワン合板

・しな合板

化粧板

・(　　　　　）

樹　種　等

・(　　　　　）

・防虫処理

・難燃処理
・難燃処理

　※4.0mm
板厚

　・(　　　　）
・Ｂ種
※Ａ種

・(　　　　　）
・特殊加工化粧合板

・防虫処理

・防炎処理

・難燃処理

・Ａ種・普通合板 板厚

　・(　　　　）※Ｂ種・防虫処理

・防炎処理

・ラワン合板
・しな合板
・(　　　　　）

・
特
　
殊
　
合
　
板

　 工法

(表19.7.3)
(19.7.2～3) ・１類

・２類

・１類

・２類

・(　　)

・１類

・２類

仕上加工方法

表面性能
・(　　　　　）

　・ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材　　　　　 　 厚さ（　　　）

　・押出法ポリスチレンフォーム断熱材（スキン層なし）厚さ（　　　）

　・硬質ウレタンフォーム断熱材　　　　　　　　　　　厚さ（　　　）

　・フェノールフォーム断熱材（Ｆ☆☆☆☆）　　　　　厚さ（　　　）

   発泡工法

(19.9.3)

断熱材種類　吹付け硬質ウレタンフォーム（JIS A9526）

断熱材の吹付け厚さ　　※図面図示　　　・（　　　　　　　）

　　　　　　※Ａ種１　・Ａ種１Ｈ　・Ａ種２　　・Ａ種３　　・Ｂ種　

　　　　　　※難燃性を有するものとする

   工法

(19.9.2)

20
　
　
　
ユ
ニ
ッ
ト
及
び
そ
の
他
の
工
事

（８節　壁紙張り）

（９節　断熱・防露）

(20.2.2)
1.ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ

耐荷重性能,耐衝撃性能,ﾛｰﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ性能,耐燃焼性能　※20.2.2(2)(ｲ)による

パネル寸法精度　　※20.2.2(2)(ｵ)による

耐震性能，所定荷重，帯電防止性能，漏えい抵抗　　 ・(　　　　　　　　　)

2.可動間仕切

(20.2.3)
パネル材料のホルムアルデヒド放散量　※F☆☆☆☆
構造形式･構成基材･遮音性　　　　※図面図示による　・(　　　　　　)
パネルの表面仕上　　　　　　　　※図面図示による　・(　　　　　　)

3.移動間仕切

(20.2.4)

　　　ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ･ﾗﾝﾅｰ等　※20.2.4(3)(ｳ)～(ｶ)による
　　　遮音性　　　 　　・(　　　　)　　・図面図示による

材料　操作方法種類,パネル表面材の材質･仕上げ　※図面図示による
性能　パネル圧接装置の操作方法　　　　　　　　※図面図示による

工法　ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙをあと施工ｱﾝｶｰで取付ける場合のｱﾝｶｰの材質･寸法
　　　　・(　　　　　)　　　・図面図示による

(20.2.5)

　　　　・メラミン樹脂系化粧板　　・ポリエステル樹脂系化粧板

　　　　・ＦＴＳ工法トイレブース用パネル仕様書

　　　　・(　　　　　　　　　　　　　　　　　）

材料　パネル表面材
パネル材料のホルムアルデヒド放散量　※F☆☆☆☆

　　　脚部の種類　　　　・幅木タイプ　　・図面図示による

4.トイレブース

　　　ドアエッジ材質　　※製造所の仕様による

5.階段滑り止め

(20.2.6) 取付工法　　※接着工法　　・埋込工法　　・(　　　　　　　）

(20.2.8)
  ホワイトボード

製作　 ※「福岡市黒板工事共通仕様書」による。
　　　 ・JIS S6007（黒板）及びJIS S6052（ほうろう白板）による。

6.黒板及び

(20.2.9)
厚さ　　※5mm　　・(　　　mm）7.鏡

(20.2.10)

室名札8.表示

　・オーダー品　　※既製品（材質　・プラスチック)　・図面図示による

ピクトグラフ

　・ｱｸﾘﾙ製ｼﾙｸｽｸﾘｰﾝ印刷　・ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ貼り　・図面図示による

・(　　　)

種　類

※25

・クロススラット

・(　　　)

※アルミニウム※ギア式

・80・１本操作コード方式

・(　　　　　）

形　式 スラットの幅(mm)

※２本操作コード方式

・アルミスラット

　合金製

・(　　　　　）

・100

スラットの材質

・(　　　　　　　　　）

・(　　　　）
・操作棒式
・コード式

9.ブラインド
(20.2.12)

・有

・無

・フランスひだ

・箱ひだ、つまひだ

・プレーンひだ

・片ひだ

・ｼﾝｸﾞﾙ・引分け

・片引き ・ﾀﾞﾌﾞﾙ

名称品質施工箇所 ひだの種別 形　式 引分け
装置

11.カーテン及び
   カーテンレール

(20.2.14)

・カーテン

操作方式　　・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ式　　・ｺｰﾄﾞ式（ﾁｪｰﾝ式）　　・電動式10.ロールスクリーン
(20.2.13)

巻取パイプ･ウェイトバー･操作コード等　　※製造所の仕様による

幅及び高さ　※図面図示による。

ｽｸﾘｰﾝ材種　 ・ガラス繊維製　・合成･天然繊維製　・木製

23
1.植栽地の確認等

2.植栽基盤一般

4.材料

5.新植の工法

6.新植樹木の枯補償

8.材料

9.芝張り工法

11.植栽基礎

12.材料

(23.1.3)

(23.3.3)

(23.3.4)

(23.3.6)

(23.4.2)

7.移植樹木の枯損処置

10.芝張り等の枯補償

(23.4.3)

(23.4.7)

(23.5.3)

(23.5.2)

土壌の水素イオン濃度指数(pH)試験　・行う　※行わない

樹木の種類等　　※図面図示による

　　　　　　　　・(　　　　　　　　）

支柱材　　　 ・杉の焼丸太　　※加圧式防腐処理丸太材　　・竹

幹巻き用材　 ※幹巻き用テープ　　・わら　　・こも

支柱　　・添え柱形　・鳥居形　・八ツ掛け形　・布掛け形

・ワイヤ掛け形　・地下埋設形

芝の種類　　※コウライシバ　　・ノシバ　　・(　　　　　　　）

　　種類　　※洋芝類　　・(　　　　　　　）

　　量　　　（　　　　　　　）

※図面図示による。

平地　　　　※目地張り　　・べた張り

法面　　　　・目地張り　　※べた張り

・屋上緑化システム

排水層

（２節　植栽基盤）

（３節　植樹）

（４節　芝張り、吹付けは種及び地被類）

（１節　共通事項）

植栽基盤の整備　　樹木　　　　・適用する　　※適用しない

　　　　　　　　　芝，地被類　※適用する　　・適用しない

土壌の電気伝導度(EC)等試験　　　　・行う　※行わない

補償期間　　引渡しの日から　※１年　　　・（　　　年間）

枯損処置を行う期間　　引渡しの日から　※１年　　　・（　　　年間）

吹付けは種用種子の種類等

地被類の樹種(植物名)・芽立数・径・単位面積当たりの株数

補償期間　　引渡しの日から　※１年　　　・（　　　年間）

13．工法

　  地被類の枯補償

(23.5.5）

(23.5.4)

工法　　※樹種等，植栽基盤に応じた工法　・風圧力に対応した固定工法

支柱　　・抵抗板設置固定法　　・従来型（土層厚40cm以上）

かん水装置　　・設置する（種類　　　　　　　）　・設置しない

補償期間

引渡しの日から　※１年　　　・（　　　年間）

14．新植樹木、芝及び

（５節　屋上緑化）

　土壌層の厚さ        ・（　 　　　　　　）　・図面図示による

　工法　　※システム製作所の仕様による　

　植栽基盤の質量　　※60㎏/m2以下

・屋上緑化軽量システム

(23.2.2)
(表23.2.1)
(表23.2.2)

(23.3.2)

 ・軽量骨材(・火山砂利 ・黒曜石ﾊﾟｰﾗｲﾄ ・膨張性頁岩)　厚さ（　　 mm）

 ・板状成形品(合成樹脂等)

 ・人工軽量土(・無機質土　・有機質･無機質混合土)　　※改良土

土壌層

樹木，芝及び地被類

刈込みもの　　  ・適用する　　　※適用しない

見切り材(土留め材)　　　　　　　※図面図示による。

マルチング材　　※図面図示による。　・（　　　　　　　）

舗装材(床材)　　※図面図示による。　・（　　　　　　　）

排水孔　　　　　※図面図示による。　・（　　　　　　　）

　
　
　
植
栽
及
び
屋
上
緑
化
工
事

3.材料

植栽基盤工法の種別

　　樹木　　　　　※Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種　　・Ｄ種

　　芝及び地被類　・Ａ種　　※Ｂ種　　・Ｃ種　　・Ｄ種

土壌改良材　　・使用する（種類　　　　　　　）　・使用しない

雨水排水施設　※図面図示による　　・（　　　　　　　　　）

植込み用土

　　・客土　　※現場発生土の良質土　　・(　　　　　　　）(23.2.3)

有効土層の面積･厚さ　※表23.2.1による　　・(　　　　　　)

5.路盤の厚さ及び

  仕上り

6.材料
(22.3.3)

(22.3.2)

（３節　路盤）

路盤の厚さ

路盤材料の種別

　・クラッシャラン鉄鋼スラグ　　・粒度調整鉄鋼スラグ

　・水硬性粒度調整鉄鋼スラグ

・100・(　　）

・100・(　　）

舗　装　の　種　類
車　道　部

・100・(　　）

歩　道　部

・100・150・250・350

・100・150・250・350 ・100・(　　）

・150・(　　）

・150・(　　）
・100・150・250
・100・150・250

・150・(　　）
・100・(　　）

・100・(　　）
・50 ・(　　）

路　盤　の　厚　さ（mm）

・アスファルト舗装

・コンクリート舗装

・カラー舗装

・舗石舗装

・コンクリート平板舗装

・転圧コンクリート舗装
・インターロッキングブロック舗装

・排水性アスファルト舗装
・透水性アスファルト舗装

(表22.3.1)
　・クラッシャラン　　　　・粒度調整砕石

　※再生クラッシャラン　　・再生粒度調整砕石

車道部の基層　　・適用する　　※適用しない

舗装の厚さ　　　・30mm　　・50mm　　・（　　　　　　　）

（４節　アスファルト舗装）

  仕上り
(22.4.2)

（２節　ユニット工事等）

加熱系混合物の抽出試験　　・行う　　※行わない

(22.6.4) ニート工法･塗布工法の配合　・(　　　　　　　　　　　　　　)

結合材が石油樹脂の場合の顔料添加量　・(　　　　％)

舗装の種類

・石油樹脂系

・ｱｽﾌｧﾙﾄ混合

厚さ(mm)適用部位
・無機系顔料

材料

・自然石　（　　　　　　　　）

・着色骨材（　　　　　　　　）

・塗布工法 1程度以下

3～5

※アクリル系カラー塗布材

・ｴﾒﾘｰ　・着色磁器質骨材・ニート工法 ･車路
･歩行者用通路

･歩行者用通路

･車路(基層無)

･車路(基層有)

（６節　カラ－舗装）

常温系カラー舗装の着色部下部　・アスファルト舗装　・コンクリート舗装

・
加
熱
系

・
常
温
系

(22.6.2)
(22.6.3)

(表22.6.1)

 　及び仕上り･材料

一般地域
※密粒度アスファルト混合物（13）

・細粒度アスファルト混合物（13）

(22.4.4)
(表22.4.4)

表層の加熱アスファルト混合物の種類

平たん性　　・(　　　　)　　※通行の支障となる水たまりが生じない程度

(22.4.3)
(表22.4.1)

・スレートアスファルト
・再生アスファルト（・60～80　　・80～100 ）

構成　　　　　　※図面図示による　　・(　　　　)

目地の種類及び間隔　　※表22.5.3による　　・(　　　　　　)

目地の構造　　　　　　※図22.5.1による　　・(　　　　　　)

注入目地材料　　　※低弾性タイプ　　　・高弾性タイプ

　　　　　　　　　歩行者用通路　　※ 8cm　　・(　　　cm ）

　所要スランプ　　車路･駐車場　　 ※ 8cm　　・(　　　cm ）

　　　　　　　　　歩行者用通路　　※18N/mm2 　　・(　　　N/mm2）
　設計基準強度　　車路･駐車場　　 ※24N/mm2 　　・(　　　N/mm2）

　コンクリートの種類　　※普通コンクリート　　・(　　　　)

コンクリートの設計基準強度等

(22.5.3)
(表22.5.1)

平たん性　　　・(　　　　)　　※通行の支障となる水たまりが生じない程度

   仕上り

(22.5.2)

コンクリート舗装の厚さ
　車路･駐車場　 ・(　　　mm）
　歩行者用通路　※ 70mm　　　・(　　　㎜)

（５節　コンクリート舗装）

切り取り試験　　　　　　　　　　・行う　　・行わない(軽易な場合)

アスファルト混合物の抽出試験　　・行う　　※行わない

(22.4.5)
シールコートの施工　　・行う（・ＰＫ-１　　・ＰＫ-２ ）

　　　　　　　　　　　※行わない

(22.7.6)

(22.8.2)

透水性アスファルト混合物の抽出試験　　・行う　　※行わない

コンクリ－ト平板舗装の目地材

舗石舗装の基層

（８節　ブロック系舗装）

   仕上がり 　※ 砂　　　・モルタル　　・（　　　　　）

　※コンクリート版(70mm)　 ・アスファルト混合物(50mm)

 　及び仕上り

(22.7.2)

（７節　透水性アスファルト舗装）

構成　　※図面図示による　　・（　　　　　　　　　　　）

平たん性　　・(　　　　　)　　※著しい不陸がないもの

(表22.8.1)

7.舗装の構成及び

8.材料

9.配合その他

10.施工

11.試験(22.4.6)

12.舗装の構成及び

13.材料

14.施工(22.5.4)

15.舗装の構成

16.配合その他

17.試験(22.6.6)

18.舗装の構成

19.試験

20.舗装の構成及び

砂利敷きの種別

　　通路　　　　　　　※Ａ種　　・Ｂ種

　　建物周囲その他　　・Ａ種　　※Ｂ種

（９節　砂利敷き）

インターロッキングブロックの種類･形状･寸法　※図面図示による。

コンクリート平板の種類･寸法･厚さ　　　　　　※図面図示による

　　表面加工（　　　　　　　　　　　　）

　　厚さ　・車路　 　　　 (※曲げ強度5.0N/mm2の普通ﾌﾞﾛｯｸ80mm)

　　　　　・歩行者用通路　(※曲げ強度3.0N/mm2の普通ﾌﾞﾛｯｸ60mm)

舗石の石材（JIS A5003(石材)2等品）

　　　種類（　　　　　）　形状･寸法（　　　　）　厚さ(　　　　)

(22.9.2)
(表22.9.1)

22.材料及び種別

(22.8.3)

21.材料

クッション材　　※砂　　・空練りモルタル

11.材料

12.施工

13.断熱材打込み

14.断熱材現場

10.合板類の材料･　 合板類

　モルタル，プラスター面　　※表18.2.4（・Ａ種　※Ｂ種）

　コンクリート面　　　　　　※表18.2.5（・Ａ種　※Ｂ種）

　せっこうボード面　　　　　※表18.2.7（・Ａ種　※Ｂ種）

(19.8.3)

材種･形状･寸法　　※図面図示による

パネルに取付る建具の寸法･形状　 ※図面図示による　・(　　　　　　)

・横型

・縦型

　樹種･種類，寸法，株立数，数量　 ※図面図示による。
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建築工事特記仕様書（６）

　　所要スランプ　　　　※12cm以下 　　　・(　　　　　　　）

12.材料

13.製作

(20.3.2)

(20.3.3)

（３節　プレキャストコンクリート工事）

　　水セメント比　　　　※55％以下　　　 ・(　　　　　　　）

　　単位セメント量の最小値

　　　　　　　　　　　　※300kg/m3    　 ・(　　　　　　　）

補強鉄線　・普通鉄線（径　　　　　　　 網目寸法　　　　　　　）

　　　　　・溶融金網（径　※3.2mm以上　網目寸法　　 　　 　　）

コンクリートの設計基準強度

14.養生その他
(20.3.4)

　　鉄筋のかぶり厚さ　　※30mm以上 　　　・(　　　　　　　）

取付け方法　　※図面図示による　　　・(　　　　　　　　 　)

15.点検口

16.旗竿受け金物

17.天井見切縁

18.くつふきマット

19.救助袋

材種　　天井　※アルミニウム製（表面は天井仕上げと同じ）

　　　　床　　※ステンレス製（表面は床仕上げと同じ）

　　　　　　　・アルミニウム製（表面は床仕上げと同じ）

材種　　※ステンレス製　　・(　　　　　　　）

材種　　・アルミニウム製　　※塩化ビニル樹脂製　　・ステンレス製

材種　　※塩化ビニル又はゴム製（受枠ステンレス製）

　　　　・硬質アルミニウム製（受枠硬質アルミニウム製）

　　　　・ステンレス製（受枠ステンレス製）

※直降用　　・斜降用　（注）製造所と仕様については監督員の承諾による。

（その他の工事）

　　配筋　　・図面図示による　　※配筋を定めた計算書を監督員に提出する

外圧管

・ＶＰ

ＲＳ－ＶＵ

ＤＶ
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1.材料

(21.2.1)

(表21.2.1)

種類・記号

（１種）

・ＶＵ

・遠心力鉄筋
　コンクリート管

・硬質ポリ塩化

　ビニル管

・硬質ポリ塩化

　ビニル管継手

材　種 規格番号

JIS A 5372

JIS K 6741

JIS K 9797

JIS K 6739

（遠心力鉄筋コンクリート管）
プレキャスト鉄筋コンクリート製品

硬質ポリ塩化ビニル管

リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手

呼び径名称

（２節　屋外雨水排水）

排水桝･蓋　　　　 名称・種類　　※図面図示による。

グレーチング　　  材質･ﾋﾟｯﾁ･ﾎﾞﾙﾄ固定の有無等　※図面図示による。
　　　　　　　　　適用荷重　　　・（　　　　　　）

側塊（JIS A5372） 形状・寸法　　※図面図示による。

　　　　　　　　　適用荷重　　　・（　　　　　　）

　　　　　粒度　　※C-40　　・C-30　　・C-20
砂利地業の材料　　・切込砂利　　・切込砕石　　※再生クラッシャラン

埋戻しの材料　　　・Ａ種　　※Ｂ種　　・Ｃ種　　・Ｄ種

・遠心力鉄筋コンクリート　基床の厚さ･種類　　※図面図示による

・硬質ポリ塩化ビニル管　　基床の厚さ･種類　　※図面図示による

　　　　　　　　　　　　　継手　　　　　　　 ※接着剤　　　・ゴム輪

2.施工(21.2.2)

種　類

・Ｕ形側溝蓋
・Ｕ形側溝

・Ｌ形側溝

・縁石

（３節　街きょ，縁石及び側溝）

地業の材料　　・切込砂利　　・切込砕石　　※再生クラッシャラン

3.材料

4.施工(21.3.2)

(21.3.1)
(表21.3.1)

砂利地業　　　厚さ　※100mm　・図面図示による。

　　　粒度　　※C-40　　・C-30　　・C-20

JIS規格

JIS A5371

JIS A5371

JIS A5372
JIS A5372

JIS A5372

形状・寸法
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1.再生材

2.路床の構成及び

  仕上り

(22.1.3)

(22.2.2)

(22.2.3)

(表21.2.1)

透水性舗装に用いるフィルター層

凍上抑制層

　・適用する（厚さ（　　　））　　※適用しない

　材料　・砂　　・火山灰，火山礫　　・切込砂利　　・(　　　　　　　）

路床安定処理

　・適用する　　※適用しない

※使用する　　・使用しない

（２節　路床）

（１節　共通事項）

　　添加材料

　　　・普通ポルトランドセメント　　・高炉セメントＢ種

　　　・フライアッシュセメントＢ種　・生石灰特号

　　処理の方法　・(　　　　　　　　　　）

　　　・生石灰１号　　　　　　　　　・消石灰特号

　　　・消石灰１号　　　　　　　　　・(　　　　　　　）

　厚さ･材料　・図面図示による　　　・（　　　　　　）

3.材料
(22.2.3)

・盛土　　表3.2.1　・Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種　　・Ｄ種
・砂の粒度試験(JIS A1102)　　・行う　　　・行わない

4.試験

(22.2.5)

路床土の支持力比（ＣＢＲ）試験　・行う（埋戻し,盛土部）　※行わない

現場ＣＢＲ試験(JIS A1222)　　　 ・行う　　　　　　　　　 ・行わない

路床締固め度の試験(JIS A1214)　 ※行う（埋戻し,盛土部）　・行わない

　
　
　
舗
　
装
　
工
　
事

・暗幕用レール　　　

　材種　　※アルミニウム製　　　・(　　　　　　　　　　）
　形状　　※角形 20　　 　・(　　　　　　　）

・暗幕用カーテンの両端、上部及び召合せの重なり　※300mm以上

　材種　　※アルミニウム製　　　・(　　　　　　　　　　）
・吊りカーテンレール

　形状　　※Ｈ型　　 　・(　　　　　　　）

・カーテンレール

材種 形状強さの区分仕上げ
※ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 ※ｱﾙﾏｲﾄ ※10-90 ・Ｃ型　・Ｄ型　※角型

※ﾍｱﾗｲﾝ ※10-60 ※Ｃ型　・Ｄ型　・角型・ｽﾃﾝﾚｽ製



令和２年度以降の改定

R2. 6. 1　　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に係る設計変更について　
Ⅹ．新型コロナ感染症の拡大防止対策

努めることとし，その感染拡大防止に係る対策について，監督員と協議の上，

請負代金額の変更や工期の延長等が必要と認められる場合は，設計変更の対象とする。

　受注者は，本工事の実施にあたり，新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に十分に

その実績が分かる資料（写真，領収書等）を監督員に提出すること。

　なお，設計変更にあたっては，感染拡大防止対策について施工計画書に記載するとともに，

Ⅹ．新型コロナ感染症の拡大防止対策

ⅩⅠ．法定外の労災保険の付保

　本工事において，受注者は政府労災保険への加入義務がある場合，法定外の労災保険に

付さなければならない。また，保険契約を締結した際はその証券又はこれに代わるものを

監督員に提示すること。

ⅩⅠ．法定外の労災保険の付保
R2.11. 1　　法定外の労災保険の付保義務及びその状況確認について

工事名

図面名 日付  令和    ．    ．

Ｎo.

８

１.快適トイレの設置の試行

　　受注者は，現場に以下の(1)～(11)の仕様を満たす快適トイレの設置に努めること。

　必須ではない。

　 (12)～(17)については，満たしていればより快適に使用できると思われる項目であり，

　【快適トイレに求める標準仕様】

　　(1)洋式便座

　　(2)水洗機能(簡易水洗，し尿処理装置付き含む）

　　(3)臭い逆流防止機能(フラッパー機能)

　 　　(必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取ること)

　　(4)容易に開かない施錠機能(二重ロック等)

　　　 (二重ロックの備えが無くても容易に開かないことを製造者が説明できるもの)

　　(5)照明設備(電源が無くても良いもの)

　　(6)衣類かけ等のフック付，又は，荷物置き場設備機能(耐荷重5kg以上)

　【快適トイレとして活用するために備える付属品】

　　(7)現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示

　　(8)入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等)

　　(9)サニタリーボックス(女性専用トイレに限る)

　　(10)鏡付きの洗面台

　　(11)便座除菌シート等の衛生用品

　【推奨する仕様，付属品】

　　(12)室内寸法900×900mm以上(半畳程度以上)

　　(13)擬音装置

　　(14)着替え台(フィッティングボード等)

　　(15)フラッパー機能の多重化

　　(16)窓など室内温度の調整が可能な設備

　　(17)小物置き場等(トイレットペーパー予備置き場)

２．設置に要する費用

　　 設置に要する費用については，当初は計上していない。受注者は，快適トイレの設置

　 にあたっては，第1項に定める仕様を満たすことを示す書類を添付し，監督職員と協議の上，

　 規格・基準等の詳細について決定することとし，設計変更時において，支出実態のわかる

　　 なお，設計変更数量の上限は，男女別で各1基ずつ2基/工事までとする。

　　 また，運搬費は共通仮設費(率)に含むものとする。
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Ⅸ．快適トイレの設置の試行に関する特記仕様書

建築工事特記仕様書（７）

　 資料により監督職員と協議する。

R2.11.24　　快適トイレの設置に要する費用の文言修正

Ⅲ．現場代理人及び技術者の適正配置について
R3. 2. 1　　建設業法改正による取扱いの変更　

　　※　工事完成後，事務手続き，後片付け等のみが残っている期間。　なお，工事が完

１．現場代理人の常駐義務について（該当事項○印）

２．現場代理人の常駐義務緩和期間について

　・ 本工事における現場代理人については，工事現場における常駐を要する工事である。

　・ 工事請負代金が3,500万円（建築一式工事：7,000万円）以上となる場合，本工事にお

　　ける現場代理人については，工事現場における常駐を要する工事である。

　　※　請負契約の締結後，現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置，資機材

　　　の搬入または仮設工事等が開始されるまでの期間）

　　　なお，現場施工に着手する日については，請負契約締結後，監督員との打ち合わ

　　　せにおいて定める。

　　　成した日は，受注者が工事が完成した旨，発注者に通知した日とする。

　　※　工事の全部の施工を一時中止している期間

　　※　工場製作のみが行われている期間

　　1．により現場代理人の常駐を要する工事であっても，下記に示す期間については，常

　駐を要しないものとする。

Ⅲ．現場代理人及び技術者の適正配置について

３．主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐の専任を要しない期間について

（１）下請契約を締結した場合は、「施工体制台帳」及び「工事作業所災害防止協議会

（２）下請契約を締結しない場合は、施工計画書等により確認する。

（３）施工体制に変更が生じた場合は、上記書類をそのつど提出すること。

第２条　　施工体制の確認に関する点検

（１）抜き打ち点検

（２）検査時における点検

　本工事の施工体制の確認は以下の方法により行う。

　　兼施工体系図」を基に確認する。

　　（施工体制台帳）

　　　施工計画書に添付せずに、施工体制台帳の写しを単体で提出すること。

　　（工事作業所災害防止協議会兼施工体系図）

　　　①施工計画書ではなく、施工体制台帳に添付すること。

　　　②工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆の見やすい場所に掲示すること。

　　一括下請など施工体制に関する点検を抜き打ちで行う場合がある。

　　Ⅰ 10.その他（10）で適用する中間技術検査等、各段階の検査時において点検を行う。

第１条　　施工体制の確認方法

Ⅳ．施工体制の確認

　　　①　設計変更額が当初設計金額の２０％を超えるもの

工事請負契約書に定める設計変更に伴う契約変更の手続きは，下記のとおりとする。

【適　用】（適用事項○印）

・地下埋設物が予想される場所において、工事を実施する場合

・オールケーシング工事の場合

　　ただし，軽微な設計変更に伴うものは，工期の末（複数年度にわたる工事にあっては，

　　　③　その他上記に準ずる重要なもの

　　　②　構造，工法，位置又は断面等の変更で重要なもの

　　１）工事箇所に近接する地下埋設物等について，その種類，位置，形状，深さ，構造等を

　　　確認し，工事による影響について管理者と協議のうえ検討を行うものとする。

　　　なお、対策が必要となった場合には，監督員と協議を行うものとする。

　　２）近接の範囲については，各管理者によって異なるため，管理者と協議を行うものと

　　　とする。

　　１）オールケーシング工法の圧入・掘削時に，異常音・回転トルクの上昇等の異変が確認

　　　された場合は，作業を中止し，原因の確認を行うものとする。

　　２）オールケーシング工法のコンクリート打設時に，コンクリートが予定通りに打ち上が

　　　ってこなかった場合は，作業を中止し，原因の確認を行うものとする。

　　３）工事の施工中に上記１．２．が発生した場合，現場代理人は，直ちに監督員に連絡し，

　　　協議を行うものとする。

　　　成し，監督員へ提出するものとする。

　　１）工事箇所に地下埋設物がある場合，工事着手前にその種類，位置，形状，深さ，構造

　　　等をそれらの管理者が有する資料（台帳，完成図等）と照合し確認するものとする。

　　　　特に，破損による影響が広範囲に及ぶ重要な地下埋設物については，管理者と協議を

　　　行い詳細な確認を行うものとする。

　　２）必要に応じて試掘，ボ－リング及び地中探査等原位置での調査を，監督員と協議のう

　　　え実施するものとする。

　　３）地下埋設物の確認については，別紙様式により行い，結果を監督員へ報告するものと

　　　する。

　（３）暑さ指数（ＷＢＧＴ値）の計測装置

１．本工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合，受注者は，調

　査票等に必要事項を正確に記入し市に提出する等，必要な協力を行わなければならない。

　また，本工事の工期経過後においても，同様とする。

２．調査票等を提出した事業所を発注者が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受注者が

　なった場合，受注者は，その実施に協力しなければならない。また，本工事の工期経過後

　においても，同様とする。

３．公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう，受

　注者は，労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等，

　日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。

４．受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には，受注者は，当該下請工事

　の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）が前３項と同様の義

　務を負う旨を定めなければならない。

　契約変更の時期について

　　　設計変更に伴う契約変更の手続きは，その必要が生じた都度，遅滞なく行うものとする。

　　各会計年度の末，または工期の末）に行うことができるものとする。

　軽微な設計変更とは，原則として次に掲げるもの以外をいう。

　１．工事着手前における地下埋設物調査の徹底について

　２．近接工事に関する確認・対策の徹底について

　１．作業中止の判断基準について

　　受注者は，熱中症対策として，以下の項目を実施する場合は，使用や費用が分かる資料（

　カタログ・見積等）を監督員に提出の上，必要な設置期間等を協議することとし，その費用

　については設計変更の対象とする。

　（１）遮光ネット（足場に設置するものに限る）

　（２）ドライミスト

　　なお，上記熱中症対策の実施後，実績が分かる資料（写真等）を監督員に提出すること。

Ⅴ．公共事業労務費調査に対する協力

Ⅵ．設計変更にかかる取り扱い

Ⅶ．地下埋設物調査等に関する特記仕様書

Ⅷ．熱中症対策

　　４）工事着手前に，上記１～３の事項を盛り込んだ，施工の実態に応じた施工計画書を作

第３条　　不備が発覚した場合の措置

（１）工事成績評定での減点処置

（２）請負代金の支払い

（３）悪質なケ－ス

　　監督課、検査課が連携し減点措置を行う場合がある。

　　書類が完備するまでは検査完了として取り扱わず、請負代金の支払い事務を開始し

　ないものとする。

　　虚偽の記載や一括下請等悪質なケ－スが判明した場合は、関連部署と協議の上、建

　設業許可部局への通知や指名停止等の措置を行う場合がある。

　　工事請負代金が3,500万円（建築一式工事：7,000万円）以上となる場合における、

４．配置技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係について

　　　なお，現場施工に着手する日については，請負契約締結後，監督員との打ち合わ

　　※　工事完成後，事務手続き，後片付け等のみが残っている期間。　なお，工事が完

　　※　工事の全部の施工を一時中止している期間

　　※　工場製作のみが行われている期間

　　建設工事の適正な施工を確保するため、配置技術者（主任（監理）技術者、特例監理

　　※　請負契約の締結後，現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置，資機材

　　　の搬入または仮設工事等が開始されるまでの期間）

　　　せにおいて定める。

　　　成した日は，受注者が工事が完成した旨，発注者に通知した日とする。

　　○　一般競争入札による工事の場合は，入札参加資格確認申請の日以前に３か月以上

　　○　指名競争入札による工事の場合は，入札の執行日（開札日）以前に３か月以上の

　　○　随意契約による工事の場合は，見積書の提出日以前に３か月以上の雇用関係にあ
　　　ること。

　　　雇用関係にあること。

　　　の雇用関係にあること。

５．特例監理技術者の配置について（該当事項○印）

　・ 本工事は、特例監理技術者（建設業法第２６条第３項ただし書の規定の適用を受ける

　　 監理技術者）の配置は認めない。

　・本工事は、次の要件に該当する場合、特例監理技術者（建設業法第２６条第３項ただし

　　書の規定の適用を受ける監理技術者）を配置することができる。

　要件を満たす必要がある。

　ある者を配置しなければならない。なお，ここでいう「恒常的な雇用関係」とは，次の

　技術者、監理技術者補佐）については、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係に

　　ただし，下記に示す期間については，工事現場への専任を要しない。

　建設業法に基づき専任を要する。

　主任技術者、監理技術者又は特例監理技術者を配置する場合における監理技術者補佐は、

　　　 ○　本工事の当初請負金額が3億円未満である場合
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承諾

承諾

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

空調機の間接排水配管工事

同上に伴なう二次側配管、配線

 

（トラップは機器工事）

 

 

 

工    事    項    目 衛生

はり、床、壁の貫通スリーブ

壁埋込器具盤の仮枠又はボード切込

発電気減圧水槽及び冷却水槽への給水管

 

同上に伴なう補強

自立盤、トランス、発電気等のコンクリート

○

同上に伴なう補強

空調 水処理電気

 

別途工事盤類の取付

昇降機建築

○

○

屋上集熱器設備工事

○

○

○

○ ○

○

○

○

煙突工事（内部ライニング含む、コンクリー

○

○

建築 水処理

○

電  気  工  事

空調

○

○

身障者用便所の手すり

照明付化粧鏡への電源接続工事

○

○

二重スラブ内連通管及び通気管（湧水槽等）

○

○

○汲取便槽

同上煙突

煙突内部排水配管（目皿含む）

電気

○

○

○

○

ト躯体）

空調

○

○

建築

○

水処理工    事    項    目

○

昇降機

○

建物廻り側溝以降の雨水排水設備

○

衛生

ルーフドレーン及び縦樋（ＧＬ－２００迄）

建物廻り雨水側溝の接続（側溝と側溝）工事

○

（消音、保温共）

壁付換気扇の取付用穴明

○

鉄筋コンクリート造躯体貫通部（設備工事用）

コンクリート造のチャンバ及びダクト

○

○

○

壁付換気扇の取付及びガラリ、フードの取付

○

ドア並びに間仕切壁のガラリ、製作取付

○

設備配管吊りボルト用インサート類

パイプシャフト、及び天井の点検口製作取付 ○

床上機器用コンクリート仕上

建物外壁に取付く、ガラリ（吸気・排気）の

型）

各水槽の蓋製作取付

スピーカー、天井埋込換気扇、取付の為の枠

（仕上げは除く）

吹出口、吸込口、並びに埋込照明器具、埋込

サービスタンク、油ポンプ廻り防油提築造

縦樋以降配管（継ぎを含む）

建  築  工  事  関  係

同上穴明工事

厨房内排水溝

同上用スリーブ並びに箱入れの穴埋補修

床上機器用コンクリート基礎工事

の補強筋工事

○

（設備工事用）と補強

○

○

鉄骨造（ＳＲＣ造も含む）鉄骨貫通部開口

煙導製作取付、煙突接続（空隙耐火材詰め

（設備工事用）

機器操作盤への一次側電源供給工事

防火区画貫通部のダクト､配管等の防火養生

含む）（発電気用含む）

電気

○

○

天井埋込器具取付箇所のボード切込

同上コンクリート基礎仕上

建築

○

同上に伴なう下地補強

工    事    項    目

○

○

Ａ.Ｌ.Ｃ板穴名工事（設備工事用）

○

○

○ ○○

○

昇降機 水処理衛生

○

○

○

（木造、プレハブ、ＳＲＣ等）

Ａ.Ｌ.Ｃ板貫通部の補修（設備工事用）

空調

○

盤類器具類（衛生器具）取付の枠組と補強

○

○

○

○

○

工    事    項    目

照明器具､幹線等の吊りボルト用インサート

回転方向等の確認

○

別途工事機器への接続（直接接続に限る）

○

○

○

○

○

電気衛生空調 水処理建築 昇降機

テレビアンテナマスト、避雷針等のコンク

身障者用便所使用灯、鍵連動装置取付

ファンコイルユニット用操作スイッチ取付

防火シャッター警報ブザー用リミットスイッ

防火扉用レリーズの取付

防火シャッター､防火垂壁用レリーズの取付

配管類の防火区画貫通部の補修

リート基礎

同上  コンクリート基礎仕上

チ取付

○

及び配管､配線

○同上に伴なう一･二次側配管、配線共  通  事  項

同上電源接続及び操作スイッチ取付

○

電動暗幕装置

配線ピット

同上用蓋

○

ハロン消火設備連動のファン等の停止回路

○

同上制御盤迄の１次側配線、配管（電源供給）

○

衛  生  工  事  関  係

○

○

○

○

○

○

高架水槽用基礎（仕上共）

大便器用箱入れ位置（墨出し）

大便器用箱入れ

同上用補強工事

消火栓ボックス用箱入れ（補修は除く）

ステンレス製流し台

高架水槽用架台

同上流し排水管接続

同上用補強工事

（Ｖ.Ｐ管接続用トラップ含む）

同上流し排水トラップ取付

造り付け各種流し台

消火栓ボックスの起動押ボタン及び表示灯

化粧棚及び化粧鏡

ハロン消化設備

（ガス圧ダンパー制御配管含む）

浴槽並びに風呂釜

洗濯機用パン（排水トラップ共）

グリーストラップ（既製品）

消火ポンプ起動回路及び表示灯回路

スラブ開口及び補強工事

取付並びに配線、配管

昇降機機械室床軽量コンクリート仕上並びに

（人研・コンクリート等）

○

簡易水洗便器の止水栓（器具接続迄）

昇  降  機  工  事  関  係

同上用紙巻器（取付具）

消火栓ボックスの取付

非水洗及び簡易水洗の便器

同上補修

同上補修後の仕上工事

乗場廻り（扉、三方枠）、仮枠

壁貫通ダクト補強工事

壁付けレンジフード（取付共）

レール取付用ブラケット、プレート共

空  調  工  事  関  係

昇降機中間ビームの取付（鋼構造の場合）

乗場敷居持出コンクリート工事

荷揚用フック取付工事

膨張タンク基礎（仕上共）

工    事    項    目

工    事    項    目 水処理

○

衛生 電気空調 昇降機建築

建築 水処理昇降機

○

電気

工    事    項    目 衛生

○

衛生

昇降機電気

○

○

○

壁取付換気扇（取付共）

厨房器具用フード囲い（化粧板含む）

○

○

空調

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

防火ダンパー用レリーズの取付

上記3項目に伴なう配管､配線

○

○

○

○

○

○

○

監    督    項    目

○

○

事      項

監    督    項    目

○

○

事      項 処理

○

区  分 区  分

○

監    督    項    目

発生材の処理

災害及び公害の恐れのある

事      項 処理区  分

軽微な変更

別途工事

疑義

ベンチマーク

色・柄

施工計画書

実施工程表

電気保安技術者

技能士

試験所

地中障害物

試験杭（試験掘削）

施工中の異状

埋戻し・盛土

溶接技術者等

工法

杭

加工・組立

管理

加工図

木材

記録等

屋根葺材

打設計画

工法

各材料

葺方

工法

とい

各材料

承諾

承諾

承諾

承諾

承諾

承諾

承諾

承諾

指示

指示

指示

承諾

承諾

承諾

承諾

承諾

指示

協議

指示

承諾

協議

承諾

承諾

検査

検査

検査

検査

承諾

承諾

検査

協議

承諾

検査

立会

準備

管理

現場

施工

工程

管理

処理

○

○

建物内の排水溝並びに配管配線用ピット及び、

材料

準備

施工
場合の処理

材料

準備

施工

組みと補強

材料

施工

施工

材料

材料

○

製作取付（防虫網取替可能型）（ダクト接続

基礎

危険物貯蔵所 承諾

協議

協議

検査

協議

協議

工
 
 
種

一
般
共
通
事
項

工
 
 
種

仮
設
工
事

土
工
事

工
 
 
種

木
工
事

屋
根
及
び

と
い
工
事

金
属
工
事

防腐・防蟻

防虫

注１）○印をしたものは本工事に於ける監督項目を示す。

注２）上表の○を付したもの以外でも監督員が必要と認めた場合は適宜監督業務を行う。

施工図

塗料

工法

工法

内装材

硝子

建付調整

養生

サッシ

建具金物

製作金物

建付調整

建具

建具金物

植樹

黒板

内・外柵

舗装

側溝縁石等

遊具施設

製作家具

工    種

養生

承諾

承諾

承諾

検査

承諾

承諾

承諾

検査

承諾

承諾

承諾

承諾

承諾

敷地境界標

処  理

承諾

承諾

承諾

承諾

承諾

承諾

承諾

承諾

承諾

立会

施工

承諾

材料

材料

施工

施工

材料

材料

施工

施工

承諾プレキャスト

施工

カーテンウォール 承諾

コンクリート

承諾施工

承諾

材料
性能

取付

承諾

各材料

排水

承諾

建
具
工
事

塗
装
工
事

内
装
工
事

カー

テ
ン
ウ
ォ
 

ー

ル
工
事

雑
工
事

屋
外
附
帯
工
事
・
そ
の
他

金
属
製

木
製

硝
子

施工図
材料

施工

左
官
工
事 外壁タイル下地確認 報告

鉄骨耐火被覆（ロックウール成形板等）の穴明

 
試験掘削

コンクリート

施工管理技術者

鉄筋加工組立

鉄筋

コンクリート打設

承諾

承諾

立会

検査

承諾準備

深さ・支持地盤 検査

既
製
コ
ン
ク
リー

ト
杭
・
鋼
管
杭

施工

完了

立会

検査

指示杭の精度

建込み

施工記録 報告

施工記録 報告

検査支持地盤

材料

杭心（コラム心）

施工図・現寸図・見本

施工

材料

深さ・支持地盤

固化材・添加量

検査

承諾

施工

 

地
盤
改
良

場
所
打
ち
コ
ン
ク
リー

ト
杭

準備 溶出試験 指示

施工記録 報告

立会

地
業
工
事

工法

石材

割り付

工法

陶磁器質タイル

防水施工

保証書

割り付

防水仕様 承諾

検査

承諾

承諾

承諾

承諾

承諾

承諾

承諾

施工

材料

施工

材料

材料

・
Ａ
Ｌ
Ｃ
パ
ネ
ル
・
押
出

防
水
工
事

石
工
事

コ
ン
ク
リー

ト
ブ
ロ
ッ
ク

成
形
セ
メ
ン
ト
板
工
事

タ
イ
ル
工
事

施工

接着力試験 指示

外観の確認 報告

鉄
骨
工
事

承諾

承諾

縄張り

遣方

根切り底

施工図

コンクリートブロック積み
施工

押出成形セメント板

材料 ＡＬＣパネル

鉄筋 承諾

承諾

承諾

製作工場 承諾

工作図 承諾

承諾

溶接技能資格者 承諾

鋼材等 承諾材料

超音波探傷試験機関 承諾

準備

施工管理技術者 承諾

溶接管理技術者

溶接（試験成績表）

製作 承諾

承諾

建方完了

製品受入 検査

検査

施工
検査

高力ボルト接合

溶接接合

検査

検査スタッド溶接

工作

準備
承諾コンクリート工場

コンクリート配合計画書

型枠（せき板）

承諾

型枠取外し

鉄筋組立

打込み

圧接技能資格者

型枠建込組立

立会

検査

検査

検査

承諾

指示試験(材齢28日強度試験は公的機関)

仕上り及びかぶり厚さの確認 報告

ガス圧接

施工

混和材料 承諾

材料

コ
ン
ク
リー

ト
工
事

工事名

図面名 日付  令和    ．    ．

Ｎo.

９

監督業務

主    旨

い、軽微なものについては監督員の指示に従い入念に施工する。

一般事項

立会、承諾、指示、協議等を受けなければならない。

　本基準は工事請負契約の本旨に基づき市監督員の監督業務の範囲を示すものであり、

　本監督基準並びに設計図書に明記なき事項又は疑義ある場合には監督員と協議を行

標準仕様書のうちの監督業務に代わるものである。

　本工事受注者は当監督基準を熟知の上、下記に示す監督項目につき監督員の検査、

責任をもってあたること。

工事区分表

２）工事区分表は○印のついたものを適用する（特記ある場合は除く）

１）本工事施工中は、別途工事受注者と連絡を密にし、工事の進捗等に支障なきよう

福岡市 財政局 アセットマネジメント推進部 施設建設課

○

建築工事監督基準

建築工事監督基準



R2.11.18　建設業法改正による工事を施工しない日及び時間帯の明記

契約不適合責任期間

（６節　施工）

・適用する(工種については現場説明書を参照) ・適用しない

・受注者は監督員の指示に従い工事完了時に室内空気中の化学物質の濃度を測

定すること。

（８節　完成図等）

・提出する（※完成図書等作成要領（福岡市財政局）による）

・提出しない

・設計額2,000万円以上の工事は対象

・設計額250～2,000万円で市が指定する工事は対象。

※福岡市電子納品の手引き（建築・設備工事編）による。

※図示 ・設計GL＝現状GL

施工図等の著作権に係わる、当該建築物に限る使用権は発注者に移譲するもの

とする。

（測定物質） 

（測定箇所） 

※測定室は監督員の指示による。　箇所数（ 　　箇所）

①ホルムアルデヒド ②トルエン

③キシレン ④エチルベンゼン ⑤スチレン

Ｎo.

２

日付  令和    ．    ．

工事名

図面名

建築改修工事特記仕様書（令和２年４月改定版）

１．共通仕様

なお、新築・増築工事を含む場合は「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」

（平成３１年版）により、解体工事を含む場合は「建築物解体工事共通仕様書」

（平成３１年版）による。

（１） 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営

（２）特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。

（１）項目は、番号に  印の付いたものを適用する。

当該項目、当該図又は当該表を示す。

・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。

（５）形状寸法の単位は、特記なき限りミリメートルとする。

繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）」（平成３１年版）による。

（６）標準仕様書の監督職員は監督員と読み替える。

２．特記仕様の適用

に使用してはならない。これに基づく完成図書、施工図のＣＡＤデータの著作権は本

市に帰属する。また貸与したＣＡＤデータは工事完成検査までに返却すること。

３．ＣＡＤデータ ・有 　　･無

　貸与するＣＡＤデータを当該工事における施工図及び完成図書を作成するため以外

Ⅱ．建築改修工事仕様

章 項　　目 特　　記　　事　　項

1.適用基準等

2.工事実績情報ｻｰﾋﾞｽ

の登録（コリンズ）

3.工事の一時中止に

係る事項

4.監督基準

5.工事の記録

6.電気保安技術者

7.施工条件

8.事故報告

9.発生材の処理等

10.環境への配慮

11.材料

12.化学物質を発散

する建築材料等

［1.1.4］

［1.1.9］

［1.2.4］

［1.3.3］

［1.3.5］

［1.3.10］

［1.3.12］

［1.4.1］

［1.4.2］

（１節　一般事項）

・建築工事標準詳細図（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　平成28年版）

・学校標準詳細図

※ 請負金額500万円以上の工事は、監督員の確認を受けた後に、当該工事

に関するデ－タを(一財)日本建設情報総合センター(JACIC)に登録し、下
記の区分で10日（土日祝日を除く）以内に登録し、「登録内容確認書」

を監督員に提出すること。

　受注時、途中変更時、訂正時、竣工時

※工事の一時中止に係る計画の作成

1) 契約約款第２０条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、

中止期間中における工事現場の管理に関する計画（以下「基本計画書」

という。）を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。

　なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、

　労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴

　う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理
　に関する基本事項を明らかにする。

2) 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全
すること。

※別紙「建築改修工事監督基準」による ・標準仕様書による。

（２節　工事関係図書）

※福岡市建築・設備工事写真撮影要領により提出すること。

（３節　工事現場管理）

・適用する ・適用しない

　災害及び事故が発生した場合は，直ちに監督員に連絡するとともに「福岡

市公共工事にかかる事故報告要領」に基づき報告すること。

・引き渡しを要するもの（  ）

・中間再生処理    （　　 　　）

・特別管理産業廃棄物 ・有 ・無

・再資源化を図るもの ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊　・ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ塊　・木材

※ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊を含む）、ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ塊については、認定再利
用施設（中間処理施設）への搬入とすること。

（４節　材料）

　国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）

により、環境負荷を低減できる材料を選定すること。

指定品目、判断基準は「福岡市グリーン購入ガイドライン」によること。

　本工事に使用する材料は、設計図書に定めるもの又はこれらと同等のも
のとする。ただし、同等のものとする場合は監督員の承諾を受ける。

　なお、国土交通大臣官房官庁営繕部監修「建築材料・設備機材等品質性

能評価事業建築材料等評価名簿」により省略することができる。

※工事に使用する材料は、アスベストを含有しないものとする。

本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質
及び性能を有するものとし、次の１）から５）を満たすものとする。

１） 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティ

クルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムア
ルデヒド及びスチレン（以下「ホルムアルデヒド等」という。）を発散しないか、

発散が極めて少ないものとする。

２） 保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド等を発散しないか、発散が極めて少な

い規格品とする。

３） 接着剤はホルムアルデヒド等を発散しないか、発散が極めて少ないもの並びにトル
エン、キシレン及びエチルベンゼン（以下「トルエン等」という。）の含有量が少な

 い規格品とする。壁紙用及び木工用接着剤はフタル酸ジ－n－ブチル及びフタル酸ジｰ

 2－エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を使用している規格品とする。

４） 塗料はホルムアルデヒド等を発散しないか、発散が極めて少ないもの並びにトルエ
ン等の含有量が少ない規格品とする。

５） １）、３）及び４）の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他

の什器等は、ホルムアルデヒド等を発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。

④旧JASのFco規格品

③旧JISのEo規格品

②建築基準法施行令第20条の5第3項による国土交通大臣認定品

①JIS及びJASのF☆☆☆☆規格品

・第三種

f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用
e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用

c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用
d.ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用

b.接着剤等不使用
a.非ホルムアルデヒド系接着剤使用

③下記表示のあるJAS規格品

②建築基準法施行令第20条の5第4項による国土交通大臣認定品

①JIS及びJASのF☆☆☆☆規格品
※規制対象外

　改修標仕及び、標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料

製造所の指定する工法とする。

福岡市福祉のまちづくり条例の適用により、下記のいずれかを取り付けること。

・整備基準適合証（基本タイプ） ・整備基準適合証（優良タイプ）
（２００×２００） （２００×２００）

1.騒音･粉じん等の
対策

［2.1.3］

（１節　共通事項）

・防音シート（採光用）　（設置範囲 　　）

・防音パネル 　　（設置範囲　 　　）
・防音シート 　　（設置範囲　 　　）

2.足場その他[2.2.1]

１）仮囲い

２）足場

３）材料，撤去

材等の運搬

3.養生

4.仮設間仕切

5.監督員事務所

6.監督員事務所の
備品等

7.工事用水

8.工事用電力

9.工事用地復旧

10.工事表示板等

［表2.2.1］

［2.3.1］

［2.3.2］

［表2.3.1］

［2.4.1］

［2.4.1］

（２節　足場等）

内部足場　種別　※脚立，足場板等
外部足場　種別　・枠組足場　・くさび緊結式足場　・単管本足場　・(　　)

　範囲　・図面図示による　　・(　　　　　)

　防護シートによる養生　　※行う　・行わない

※ 足場を設ける場合は、｢｢手すり先行工法に関するガイドライン」について｣

（厚生労働省　平成21年4月24日）の「手すり先行工法等に関するガイドライン

」により、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時は常時、全ての作業床

について手すり、中さん及び幅木の機能を有するものとし、「手すり行工法に

よる足場の組立て等に関する基準｣の２の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行

専用足場方式により行うこと。

・Ａ種 ・Ｂ種 ・Ｃ種 ・Ｄ種 ・Ｅ種

（３節　養生）

既存部分の養生　　※ビニルシート、合板等　・（ 　）　

既存家具等の養生　※ビニルシート等　 ・（ 　）　

備品等の移動　　　・行わない　　 ※行う（図示）

仮設間仕切り等の種別

設置箇所　　・図面図示による ・( 　　)

（４節　仮設物）

・設置する ・設置しない

・（ m2）程度

・設備の種類　※監督員と協議 ・( 　　)
・備品等の種類（ 　）

・備品等の数量（ 　）

構内既存の施設　※利用できない　・利用できる（※有償　・無償）

構内既存の施設　※利用できない　・利用できる（※有償　・無償）

※塵埃、コンクリ－ト屑等を撤去し地均しをする。

・塵埃、コンクリ－ト屑等を撤去し、凹部に良土を入れ工事用地全面にロ－ラ
転圧をする。

※工事表示板 ※建設業許可票 ※労災保険関係成立票

※施工体系図 ・運搬経路表示板

・( 　)※軽量鉄骨
・木下地

・A種

下　地種　別

単管下地

※木製扉

・鋼製扉

※B種

・C種

充てん材

・仮設扉

・合板（※9.0　・ 　）
※せっこうボード(※9.5 ・  ）

・防炎シート ・（ 　　）

※合板張り程度　・
※片面フラッシュ程度　・

仕上材（厚さ　mm）

厚さ(　 　mm)

※無し

※無し

・有り

・片面

塗　装

３

防
水
改
修
工
事

1.施工一般

［3.1.3］

（１節　共通事項）

降雨等に対する養生方法　※3.1.3(5)による　・(　 　　)

（４節　改質アスファルトシート防水）

4.種別及び工程

［表3.1.1］
［表3.4.1～3］

種類 施工箇所 新規防水層の種別

・M4AS工法

・M3AS工法

・P0AS工法

・M3ASI工法
・M4ASI工法
・P0ASI工法

・AS－J3

・ASI－T1　・ASI－J1

・AS－T1 ・AS－T2 ・AS－J2

・AS－T3 ・AS－T4 ・AS－J1

防湿用シートの設置（ASI-T1，ASI-J1工法の場合）

・設置する ・設置しない

改修用ドレン（P0AS，P0ASI工法の場合）　・設ける　　 ・設けない

仕上げ塗料の種類･使用量　　※材料製造所の仕様による

［3.4.3］

［3.4.2］
１）材料

［3.4.4］ ・除去する　・除去しない
既存露出防水層表面の仕上げ塗装

保証期間（　 　）年間３）保証期間

２）施工

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ

・改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ（JIS A6013）

種類･厚さ　※表3.4.1から表3.4.3 ・( 　　)

種類･厚さ　※表3.4.1から表3.4.3 ・( 　　)

種類･厚さ　※表3.4.1から表3.4.3 ・( 　　)

断熱材（ASI-T1，ASI-J1工法の場合）

・A種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温板2種(・1号 ・2号)(透湿係数を除く)

 　厚さ　・(　　　　㎜)　 ・図面図示による

押え金物の材質･形状･寸法　 ※アルミニウム製　L-30×15×2.0mm

・図面図示による

脱気装置の種類･設置数量　　※材料製造所の指定による

 材質　・硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱材2種(・1号 ・2号)(透湿係数を除く)

・粘着層付改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ

・部分粘着層付改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ

２

仮
設
工
事［

２
章］

３

防
水
改
修
工
事［

３
章］

（４）各項目に記載の（  ）内表示番号は、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）の

（３）各項目に記載の［  ］内表示番号は、公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）の

当該項目、当該図又は当該表を示す。

14.技能士

15.化学物質の室内
空気濃度測定

16.完成時の提出
図書

17.ＣＡＬＳ／ＥＣ
電子納品

18.設計GL

19.施工図等の取り
扱い

20.福祉環境整備

13.特別な材料の工法

［1.6.2］

［1.6.9］

［1.8.1～3］

【　注　意　事　項　】

※契約用図面をＡ３サイズに縮小する場合の縮小倍率は、下記のとおり読み替え全ての図面共通とする。

※Ａ１サイズの場合、１／２とする。

・Ａ２サイズの場合、７／１０とする。

１

各
章
共
通
事
項［

１
章］

令和元年度以降の改定

・指定する ・指定しない

福岡市 財政局 アセットマネジメント推進部 施設建設課

建築改修工事特記仕様書（１）

　種類　 ※普通コンクリート　Fc-18N/mm2　SL15cm又は18cm

　厚さ　　・80mm以上(こて仕上) ・60mm以上(床ﾀｲﾙ等仕上げあり)

2.既存下地の処理

3.種別及び工程

［3.2.6］

［表3.1.1］

［表3.3.3～10］

（２節　既存防水層の処理）

補修箇所の形状，長さ，数量等　※図面図示による　・(　　　　　　　　)

設備機器架台,配管受台,パラペット,貫通パイプ回り,手すり・丸環の取付け部,

搭屋出入口部等の欠損部及び防水層末端部の納まり部の処置

・図面図示による ※監督員と協議

（３節　アスファルト防水）

［3.3.3］

立上り部の保護

・れんがの種類 ※JIS R1250のれんが

・乾式保護材の材料　※材料製造所の仕様 ・図面図示による

・保護コンクリート　工法( 　　)

既存露出防水層表面の仕上げ塗装　 ・除去する　・除去しない

屋上排水溝の適用　　※図面図示による ・( 　)

・立上り部周辺の張りじまい位置 ・( 　)

屋根露出防水絶縁断熱工法の断熱材の施工
・ルーフドレン回りの張りじまい位置 ・( 　)

［3.3.4］
２）施工

保証期間（　 　）年間３）保証期間

平場の保護コンクリート

防水改修工法の種類

・P1B

・P1BI　・T1BI

・P2AI

・P2A

・M4C

・M3D ・P0D

・P0DI
・M3DI ・M4DI

・P1E ・P2E
・屋内
防水

・
保
護
防
水

・
露
出
防
水

新規防水層の種別

（保護層は図示による）

・C－4

・D－4

・B－1 ・B－2 ・B－3

・BI－1 ・BI－2　・BI－3

・AI－1 ・AI－2　・AI－3

・A－1 ・A－2 ・A－3

・C－1 ・C－2 ・C－3

・D－1 ・D－2 ・D－3

・DI-1 ・DI-2

・E－1　　・E－2

施工箇所

改修用ドレン（P0D，P0DI工法の場合）　・設ける　 ・設けない

仕上げ塗料の種類･使用量　　※材料製造所の仕様による

［3.3.2］
アスファルトルーフィング

・図面図示による

　厚さ　・( 　㎜)　　・図面図示による

絶縁用シート

・保護防水工法 ※ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ　厚さ0.15mm以上

断熱材（断熱工法の場合）

・A種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温板2種(・1号 ・2号)(透湿係数を除く)

・露出断熱工法　・硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱材2種(・1号 ・2号)(透湿係数を除く)

・保護防水断熱工法　※ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ,ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ等を平織りしたﾌﾗｯﾄﾔｰﾝｸﾛｽ(70g/m2)

１）材料
・改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ

種類･厚さ　※表3.3.3から表3.3.9による ・( 　　)

・部分粘着層付改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ
種類･厚さ　※表3.3.3から表3.3.9による ・( 　　)

押え金物の材質･形状･寸法　※アルミニウム製　L-30×15×2.0mm

脱気装置の種類･設置数量　　※材料製造所の指定とする。

　材質　・保護断熱工法　・押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材3種bA(ｽｷﾝ層付き)

　　・設ける（　　　　箇所　）

・設けない

保守管理用プレート　壁プレート（300×250程度）1-2.保守管理ﾌﾟﾚｰﾄ

Ⅰ 工事概要

１．工事名称

２．工事場所

（該当事項○印） ・実施する　　　　　・実施しない

（１０）福岡市契約事務規則第４１条１項４号に定める中間技術検査

の抑制・適正処理を行い、再生資材及び再生資材製品の活用を

図ること。

（７） 部分払を受ける場合は、市長を被保険者とする火災保険その

他の保険を付すること。

その金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備え

また、国土交通省令に従って、各下請負人の施工の分担関係

を表示した施工体系図を作成し、工事関係者が見やすい場所及

るとともに、その写しを監督員に提出すること。

び公衆が見やすい場所に掲げるとともに、監督員に提出する施

工体制台帳に添付すること。

受注者は、工事を施工するために下請契約を締結した場合は、

（９）施工体制台帳等の提出

（８）本工事の施工においては｢建設リサイクル法｣に基づき廃棄物

　施工体制の確認方法は、「Ⅳ．施工体制の確認」による。

（６） 本工事の施工に伴う工事用資材等の輸送においては、過積載

をしないこと。

（５） 本工事の施工に伴う下記の工事に係る下請負人の選定にあた

っては、特段の理由がない限り本市競争入札有資格者名簿の地

場登録業者とすること。（該当する工事に・印）

・塗装　・防水　・金属製建具

１０．その他 （１） 受注者は、工事施工に伴う下請業者及び資材・製品供給業者

の選定にあたっては、特段の理由がない限り地場企業への発注

等を行うこと。

がない限り地場企業資材・製品を使用すること。

（３） 受注者は、下請業者の１次下請に地場企業を使用しない場合、

（２） 受注者は、工事にかかる資材・製品については、特段の理由

（４） 受注者は、使用する資材・製品について、事前に書面を監督

員に提出すること。

その理由を付した書面を施工体制台帳に添付のうえ，監督員に

提出すること。

８．特記事項

９．安全管理

・ 請負代金内訳書 ・ 工程表

（２） 本工事施工中は、別途工事施工業者と連絡を密にし当該工事

労働安全衛生法第３０条第２項に基づく特定元方事業者とし当

な措置を講じること。

関係者と協力し、工事全体の円滑な推進を図るように建築主体
業者が責任を持って指導すること。

（３） 本工事において、アスベスト(石綿)を含有した建材等の除去

及び改修工事を行う場合は、福岡市財政局「アスベスト(石綿)

（１） 設備関連工事等が別途工事となる場合の建築工事受注者は、

福岡市契約事務規則３２条２項、また福岡市建設工事請負契約約

除去改修工事仕様書」( 新版)によること。

現場の関連事業者を含めて、労働災害を防止するための、必要

款（以下「契約約款」という。）第３条２項による発注者がその必

要がないと認めるものは本工事については下記による。（該当事項○印）

７．その他

６．

４．工事概要

３．工事期間

５．別途工事

・その他の施工条件（ 　）

Ⅰ.工事概要－３.工事期間

R2. 3.31　公共建築改修工事標準仕様書（平成31年版），公共建築工事標準仕様書（平成31年版）による内容改正

　　　工事を施工しない日

　　　工事を施工しない時間帯

　日曜日（騒音・振動を伴う作業に限る）

　指定なし

R3. 3.11　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造体強度補正値(S)にかかる適用期間の見直しによる内容修正

仮囲い　　・設ける（種類　ｶﾗｰｺｰﾝ+ﾊﾞｰ　）　　・設けない

R3. 8. 1　「アスベスト（石綿）除去改修工事仕様書」の見直しによる内容修正

　福岡市南区大字桧原、大字柏原、福岡市城南区大字東油山

　受渡し完了の日から　１　ヶ年間



Ｎo.

日付  令和    ．    ．

工事名

図面名

３

5.種別及び工程

［表3.1.1］

接 着 工 法 機械的固定工法 保護密着

・S3S工法

・S3SI工法

・M4S工法

・M4SI工法

・POS工法
・P0SI工法
・S4S工法
・S4SI工法

・P1S工法

・S-F1 ・S-F2
・SI-F1・SI-F2

・S-F1 ・S-F2

・SI-F1・SI-F2

・S-M1 ・S-M2
・S-M3 ・SI-M1
・SI-M2

・S-M1 ・S-M2

・S-M3 ・SI-M1

・SI-M2

・S-C1

仕上塗料
新規防水層の種別

・シルバー

・カラー ※非歩行

・軽歩行

使用分類種 類

［表3.5.1～3］
［3.5.3］

（５節　合成高分子系ルーフィングシート防水）

表面処理種　類 固定間隔

・250形

・300形

・350形

・100形

隅角部及び突当たり部

等の役物は本体製造所

の仕様による。

備　　考

固定方法及び

間隔は品質計

画で定める

呼称肉厚(mm)

1.6以上

1.8以上

2.0以上
・

（９節　アルミニウム製笠木）

・

・AB－1種

・BB－1種

［3.9.2･3］

［表3.9.1］

12.材料･工法

脱気装置の種類･設置数量　　※材料製造所の指定による

仕上げ塗料の種類･使用量　　※材料製造所の仕様による

改修用ドレン（P0S，P0SI工法の場合）　・設ける　 ・設けない

立上り面のシート厚さ（S-M2，SI-M2工法の場合）　※1.5mm　　・( 　㎜)

防湿用フィルムの設置（SI-M1，SI-M2工法の場合）

・設置する ・設置しない

固定金具の材質･形状･寸法　・図面図示による　　・3.5.2(3)(ｲ)による

断熱材（断熱工法の場合）

　材質 ・機械的固定　・硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱材2種(・1号 ・2号)(透湿係数を除く)

・A種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温板2種(・1号 ・2号)(透湿係数を除く)

・接着工法 ・硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱材2種(・1号 ・2号)(透湿係数を除く)

・A種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温板2種(・1号 ・2号)(透湿係数を除く)

・ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材(密度及び熱伝導率の規格適合品)

・A種ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材(密度及び熱伝導率の規格適合品)

　厚さ　・(　　　　㎜)　・図面図示による

立上り部防水層撤去（P0S,P0SＩ工法の場合）

・撤去する　(補修･処置　※3.2.6(4)(ｳ)(f)による)

・撤去しない(補修･処置　※3.2.6(4)(ｳ)(g)による)

接着工法の目地処理（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ下地の場合） ・図面図示による

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ下地入隅部の増し張り（S-F1，SI-F1工法の場合）・図面図示による

モルタル塗厚（S-C1工法の場合） ・(　　　　mm)

立上り部の保護モルタル塗厚（S-C1工法の場合）　 ※7mm ・( 　　㎜)

保証期間（　 　）年間

ルーフィングシート（JIS A6008）

絶縁用シート　※発泡ポリエチレンシート

　種類･厚さ　 ※表3.5.1から表3.5.3による ・( 　)［3.6.2］
１）材料

［3.6.4］
２）施工

（６節　ステンレス製建具）

外部に面する鋼製建具の耐風圧性　 ・Ｓ-４ ・Ｓ-５ ・Ｓ-６

簡易気密型ドアセット　　　※適用する(Ａ-３，Ｗ-１) ・適用しない

防音ドアセット，防音サッシ　 ・適用する(等級　　)　　 ・適用しない

断熱ドアセット，断熱サッシ　 ・適用する(等級　　)　　 ・適用しない

耐震ドアセット　　・適用する(面内変形追随性等級 　)　 ・適用しない

材質　屋外　※SUS304　・SUS430JIL　・SUS443J1　・(　　 ）
　屋内　※SUS304　・SUS430JIL　・SUS443J1　・(　　 ）

表面仕上げ　 ※ＨＬ ・( 　　）

曲げ加工　　 ※普通曲げ ・角出し曲げ

［5.6.2］

［5.6.3］

［5.6.4］

［5.6.5］

16.性能及び構造

17.材料

18.形状及び仕上げ

19.工法

20.図面寸法

21.材料

22.形状及び仕上げ

(16.7.2)

(表16.7.1～3)

(16.7.3)

(表16.7.5～7)

　設計図記入の部材寸法は仕上り寸法とし、内法寸法は現場採寸の上、製作
すること。

建具材の加工、組立時の含水率　　・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ｃ種

合板類
ホルムアルデヒドの放散量等は、「F☆☆☆☆」、「非ホルムアルデヒド系

　接着剤使用（普通合板及び天然木化粧合板に限る）」、「非ホルムアルデヒ

　ド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用（天然木化粧合板に

　限る）」並びに「非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散

　しない材料使用（特殊加工化粧合板に限る）」とする。

接着剤のホルムアルデヒド放散量は、Ｆ☆☆☆☆とする

・かまち戸及び鏡板の樹種 ※図面図示による

・ふすまの種別･上張り種類 ※図面図示による
・枠及びくつずりの材料 ※図面図示による

フラッシュ戸の表面板の厚さ ※表16.7.6による ・( 　）

かまち戸の見込み寸法 ※36mm ・（　　　　mm）

ふすまの見込み寸法 ※19.5mm ・（　　　　mm）

戸ぶすまの見込み寸法 ※30mm ・（　　　　mm）

紙張り障子の見込み寸法 ※30mm ・（　　　　mm）
ふすま縁の仕上げ ・塗り縁（カシュー塗料）　・生地縁

（木製建具[標準仕様書]）

（１２節　オーバーヘッドドア）

セクション材料 ※スチールタイプ ・アルミニウムタイプ

・ファイバーグラスタイプ

耐風圧性能による区分　　・( 　　）　 ・50 ・75 ・100 ・125

開閉方式　　※バランス式 ・チェーン式 ・電動式

収納形式　　・スタンダード形 ・ローヘッド形 ・ハイリフト形

・バーチカル形

ガイドレール材料　　・溶融亜鉛めっき鋼板　Z27 ・ステンレス鋼板

［5.12.2］

34.形状及び機構

35.材料

（１１節　軽量シャッター）

外部に面するシャッターの耐風圧性能による区分

　　・(　　　）　　・50　　・65　　・80

開閉形式　　・上部電動式（手動併用）　　※手動式

電動式シャッターに設ける保護装置の位置　※図面図示による

材質　　・塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯　Z06又はF06

・塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯　AZ90

スラットの形状 ・インターロッキング形 ・オーバーラッピング形

31.形式及び機構

32.材料

33.形状及び仕上げ

［5.11.3］

［5.11.4］

［表5.11.1］
［5.11.2］

（１０節　重量シャッター）

種類　　・管理用シャッター ・外壁用防火シャッター

・屋内用防火シャッター ・防煙シャッター

外部に面するシャッターの耐風圧性能による区分

・( 　　）　 ・50 ・80 ・120

開閉形式　　※上部電動式（手動併用）　　・上部手動式

電動式シャッターに設ける保護装置の位置　※図面図示による

シャッターケース ・設ける ・設けない

材質　　※溶融亜鉛めっき鋼板又は塗装溶融亜鉛めっき鋼板　Z12又はF12

・( 　　）

［5.10.2］

［5.10.3］

［表5.10.1］

29.形式及び機構

30.材料

26.性能 駆動装置の性能値

検出装置の性能値

※表5.8.1による　・図面図示による　・多機能トイレ(※表5.8.2による)

※表5.8.3による　・図面図示による

戸の開閉方法　※図面図示による　 ・( 　　）

検出装置の種類

・光線（反射）　・熱線 ・音波 ・光電

・電波 ・タッチ ・押しボタン ・多機能トイレ

寒冷地凍結防止措置　 ・行う ・行わない

［5.8.3］

［5.8.2］
［表5.8.1～3］

［表5.8.4］

（８節　自動ドア開閉装置）

27.機構

（９節　自閉式上吊り引戸装置）

※表5.9.1による ・図面図示による

［表5.9.1］
［5.9.3］

28.性能等

寸法

（７節　建具用金物）

金物の種類及び見え掛り部の材質　 ※図面図示する ・表5.7.1

24.取付け施工

樹脂製建具金物に使用する丁番　　 ※表5.7.3による

［5.7.3］

［5.7.2］

握り玉，レバーハンドル，押板類，クレセント等の取付け位置
※図面図示による

25.鍵
［5.7.4］

・マスターキー ※製作する ・製作しない ・既存に合わせる

・鍵の本数 ※３本１組 ・（ ）

・鍵箱（既製品）　・用意する ・用意しない

ガラスブロックの表面形状，呼び寸法及び厚さ，壁用金属枠及び補強材，

ガラス留め材　・シーリング

・グレイジングガスケット（グレイジングビート形）
・グレイジングガスケット（グレイジングチャンネル形）

溝の大きさ　 ※建具製造所の仕様 ・( 　)

板ガラス　 　材料はＪＩＳ規格品とし、厚さ・種類等は図面図示による。36.材料

37.ガラス溝の
寸法 ，形状等

38.ガラスブロック
積み

目地部の横力骨の納まり　　※製造所の仕様による ・図面図示による

化粧目地モルタル色　 ・（ 　　）

［5.13.2］

［5.13.3］

［5.13.5］

目地幅の寸法　 ※5.13.5(2)(ｳ)(a)による ・( 　　)

伸縮調整目地の位置　 ※5.13.5(2)(ｳ)(b)による ・( 　　)

金属製化粧カバーの材質，寸法，形状　　　　　　　※図面図示による

39.ガラス用フィルム

品質JIS A 5759による

飛散防止率　D1

名　　称 種　類 張り面 性能値

※内張り ・外張り第2種※ガラス飛散防止フィルム

23.材質，形状及び

［5.12.3］

（１３節　ガラス）

板材折曲げ形　笠木本体幅　　 ・図面図示 ・( 　)

（１節　共通事項）

新規建具を設ける壁の開口方法、周囲の補修方法･範囲　※図面図示による

防火戸の指定、｢防犯建物部品｣の適用　※図面図示による

建具見本の製作　　・行う　　　※行わない

特殊建具の仮組　　・行う　　　・行わない

建具の種類

・アルミニウム製建具

・鋼製建具
・内部

・ステンレス製建具

・鋼製軽量建具

・外部

備　　　考工　　　法

・かぶせ工法　・撤去工法

・かぶせ工法　・撤去工法

・かぶせ工法　・撤去工法

・かぶせ工法　・撤去工法

・かぶせ工法　・撤去工法

1.改修工法の適用

［5.1.3～5･7］

9.形状及び仕上げ 建具枠の見込み寸法　※図面図示による　　・( 　　)

表面色　　　※図面図示による　・標準色（白色） ・特別色

水切り板，ぜん板等　 ※図面図示による

［5.3.4］

網戸　　※合成樹脂製（線径0.25mm以上，網目16～18ﾒｯｼｭ）

・ガラス繊維入り合成樹脂製（線径･網目 　）
・ステンレス製(SUS316)（線径･網目 　）

8.材料
［5.3.3］

10.工法
［5.3.5］

（３節　樹脂製建具）

外部に面する建具の種別　　　　・Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種

外部に面する建具の遮音等級　　・Ｔ－Ａ種　　　　　・Ｔ－Ｂ種

外部に面する建具の断熱等級　　・Ｈ－Ａ種　　・Ｈ－Ｂ種　 ・Ｈ－Ｃ種

ガラス　※複層ガラス ・単板ガラス ・三重ガラス ・図面図示　

7.性能及び構造
［5.3.2］

４

建
具
改
修
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５
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　・図面図示による　　・(　　　　　　　　　　　)

３）保証期間

11.材料･工法

［3.8.2･3］
［表3.8.4］
 (13.5.3)(4)

材種　　・配管用鋼管

※硬質ポリ塩化ビニル管　（※カラー ・素地）

・硬質塩化ビニル雨どい ・（ 　　）

防露材のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量は，F☆☆☆☆とする

（８節　とい）

掃除口　 ・設ける ・設けない

ルーフドレンの取付け ・図示　※3.8.3(8)による

たてどい受金物の取付工法 ・図示　※標仕13.5.3(4)による

既存のといその他の撤去･降雨等に対する養生方法　 ・( 　)

鋼管製といの防露巻工法　 ・有り（表3.8.4による）　・無し

受金物　材種　　　　※ステンレス ・溶融亜鉛めっき鋼板製

　取付間隔　　※表3.8.2による　・( 　　)

※シーリング充填工法 ・シーリング再充填工法

8.材料

（７節　シーリング）

種類　 ※表3.7.1による ・図面図示による

施工箇所　　※図面図示による

9.目地寸法
［3.7.3］

接着性試験

※簡易接着性試験　・引張接着性試験(JIS A1439)

・拡幅シーリング再充填工法 ・ブリッジ工法

7.ｼｰﾘﾝｸﾞ改修工法の
種類

10.ｼｰﾘﾝｸﾞ材の試験

［3.7.8］

［3.7.2］

［表3.7.1］

［3.1.4］
［表3.1.2］

・図面図示による ・3.7.3(1)による ・(　　　　mm)

１）保証期間 保証期間（　 　）年間

既存塗膜防水層表面の仕上げ塗装（L4X工法の場合）

保護層（Y-2工法の場合）　 ・設ける ・設けない

・除去する　・除去しない

改修用ドレン（P0X工法の場合）　・設ける　　 ・設けない

・P2Y工法

・P1Y工法

・P0X工法

・L4X工法

種　類

・X－2

・X－1

施工箇所 新規防水層の種別

・Y－2

・カラー

・シルバー

6.種別及び工程

（６節　塗膜防水）

仕上塗料
［3.6.3･4］
［表3.6.1･2］

［表3.1.1］

　(注)X-1の立ち上がり部は全てX-2工法とする。

仕上げ塗料の種類･使用量（X-1，X-2工法の場合）　 ※材料製造所の仕様による

脱気装置の種類･設置数量（X-1工法の場合）　　　　※材料製造所の指定による

鋼板類の厚さ　※表5.5.1による　 ・図面図示による

（注）　片開き、親子開き及び両開き戸の１枚の戸の有効開口幅が950mm
　又は有効高さが2,400mmを越える場合は表16.5.1は適用しない。

・召合せ､縦小口包み板等の材質
※鋼板 ・ステンレス鋼板 ・アルミニウム合金の押出形材

鋼板 めっき付着量

・溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G3302)

・電気亜鉛めっき鋼板(JIS G3313)

・ビニル被覆鋼板(JIS K6744) ・SG ・SE

※Z06又はF06 ・( 　)

※E24 ・（ 　）

・カラー鋼板　・塗装溶融亜鉛めっき鋼板

・Z06又はF06　・E24

※Z06又はF06 ・( 　)

・電気亜鉛めっき鋼板 ※E24 ・（ 　）

（５節　鋼製軽量建具）

簡易気密型ドアセット　※適用する(等級：Ａ－３)　・適用しない

防音ドアセット，防音サッシ　　・適用する(等級　　)　　　・適用しない

断熱ドアセット，断熱サッシ　 ・適用する(等級 　)　 ・適用しない

耐震ドアセット　　・適用する(面内変形追随性等級　　)　　・適用しない

［5.5.2］

［5.5.3］

［5.5.4］

13.性能及び構造

14.材料

15.形状及び仕上げ

外部に面する鋼製建具の耐風圧性　 ・Ｓ-４ ・Ｓ-５ ・Ｓ-６

簡易気密型ドアセット　　　※適用する(Ａ-３，Ｗ-１) ・適用しない

防音ドアセット，防音サッシ　 ・適用する(等級 　)　 ・適用しない

断熱ドアセット，断熱サッシ　 ・適用する(等級 　)　 ・適用しない

耐震ドアセット　　・適用する(面内変形追随性等級　　)　　・適用しない

（注）　片開き、親子開き及び両開き戸の１枚の戸の有効開口幅が950mm
　又は有効高さが2,400mmを越える場合は表16.4.2は適用しない。

11.性能及び構造

鋼板類の厚さ　　※表5.4.2による ・図面図示による
［5.4.4］
［表5.4.2］

［5.4.2］

12.形状及び仕上げ

（４節　鋼製建具）

2.性能及び構造 外部に面する建具

防音ドアセット，防音サッシ　　・適用する(等級　　　)　　・適用しない

・Ａ種 　Ｓ－４
　Ａ－３ 　Ｗ－４

種別 耐風圧性 気密性 水密性

※70 ・100
・Ｂ種 　Ｓ－５

・Ｃ種 　Ａ－４ 　Ｗ－５ ※100　・（ 　）

枠の見込み寸法（mm）

　Ｓ－６

耐震ドアセット　・適用する(面内変形追随性等級　　　)　　・適用しない

断熱ドアセット，断熱サッシ　　・適用する(等級　　　)　　・適用しない

網戸　 ※合成樹脂製（線径0.25mm以上，網目16～18ﾒｯｼｭ）

・ガラス繊維入り合成樹脂製（線径･網目 　）

・ステンレス製(SUS316)（線径･網目 　）

3.材料

4.形状及び仕上げ

色調　　　　※図面図示による

表面処理　　外部　・BB-1種　・(       )

　内部　・AC-1種　・(       )

結露水処理　※図面図示による

水切り板，ぜん板等　　※図面図示による

※内はずし　　　・外はずし　　　・図示

学校施設については、内はずしを標準とする。

（２節　アルミニウム製建具）

6.障子取り外し方式

５
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（１節　共通事項）

・壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う

※図示の範囲

・既存のまま

※図示の範囲

1.改修範囲
［6.1.3］

既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井、壁、床の改修範囲

※図示の範囲

天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井の改修範囲

天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修

・壁面より両側600mm程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う

2.工法 ビニル床シート等の除去　　　※仕上げ材のみ（接着剤とも） ・図示の範囲

改修後の床の清掃範囲　　　　※改修箇所の室内　　・図示の範囲

合成樹脂塗り床材の除去工法　・機械的除去工法　　・目荒工法

（３節　既存壁の撤去及び下地補修）

（２節　既存床の撤去及び下地補修）

間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修3.工法

※図面図示による

［6.2.2］

［6.3.2］
［4.4.9］

4.一般事項
［6.5.1］

（５節　木下地等）

・機械加工
仕上げ程度　・Ａ種 （適用箇所： 　　）

・Ｂ種 （適用箇所： 　　）
・Ｃ種 （適用箇所： 　　）

・手加工
仕上げ程度　・Ｈ-Ａ種 ・Ｈ-Ｂ種 ・Ｈ-Ｃ種

［表6.5.1･2］

5.木材

木材含水率　 ・下地材 ※Ａ種(広葉樹は10％以下)　・Ｂ種

樹種　　 ・図面図示による

・造作材 ※Ａ種(広葉樹は10％以下)　・Ｂ種

［6.5.2］
［表6.5.3］

１）ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ
放散量

　｢F☆☆☆☆｣又は、塗装していないものは｢非ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ系接着剤使用｣，塗装

したものは｢非ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ系接着剤及びﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散しない塗料使用｣，

化粧加工したものは「非ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ系接着剤及びﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散しない材料

使用」のもの。

規格 種類 部材名称

枠,額縁,敷居,かもい
かまちの類見え掛り面 ・(　 ）

※JAS規格品

・下地用
針葉樹

－
※２級
・(  ）

上記以外
※小節
・(　 ）

・造作用
針葉樹

・広葉樹 －
※１級
・(　 ）

※上小節以上

※図示による

※図示による

※図示による

※図示による

樹種・寸法形状等級
２）製材

規格

※１等

品質 化粧薄板の厚さ分類

規格品

部材名称

※JAS

・(　 ）

※１等

・(　 ）造作用

・敷居,かまち,階段板の上面

・柱

・その他

・化粧ばり

・化粧ばり
・（ 　　）構造用

・JAS以外 含水率　 ※15％以下 ・（ 　）

・造作用
集成材

－ －

※1.5mm以上

※1.2mm以上

※0.8mm以上

※0.6mm以上

※集成材の樹種、寸法、施工箇所は図示による。

・(　 ）

厚さ　　・（　　　　　mm）

規格　 ※JAS規格品 ・JAS規格品以外(含水率14％以下)

表面化粧加工　　・有（・天然木　・塗装）　・無（等級： 　級）　

防虫処理　　 ・有 ・無

※直交集成材の品名，樹種，寸法，施工箇所は図示による。

曲げ強度　　・(　　 　)

種別　　　　・(　　 　)

接着性能　　・(　　 　)

５）直交集成材

積層材

４）造作用単板

３）造作用集成材

・Ｂ種
※Ａ種

・JAS以外 ・造作材 ※図示による

３

防
水
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修
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事［

３
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（

続

き）

　　板厚　 ・図面図示 ※2.0mm ・( 　)

風圧力･積雪荷重に対応した工法

板材折曲げ形の取付工法　 ・図面図示 ・( 　　)

・固定方式等 ・( 　　)　　 ・図面図示による

・固定金具の間隔 ・( 　　)　　 ・図面図示による

既存笠木の撤去，新規アルミニウム製笠木の下地補修工法

福岡市 財政局 アセットマネジメント推進部 施設建設課

建築改修工事特記仕様書（２）

［5.2.2］

［5.2.3］

［5.2.4］

5.工法［5.2.5］
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日付  令和    ．    ．

工事名

図面名
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（

続

き）

※合板の単板の樹種、施工箇所は図示による。

・化粧ばり構造用合板

・特殊加工化粧合板

・天然木化粧合板

※Ｃ－Ｄ
・( 　 )

・針葉樹

・広葉樹
・１等
※２等

強度等級
・１級

※２級

※Ｃ－Ｄ

・(  )

樹種

板面の品質

等級

・特類

※１類

・２類

・特類

※１類

・２類

厚み

※5.5mm

・(　　)

※12mm

・(　　)

※15mm

表裏面の
状態区分

・素地研磨品(RS)

・単板研磨品(VS)

・単板無研磨品(VN)・( 　)

区分
接着剤 難燃性

区分
曲げ強さ
(N/mm2)

※13

・8

・18

厚み

・(　　)

・(　　) ・( 　) ・( 　)

構造用合板で屋内の湿潤状態となる場所に使用する場合の接着の程度は「特類」とする。

種別
耐水性
接着剤の

・
下
地
用
合
板

・普通合板

・構造用合板

・防虫処理

・難燃処理

・防炎処理

・防虫処理

・防虫処理

・防虫処理

・防虫処理

加工処理

種別

・ﾊﾟｰﾃｨｸﾙ

・ＭＤＦ

ﾎﾞｰﾄﾞ

・構造用ﾊﾟﾈﾙ

・Ｕﾀｲﾌﾟ

※Ｍﾀｲﾌﾟ

※Ｐﾀｲﾌﾟ

・(　　)

・難燃2級

・難燃3級

・普通

・(　　)

６）合板等

［6.5.3･4］
［表6.5.5～7］

6.接合具･木れんが 造作材化粧面の釘打ち　　※隠し釘打ち ・釘頭埋め木
・つぶし頭釘打ち ・釘頭現し

諸金物の形状･寸法･材質

・( )

接着剤のホルムアルデヒド放散量は、F☆☆☆☆とする

※かすがい･座金･箱金物･短冊金物 ※6.5.3(2)(ｱ)による

14.形式及び寸法
［6.7.3］
［表6.7.1］

（７節　軽量鉄骨壁下地）

スタッド、ランナーの種類は図面による。特に図面に記入がない場合は表6.7.1に
よる。

15.工法
［6.7.4］

出入口等の開口部の補強　 ・6.7.4(5)(ｱ)～(ｳ)による ・図面図示による

スタッドの高さが5.0ｍを超える場合 ※図面図示による

既存の埋込みインサート

・使用する(吊りボルト引抜き試験　・行う ・行わない)

・使用しない

あと施工アンカー引抜き試験

・行う(引抜き強度：屋内400N以上，屋外 　N以上)　・行わない

天井のふところが１．５ｍ以上の場合の補強

※6.6.4(8)による ・（ 　　）

天井のふところが３ｍを超える場合の補強

※図面図示による ・（ 　）

天井下地材における耐震性を考慮した補強

※図面図示による ・（ 　）

屋外の軽天井、ピロティ天井等における耐風圧性を考慮した補強

※図面図示による ・（ 　）

吊ボルトの間隔が900mmを超える照明器具･ダクト開口部の補強方法

※図面図示による ・（ 　）

［6.6.4］
13.工法

（６節　軽量鉄骨天井下地）

　特定天井、天井材の単位面積当たりの質量が20kg/m2を超える天井、水平でない

野縁等の種類

　　屋内　　※１９形 ・２５形

　　屋外　　・１９形 ※２５形

野縁受、吊りボルト及びインサートの間隔

　屋内　 ※900mm　周辺部は端から150mm以内　・( 　　)

　屋外　 ※図面図示による ・( 　　)

野縁の間隔

　屋内　 ※表6.6.2による ・（ 　）

　　屋外　　※図面図示による ・（ 　）

10.一般事項
［6.6.1］

11.材料
［6.6.2］

12.形式及び寸法
［6.6.3］
［表6.6.2］

9.木材

［6.5.6～9］
［表6.5.8･9］

名 称 適用樹種

・間仕切軸組 ※杉又は松 ・( 　)

・床組 ※6.5.6(1)による ・( 　　)

・縁甲板・上がりがまち

・壁下地，天井下地 ※杉又は松　・( 　　)

※ひのき ・( 　)

・
窓,
出
入
口

･上記以外 ※松又は杉　・( 　)

・吊元枠,水掛り下枠,敷居 ※ひのき ・( 　)

8.防虫処理

［6.5.5］(2)

施工箇所　　・図面図示による ・( 　）

適用　　 ・有 ・無

木材保存剤は、人体への安全性及び環境への影響について配慮され，かつJIS

規格に適合する木材保存剤又はこれと同等の木材保存剤とする。

性能区分　　・Ｋ２ ※Ｋ３ ・Ｋ４

適用部位（　 　　）

処理方法　 ※6.5.5(1)(b)②による。

接着剤へ薬剤混入　　・行う ※行わない

保証期間は５年とする。

7.防腐･防蟻処理

１）薬剤の加圧

注入

２）薬剤の塗布

３）薬剤混入

４）保証期間

［6.5.5］(1)

25.合板類の材料･

工法
［6.13.2･3］
［表6.13.3］

張付け工法

・難燃合板

厚さ(mm)種　類

・Ａ種

※Ｂ種

・Ａ種

板厚

・( 　）

単板の厚さ

※0.3mm未満

・( 　）

・Ｂ種

・引掛け金物

・天然木化粧合板

接着程度

・ラワン合板

・しな合板

化粧板

・( 　）

樹　種　等

・( 　　）

・防虫処理

・難燃処理
・難燃処理

・Ｂ種
※Ａ種

・( 　　）
・特殊加工化粧合板

・防虫処理

・防炎処理

・難燃処理

・Ａ種・普通合板 板厚

・( 　　）※Ｂ種・防虫処理

・防炎処理

・ラワン合板
・しな合板
・( 　　）

・
特

殊

合

板

・１類

・２類

・１類

・２類

・(　　)

・１類

・２類

仕上加工方法

表面性能
・( 　　）

※4.0mm
板厚

・( 　　）

合板類

［6.14.2］

壁紙及び壁紙施工用でん粉系接着剤のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量　Ｆ☆☆☆☆

防火性能　　・図面図示による ・不燃 ・準不燃

モルタル，プラスター面 ※表7.2.4（・ＲＡ種　※ＲＢ種　・ＲＣ種）

下地調整

［6.14.3］
コンクリート面 ※表7.2.5（・ＲＡ種　※ＲＢ種　・ＲＣ種）

せっこうボード面 ※表7.2.7（・ＲＡ種　※ＲＢ種　・ＲＣ種）

26.材料

27.施工

28.材料［6.15.3］ 既製目地材  ※使用しない  ・使用する(形状は図面図示による)

29.工法［6.15.6］ 床の目地　　・設置する 　種類　※押し目地　 ・( 　）

・設置しない

（１５節　モルタル塗り）

（１６節　タイル張り）

30.伸縮調整目地 目地の位置　※床タイルは縦･横とも４ｍ以内　 ・( 　　)
［6.16.2］

・密着張り 　5～8
1枚ずつ張る

・改良積上げ張り
小口以上

二丁掛け以下

・改良圧着張り 下地側4～6
ﾀｲﾙ側 3～4

25mm角を超え
小口未満

･ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ
・ﾏｽｸ張り 　3～4

小口未満 ・ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り 　3～5

ﾕﾆｯﾄ毎に張る

塗厚(mm)
ﾀｲﾙの大きさ

備考

張付けモルタル
工　法

－ ・改良積上げ張り 13～18 1枚ずつ張る･内装ﾀｲﾙ

種類
ﾀｲﾙの

形状、寸法、耐凍害性の有無、耐滑り性、施工箇所　 ※図目図示による

色　　　　　　　　　・標準色　　　・特注色

役物　　　　　　　　・適用する　　・適用しない

試験張り　　　　　　※行わない　　・行う

タイルの見本焼き　　※行わない ・行う

下地及びタイルごしらえ ・目荒し工法（高圧水洗） ・( 　)

［6.16.3］
［表6.16.4］

ルによるタイル
張り

31.セメントモルタ

　7～10

色　　　　　　　　　・標準色　　　・特注色

役物　　　　　　　　・適用する　　・適用しない

試験張り　　　　　　※行わない　　・行う

タイルの見本焼き　　※行わない　　・行う

有機系接着剤は、内装壁はJIS A5548（セラミックタイル張り内装用有機系

接着剤）、吹抜け部分はJIS A5557（外装タイル張り用有機系接着剤）により、

ホルムアルデヒドの放散量はF☆☆☆☆とする。

32.有機系接着剤に
よるタイル張り

［6.16.4］
［表6.16.5･6］

ﾕﾆｯﾄ毎
以外の

ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ

･内装ﾀｲﾙ

2.5

2

裏あし高さ
0.9mm以下

±0.7mm以下

かつ,
裏面反り に張る

上記以外

小口未満
接着剤張り

JIS A5557
有機系接着剤

･内装ﾀｲﾙ

小口以上

使用量

1.5～2

3.5

2.5

張付け材料

種類

ﾀｲﾙの
備考

・ﾀｲﾌﾟ2
－

ﾀｲﾙの
工　法

裏あし高さ
0.9mm以下

接着剤張り

±0.7mm以下

かつ,
裏面反り

上記以外

(kg/m2)

裏あし高さ

裏面反り 規格番号

－

大きさ

JIS A5548

JIS A5557

有機系接着剤

※ﾀｲﾌﾟ1・内装ﾀｲﾙ

・外装ﾀｲﾙ

有機系接着剤

･吹抜け部

･外装ﾀｲﾙ

二丁掛け

以下

・外装ﾀｲﾙ
接着剤張り

33.材料･塗厚

［6.17.2･3］
種別 塗厚（mm）

・せっこう系

・セメント系
・(   )

（１７節　セルフレベリング材塗り）

（１４節　壁紙張り）

［表6.10.4～8］
［6.10.2･3］

（１０節　合成樹脂塗床）

・弾性ウレタン塗床（Ｆ☆☆☆☆）

仕上げの種類　　※平滑仕上げ ・防滑仕上げ ・つや消し仕上げ

・エポキシ樹脂塗床（Ｆ☆☆☆☆）

・樹脂モルタル工法（・平滑仕上げ　・防滑仕上げ）

・薄膜型塗床（Ｆ☆☆☆☆）
　仕上げの種類　　※平滑仕上げ

21.材料･工法

　仕上げの種類　　・薄膜流しのべ工法（・平滑仕上げ　・防滑仕上げ）

・厚膜流しのべ工法（・平滑仕上げ　・防滑仕上げ）

（９節　カーペット敷き）

・織じゅうたん
種別 ・Ａ種 ・Ｂ種 ・Ｃ種

　織方･パイル形状　 ・( )
　色柄　 ・( 　)　 ・図面図示による

　帯電性 ※３ｋＶ以下 ・( 　　ｋＶ以下）

・タフテッドカーペット

パイルの形状 ・( 　)

　パイル長　　 ・( 　)

　帯電性 ※３ｋＶ以下 ・( 　　ｋＶ以下）

・ニードルパンチカーペット

　厚さ　　　　　　　・(　　　mm) ・図面図示による

　帯電性 ※３ｋＶ以下 ・( 　　ｋＶ以下）
・タイルカーペット

種類 ※１種 ・( 　　）

　パイルの形状　　 ※ループパイル ・( 　　）

　寸法　 ※500mm×500mm ・( 　　）

　総厚さ ※6.5mm ・(　　 　　mm）

・下敷き材 ※JIS L 3204（反毛フェルト）の第2種2号，呼び厚さ8mm

・( 　　）

・見切り･押え金物　・材質( 　)　種類(　 　　)　形状(　　　　)

・図面図示による

19.材料

［表6.9.1］
［6.9.2］

20.工法
［6.9.3］
［表6.9.2］

ｶｰﾍﾟｯﾄの種類 備考

・織じゅうたん

・ﾀﾌﾃｯﾄﾞｶｰﾍﾟｯﾄ

・ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾟﾝﾁｶｰﾍﾟｯﾄ

・ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ

※グリッパー工法

・グリッパー工法

・全面接着工法

※全面接着工法

※全面接着工法

工法の種類

接合方法　※ﾋｰﾄﾎﾞﾝﾄﾞ工法　・(　　)

※平場：市松敷き　階段：模様流し
・（ 　　）

・特殊機能床材

　性能　　・（ 　　）
厚さ　　・（　　　mm）

　種類　　・（ 　　）
・防滑性床シート

　種類　　・（ 　　）
　性能　　・（ 　　）
　厚さ　 ・（　　　mm）
　寸法　 ・（　　　mm）

・防滑性床タイル

・帯電防止床シート
種類　　・（ 　）
性能　　・（ 　）
厚さ　　・（　　　mm）

・帯電防止床タイル
種類　　・（ 　）
性能　　・（ 　）
厚さ　　・（　　　mm）
寸法　　・（　　　mm）

・耐動荷重性床シート

種類　　・（ ）　　厚さ　 ・（ 　　㎜）

・ゴム床タイル 　色柄･種類　 ・（ 　　）

・ビニル床幅木 　厚さ　 ※1.5mm ・(　　　mm）

　厚さ　 ・（　　　　mm）

　寸法　 ・（ 　　）

・ビニル床タイル（JIS A5705）

色　柄 厚さ(mm)種　類 JISの記号

・ 半硬質

・( 　)

・ＫＴ

・ ( 　) ・( 　) ・( 　　)

※2.0※ 無地

（８節　ビニル床シート、ビニル床タイル及びゴム床タイル張り）

16.材料
［6.8.2］

・ビニル床シート（JIS A5705）

種　類 色　柄JISの記号

ないもの

・無地

あるもの

※発泡層の

・発泡層の

※ＦＳ

・ＴＳ

・ＨＳ

・ＫＳ

厚さ(mm)

・( 　　)

※ 2.0

※ 2.8

・( 　)

・( 　　)

・( 　　)

（誘導用及び
注意喚起用床材）

床タイル

［6.8.2］

ブロックパターンはJIS T9251による

色彩は黄色を原則とする
17.視覚障がい者用

種類　　屋内　※塩化ビニル製
・レジンコンクリート製
・磁器又はせっ器質タイル（※300 ・ 　）

　屋外　※レジンコンクリート製

・磁器又はせっ器質タイル（※300 ・ 　　）

18.工法 目地処理工法　　 ※熱溶接工法 ・( 　　)

モルタル塗り下地，セルフレベリング材下地，木造下地以外の下地の工法

※図面図示による ・( 　)

［6.8.3］

接着剤のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量　※Ｆ☆☆☆☆

・フロー

　リング
・フロー

　ブロック1等

リング
ボード1等

・( 　　)

・
単
層
フ
ロー

リ
ン
グ

・
複
層
フ
ロー

リ
ン
グ

　板幅　　※75mm以上　・(　　　）

・フローリングボード（根太張用）

材　　料

　厚さ　　※15mm　　　・(　　　）
　樹種　　※なら　　　・(　　　）

　板長さ　※400mm以上

・複合フローリング（根太張用）
樹種　　※なら　　　・( 　）

・フローリングボード（直張用）

樹種　　※なら　　　・( 　）

厚さ　　※12mm以上　・( 　）

板幅　　※75mm以上　・( 　）

　板長さ　※400mm以上

樹種　　※なら　　　・( 　）
・複合フローリング（直張用）

　種別　　・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種

　種別　　・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種

・複合フローリング
樹種　　※なら ・( 　）

・フローリングボード
樹種　　※なら ・( 　）
厚さ　　※8mm以上 ・( 　）
板幅　　※75mm以上
板長さ　※400mm以上

・フローリングブロック
樹種　　・なら　　　・( 　　）
厚さ　　・15mm　　　・(　　　mm）
大きさ　・303×303　・( 　　）

・フローリング裏面の緩衝材

・( 　　)
※合成樹脂発泡シート

　種別　　・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種

工　法品　名

工法

・釘留め

・接着工法

・直張り工法

・根太張り工法

・体育館用フロ－リング ※図面図示による

・( 　　)

仕上げ

※ｳﾚﾀﾝ樹脂

・ｵｲﾙｽﾃｲﾝ

・生地の

ﾜﾆｽ塗り

塗り

ままﾜｯｸｽ
塗り

※塗装品

・現場塗装

単層ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞは｢接着剤等不使用｣｢ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散しない塗料等使用｣とする。

ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ系接着剤及びﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散しない塗料等使用｣とする。

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量等は｢Ｆ☆☆☆☆｣,「非ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ系接着剤使用」，｢非ﾎﾙﾑ［6.11.2～6］

［表6.11.1～6］

（１１節　フローリング張り）
22.材料･工法

せっこうボードその他ボード　 ※厚さは、図面図示による。

ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ及びＭＤＦのﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量　※Ｆ☆☆☆☆

（１３節　せっこうボードその他ボード及び合板張り）

［6.13.2･3］

［表6.13.1･2･4］

遮音シール材

・ジョイントコンパウンド（JIS A6914）

・シーリング材(JIS A5758)（・アクリル系　・ウレタン系　・（ 　　））

・捨張り

JIS A6901

・突付け工法

・直張突付け

・突付けＶ目地工法

壁

・GB-R（普通）

・GB-S（ｼ-ｼﾞﾝｸﾞ）

・GB-F（強化）

・GB-NC（不燃積層）

種別 張り方(目地処理の種類) JIS規格

・継目処理工法

・突付け工法

・直張突付け

・捨張り

・突付けＶ目地工法天

井

・継目処理工法

JIS A5404

・( 　　）

・突付け工法

・突付け工法

・突付けＶ目地工法

・( 　　）GB-D
・化粧せっこうボード ・突付け工法

GB-L
・せっこうラスボード

天
井

壁

壁

・継目処理工法

※準不燃
・不燃

・突付けＶ目地工法

・突付け工法

・継目処理工法

JIS A6301

・( 　　）

・突付け工法凸模様

※無

・有

吸音板

DR

・ロックウール化粧

・HW（硬質木毛）

・MW（中質木毛）

・NW（普通木毛）

・HF（硬質木片）

・NF（普通木片）

・突付け工法

・突付け工法壁

天

井

・無石綿けい酸
カルシウム板

ﾀｲﾌﾟ２ JIS A5430

・捨張り

・捨張り
・1.0FK

※0.8FK

JIS A5908

天

井

・DO(化粧・ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ)

・VS(単板張り・研磨)

曲げ強さ区分(ﾀｲﾌﾟ)
・8　・13　・18　・17.5-10.5
・24-10　・30-15・DV(化粧・単板ｵｰﾊﾞｰﾚｲ)

・RS(素地・研磨)

・DC(化粧・塗装)

・目透し工法

・目透し工法

・目透し工法

・目透し工法

・目透し工法

・目透し工法

・REG(U)　・MR1(M)　・MR2(P)
耐水性による区分

種類･材質

・
パー

テ
ィ
ク
ル
ボー

ド

・
木
質
系
セ
メ
ン
ト
板

・
せ
っ
こ
う
ボー

ド

24.せっこうボード

その他ボードの

材料･工法

23.材料

［6.12.2］

（１２節　畳敷き）

種別　　・Ａ種 ・Ｂ種 ・Ｃ種 ・Ｄ種
･外装ﾀｲﾙ

形状、寸法、耐凍害性の有無、耐滑り性、施工箇所　※図面図示による。

・防虫処理

天井及びシステム天井によるものは本節を適用しない。

福岡市 財政局 アセットマネジメント推進部 施設建設課

建築改修工事特記仕様書（３）

　高さ　 ※60mm ・(　　　mm）



（２節　材料）

Ｎo.

日付  令和    ．    ．

工事名

図面名

５

※硬質塩ビ製

・アルミニウム製

材　質

標準品とする。

とし、製造所の
回り縁は樋付き

幅（mm）

・100

・100
※300

※200※焼付け塗装品

・アルマイト処理品

※塗装品
・木目調

市販品

準不燃品

備　考性　能表面仕上げ

34.浴室天井材

パネル材料のホルムアルデヒド放散量　※F☆☆☆☆
材料　パネル表面材

　　　　・メラミン樹脂系化粧板　　・ポリエステル樹脂系化粧板

　　　　・ＦＴＳ工法トイレブース用パネル仕様書

　　　　・(　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　脚部の種類　　　　・幅木タイプ　　・図面図示による
　　　ドアエッジ材質　　※製造所の仕様による

材種･形状･寸法　　※図面図示による
取付工法　　※接着工法　　・埋込工法　　・(　　　　　　　）

製作　 ※「福岡市黒板工事共通仕様書」による。
　　　 ・JIS S6007（黒板）及びJIS S6052（ほうろう白板）による。

厚さ　　※5mm　　・(　　　mm）

室名札

　・オーダー品　　※既製品（材質　・プラスチック)　・図面図示による

ピクトグラフ

　・ｱｸﾘﾙ製ｼﾙｸｽｸﾘｰﾝ印刷　・ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ貼り　・図面図示による

(20.2.5)
35.トイレブース

36.階段滑り止め
(20.2.6)

37.黒板及び

38.鏡
(20.2.9)

(20.2.8)
   ホワイトボード

39.表示
(20.2.10)

・(　　　)

種　類

※25

・クロススラット

・(　　　)

※アルミニウム※ギア式

・80・１本操作コード方式

・(　　　　　）

形　式 スラットの幅(mm)

※２本操作コード方式

・アルミスラット

　合金製

・(　　　　　）

・100

スラットの材質

・(　　　　　　　　　）

・(　　　　）
・操作棒式
・コード式

ｽｸﾘｰﾝ材種　 ・ガラス繊維製　・合成･天然繊維製　・木製

巻取パイプ･ウェイトバー･操作コード等　　※製造所の仕様による

幅及び高さ　※図面図示による。

操作方式　　・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ式　　・ｺｰﾄﾞ式（ﾁｪｰﾝ式）　　・電動式

40.ブラインド
(20.2.12) ・横型

・縦型

41.ロールスクリーン
(20.2.13)

　
５
　
内
装
改
修
工
事［

６
章］

（

続
　
き）

（　その他[標準仕様書]　）
1.材料

5.塗料の種類

・せっこうボード及びその他ボード面

（２節　下地調整）

　　　　　・継目処理工法(新規)　　　　※ＲＡ種　　・ＲＢ種　　・ＲＣ種

・コンクリ－ト面、押出成形セメント板　・ＲＡ種　　・ＲＢ種　　・ＲＣ種

・コンクリート面、ＡＬＣパネル面　　　・ＲＡ種　　※ＲＢ種　　・ＲＣ種

・モルタル面、プラスター面　　　　　　・ＲＡ種　　※ＲＢ種　　・ＲＣ種

・亜鉛めっき鋼面　　　　　　　　　　　・ＲＡ種　　※ＲＢ種　　・ＲＣ種

・鉄鋼面　　　　　　　　　　　　　　　・ＲＡ種　　※ＲＢ種　　・ＲＣ種

・木部　　　　　　　　　　　　　　　　・ＲＡ種　　※ＲＢ種　　・ＲＣ種

　　　　　・上記以外　　　　　　　　　・ＲＡ種　　※ＲＢ種　　・ＲＣ種

塗料のホルムアルデヒド放散量

　※F☆☆☆☆（ 屋内 ）　　・（　　　　　　　）

防火材料の指定

　・指定する　※　屋内の壁及び天井の塗料仕上げ材は防火材料とし、建築

2.下地調整の工程
　種別

3.塗料種別

4.錆止め塗料塗り

　　　　　屋内　　※Ａ種

　　　　　屋内水系塗料(EP-G)　　・Ａ種　　※Ｂ種

（３節　錆止め塗料塗り）

・鉄鋼面　屋外　　※Ａ種

・鉄鋼面　・新規　見え掛り部　　※Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種

　　　　　　　　　見え隠れ部　　・Ａ種　　※Ｂ種　　・Ｃ種

・亜鉛めっき鋼面　　　　　　　　※Ａ種　　・Ｂ種

　　　　　屋内水系塗料(EP-G)　　※Ｃ種

・亜鉛めっき鋼面

　　　　　鋼製建具等　新規　　　※Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種

　　　　　上記以外　　塗替え　　・Ａ種　　・Ｂ種　　※Ｃ種

　　　　　・塗替え　　　　　　　・Ａ種　　・Ｂ種　　※Ｃ種

（４節　合成樹脂調合ペイント塗り(ＳＯＰ））

※１種　　　・２種

10.耐候性塗料塗り

［7.1.3］

［7.2.2～7］
［表7.2.1～7］

［7.3.2］
［表7.3.1･2］

［7.3.3］
［表7.3.3･4］

［7.4.2］

6.工程種別
［7.4.3～5］
［表7.4.1～3］

　　　　　　　　　　　　　　 その他の塗替え、新規　・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種

・亜鉛めっき鋼面　　表7.4.3　鋼製建具の塗替え　　  ※Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種

9.工程種別

8.工程種別

（６節　フタル酸樹脂エナメル塗り（ＦＥ））

［7.6.2］
・木部　　　　　　　　　　　※表7.6.1による

・鉄鋼面、亜鉛めっき鋼面　　※表7.6.2による

7.工程種別
［7.5.2］

表7.5.1　　・Ａ種　　※Ｂ種

（５節　クリヤラッカー塗り（ＣＬ））

・木部　　　　　　　※表7.4.1による　　屋外　※Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種

・鉄鋼面　　　　　　表7.4.2　・Ａ種　　※Ｂ種　　・Ｃ種

［7.7.2］

（７節　アクリル樹脂系非水分散形塗料（ＮＡＤ））

表7.7.1　　・Ａ種　　※Ｂ種

（８節　耐候性塗料塗り（ＤＰ））

（１４節　木材保護塗料塗り（ＷＰ））
16.工程種別 表7.14.1　　・Ａ種　　※Ｂ種

［7.14.2］

適用箇所 上塗り塗料等級

・亜鉛めっき鋼面

・鉄鋼面

・ｺﾝｸﾘｰﾄ面

下地調整 種別

・押出成形ｾﾒﾝﾄ板

・表7.2.2　ＲＡ種

・表7.2.2　ＲＢ種

・表7.2.2　ＲＣ種

・表7.2.3　ＲＡ種

・表7.2.3　ＲＢ種

・表7.2.3　ＲＣ種

・表7.2.6　ＲＢ種

・表7.2.6　ＲＣ種

・Ａ種

・Ｂ種

・Ｃ種

・Ａ種

・Ｂ種

・Ｃ種

・Ａ－１種
・Ｂ－１種
・Ｃ－１種
・Ａ－２種
・Ｂ－２種
・Ｃ－２種

・１級(ふっ素樹脂)

・２級(ｼﾘｺﾝ樹脂)

・３級(ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂)

・１級(ふっ素樹脂)

・２級(ｼﾘｺﾝ樹脂)

・３級(ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂)

・１級(ふっ素樹脂)

・２級(ｼﾘｺﾝ樹脂)

・３級(ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂)

［7.8.2～4］
［表7.8.1～3］

（９節　つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ－Ｇ））

11.工程種別

［7.9.2～5］
［表7.9.1～4］

・ｺﾝｸﾘｰﾄ面、ﾓﾙﾀﾙ面、ﾌﾟﾗｽﾀｰ面、石こうﾎﾞｰﾄﾞ面、その他ﾎﾞｰﾄﾞ面等

・亜鉛めっき鋼面(屋内)　表7.9.4　　・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種

・鉄鋼面(屋内)  　　　　表7.9.3 　 ・Ａ種　　※Ｂ種　　・Ｃ種

・木部(屋内)　　表7.9.2　 新規　   ※Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種

　　　　　　　　　　　　　塗替え　 ・Ａ種　　※Ｂ種　　・Ｃ種

12.工程種別
［7.10.2］

表7.10.1　　・Ａ種　　※Ｂ種　　・Ｃ種

（１０節　合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ））

　　　　　　※塗替えの場合のしみ止め（※7.9.2(2)による）

　　　　　　　　表7.9.1　　　　・Ａ種　　※Ｂ種　　・Ｃ種
　　　　　　　　　 　　　　　  ※塗替えの場合のしみ止め（※7.9.2(2)による）

13.工程種別
［7.11.2］

表7.11.1　　・Ａ種　　※Ｂ種　　・Ｃ種

（１１節　合成樹脂エマルション模様塗料塗り（ＥＰ－Ｔ））

14.工程種別
［7.12.2］

表7.12.1　　・Ａ種　　※Ｂ種

（１２節　ウレタン樹脂ワニス塗り（ＵＣ））

15.工程種別
［7.13.2］

※表7.13.1による

（１３節　オイルステイン塗り（ＯＳ））

　
６
　
塗
装
改
修
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事［
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耐
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の
躯
体
改
修
工
事［

８
章］

（１節　共通事項）

［表8.1.4･5］

合板せき板を用いるコンクリート打放し仕上げ　

　種別　　・Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種

仕上がりの平たんさ

荷卸し地点におけるスランプ　　※18cm　　・(　　cm)　　２）スランプ

　３）表面の仕上り

　１）設計基準強度 ・普通コンクリートの設計基準強度　　※図示による　　・（　　　N/mm2）

・軽量コンクリートの設計基準強度　　※図示による　　・（　　　N/mm2）

［8.1.4］

1.コンクリートの

［8.1.3］
［表8.1.1］

建築基準法第37条第二号に規定する国土交通大臣の認定を受けたｺﾝｸﾘｰﾄ

コンクリートの類別　　※Ⅰ類　・Ⅱ類

コンクリートの種類　　・普通コンクリート　　・軽量コンクリート

　・適用する　　　※適用しない

［8.1.5］ ※監督員の承諾による

・Ｓグレード　・Ｈグレード　・Ｍグレード　・Ｒグレード　・Ｊグレード

［8.1.6］
※要　　・不要

3.鉄骨製作工場

4.施工管理技術者

　種別　　・ａ種　　・ｂ種　　・ｃ種

［8.2.1］
5.鉄筋

　　　　　　　　　　　 ・SD345　・SD390
※RC用棒鋼(JIS G3112)　・SR235　・SR295　・SD295A　・SD295B　

6.溶接金網
［8.2.2］

JIS G3551　　　　※規格品

網目の形状　　　 ※レギュラー(正方形)　　・デザイン

寸法・鉄線の径　 ※図面図示による　　　　・(　　)×(　　)×(　　)

　１）材料
［8.2.4］

7.あと施工アンカー

耐力

せん断

耐力

アンカー

本体径

埋込み

（耐震補強用）

・金属系アンカー

・接着系アンカー

種別
長さ

引張 アンカーの

セット方式／種類

※本体打込み式

・(　　　　　　)

※カプセル方式回転

・打撃式

　改良型

・あと施工アンカーの性能確認試験　　・行う　　・行わない

・アンカー筋の新設壁内への定着長さ　・(　　　　　　　　　　　　　　　)

・アンカー筋の種類，径及び埋込み長さ　※図面図示による　・(　　　　　)

・アンカーの接着剤　　・有機系　　・無機系

・接合筋の種類，径及び長さ　　※図面図示による　　・(　　　　　　　)

［8.12.5］
・あと施工アンカーの施工確認試験　　・行う(引張試験 確認強度(　　　))

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・行わない

　２）施工

11.鋼材

12.高力ボルト

［8.2.8］
［表8.2.7］

［8.2.9］
［表8.2.8］

鋼材の材質

※JIS規格による

※JIS規格による

※JIS規格による

適用箇所種類の記号 規格等

形状及び寸法　　※図面図示による　　・(　　　　　　　　)

ねじの呼び　　※図面図示による　　　・(　　　　　　　　　)

種類　　　　　※トルシア形高力ボルト
　　　　　　　・JIS形高力ボルト　　　 　　　JIS B1186　２種（F10T）

　　　　　　　・溶融亜鉛めっき高力ボルト　　１種（F8T）相当

［8.2.11］
13.スタッド 種類等　　　　・図面図示による　　　・(　　　　　　　　)

・グラウト材
　　※無収縮グラウト材

　　・(　　　　　　　)

　　・(　　　　　　　)

14.柱底均しモルタル
　 及びグラウト材

［8.2.12］

・柱底均しモルタル

　　※無収縮モルタル　ｾﾒﾝﾄ　　・普通セメント　・早強ポルトランドセメント

　　　　　　　　　　　混和材　※セメント系膨張材　　・（　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　調合　　※製造所の仕様とする。

　　　　　　　　　　　品質･試験方法　※表8.2.10による　・（　　　　　）

［8.2.13］

　 脂等
　 及び含浸接着樹
15.連続繊維シート 連続繊維補強材

　 引張強度（　　　　　　　　　　）、ヤング係数（　　　　　　　）

　 工法（　　　　　　　　　　）

　 材料（　　　　　　　　　　）

16.鋼材の材料試験
［8.2.14］ 　・行う（JIS G0901による）　　※行わない

板厚方向に引張力を受ける鋼材の試験

［8.7.8］ シアコネクタ　　　・使用する　　　・使用しない

外部に面するコンクリート打放し仕上げの打増し厚さ　・(　　　　　　)

（７節　コンクリートの打込み及び締固め）

［8.4.2］

［8.4.3］

種類　・（　　　　　　　　　　）

工法･品質の確認方法･修正方法等　　※施工計画書による

工法･品質の確認方法･修正方法等　　※施工計画書による

（４節　鉄筋の機械式継手及び溶接継手）

21.機械式継手

22.溶接継手

23.型枠工事

ボルトの縁端距離，ボルト間隔，ゲージ等

　・図面図示による　　　　・(　　　　　　　　　　　)［8.13.2］

（１３節　鉄骨工作）

・実施する　　　※実施しない
［8.13.10］

（１１節　無筋コンクリート）

種類　　　　　　※普通コンクリート　　・(　　　　　　　)

設計基準強度　　※18Ｎ/mm2 　　　・(　　　Ｎ/mm2）

スランプ　　　　※15cm　　　　　 ・18cm

適用箇所

 ・街きょ、緑石、側溝類のコンクリート及びこれらの基礎コンクリート

 ・間知石積みの基礎及び裏込めコンクリート

 ・捨コンクリート

 ・機械室等で用いる配管埋設用コンクリート

 ・防水層の保護コンクリート

 ・補強筋を必要としない土間コンクリート

 ・コンクリート舗装のコンクリート

・常時土又は水に直接接する部分に適用する　※単位ｾﾒﾝﾄ量340kg/m3以上

種　別

※１種

気乾単位容積

質量（t/m3）

・２種

適 用 箇 所
スランプ
(cm)

※21

（９節　軽量コンクリート）

24.種類及び品質

25.一般事項
［8.11.1］

［8.9.1･2］
［表8.9.1］

D19以上の柱、梁の主筋　　※ガス圧接　　・重ね継手　　・(　　　　）

その他の鉄筋　　　　　　 ※重ね継手　　・(　　　　）

鉄筋の継手位置　　※図面図示による　　・(　　　　）

　　　　　　　　　・先組み工法等の柱,梁の継手位置を同一位置に設ける

重ね継手の長さ ・柱,梁の主筋　※図面図示による　　・(　　　　）

　　　　　　　 ・耐力壁　※40d(軽量ｺﾝｸﾘｰﾄは50d)と表8.3.2のうち大きい値

定着長さ　・柱に取り付ける梁の引張り鉄筋　※表8.3.4による

　　　　　　　適用箇所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　・上記以外の鉄筋　　　　　　　　※表8.3.4による

　　　　　　　適用箇所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

帯筋組立の形･継手･定着　　・図面図示による　　・(　　　　　　)

［8.3.4］

（３節　鉄筋の加工及び組立）

17.継手及び定着

   さ及び間隔
［8.3.5］

［8.3.7］

・普通コンクリート　※表8.3.6による　　　・図面図示による

・軽量コンクリート（　　　　　　　  ）

［8.3.8］

※別図「各部配筋参考図」による。

圧接部の確認試験　※超音波探傷試験　　　・引張試験(方法　　　　　　)

機械式継手及び溶接継手の場合の鉄筋相互のあきは図示による。

18.鉄筋のかぶり厚

19.各部配筋

20.ガス圧接

26.工作図

27.仮組

　　　　　　　　基準法に基づく指定又は認定のあるものとする。

　・指定しない　

　種類

（１節　共通事項）

2.コンクリートの品質

※185kg／ｍ3以下

※延床面積1,500㎡以上の新築工事については、150m3に1回以上及び荷卸し時

※単位容積質量法 　・加熱乾燥法　 ・静電容量法 　・濃度法　 ・RI法

クリートは省略する
※普通エコセメント又は再生骨材Ｈを使用するコンクリート以外のⅠ類コン　６）試し練り

　５）単位水量

　材料及び調合
［8.2.5］

［表8.2.3］
　１）セメント

・高炉セメントＢ種（場所打ち杭は標仕４章による）　・普通エコセメント

・フライアッシュセメントＡ種　　・フライアッシュセメントＢ種

※普通ポルトランドセメント　 ・高炉セメントＡ種　 ・シリカセメントＡ種

特殊骨材の使用　　・使用する　　※使用しない

アルカリシリカ反応性による区分　　※Ａ　　・(　　　　　　　）

※アルカリ骨材反応抑制対策は国土交通省の対策に準じて行う。

使用する特殊骨材の種類　・フェロニッケルスラグ細骨材　・銅スラグ細骨材

　２）骨材

　　　　　　　　　　　　・電気炉酸化スラグ骨材　　　　・再生骨材Ｈ

・混和剤　　※JIS A6204（コンクリート用化学混和剤）によるAE剤、

・混和材　　※JIS A6201（コンクリート用フライアッシュ）による

　　　　　　　AE減水剤及び高性能AE減水剤　塩化物イオン量区分Ⅰ種

　　　　　　　フライアッシュのⅠ種，Ⅱ種若しくはⅣ種，JIS A6207
　　　　　　　によるシリカフューム又はJIS A6202による膨張材

　　　　　　・(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　３）混和材料

［表8.2.4］

・暑中コンクリート［8.10.2］

　　　補正値(Ｓ)
　４）構造体強度 ・普通ポルトランドセメント、混合セメントのＡ種

６３

補正値（Ｓ）(Ｎ/mm2 )

補正値（Ｓ）(Ｎ/mm2 )

期  間

期  間

６

8.コンクリートの

モルタルの圧縮強度　（　　　　N/mm2）9.構造体用モルタル

　の調合 フロー値(mm)　・180未満　・180以上240未満　・240以上　・(　　　　)
［8.2.6］

［表8.2.5］

［8.2.7］
［表8.2.6］

10.型枠の材料 せき板の材料

　・打放し仕上げ　　　※改修特記8･2で適用した種別により，表8.1.4の

　・打放し仕上げ以外　・合板型枠　厚さ　※12mm　　・（　　　mm）

ｽﾘｰﾌﾞの材種(規格)　 ・鋼管(JIS G3452の白管)　・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)

　　　　　　　　　　　　表面の仕上りの程度に見合ったものとする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　材料　・表面加工品　　※Ｂ－Ｃ品
　　　　　　　　　　　・（　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　※溶融亜鉛めっき鋼板(円形スリーブ) ・つば付き鋼管

　　　　　　　　　　※柱及び梁以外で開口補強が不要であり，かつ，ｽﾘｰﾌﾞ
　　　　　　　　　　　径が200mm以下の部分は，紙ﾁｭｰﾌﾞも可とする

　なお，測定方法は「ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ単位水量測定要領（案）」に準じて行う。

　に品質の異常が認められた時に単位水量の測定を行う。

福岡市 財政局 アセットマネジメント推進部 施設建設課

建築改修工事特記仕様書（４）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 屋内　・Ａ種　　※Ｂ種　　・Ｃ種

9/16～12/11
2/3～6/27

12/12～2/2

6/28～9/15

・有

・無

・フランスひだ

・箱ひだ、つまひだ

・プレーンひだ

・片ひだ

・ｼﾝｸﾞﾙ・引分け

・片引き ・ﾀﾞﾌﾞﾙ

名称品質施工箇所 ひだの種別 形　式 引分け
装置

・カーテン42.カーテン及び
   カーテンレール

(20.2.14)

材種

※ｱﾙﾐﾆｳﾑ製

形状強さの区分仕上げ

※ｱﾙﾏｲﾄ

※ﾍｱﾗｲﾝ

※10-90

※10-60 ※Ｃ型　・Ｄ型　・角型・ｽﾃﾝﾚｽ製

・カーテンレール

43.ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ
　 及びｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ

45.床点検口

46.流し台ユニット

［5.1.6］

・既存再使用する

・新設する

・市販品（アルミニウム製　押出し型材）

　溝幅×深さ（mm）・90×150　※120×80　・120×150　・150×80　・　
　色彩　　　　　　※B－1　・B－2（※ﾌﾞﾗｳﾝ系　・ﾌﾞﾗｯｸ　・ｽﾃﾝｶﾗｰ）
・図面図示による

材質　アルミニウム製（※額縁タイプ　　・目地タイプ）

材質　アルミニウム製（受け枠　・アルミ製　　※ステンレス製）

44.天井点検口

種　類

・流し台

・コンロ台

・つり戸棚

・水切り棚

寸法(L＝　mm)

※1200　・1500　・1800

※600　 ・700　 ・　

※1200　・900　 ・600

規格・品質等適用内容

※優良住宅部品トラップ付き

・

（ｾｸｼｮﾅﾙｷｯﾁﾝⅠ型）
ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ　※有り

※1200　・900 ｽﾃﾝﾚｽ製　※1段式 ※市販品

材種　　・メラミン樹脂化粧板張り（心材：集成材）　　・人工大理石

奥行き（mm）　・約450　　・約600

市販品材質　・塩化ビニル製（コイル状　ステンレス製受枠）

　　　　　　・ビニル製（ステンレス製受枠）

　　　　　　・ステンレス製（受枠とも）

　　　　　　・硬質アルミニウム製（受枠とも）

47.くつふきマット

枠の材質　　※アルミニウム製

表面の材質　※塩ビ発泡シート張り　　・(　　　　　　　　　)

48.屋内掲示板

合板類、MDF及びパーティクルボードのホルムアルデヒドの放散量

形状･寸法　　　※図面図示による

　※規制対象外　　・第三種

50.収納家具
(12.2.2)
(19.7.2）

材質　　　　　　※図面図示による　　　・(　　　　　　)

49.洗面カウンター

・暗幕用レール　　　

　材種　　※アルミニウム製　　　・(　　　　　　　　　　）
　形状　　※角形 20　　 　・(　　　　　　　）

・暗幕用カーテンの両端、上部及び召合せの重なり　※300mm以上

　材種　　※アルミニウム製　　　・(　　　　　　　　　　）
・吊りカーテンレール

　形状　　※Ｈ型　　 　・(　　　　　　　）

・Ｃ型　・Ｄ型　※角型



Ｎo.

日付  令和    ．    ．

工事名

図面名

６

［8.14.2］

（１４節　高力ボルト接合）

・実施する　　　・実施しない

　試験の方法（　 　）

　試験片の摩擦面の状態（　　 　　）

［8.14.7］ ・実験により一次締めを含めて施工条件を決定することとする。

ボルトの長さがねじの呼びの５倍を超える場合の回転量

28.すべり試験

29.締付け

［8.15.3］
技量付加試験　　・行う ※行わない

［8.15.4］
開先の形状　※図面図示による　　・（ 　）

［8.15.7］ スカーラップの形状　・図面図示による ・（ 　）

［8.15.12］
試験の種別 試験方法試験箇所 試験数

※4.0% ・2.5%

完全溶込み溶接部※超音波探傷試験

※第6水準　・図示

検査水準

AOQL
・図示

※外観試験 溶接部 ・図示

※8.15.12

(ｲ)による

（１５節　溶接接合）

エンドタブの切除 ・有り（適用箇所 　）　　・無し

30.技能資格者

31.材料準備

32.溶接施工

33.溶接部の試験

［8.17.2］
耐火被覆材の接着面の塗装範囲　　・( 　)

接着面以外の塗装範囲　　 ・( 　)

ＳＲＣ造の溶接された鋼製スリーブの内面

※表7.3.1　鉄鋼面錆止め塗料の種別　Ａ種

・（ 　）

耐火被覆材の接着面　 ・塗装する ・塗装しない

・（ ）

（１７節　鉄骨の錆止め塗装）

［8.17.4］

34.塗装範囲

35.塗装種別

７

耐
震
改
修
工
事
及
び
耐
震
改
修
範
囲
以
外
の
躯
体
改
修
工
事［

８
章］

（

続

き）

高力ボルト接合

種別及び性能等
［8.18.4･5］

（１８節　耐火被覆）

・耐火材吹付け ・耐火板張り ・耐火材巻付け

・ラス張りモルタル塗り ・耐火塗料

※所要性能は図面図示による ・（ 　）

36.耐火被覆材の

［8.20.5］

37.溶融亜鉛めっき

（２０節　溶融亜鉛めっき工法）

溶融亜鉛めっき高力ボルトを使用する場合の摩擦面の処理

・ブラスト処理

・りん酸塩処理

（２１節　現場打ち鉄筋コンクリート壁の増設工事）

目荒らしの程度

・支障となる設備機器，配管等の撤去及び移設

・既存仕上げの撤去範囲

※図面図示による ・( 　)

※図面図示による ・( 　)

・既存構造体の撤去範囲 ※図面図示による　・( 　)

・はつりだした鉄筋及び鉄骨の処置　※図面図示による　・( 　)

38.既存部分の撤去
［8.21.2］

・既存柱･梁 ・電動ピック等を用いて，平均深さ2～5mm(最大5～7mm)程度
の凹面を打継面の15～30％程度の面積となるように全体に
わたりつける

・( 　　)

39.既存部分の処理

［8.21.3］

・( 　　)

の凹面を打継面の10～15％程度を目安として全体にわたり
・既存壁 ・電動ピック等を用いて，平均深さ2～5mm(最大5～7mm)程度

つける

40.鉄筋の加工及び
組立［8.21.6］

割裂補強筋の仕様　　・図面図示による ・( 　)

［8.21.8］

41.ｺﾝｸﾘｰﾄの打込み 工法の種類　 ・流込み工法 ・圧入工法

42.既存構造体との

増設壁工事後の仕上げ　　※図面図示による

取合い
［8.21.9］

既存構造体と増設壁との取合い部処理方法　※8.21.9による

［8.21.10］
43.仕上げ

［8.24.6］

49.施工

柱の隅角部の面取りの大きさ　・工法の評価内容により図面図示する

（２４節　連続繊維補強工事）

ひび割れ部の改修工法　　　　・樹脂注入工法　　・(　　　　　　)

補強工事後の仕上げ　※図面図示による50.仕上げ
［8.24.7］

44.既存構造体との
取合い

割裂補強筋の仕様　　・図面図示による ・( 　)

［8.22.7］

45.仕上げ ブレース設置工事後の仕上げ　 ※図面図示による

（２２節　鉄骨ブレースの設置工事）

［8.22.9］

法及び溶接閉鎖

フープ巻き工法

46.溶接金網巻き工

［8.23.5］

・流込み工法 ・圧入工法

47.鋼板巻き工法及び
帯板巻き付け工法

［8.23.6］

・柱頭及び柱脚に隙間を設ける

（２３節　柱補強工事）

コンクリート及び構造体モルタルの打込み工法

48.仕上げ 補強工事後の仕上げ　※図面図示による
［8.23.7］

［8.28.2］52.既存杭の撤去等

53.埋戻し及び盛土

・引張強度試験(JIS A1191)　試験片：Ａ形 ・付着強度試験(JIS A6909)

連続繊維補強材の強度試験（試験数　　　　　　）

既存杭の撤去範囲　　※図面図示による

既存杭の撤去方法

・破砕工法
・ドーナツオーガー ・ロックオーガー ・深礎

・オールケーシング（ベノト） ・（ 　）

既存杭の杭頭部処理　・処理する（処理方法は図面図示による）・処理しない

材料・工法種別　 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ｃ種 ・Ｄ種

（２５節　耐震スリット新設工事）

耐震スリットの幅及び深さ　　※図面図示による

充填材の挿入及び周囲補修

充填材

・耐火材

・遮音材

使用箇所 仕　様

・シーリング

備考

・撤去部の補修は撤去材と同一材で補修する

［8.28.2］

51.施工
［8.25.2］

・引き抜き工法

・直接引き抜き ・プレボーリング ・バイブローケーシング

・ケーシングジャッキ ・ケーシングオーガー ・（ 　）

引き抜いた杭の処理　・（ 　　）

既存杭の健全性確認試験　・実施する（方法：　 　）　・実施しない

既存杭の補強方法　　※図面図示による

［8.28.3］

54.建設発生土の処理

※構外自由処分 ・構外指定処分 ・構内処分

・処分量500ｍ3未満の工事

・処分量500ｍ3以上の工事

※構外指定処分（現場説明書による）　・構内処分

８

環
境
配
慮
改
修
工
事［

９
章］

55.山留め工法 ・地山自立掘削工法 ・法付けオープンカット工法

・山留め壁オープンカット工法

（・自立掘削工法 ・切張り工法 ・仮設地盤アンカー工法）

56.山留め壁

設置期間　・（　 　）日間

・ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ壁(SMW)工法 ・場所打ち鉄筋コンクリート地中壁工法

工法　・親杭横矢板工法　 ・鋼矢板工法 ・鋼管矢板工法

57.山留め壁の範囲 ※土留め参考図のとおり ・（ 　　）

58.山留めの撤去
※鋼矢板，親杭等を引き抜く場合は施工計画で地盤沈下対策を講じること
山留めの存置　　・する ・しない

59.砂利及び砂地業 材料　 ※再生クラッシャラン ・切込砂利 ・切込砕石

厚さ　 ※図面図示による ・60mm ・（　　　mm）

範囲　 ※図面図示による ・( 　　)

60.捨ｺﾝｸﾘｰﾄ地業 厚さ　 ※図面図示による ・50mm ・(　　　mm）

範囲　 ※図面図示による ・( 　　)

（２８節　土工事及び地業工事）

福岡市 財政局 アセットマネジメント推進部 施設建設課

建築改修工事特記仕様書（５）

1.除去工事共通事項

石綿含有建材除去後の仕上げ工事  　※図面図示による

（１節　石綿含有建材の除去工事）

2.施工調査
［9.1.1］

調査範囲　 ※図面図示による（施工範囲）　・（ 　　）

石綿作業主任者，特別管理産業廃棄物管理責任者を選定した際は、資格証明書の

石綿含有建材の除去にあたり、あらかじめ事前の施工調査を行う

調査結果は、監督員に提出すること。

　分析による石綿含有調査　・行う（下表による）　　・行わない

・ ・
※X線回折分析

1材料あたりの試料数材　料　名 調査方法

※ ３

・行わない

はその規制に従う。

監督員と協議する。除去工事を行う当該建物の敷地境界において、規制のある場合

石綿粉じん濃度測定 　 ※行う（測定箇所数（ 　　箇所））

測定は、「アスベスト（石綿）除去改修工事仕様書」に定める方法をもとに

3.石綿含有吹付材除
去工事

［9.1.3］
※ 9.1.3(2)(ｱ)による

※ 手ばらし
［9.1.5］ 処分方法

4.石綿含有保温材等
の除去

［9.1.4］ ・9.1.3による（手ばらし以外の場合，石綿含有吹付材に準ずる）

※ 原形のまま手ばらし

飛散防止措置　※湿潤化　 ・固形化

・中間処理（溶融処理又は無害化処理）

処分方法　　 ※管理型最終処分場で特別管理型産業廃棄物として埋立処分

飛散防止措置　※湿潤化　 ・固形化

・中間処理（溶融処理又は無害化処理）

処分方法　　 ※管理型最終処分場で特別管理型産業廃棄物として埋立処分

除去工法　　 ※「アスベスト（石綿）除去改修工事仕様書」

5.石綿含有成形板等
の除去

除去工法　　 ※「アスベスト（石綿）除去改修工事仕様書」

として埋立処分

石綿含有産業廃棄物として埋立処分

・せっこうボード ※管理型最終処分場で石綿含有産業廃棄物

・成形板等(せっこうﾎﾞｰﾄﾞ除く) ※安定型もしくは管理型最終処分場で

・中間処理（溶融処理又は無害化処理）

適用基準　※「アスベスト（石綿）除去改修工事仕様書」(福岡市財政局)

除去工法　　 ※「アスベスト（石綿）除去改修工事仕様書」

写しを監督員に提出し、承諾を受ける。

※Ａ種１ ・Ａ種１Ｈ ・Ａ種２ ・Ａ種３ ・Ｂ種(ﾌﾛﾝ使用)

かん水装置　 ・設置する（種類 　）　・設置しない

支柱　　・抵抗板設置固定法 ・従来型（土層厚40cm以上）

工法　　※樹種等，植栽基盤に応じた工法　・風圧力に対応した固定工法

［9.6.3］

その他特記事項は図示

マルチング材 ※図面図示による。　・（ 　　）

排水孔　 ※図面図示による。　・（ 　　）

舗装材(床材)　　※図面図示による。　・（ 　　）

見切り材(土留め材)　　 ※図面図示による。

刈込みもの　 ・適用する ※適用しない

　樹種･種類，寸法，株立数，数量　 ※図面図示による。

樹木，芝及び地被類

［9.6.4］
引渡しの日から　※１年　　 ・（ 　　年間）

補償期間

の枯補償

　ｃ 施工範囲と工事管理区分の確認　ｄ 廃棄物等の搬出方法　ｅ 仮設計画

　ａ シーリング使用部位の確認　b シーリングの長さの確認

処分にあたり、あらかじめ次の事項について調査等を行うこと。

（2）施工調査等　　　調査範囲　  ※図示　　・(　　　　)

採取箇所数　※部材が異なる毎に1箇所 ・図示 ・( 　　)

採取箇所　　※外壁目地　　・図示 ・( 　)

・現場においてサンプルを採集

　　ること。

シーリング材のサンプルについて、専門分析機関で分析を行うこと。

　　分析によりPCBの含有が確認された場合は施工調査等を行い、適切に処理す

（1）事前調査等
グ材処分

システムの種類 ・管理型 ・省管理型
［9.6.2］

（６節　屋上緑化改修工事）

接着剤のホルムアルデヒド放散量は、Ｆ☆☆☆☆とする

・押出法ポリスチレンフォーム断熱材(ｽｷﾝ層なし) 　 厚さ（　　　）

・硬質ウレタンフォーム断熱材 　厚さ（　　　）

・フェノ－ルフォ－ム断熱材（Ｆ☆☆☆☆） 　厚さ（　　　）

・上記断熱材にせっこうボード等を張り付けたパネル　厚さ（ 　）

・ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 　厚さ（　　　）

断熱材
［9.5.4］

吹付け厚さ　※図面図示による　 ・（　　　　mm）

※難燃性を有するものとする

断熱材　建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム（JIS A9526）

［9.5.3］
工法

・フェノ－ルフォ－ム断熱材（Ｆ☆☆☆☆） 　厚さ（　　　）

・硬質ウレタンフォーム断熱材 　厚さ（　　　）
・押出法ポリスチレンフォーム断熱材(ｽｷﾝ層なし) 　 厚さ（　　　）

・ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 　厚さ（　　　）

（５節　断熱・防露改修工事）

断熱材

［9.5.2］

下地面の清掃及び下地調整　 ※断熱材製造所の指定する仕様

既存外壁の仕上材の撤去　　 ・有り ・なし

外装材の種類

・ 防火性能

［9.3.2］

・ ・ ・

種 類材料名 厚さ（mm）

［9.3.3］

　　　　　　　　　　

試験施工、工法及び品質は、確認できる資料を提出し監督員の承諾を受ける

通気層　 ・有り（厚さ mm） ・なし

※特記無き事項は、断熱材製造所の仕様による。

外装材の施工　※図面図示による　　・( 　　)

断熱材の施工　※図面図示による　　・( 　　)

［9.3.4］

断熱材の種類

（３節　外断熱改修工事）

［9.4.2］

（４節　ガラス改修工事）

複層ガラスの材料板ガラスの種類･厚さ･組合せ　　※建具表による

断熱性･日射取得性･日射遮へい性･乾燥気体の種類による区分　 ※建具表による

8.材料

9.既存外壁の措置

10.工法

11.材料

工法
12.断熱材打込み

13.断熱材現場発泡

14.断熱材後張り工法

15.材料

16.工法

17.新植芝及び地被類

18.PCB含有シーリン

除去工法　 ※「アスベスト（石綿）除去改修工事仕様書」

処分方法　 ※安定型もしくは管理型最終処分場で石綿含有産業廃棄物として

6.石綿含有内壁下地
調整材の除去

埋立処分

塗材の除去
除去工法　 ※「アスベスト（石綿）除去改修工事仕様書」7.石綿含有外壁仕上

処分方法　 ※安定型もしくは管理型最終処分場で石綿含有産業廃棄物として
埋立処分

※集じん装置付ディスクグラインダーケレン工法

※剥離剤併用手工具ケレン工法



努めることとし，その感染拡大防止に係る対策について，監督員と協議の上，

請負代金額の変更や工期の延長等が必要と認められる場合は，設計変更の対象とする。

　受注者は，本工事の実施にあたり，新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に十分に

その実績が分かる資料（写真，領収書等）を監督員に提出すること。

　なお，設計変更にあたっては，感染拡大防止対策について施工計画書に記載するとともに，

Ｎo.

日付  令和    ．    ．

工事名

図面名

７

１.快適トイレの設置の試行

受注者は，現場に以下の(1)～(11)の仕様を満たす快適トイレの設置に努めること。

必須ではない。

(12)～(17)については，満たしていればより快適に使用できると思われる項目であり，

【快適トイレに求める標準仕様】

(1)洋式便座

(2)水洗機能(簡易水洗，し尿処理装置付き含む）

(3)臭い逆流防止機能(フラッパー機能)

(必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取ること)

(4)容易に開かない施錠機能(二重ロック等)

(二重ロックの備えが無くても容易に開かないことを製造者が説明できるもの)

(5)照明設備(電源が無くても良いもの)

(6)衣類かけ等のフック付，又は，荷物置き場設備機能(耐荷重5kg以上)

　【快適トイレとして活用するために備える付属品】

(7)現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示

(8)入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等)

(9)サニタリーボックス(女性専用トイレに限る)

(10)鏡付きの洗面台

(11)便座除菌シート等の衛生用品

　【推奨する仕様，付属品】

(12)室内寸法900×900mm以上(半畳程度以上)

(13)擬音装置

(14)着替え台(フィッティングボード等)

(15)フラッパー機能の多重化

(16)窓など室内温度の調整が可能な設備

(17)小物置き場等(トイレットペーパー予備置き場)

２．設置に要する費用

　 設置に要する費用については，当初は計上していない。受注者は，快適トイレの設置

 にあたっては，第1項に定める仕様を満たすことを示す書類を添付し，監督職員と協議の上，

 規格・基準等の詳細について決定することとし，設計変更時において，支出実態のわかる

 なお，設計変更数量の上限は，男女別で各1基ずつ2基/工事までとする。

 また，運搬費は共通仮設費(率)に含むものとする。

福岡市 財政局 アセットマネジメント推進部 施設建設課

建築改修工事特記仕様書（６）

令和２年度以降の改定

R2. 6. 1　　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に係る設計変更について　

Ⅸ．快適トイレの設置の試行に関する特記仕様書

Ⅹ．新型コロナ感染症の拡大防止対策

Ⅹ．新型コロナ感染症の拡大防止対策

ⅩⅠ．法定外の労災保険の付保

　本工事において，受注者は政府労災保険への加入義務がある場合，法定外の労災保険に

付さなければならない。また，保険契約を締結した際はその証券又はこれに代わるものを

監督員に提示すること。

ⅩⅠ．法定外の労災保険の付保
R2.11. 1　　法定外の労災保険の付保義務及びその状況確認について

 資料により監督職員と協議する。

R2.11.24　　快適トイレの設置に要する費用の文言修正

Ⅲ．現場代理人及び技術者の適正配置について
R3. 2. 1　　建設業法改正による取扱いの変更　

※ 工事完成後，事務手続き，後片付け等のみが残っている期間。　なお，工事が完

１．現場代理人の常駐義務について（該当事項○印）

２．現場代理人の常駐義務緩和期間について

・ 本工事における現場代理人については，工事現場における常駐を要する工事である。

・ 工事請負代金が3,500万円（建築一式工事：7,000万円）以上となる場合，本工事にお

ける現場代理人については，工事現場における常駐を要する工事である。

※ 請負契約の締結後，現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置，資機材

の搬入または仮設工事等が開始されるまでの期間）

なお，現場施工に着手する日については，請負契約締結後，監督員との打ち合わ

せにおいて定める。

成した日は，受注者が工事が完成した旨，発注者に通知した日とする。

※ 工事の全部の施工を一時中止している期間

※ 工場製作のみが行われている期間

1．により現場代理人の常駐を要する工事であっても，下記に示す期間については，常

　駐を要しないものとする。

Ⅲ．現場代理人及び技術者の適正配置について

　務を負う旨を定めなければならない。

１．本工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合，受注者は，調

　査票等に必要事項を正確に記入し市に提出する等，必要な協力を行わなければならない。

　また，本工事の工期経過後においても，同様とする。

２．調査票等を提出した事業所を発注者が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受注者が

　なった場合，受注者は，その実施に協力しなければならない。また，本工事の工期経過後

　においても，同様とする。

３．公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう，受

　注者は，労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等，

　日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。

４．受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には，受注者は，当該下請工事

　の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）が前３項と同様の義

Ⅴ．公共事業労務費調査に対する協力

【適　用】（適用事項○印）

・地下埋設物が予想される場所において、工事を実施する場合

・オールケーシング工事の場合

１）工事箇所に近接する地下埋設物等について，その種類，位置，形状，深さ，構造等を

確認し，工事による影響について管理者と協議のうえ検討を行うものとする。

なお、対策が必要となった場合には，監督員と協議を行うものとする。

２）近接の範囲については，各管理者によって異なるため，管理者と協議を行うものと

とする。

１）オールケーシング工法の圧入・掘削時に，異常音・回転トルクの上昇等の異変が確認

された場合は，作業を中止し，原因の確認を行うものとする。

２）オールケーシング工法のコンクリート打設時に，コンクリートが予定通りに打ち上が

ってこなかった場合は，作業を中止し，原因の確認を行うものとする。

３）工事の施工中に上記１．２．が発生した場合，現場代理人は，直ちに監督員に連絡し，

協議を行うものとする。

成し，監督員へ提出するものとする。

１）工事箇所に地下埋設物がある場合，工事着手前にその種類，位置，形状，深さ，構造

等をそれらの管理者が有する資料（台帳，完成図等）と照合し確認するものとする。

特に，破損による影響が広範囲に及ぶ重要な地下埋設物については，管理者と協議を

　　行い詳細な確認を行うものとする。

２）必要に応じて試掘，ボ－リング及び地中探査等原位置での調査を，監督員と協議のう

え実施するものとする。

３）地下埋設物の確認については，別紙様式により行い，結果を監督員へ報告するものと

する。

（３）暑さ指数（ＷＢＧＴ値）の計測装置

１．工事着手前における地下埋設物調査の徹底について

　２．近接工事に関する確認・対策の徹底について

１．作業中止の判断基準について

　受注者は，熱中症対策として，以下の項目を実施する場合は，使用や費用が分かる資料（

カタログ・見積等）を監督員に提出の上，必要な設置期間等を協議することとし，その費用

　については設計変更の対象とする。

（１）遮光ネット（足場に設置するものに限る）

（２）ドライミスト

なお，上記熱中症対策の実施後，実績が分かる資料（写真等）を監督員に提出すること。

Ⅶ．地下埋設物調査等に関する特記仕様書

Ⅷ．熱中症対策

４）工事着手前に，上記１～３の事項を盛り込んだ，施工の実態に応じた施工計画書を作

① 設計変更額が当初設計金額の２０％を超えるもの

工事請負契約書に定める設計変更に伴う契約変更の手続きは，下記のとおりとする。

　ただし，軽微な設計変更に伴うものは，工期の末（複数年度にわたる工事にあっては，

③ その他上記に準ずる重要なもの

② 構造，工法，位置又は断面等の変更で重要なもの

　契約変更の時期について

　各会計年度の末，または工期の末）に行うことができるものとする。

　軽微な設計変更とは，原則として次に掲げるもの以外をいう。

Ⅵ．設計変更にかかる取り扱い

　　設計変更に伴う契約変更の手続きは，その必要が生じた都度，遅滞なく行うものとする。

第３条　　不備が発覚した場合の措置

（１）工事成績評定での減点処置

（２）請負代金の支払い

（３）悪質なケ－ス

監督課、検査課が連携し減点措置を行う場合がある。

書類が完備するまでは検査完了として取り扱わず、請負代金の支払い事務を開始し

　ないものとする。

虚偽の記載や一括下請等悪質なケ－スが判明した場合は、関連部署と協議の上、建

　設業許可部局への通知や指名停止等の措置を行う場合がある。

５．特例監理技術者の配置について（該当事項○印）

・ 本工事は、特例監理技術者（建設業法第２６条第３項ただし書の規定の適用を受ける

監理技術者）の配置は認めない。

　　工事請負代金が3,500万円（建築一式工事：7,000万円）以上となる場合における、主

　任技術者、監理技術者又は特例監理技術者を配置する場合における監理技術者補佐は、

　建設業法に基づき専任を要する。

　　ただし、下記に示す期間については、工事現場への専任を要しない。

３．主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐の専任を要しない期間について

※ 請負契約の締結後，現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置，資機材

の搬入または仮設工事等が開始されるまでの期間）

なお，現場施工に着手する日については，請負契約締結後，監督員との打ち合わ

せにおいて定める。

※ 工事完成後，事務手続き，後片付け等のみが残っている期間。　なお，工事が完

成した日は，受注者が工事が完成した旨，発注者に通知した日とする。

※ 工事の全部の施工を一時中止している期間

※ 工場製作のみが行われている期間

４．配置技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係について

　　建設工事の適正な施工を確保するため、配置技術者（主任（監理）技術者、特例監理

　技術者、監理技術者補佐）については、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係に

○ 一般競争入札による工事の場合は，入札参加資格確認申請の日以前に３か月以上

の雇用関係にあること。

雇用関係にあること。

ること。

○ 指名競争入札による工事の場合は，入札の執行日（開札日）以前に３か月以上の

○ 随意契約による工事の場合は，見積書の提出日以前に３か月以上の雇用関係にあ

　ある者を配置しなければならない。なお，ここでいう「恒常的な雇用関係」とは，次の

　要件を満たす必要がある。

（１）下請契約を締結した場合は、「施工体制台帳」及び「工事作業所災害防止協議会

（２）下請契約を締結しない場合は、施工計画書等により確認する。

（３）施工体制に変更が生じた場合は、上記書類をそのつど提出すること。

第２条　　施工体制の確認に関する点検

（１）抜き打ち点検

（２）検査時における点検

　本工事の施工体制の確認は以下の方法により行う。

兼施工体系図」を基に確認する。

（施工体制台帳）

　施工計画書に添付せずに、施工体制台帳の写しを単体で提出すること。

　　（工事作業所災害防止協議会兼施工体系図）

①施工計画書ではなく、施工体制台帳に添付すること。

②工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆の見やすい場所に掲示すること。

一括下請など施工体制に関する点検を抜き打ちで行う場合がある。

Ⅰ 10.その他（10）で適用する中間技術検査等、各段階の検査時において点検を行う。

第１条　　施工体制の確認方法

Ⅳ．施工体制の確認

・本工事は、次の要件に該当する場合、特例監理技術者（建設業法第２６条第３項ただし

書の規定の適用を受ける監理技術者）を配置することができる。

○ 本工事の当初請負金額が3億円未満である場合



硝
子

施工計画書

承諾コンクリートブロック

承諾

承諾

 

 

 

空調機の間接排水配管工事

同上に伴なう二次側配管、配線

 

（トラップは機器工事）

 

工    事    項    目 衛生

はり、床、壁の貫通スリーブ

壁埋込器具盤の仮枠又はボード切込

発電気減圧水槽及び冷却水槽への給水管

同上に伴なう補強

自立盤、トランス、発電気等のコンクリート

○

同上に伴なう補強

空調 水処理電気

別途工事盤類の取付

昇降機建築

○

○

屋上集熱器設備工事

○

○

○

○ ○

○

○

○

煙突工事（内部ライニング含む、コンクリー

○

○

建築 水処理

○

電  気  工  事

空調

○

○

身障者用便所の手すり

照明付化粧鏡への電源接続工事

○

○

二重スラブ内連通管及び通気管（湧水槽等）

○

○

○汲取便槽

同上煙突

煙突内部排水配管（目皿含む）

電気

○

○

○

○

ト躯体）

空調

○

○

建築

○

水処理工    事    項    目

○

昇降機

○

建物廻り側溝以降の雨水排水設備

○

衛生

ルーフドレーン及び縦樋（ＧＬ－２００迄）

建物廻り雨水側溝の接続（側溝と側溝）工事

○

（消音、保温共）

壁付換気扇の取付用穴明

○

鉄筋コンクリート造躯体貫通部（設備工事用）

コンクリート造のチャンバ及びダクト

○

○

○

壁付換気扇の取付及びガラリ、フードの取付

○

ドア並びに間仕切壁のガラリ、製作取付

○

設備配管吊りボルト用インサート類

パイプシャフト、及び天井の点検口製作取付 ○

床上機器用コンクリート仕上

建物外壁に取付く、ガラリ（吸気・排気）の

型）

各水槽の蓋製作取付

スピーカー、天井埋込換気扇、取付の為の枠

（仕上げは除く）

吹出口、吸込口、並びに埋込照明器具、埋込

サービスタンク、油ポンプ廻り防油提築造

縦樋以降配管（継ぎを含む）

建  築  工  事  関  係

同上穴明工事

厨房内排水溝

同上用スリーブ並びに箱入れの穴埋補修

床上機器用コンクリート基礎工事

の補強筋工事

○

（設備工事用）と補強

○

○

鉄骨造（ＳＲＣ造も含む）鉄骨貫通部開口

煙導製作取付、煙突接続（空隙耐火材詰め

（設備工事用）

機器操作盤への一次側電源供給工事

防火区画貫通部のダクト､配管等の防火養生

含む）（発電気用含む）

電気

○

○

天井埋込器具取付箇所のボード切込

同上コンクリート基礎仕上

建築

○

同上に伴なう下地補強

工    事    項    目

○

○

Ａ.Ｌ.Ｃ板穴名工事（設備工事用）

○

○

○ ○○

○

昇降機 水処理衛生

○

○

○

（木造、プレハブ、ＳＲＣ等）

Ａ.Ｌ.Ｃ板貫通部の補修（設備工事用）

空調

○

盤類器具類（衛生器具）取付の枠組と補強

○

○

○

○

○

工    事    項    目

照明器具､幹線等の吊りボルト用インサート

回転方向等の確認

○

別途工事機器への接続（直接接続に限る）

○

○

○

○

○

電気衛生空調 水処理建築 昇降機

テレビアンテナマスト、避雷針等のコンク

身障者用便所使用灯、鍵連動装置取付

ファンコイルユニット用操作スイッチ取付

防火シャッター警報ブザー用リミットスイッ

防火扉用レリーズの取付

防火シャッター､防火垂壁用レリーズの取付

配管類の防火区画貫通部の補修

リート基礎

同上  コンクリート基礎仕上

チ取付

○

及び配管､配線

○同上に伴なう一･二次側配管、配線共  通  事  項

同上電源接続及び操作スイッチ取付

○

電動暗幕装置

配線ピット

同上用蓋

○

ハロン消火設備連動のファン等の停止回路

○

同上制御盤迄の１次側配線、配管（電源供給）

○

衛  生  工  事  関  係

○

○

○

○

○

○

高架水槽用基礎（仕上共）

大便器用箱入れ位置（墨出し）

大便器用箱入れ

同上用補強工事

消火栓ボックス用箱入れ（補修は除く）

ステンレス製流し台

高架水槽用架台

同上流し排水管接続

同上用補強工事

（Ｖ.Ｐ管接続用トラップ含む）

同上流し排水トラップ取付

造り付け各種流し台

消火栓ボックスの起動押ボタン及び表示灯

化粧棚及び化粧鏡

ハロン消化設備

（ガス圧ダンパー制御配管含む）

浴槽並びに風呂釜

洗濯機用パン（排水トラップ共）

グリーストラップ（既製品）

消火ポンプ起動回路及び表示灯回路

スラブ開口及び補強工事

取付並びに配線、配管

昇降機機械室床軽量コンクリート仕上並びに

（人研・コンクリート等）

○

簡易水洗便器の止水栓（器具接続迄）

昇  降  機  工  事  関  係

同上用紙巻器（取付具）

消火栓ボックスの取付

非水洗及び簡易水洗の便器

同上補修

同上補修後の仕上工事

乗場廻り（扉、三方枠）、仮枠

壁貫通ダクト補強工事

壁付けレンジフード（取付共）

レール取付用ブラケット、プレート共

空  調  工  事  関  係

昇降機中間ビームの取付（鋼構造の場合）

乗場敷居持出コンクリート工事

荷揚用フック取付工事

膨張タンク基礎（仕上共）

工    事    項    目

工    事    項    目 水処理

○

衛生 電気空調 昇降機建築

建築 水処理昇降機

○

電気

工    事    項    目 衛生

○

衛生

昇降機電気

○

○

○

壁取付換気扇（取付共）

厨房器具用フード囲い（化粧板含む）

○

○

空調

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

防火ダンパー用レリーズの取付

上記3項目に伴なう配管､配線

○

○

○

○

○

○

○

○

○

事 項

監    督    項    目

○

○

事 項 処理

○

区  分 区  分

○

監    督    項    目

発生材の処理

災害及び公害の恐れのある

事      項 処理区  分

軽微な変更

別途工事

疑義

ベンチマーク

色・柄

実施工程表

電気保安技術者

技能士

試験所

地中障害物

試験杭（試験掘削）

施工中の異状

埋戻し・盛土

溶接技術者等

工法

杭

加工・組立

管理

加工図

木材

記録等

屋根葺材

打設計画

工法

各材料

葺方

工法

とい

各材料

承諾

承諾

承諾

承諾

承諾

承諾

承諾

承諾

指示

指示

指示

承諾

承諾

承諾

承諾

承諾

指示

協議

指示

承諾

協議

承諾

承諾

検査

検査

検査

検査

承諾

承諾

検査

協議

承諾

検査

立会

準備

管理

現場

施工

工程

管理

処理

○

○

建物内の排水溝並びに配管配線用ピット及び、

材料

準備

施工
場合の処理

材料

準備

施工

組みと補強

材料

施工

施工

材料

材料

○

製作取付（防虫網取替可能型）（ダクト接続

基礎

危険物貯蔵所 承諾

協議

協議

検査

協議

協議

防腐・防蟻

防虫

注１）○印をしたものは本工事に於ける監督項目を示す。

注２）上表の○を付したもの以外でも監督員が必要と認めた場合は適宜監督業務を行う。

施工図

塗料

工法

工法

内装材

硝子

建付調整

養生

サッシ

建具金物

製作金物

建付調整

建具

建具金物

植樹

黒板

内・外柵

舗装

側溝縁石等

遊具施設

製作家具

工    種

養生

承諾

承諾

承諾

検査

承諾

承諾

承諾

検査

承諾

承諾

承諾

承諾

承諾

敷地境界標

処  理

承諾

承諾

承諾

承諾

承諾

承諾

承諾

承諾

承諾

立会

施工

承諾

材料

材料

施工

施工

材料

材料

施工

施工

承諾プレキャスト

施工

カーテンウォール 承諾

コンクリート

承諾施工

承諾

材料
性能

取付

承諾

各材料

排水

承諾

施工図
材料

施工 外壁タイル下地確認 報告

鉄骨耐火被覆（ロックウール成形板等）の穴明

試験掘削

コンクリート

施工管理技術者

鉄筋加工組立

鉄筋

コンクリート打設

承諾

承諾

立会

検査

承諾準備

深さ・支持地盤 検査

施工

完了

立会

検査

指示杭の精度

建込み

施工記録 報告

施工記録 報告

検査支持地盤

材料

杭心（コラム心）

施工図・現寸図・見本

施工

材料

深さ・支持地盤

固化材・添加量

検査

承諾

施工

 

準備 溶出試験 指示

施工記録 報告

立会

工法

石材

割り付

工法

陶磁器質タイル

防水施工

保証書

割り付

防水仕様 承諾

検査

承諾

承諾

承諾

承諾

承諾

承諾

承諾

施工

材料

施工

材料

材料

施工

接着力試験 指示

外観の確認 報告

鉄
骨
工
事

承諾

承諾

縄張り

遣方

根切り底

施工図

コンクリートブロック積み
施工

押出成形セメント板

材料 ＡＬＣパネル

鉄筋 承諾

承諾

承諾

製作工場 承諾

工作図 承諾

承諾

溶接技能資格者 承諾

鋼材等 承諾材料

超音波探傷試験機関 承諾

準備

施工管理技術者 承諾

溶接管理技術者

溶接（試験成績表）

製作 承諾

承諾

建方完了

製品受入 検査

検査

施工
検査

高力ボルト接合

溶接接合

検査

検査スタッド溶接

工作

準備
承諾コンクリート工場

コンクリート配合計画書

型枠（せき板）

承諾

型枠取外し

鉄筋組立

打込み

圧接技能資格者

型枠建込組立

立会

検査

検査

検査

承諾

指示試験(材齢28日強度試験は公的機関)

仕上り及びかぶり厚さの確認 報告

ガス圧接

施工

混和材料 承諾

材料

Ｎo.

日付  令和  ．    ．

工事名

図面名

８

監督業務

主    旨

い、軽微なものについては監督員の指示に従い入念に施工する。

一般事項

立会、承諾、指示、協議等を受けなければならない。

　本監督基準並びに設計図書に明記なき事項又は疑義ある場合には監督員と協議を行

標準仕様書のうちの監督業務に代わるものである。

　本工事受注者は当監督基準を熟知の上、下記に示す監督項目につき監督員の検査、

　本基準は工事請負契約の本旨に基づき市監督員の監督業務の範囲を示すものであり、

責任をもってあたること。

工事区分表

２）工事区分表は○印のついたものを適用する（特記ある場合は除く）

１）本工事施工中は、別途工事受注者と連絡を密にし、工事の進捗等に支障なきよう

福岡市 財政局 アセットマネジメント推進部 施設建設課

○

建築改修工事監督基準

建築改修工事監督基準

仮
設
工
事

コ
ン
ク
リー

ト
工
事

土
工
事

地
業
工
事

既
製
コ
ン
ク
リー

ト
杭
・
鋼
管
杭

コ
ン
ク
リー

ト
ブ
ロ
ッ
ク

成
形
セ
メ
ン
ト
板
工
事

・
Ａ
Ｌ
Ｃ
パ
ネ
ル
・
押
出

防
水
工
事

石
工
事

タ
イ
ル
工
事

地
盤
改
良

場
所
打
ち
コ
ン
ク
リー

ト
杭 屋

外
附
帯
工
事
・
そ
の
他

雑
工
事

ー

ル
工
事

塗
装
工
事

内
装
工
事

カー

テ
ン
ウ
ォ

金
属
製

木
製

建
具
工
事

左
官
工
事

金
属
工
事

屋
根
及
び

と
い
工
事

木
工
事

工

種

工

種

工

種

監    督    項    目

一
般
共
通
事
項



３

防
水
改
修
工
事［
３
章］
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２

日付  令和    ．    ．

工事名

図面名

１．共通仕様

なお、新築・増築工事を含む場合は「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」

（平成３１年版）により、解体工事を含む場合は「建築物解体工事共通仕様書」

（平成３１年版）による。

（１） 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営

（２）特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。

（１）項目は、番号に   印の付いたものを適用する。

当該項目、当該図又は当該表を示す。

・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。

（５）形状寸法の単位は、特記なき限りミリメートルとする。

繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）」（平成３１年版）による。

（６）標準仕様書の監督職員は監督員と読み替える。

２．特記仕様の適用

に使用してはならない。これに基づく完成図書、施工図のＣＡＤデータの著作権は本

市に帰属する。また貸与したＣＡＤデータは工事完成検査までに返却すること。

３．ＣＡＤデータ　　　　　　・有　　　　　　･無

　貸与するＣＡＤデータを当該工事における施工図及び完成図書を作成するため以外

Ⅱ．建築改修工事仕様

章 項　　目 特　　記　　事　　項

（１節　一般事項）

・建築工事標準詳細図（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　平成28年版）

（４）各項目に記載の（ 　 ）内表示番号は、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）の

（３）各項目に記載の［ 　 ］内表示番号は、公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）の

当該項目、当該図又は当該表を示す。

【　注　意　事　項　】

※契約用図面をＡ３サイズに縮小する場合の縮小倍率は、下記のとおり読み替え全ての図面共通とする。

※Ａ１サイズの場合、１／２とする。

・Ａ２サイズの場合、７／１０とする。

１

各
章
共
通
事
項［

１
章］

令和２年度以降の改定

R2.10.01　公共建築改修工事標準仕様書（平成31年版），公共建築工事標準仕様書（平成31年版），外壁改修ﾏﾆｭｱﾙ（福岡市）による内容改正
外壁改修工事特記仕様書（１）

　種類　 ※普通コンクリート　Fc-18N/mm2　SL15cm又は18cm

　厚さ　　・80mm以上(こて仕上) ・60mm以上(床ﾀｲﾙ等仕上げあり)

立上り部の保護

・れんがの種類 ※JIS R1250のれんが

・乾式保護材の材料　※材料製造所の仕様 ・図面図示による
・保護コンクリート　工法( 　　)

既存露出防水層表面の仕上げ塗装　 ・除去する　・除去しない

屋上排水溝の適用　　※図面図示による ・( 　)

・立上り部周辺の張りじまい位置 ・( 　)

屋根露出防水絶縁断熱工法の断熱材の施工
・ルーフドレン回りの張りじまい位置 ・( 　)

［3.3.4］
２）施工

保証期間（　 　）年間３）保証期間

平場の保護コンクリート

（４節　改質アスファルトシート防水）

4.種別及び工程

［表3.1.1］
［表3.4.1～3］

種類 施工箇所 新規防水層の種別

・M4AS工法

・M3AS工法

・P0AS工法

・M3ASI工法
・M4ASI工法
・P0ASI工法

・AS－J3

・ASI－T1　・ASI－J1

・AS－T1 ・AS－T2 ・AS－J2

・AS－T3 ・AS－T4 ・AS－J1

防湿用シートの設置（ASI-T1，ASI-J1工法の場合）

・設置する ・設置しない

改修用ドレン（P0AS，P0ASI工法の場合）　・設ける　　 ・設けない

仕上げ塗料の種類･使用量　　※材料製造所の仕様による

［3.4.3］

［3.4.2］

［3.3.2］
アスファルトルーフィング

・図面図示による

　厚さ　・(　　　　㎜)　 ・図面図示による

絶縁用シート

・保護防水工法 ※ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ　厚さ0.15mm以上

断熱材（断熱工法の場合）

・A種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温板2種(・1号 ・2号)(透湿係数を除く)

・露出断熱工法　・硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱材2種(・1号 ・2号)(透湿係数を除く)

・保護防水断熱工法　※ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ,ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ等を平織りしたﾌﾗｯﾄﾔｰﾝｸﾛｽ(70g/m2)

１）材料
・改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ

種類･厚さ　※表3.3.3から表3.3.9による ・( 　)

・部分粘着層付改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ
種類･厚さ　※表3.3.3から表3.3.9による ・( 　)

押え金物の材質･形状･寸法　※アルミニウム製　L-30×15×2.0mm

［3.4.4］ ・除去する　・除去しない
既存露出防水層表面の仕上げ塗装

保証期間（　 　）年間３）保証期間

２）施工

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ

・改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ（JIS A6013）

種類･厚さ　※表3.4.1から表3.4.3 ・( 　)

種類･厚さ　※表3.4.1から表3.4.3 ・( 　)

種類･厚さ　※表3.4.1から表3.4.3 ・( 　)

断熱材（ASI-T1，ASI-J1工法の場合）

・A種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温板2種(・1号 ・2号)(透湿係数を除く)

 　厚さ　・(　　　　㎜)　　・図面図示による

押え金物の材質･形状･寸法　 ※アルミニウム製　L-30×15×2.0mm

・図面図示による

脱気装置の種類･設置数量　　※材料製造所の指定による

 材質　・硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱材2種(・1号 ・2号)(透湿係数を除く)

　材質　・保護断熱工法　・押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材3種bA(ｽｷﾝ層付き)

・粘着層付改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ

・部分粘着層付改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ

5.種別及び工程

［表3.1.1］

接 着 工 法 機械的固定工法 保護密着

・S3S工法

・S3SI工法

・M4S工法

・M4SI工法

・POS工法
・P0SI工法
・S4S工法
・S4SI工法

・P1S工法

・S-F1 ・S-F2
・SI-F1・SI-F2

・S-F1 ・S-F2

・SI-F1・SI-F2

・S-M1 ・S-M2
・S-M3 ・SI-M1
・SI-M2

・S-M1 ・S-M2

・S-M3 ・SI-M1

・SI-M2

・S-C1

仕上塗料
新規防水層の種別

・シルバー

・カラー ※非歩行

・軽歩行

使用分類種 類

［表3.5.1～3］
［3.5.3］

（５節　合成高分子系ルーフィングシート防水）

脱気装置の種類･設置数量　　※材料製造所の指定による

仕上げ塗料の種類･使用量　　※材料製造所の仕様による

改修用ドレン（P0S，P0SI工法の場合）　・設ける　 ・設けない

立上り面のシート厚さ（S-M2，SI-M2工法の場合）　※1.5mm　 ・( 　㎜)

防湿用フィルムの設置（SI-M1，SI-M2工法の場合）

・設置する ・設置しない

１）材料

※福岡市外壁改修マニュアル（福岡市財政局）

・（財）日本建築学会「鉄筋コンクリート造建築物の耐久性調査・打診
及び補修指針（案）・同解説」（1997）の品質基準（案）

1.適用基準等

2.工事実績情報ｻｰﾋﾞｽ

の登録（コリンズ）

［1.1.4］

※ 請負金額500万円以上の工事は、監督員の確認を受けた後に、当該工事

に関するデ－タを(一財)日本建設情報総合センター(JACIC)に登録し、下
記の区分で10日（土日祝日を除く）以内に登録し、「登録内容確認書」

を監督員に提出すること。

　　受注時、途中変更時、訂正時、竣工時

3.工事の一時中止に

係る事項

4.監督基準

5.工事の記録

6.電気保安技術者

7.施工条件

8.事故報告

9.発生材の処理等

10.環境への配慮

11.材料

［1.1.9］

［1.2.4］

［1.3.3］

［1.3.5］

［1.3.10］

［1.3.12］

［1.4.1］

［1.4.2］

※工事の一時中止に係る計画の作成

1) 契約約款第２０条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、

中止期間中における工事現場の管理に関する計画（以下「基本計画書」

という。）を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。

　　なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、

　労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴

　う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理
　に関する基本事項を明らかにする。

2) 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全
すること。

※別紙「建築改修工事監督基準」による ・標準仕様書による。

（２節　工事関係図書）

※福岡市建築・設備工事写真撮影要領により提出すること。

（３節　工事現場管理）

・適用する ・適用しない

　災害及び事故が発生した場合は，直ちに監督員に連絡するとともに「福岡

市公共工事にかかる事故報告要領」に基づき報告すること。

・引き渡しを要するもの（     ）

・中間再生処理    （　　 　　）

・特別管理産業廃棄物 ・有 ・無

・再資源化を図るもの ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊　・ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ塊　・木材

※ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊を含む）、ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ塊については、認定再利
用施設（中間処理施設）への搬入とすること。

（４節　材料）

　国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）

により、環境負荷を低減できる材料を選定すること。

指定品目、判断基準は「福岡市グリーン購入ガイドライン」によること。

　本工事に使用する材料は、設計図書に定めるもの又はこれらと同等のも
のとする。ただし、同等のものとする場合は監督員の承諾を受ける。

　なお、国土交通大臣官房官庁営繕部監修「建築材料・設備機材等品質性

能評価事業建築材料等評価名簿」により省略することができる。

※工事に使用する材料は、アスベストを含有しないものとする。

製造所の指定する工法とする。

　改修標仕及び、標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料12.特別な材料の工法

図書
［1.8.1～3］

・提出しない

・提出する（※完成図書等作成要領（福岡市財政局）による）15.完成時の提出

13.施工数量調査

［1.5.2］

　調査範囲　 ※外壁改修範囲　　　・図面図示による

　調査内容　 仮設足場設置後、外壁の損傷等の調査を行う。

損傷部分には、仕上げに支障がなく改修部位が色等で識別

できるようペイント（スプレー等）または養生テープ等で

マーキングする。

改修部位を記入した立面図及び，数量を取りまとめた報告書

を監督員に提出する。

（５節　施工調査）

14.技能士
［1.6.2］

・適用する(工種については現場説明書を参照) ・適用しない

（６節　施工）

（８節　完成図等）

２

仮
設
工
事［

２
章］

・設計額2,000万円以上の工事は対象

・設計額250～2,000万円で市が指定する工事は対象。

※福岡市電子納品の手引き（建築・設備工事編）による。

電子納品

・指定する ・指定しない

16.ＣＡＬＳ／ＥＣ

扱い
17.施工図等の取り

とする。

施工図等の著作権に係わる、当該建築物に限る使用権は発注者に移譲するもの

1.騒音･粉じん等の
対策

［2.1.3］

（１節　共通事項）

・防音シート（採光用）　（設置範囲 　）

・防音パネル 　（設置範囲　　 　）
・防音シート 　（設置範囲　　 　）

2.足場その他[2.2.1]

１）仮囲い

２）足場

３）材料，撤去

材等の運搬

3.養生

4.仮設間仕切

5.監督員事務所

6.監督員事務所の
備品等

［表2.2.1］

［2.3.1］

［2.3.2］

［表2.3.1］

［2.4.1］

［2.4.1］

（２節　足場等）

仮囲い　　・設ける（種類　　　　　　　　　　）　　・設けない

内部足場　種別　※脚立，足場板等
外部足場　種別　・枠組足場　・くさび緊結式足場　・単管本足場　・(　　)

　範囲　・図面図示による　　・(　　　　　)

　防護シートによる養生　　※行う　・行わない

※ 足場を設ける場合は、｢｢手すり先行工法に関するガイドライン」について｣

（厚生労働省　平成21年4月24日）の「手すり先行工法等に関するガイドライン

」により、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時は常時、全ての作業床

について手すり、中さん及び幅木の機能を有するものとし、「手すり行工法に

よる足場の組立て等に関する基準｣の２の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行

専用足場方式により行うこと。

・Ａ種 ・Ｂ種 ・Ｃ種 ・Ｄ種 ・Ｅ種

（３節　養生）

既存部分の養生　　※ビニルシート、合板等　・（ 　）　

既存家具等の養生　※ビニルシート等　　 ・（ 　）　

備品等の移動　　　・行わない　 ※行う（図示）

仮設間仕切り等の種別

設置箇所　　・図面図示による ・( 　　)

（４節　仮設物）

・設置する ・設置しない

・（ m2）程度

・設備の種類　※監督員と協議 ・( 　　)
・備品等の種類（ 　　）

・備品等の数量（ 　　）

・( 　)※軽量鉄骨
・木下地

・A種

下　地種　別

単管下地

※木製扉

・鋼製扉

※B種

・C種

充てん材

・仮設扉

・合板（※9.0　・ 　）
※せっこうボード(※9.5 ・  ）

・防炎シート ・（ 　　）

※合板張り程度　・
※片面フラッシュ程度　・

仕上材（厚さ　mm）

厚さ(　 　mm)

※無し

※無し

・有り

・片面

塗　装

7.既存建物との
取り合い 復旧すること。

　工事中，接合部その他本工事範囲外の部分に汚損を生じた場合は原形に

転圧をする。

8.工事用水

9.工事用電力

10.工事用地復旧

11.工事表示板等

※施工体系図 ・運搬経路表示板

・塵埃、コンクリ－ト屑等を撤去し、凹部に良土を入れ工事用地全面にロ－ラ

※工事表示板 ※建設業許可票 ※労災保険関係成立票

構内既存の施設　※利用できない　・利用できる（※有償　・無償）

※塵埃、コンクリ－ト屑等を撤去し地均しをする。

構内既存の施設　※利用できない　・利用できる（※有償　・無償）

2.既存下地の処理

3.種別及び工程

［3.2.6］

［表3.1.1］

［表3.3.3～10］

（２節　既存防水層の処理）

補修箇所の形状，長さ，数量等　※図面図示による　・(　　　　　　　　)

設備機器架台,配管受台,パラペット,貫通パイプ回り,手すり・丸環の取付け部,

搭屋出入口部等の欠損部及び防水層末端部の納まり部の処置

・図面図示による ※監督員と協議

（３節　アスファルト防水）

［3.3.3］
防水改修工法の種類

・P1B

・P1BI　・T1BI

・P2AI

・P2A

・M4C

・M3D ・P0D

・P0DI
・M3DI ・M4DI

・P1E ・P2E
・屋内
防水

・
保
護
防
水

・
露
出
防
水

新規防水層の種別

（保護層は図示による）

・C－4

・D－4

・B－1 ・B－2 ・B－3

・BI－1 ・BI－2　・BI－3

・AI－1 ・AI－2　・AI－3

・A－1 ・A－2 ・A－3

・C－1 ・C－2 ・C－3

・D－1 ・D－2 ・D－3

・DI-1 ・DI-2

・E－1　　・E－2

施工箇所

改修用ドレン（P0D，P0DI工法の場合）　・設ける　　 ・設けない

仕上げ塗料の種類･使用量　 ※材料製造所の仕様による

脱気装置の種類･設置数量　　※材料製造所の指定とする。

1.施工一般

［3.1.3］

（１節　共通事項）

降雨等に対する養生方法　※3.1.3(5)による　・(　　 )

　　・設ける（　　　　箇所　）

・設けない

保守管理用プレート　壁プレート（300×250程度）1-2.保守管理ﾌﾟﾚｰﾄ

外壁改修工事特記仕様書（令和２年１０月改定版）

福岡市 財政局 アセットマネジメント推進部 施設建設課

契約不適合責任期間

Ⅰ 工事概要

１．工事名称

２．工事場所

　工事を施工しない日

　工事を施工しない時間帯

（１０）福岡市契約事務規則第４１条１項４号に定める中間技術検査

の抑制・適正処理を行い、再生資材及び再生資材製品の活用を

図ること。

（７） 部分払を受ける場合は、市長を被保険者とする火災保険その

他の保険を付すること。

その金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備え

また、国土交通省令に従って、各下請負人の施工の分担関係

を表示した施工体系図を作成し、工事関係者が見やすい場所及

るとともに、その写しを監督員に提出すること。

び公衆が見やすい場所に掲げるとともに、監督員に提出する施

工体制台帳に添付すること。

受注者は、工事を施工するために下請契約を締結した場合は、

（９）施工体制台帳等の提出

（８）本工事の施工においては｢建設リサイクル法｣に基づき廃棄物

　施工体制の確認方法は、「Ⅳ．施工体制の確認」による。

（６） 本工事の施工に伴う工事用資材等の輸送においては、過積載

をしないこと。

（５） 本工事の施工に伴う下記の工事に係る下請負人の選定にあた

っては、特段の理由がない限り本市競争入札有資格者名簿の地

場登録業者とすること。（該当する工事に・印）

・塗装　・防水　・金属製建具

１０．その他 （１） 受注者は、工事施工に伴う下請業者及び資材・製品供給業者

の選定にあたっては、特段の理由がない限り地場企業への発注

等を行うこと。

がない限り地場企業資材・製品を使用すること。

（３） 受注者は、下請業者の１次下請に地場企業を使用しない場合、

（２） 受注者は、工事にかかる資材・製品については、特段の理由

（４） 受注者は、使用する資材・製品について、事前に書面を監督

員に提出すること。

その理由を付した書面を施工体制台帳に添付のうえ，監督員に

提出すること。

８．特記事項

９．安全管理

・ 請負代金内訳書 ・ 工程表

（２） 本工事施工中は、別途工事施工業者と連絡を密にし当該工事

労働安全衛生法第３０条第２項に基づく特定元方事業者とし当

な措置を講じること。

関係者と協力し、工事全体の円滑な推進を図るように建築主体
業者が責任を持って指導すること。

（３） 本工事において、アスベスト(石綿)を含有した建材等の除去

及び改修工事を行う場合は、福岡市財政局「アスベスト(石綿)

（１） 設備関連工事等が別途工事となる場合の建築工事受注者は、

福岡市契約事務規則３２条２項、また福岡市建設工事請負契約約

除去改修工事仕様書」( 新版)によること。

現場の関連事業者を含めて、労働災害を防止するための、必要

款（以下「契約約款」という。）第３条２項による発注者がその必

要がないと認めるものは本工事については下記による。（該当事項○印）

７．その他

６．

４．工事概要

３．工事期間

５．別途工事

・実施する　　　　　・実施しない（該当事項○印）

Ⅰ.工事概要－３.工事期間

R2.11.18　建設業法改正による工事を施工しない日及び時間帯の明記

・その他の施工条件（ 　）

　日曜日（騒音・振動を伴う作業に限る）

　指定なし

　福岡市南区大字桧原、大字柏原、福岡市城南区大字東油山

　令和　　年　　月　　日から　令和　　年　　月　　日まで

　受渡し完了の日から　１　ケ年間



 改修工程
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日付  令和    ．    ．

工事名

図面名

３

固定金具の材質･形状･寸法　・図面図示による　　・3.5.2(3)(ｲ)による

断熱材（断熱工法の場合）

・ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材(密度及び熱伝導率の規格適合品)

・A種ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材(密度及び熱伝導率の規格適合品)

　厚さ　・(　　　　㎜)　・図面図示による

立上り部防水層撤去（P0S,P0SＩ工法の場合）

・撤去する　(補修･処置　※3.2.6(4)(ｳ)(f)による)

・撤去しない(補修･処置　※3.2.6(4)(ｳ)(g)による)

接着工法の目地処理（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ下地の場合）　　 ・図面図示による

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ下地入隅部の増し張り（S-F1，SI-F1工法の場合）・図面図示による

モルタル塗厚（S-C1工法の場合） ・(　　　　mm)

立上り部の保護モルタル塗厚（S-C1工法の場合）　　※7mm ・( 　㎜)

保証期間（　 　）年間

絶縁用シート　※発泡ポリエチレンシート

　種類･厚さ　 ※表3.5.1から表3.5.3による ・( 　)［3.6.2］
１）材料

［3.6.4］
２）施工

３）保証期間

１）保証期間 保証期間（　 　）年間

既存塗膜防水層表面の仕上げ塗装（L4X工法の場合）

保護層（Y-2工法の場合）　　 ・設ける ・設けない

・除去する　・除去しない

改修用ドレン（P0X工法の場合）　・設ける　　 ・設けない

・P2Y工法

・P1Y工法

・P0X工法

・L4X工法

種　類

・X－2

・X－1

施工箇所 新規防水層の種別

・Y－2

・カラー

・シルバー

6.種別及び工程

（６節　塗膜防水）

仕上塗料
［3.6.3･4］
［表3.6.1･2］

［表3.1.1］

　(注)X-1の立ち上がり部は全てX-2工法とする。

仕上げ塗料の種類･使用量（X-1，X-2工法の場合）　 ※材料製造所の仕様による

脱気装置の種類･設置数量（X-1工法の場合）　　　　※材料製造所の指定による

・A種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温板2種(・1号 ・2号)(透湿係数を除く)

・A種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温板2種(・1号 ・2号)(透湿係数を除く)

　材質 ・機械的固定　・硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱材2種(・1号 ・2号)(透湿係数を除く)

・接着工法 ・硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱材2種(・1号 ・2号)(透湿係数を除く)

４
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壁
改
修
工
事［

４
章］

外壁改修工事特記仕様書（２）

ルーフィングシート（JIS A6008）
 記号

 記号

 内容

①鉄筋はつり出し  露出鉄筋部を中心に，ﾊﾝﾏｰ，ﾀｶﾞﾈ等で健全部が露出す
 るまではつり出す。

⑤埋戻し

④防錆剤塗布

③ｱﾙｶﾘ性付与材塗布

②錆落し，清掃

 鉄筋に防錆剤を塗布する。

 断面修復用ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙを用い，欠損，はつり部分を埋戻す。

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面の脆弱層にｱﾙｶﾘ性付与材を塗布する 。

 露出鉄筋の錆を、ﾜｲﾔｰﾌﾞﾗｼ、ｻﾝﾀﾞｰ等でｹﾚﾝし、ﾌﾞﾗｼと高圧
ｴｱｰ等で清掃する。

 Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法
（ｼｰﾘﾝｸﾞ材）

D-1工法

 内容 改修工程

①Uｶｯﾄ処理

②清掃

③ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布

④ｼｰﾘﾝｸﾞ材充填

⑤埋戻し ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙをｺﾝｸﾘｰﾄ，ﾓﾙﾀﾙ表面に合わせて平滑に塗り込む。

3～5mm程度低めに充填し，ヘラで押さえる。
ｼｰﾘﾝｸﾞ材を空隙，打残しがないように，ｺﾝｸﾘｰﾄ，ﾓﾙﾀﾙ表面から

ﾌﾟﾗｲﾏｰを溝内部に塗残しのないよう，刷毛で均一に塗布する。

 溝内部に付着している切片，粉じん等をﾜｲﾔｰﾌﾞﾗｼ，刷毛等で
 除去する。

 ひび割れ部に沿って電動ｶｯﾀｰ等を用いて幅10mm程度，
 深さ10～15mm程度にＵ字型の溝を設ける。

 記号

 内容 改修工程

ｼｰﾙ工法
（可ﾄｳ性ｴﾎﾟｷｼ樹脂）

D-2工法

①清掃

②ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布

③ｼｰﾙ材塗布

 汚れを除去し清掃する。
 ひび割れ部に沿ってワイヤーブラシ等を用いて，幅50mm程度

 刷毛を用いてﾌﾟﾗｲﾏｰを塗布する。

 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂をﾊﾟﾃへら等で幅10mm，厚さ2mm程度に
 塗布し，その表面を平滑に仕上げる。

 記号

 内容 改修工程

 汚れを除去し清掃する。

 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ
 樹脂注入工法

E-1工法

①清掃

②注入器具取付

③仮止めｼｰﾙ処理

④ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入

⑤注入後処理

 ひび割れ部に沿ってワイヤーブラシ等を用いて，幅50mm程度

 注入器具又は台座をひび割れの中心にくるようにして，
 仮止めｼｰﾙ材等で取り付ける。注入間隔は200mm～300mmとする。

 ひび割れ部に沿って仮止めｼ-ﾙ材をﾊﾟﾃへら等で幅30mm，
 厚さ2mm程度にｼｰﾙする。

ｴﾎﾟｷｼ樹脂を注入器具に入れ，ｺﾞﾑ，ﾊﾞﾈ，空気圧等により，
注入圧0.4N/m㎡以下として注入する。

 注入完了後は注入器具を取り付けたまま硬化養生を行う。
エポキシ樹脂注入材の硬化を見計らい仮止めシール材，
注入器具を適切な方法で撤去し清掃を行う。

 記号

 内容 改修工程

 充てん工法
（ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ）

F-1，F-2工法

①はつり出し

②ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布

③埋戻し

 浮き部を中心にﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ等で健全部分と縁を切り，
 劣化部分をはつり取る。

 刷毛を用いてﾌﾟﾗｲﾏｰを塗布する。

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙを1回当たりの塗り厚は7mm程度とし表面を
金ごてで加圧しながら平滑に仕上げる。

 記号

 内容 改修工程

 充てん工法

①はつり出し

②ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布

③埋戻し

 浮き部を中心にﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ等で健全部分と縁を切り，
 劣化部分をはつり取る。

 刷毛を用いてﾌﾟﾗｲﾏｰを塗布する。

（ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ）
F-3工法

ﾌﾟﾗｲﾏｰの粘着性があるうちに，ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙを充填し
表面を金ごてで加圧しながら平滑に仕上げる。

 工法名

 工法名

 工法名

 工法名

 工法名

 工法名

 記号

 内容 改修工程

 充てん工法

①はつり出し  浮き部を中心にﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ等で健全部分と縁を切り，
 劣化部分をはつり取る。

（ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ）

 工法名

F-4工法

②はく落防止 ｽﾃﾝﾚｽ製ｱﾝｶｰﾋﾟﾝを構造体ｺﾝｸﾘｰﾄに打込み、ｽﾃﾝﾚｽ製ﾗｽまたは、
溶接金網、ﾈｯﾄ等を取り付ける。
ｽﾃﾝﾚｽ製ｱﾝｶｰﾋﾟﾝは構造体ｺﾝｸﾘｰﾄに30㎜以上打込み、
ﾋﾟｯﾁはﾀﾃ、ﾖｺとも＠200㎜程度とする。

ﾌﾟﾗｲﾏｰの粘着性があるうちに，ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙを充填し
表面を金ごてで加圧しながら平滑に仕上げる。

ﾌﾟﾗｲﾏｰの粘着性があるうちに，ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙを充填し
表面を金ごてで加圧しながら平滑に仕上げる。

④埋戻し

③ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布

 記号

 内容 改修工程

 工法名

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分
ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

G-1，G-3工法

①ﾏｰｷﾝｸﾞ  穿孔位置をﾏｰｷﾝｸﾞする。
 なお，ひび割れが生じている場合は、ひび割れから5cm以上

（G-1工法）

（G-3工法）

 穿孔位置は16本／㎡とし、浮き面積が1㎡以下の場合は標準

 穿孔位置は5本／ｍとする。

②注入孔の穿孔

④ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入

③清掃

構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ中に30mm程度の深さまで穿孔する。
ｺﾝｸﾘｰﾄ用ﾄﾞﾘﾙを用いて、ｱﾝｶｰﾋﾟﾝより1～2mm大きい直径で、

 除去する。
 孔内をﾌﾞﾗｼ等で清掃後、圧搾空気または吸引機等で切粉等を

 孔内の乾燥後、ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ固定用ｴﾎﾟｷｼ樹脂を手動式注入器に

 （充填量は注入孔１ヶ所穴当たり25mlとする。）
 よりｱﾝｶｰﾋﾟﾝ固定部の 深部から徐々に充填する。

⑤ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ挿入

⑥孔埋め

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝのﾈｼﾞ切り部分にｴﾎﾟｷｼ樹脂を塗布し、気泡の巻き
込みに注意しながら 深部まで挿入する。

 仕上げに応じて目立たない色のﾊﾟﾃ状ｴﾎﾟｷｼ樹脂等で仕上げる。

 記号

 内容 改修工程

 工法名

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

①ﾏｰｷﾝｸﾞ  穿孔位置をﾏｰｷﾝｸﾞする。
 なお，ひび割れが生じている場合は、ひび割れから5cm以上

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面
G-2工法

 穿孔位置は13本／㎡とし、浮き面積が1㎡以下の場合は標準

②注入孔の穿孔

④ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入

③清掃

構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ中に30mm程度の深さまで穿孔する。
ｺﾝｸﾘｰﾄ用ﾄﾞﾘﾙを用いて、ｱﾝｶｰﾋﾟﾝより1～2mm大きい直径で、

 除去する。
 孔内をﾌﾞﾗｼ等で清掃後、圧搾空気または吸引機等で切粉等を

 孔内の乾燥後、ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ固定用ｴﾎﾟｷｼ樹脂を手動式注入器に

 （充填量は注入孔１ヶ所穴当たり25mlとする。）
 よりｱﾝｶｰﾋﾟﾝ固定部の 深部から徐々に充填する。

⑤ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ挿入 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝのﾈｼﾞ切り部分にｴﾎﾟｷｼ樹脂を塗布し、気泡の巻き
込みに注意しながら 深部まで挿入する。

⑥残存浮き確認，ﾏｰｷﾝｸﾞ

 離れたところにﾏｰｷﾝｸﾞする。

 配置ｸﾞﾘｯﾄﾞを当てはめた 大本数程度とする。

 配置ｸﾞﾘｯﾄﾞを当てはめた 大本数程度とする。

 離れたところにﾏｰｷﾝｸﾞする。

標準配置ｸﾞﾘｯﾄﾞを当てはめた 大本数程度とする。
する。穿孔位置は12本／㎡とし、浮き面積が1㎡以下の場合は

 ﾃｽﾄﾊﾝﾏｰ等により残存浮き範囲を再確認し、穿孔位置をﾏｰｷﾝｸﾞ

⑦注入孔の穿孔

⑧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入

⑨孔埋め

程度の深さまで穿孔を行い，③に準じ孔内の清掃を行う。
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ固定部の効果を待ってから、構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ中に5mm

 注入用ｴﾎﾟｷｼ樹脂を手動式注入器により打診しながら全面に
 充填する。（充填量は注入孔１ヶ所穴当たり25mlとする。）

 仕上げに応じて目立たない色のﾊﾟﾃ状ｴﾎﾟｷｼ樹脂等で仕上げる。

 記号

 内容 改修工程

 工法名

H-1工法ﾀｲﾙ部分張替え工法

①はつり出し処理  浮き部を中心にﾓﾙﾀﾙをﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ等で健全部と縁を切って，
 損傷が拡大しないようにﾀｲﾙ目地に沿って切り込み，ﾀｲﾙ片を
 のみ，たがね等 ではつり取る。

（埋戻し前処理）

②ﾀｲﾙ張付け

場合は、適切な工法により処理する。）
（ﾀｲﾙを撤去した後、露出鉄筋、ひび割れ等が確認できた

（タイル面と貼付けモルタル間の浮きの場合）
よく乾燥させた張替え下地面に、接着剤を塗布し、ﾀｲﾙを
張り付ける。

（貼付けモルタルと下地モルタル間の浮きの場合）
 水湿しまたは吸水調整剤の塗布を行った張替え下地面とﾀｲﾙ
 裏面の両面にﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙを塗り付け、ﾀｲﾙを張り付ける。

③目地詰め ｺﾞﾑごて等を用いて、ﾀｲﾙ厚の1/2以下まで目地ﾓﾙﾀﾙを塗り込む。

 記号

 内容 改修工程

 工法名

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分
ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

①ﾏｰｷﾝｸﾞ  穿孔位置をﾏｰｷﾝｸﾞする。

H-2工法

 穿孔位置は16本／㎡とし、浮き面積が1㎡以下の場合は標準
 配置ｸﾞﾘｯﾄﾞを当てはめた 大本数程度とする。
 なお，穿孔位置がﾀｲﾙ陶片にかかる場合は，近傍のﾀｲﾙ目地
 部分に釣り合いを保ちながら移動する。

②注入孔の穿孔

④ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入

③清掃

構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ中に30mm程度の深さまで穿孔する。
ｺﾝｸﾘｰﾄ用ﾄﾞﾘﾙを用いて、ｱﾝｶｰﾋﾟﾝより1～2mm大きい直径で、

 除去する。
 孔内をﾌﾞﾗｼ等で清掃後、圧搾空気または吸引機等で切粉等を

 孔内の乾燥後、ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ固定用ｴﾎﾟｷｼ樹脂を手動式注入器に

 （充填量は注入孔１ヶ所穴当たり25mlとする。）
 よりｱﾝｶｰﾋﾟﾝ固定部の 深部から徐々に充填する。

⑤ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ挿入

⑥孔埋め

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝのﾈｼﾞ切り部分にｴﾎﾟｷｼ樹脂を塗布し、気泡の巻き
込みに注意しながら 深部まで挿入する。

 仕上げに応じて目立たない色のﾊﾟﾃ状ｴﾎﾟｷｼ樹脂等で仕上げる。

・ 複層仕上塗材

・ 厚付け仕上塗材

・ 薄付け仕上塗材 ・外装薄塗材Ｅ
・可とう形外装薄塗材E

耐候性

・有

・無

・1種

・2種

※3種

・吹付け
・ﾛｰﾗｰ
・ｺﾃ塗り

・吹付け
・ﾛｰﾗｰ・複層塗材ＣＥ

・複層塗材Ｓｉ
・複層塗材Ｅ
・複層塗材ＲＥ
・可とう形複層塗材ＣＥ
・防水形複層塗材Ｅ
・防水形複層塗材ＲＥ
・防水形複層塗材ＣＥ

・可とう形改修塗材Ｅ
・可とう形改修塗材ＲＥ
・可とう形改修塗材ＣＥ

仕上塗材
・ 可とう形改修用

・吹付け
・ﾛｰﾗｰ

・外装厚塗材Ｃ
・ｺﾃ塗り
・吹付け

・外装厚塗材Ｓｉ
・外装厚塗材Ｅ

・ﾛｰﾗｰ
・ｺﾃ塗り

・吹付け

・外装薄塗材Ｓ ・吹付け

・可とう形外装薄塗材Ｓｉ
・防水形外装薄塗材Ｅ

・ﾛｰﾗｰ
・吹付け・外装薄塗材Ｓｉ

呼　び　名種  類 工  法 備　考

種類及び工法

仕上げの形状　　※図面図示による

防火材料の指定　 ※図面図示による

上塗材の種類（ ・ 複層仕上塗材　　・ 可とう形改修塗材 ）

※ 水系

・ 溶剤系

・ 弱溶剤系

・ 水系 ・ つや無

※ つや有 ・ つや無

・ つや有 ・ つや無

・ つや有 ・ つや無 ・ ﾒﾀﾘｯｸ

・ ふっ素系

・ ｼﾘｶ系

・ ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ系

・ ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系

※ ｱｸﾘﾙ系

樹脂　　 　　溶媒　　 　外観

[4.2.2]
[表4.2.4･5]

２）塗り仕上げ

 改修工程  内容

 脆弱した塗膜の表面及びふくれ等をｽｸﾚｰﾊﾟｰ等で除去する。①既存塗膜除去

（下地処理）
 適切な工法により処理を行う。
 脆弱部を除去後，下地のひび割れ，浮き等がある場合は，

 また，③下地調整に影響が出るほど不陸が生じている
　（3mm以上等）場合はCM-2等を用いて平滑に処理する。

 不陸が1mm程度以下の場合，下地調整塗材（C-1）を全面に

②水洗い・清掃

③下地調整

 粉化物，付着物等を高圧洗浄機にて除去し清掃を行う。
 水圧は100kg/cm２（9.8MPa）を標準とする。

（A-2工法）

（A-1工法）
 合成樹脂ｴﾏﾙｼﾞｮﾝｼｰﾗｰを塗布する。

 塗付けて平滑にする。

 塗付けて平滑にする。

（A-3工法）
 不陸が1～3mm程度の場合，下地調整塗材（C-2）を全面に

１）既存塗膜の除去
及び下地調整

 鉄筋腐食補修工法 B-1，B-2，B-3，B-4，B-5，B-6，C工法

5.仕上げ塗材改修

6.保証期間 ・受渡し完了の日から（　３　）年間

1.露出鉄筋処理

2.ｸﾗｯｸ処理

3.ﾓﾙﾀﾙ浮き処理

4.ﾀｲﾙ面処理

［3.8.2･3］
［表3.8.4］
 (13.5.3)(4)

材種　　・配管用鋼管

※硬質ポリ塩化ビニル管　（※カラー ・素地）

・硬質塩化ビニル雨どい ・（ 　）

防露材のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量は，F☆☆☆☆とする

（８節　とい）

掃除口　 ・設ける ・設けない

ルーフドレンの取付け ・図示　※3.8.3(8)による

たてどい受金物の取付工法  ・図示　※標仕13.5.3(4)による

既存のといその他の撤去･降雨等に対する養生方法　 ・( 　　)

鋼管製といの防露巻工法　 ・有り（表3.8.4による）　・無し

受金物　材種　　　　※ステンレス ・溶融亜鉛めっき鋼板製

　取付間隔　　※表3.8.2による　・( 　)

※シーリング充填工法 ・シーリング再充填工法

8.材料

（７節　シーリング）

種類　 ※表3.7.1による ・図面図示による

施工箇所　　※図面図示による

9.目地寸法
［3.7.3］

接着性試験

※簡易接着性試験　・引張接着性試験(JIS A1439)

・拡幅シーリング再充填工法 ・ブリッジ工法

7.ｼｰﾘﾝｸﾞ改修工法の
種類

10.ｼｰﾘﾝｸﾞ材の試験

［3.7.8］

［3.7.2］

［表3.7.1］

［3.1.4］
［表3.1.2］

・図面図示による ・3.7.3(1)による ・(　　　　mm)

表面処理種　類 固定間隔

・250形

・300形

・350形

・100形

隅角部及び突当たり部

等の役物は本体製造所

の仕様による。

備　　考

固定方法及び

間隔は品質計

画で定める

呼称肉厚(mm)

1.6以上

1.8以上

2.0以上
・

（９節　アルミニウム製笠木）

・

・AB－1種

・BB－1種

［3.9.2･3］

［表3.9.1］

12.材料･工法

板材折曲げ形　笠木本体幅　 ・図面図示 ・( 　)

　・図面図示による　　・(　　　　　　　　　　　)

　板厚　 ・図面図示 ※2.0mm ・( 　)

風圧力･積雪荷重に対応した工法

板材折曲げ形の取付工法　 ・図面図示 ・( 　　)

・固定方式等 ・( 　　)　 ・図面図示による

・固定金具の間隔 ・( 　　)　 ・図面図示による

既存笠木の撤去，新規アルミニウム製笠木の下地補修工法

11.材料･工法

福岡市 財政局 アセットマネジメント推進部 施設建設課



※6.6.4(8)による ・（ 　）

※図面図示による ・（ 　）

（１５節　モルタル塗り）

・設置しない

（１６節　タイル張り）

タイルの見本焼き　　※行わない ・行う

Ｎo.

日付  令和    ．    ．

工事名

図面名

４

外壁改修工事特記仕様書（３）

５

建
具
改
修
工
事［

５
章］

（１節　共通事項）

新規建具を設ける壁の開口方法、周囲の補修方法･範囲　※図面図示による

防火戸の指定、｢防犯建物部品｣の適用　※図面図示による

建具見本の製作　　・行う　　　※行わない

特殊建具の仮組　　・行う　　　・行わない

建具の種類

・アルミニウム製建具

・鋼製建具
・内部

・ステンレス製建具

・鋼製軽量建具

・外部

工　　　法

・かぶせ工法　・撤去工法

・かぶせ工法　・撤去工法

・かぶせ工法　・撤去工法

・かぶせ工法　・撤去工法

・かぶせ工法　・撤去工法

1.改修工法の適用

［5.1.3～5･7］

2.性能及び構造 外部に面する建具

防音ドアセット，防音サッシ　　・適用する(等級　 　)　 ・適用しない

・Ａ種 　Ｓ－４
　Ａ－３ 　Ｗ－４

種別 耐風圧性 気密性 水密性

※70 ・100
・Ｂ種 　Ｓ－５

・Ｃ種 　Ａ－４ 　Ｗ－５ ※100　・（　　）

枠の見込み寸法（mm）

　Ｓ－６

耐震ドアセット　・適用する(面内変形追随性等級　　　)　　・適用しない

断熱ドアセット，断熱サッシ　　・適用する(等級　 　)　 ・適用しない

網戸　 ※合成樹脂製（線径0.25mm以上，網目16～18ﾒｯｼｭ）

・ガラス繊維入り合成樹脂製（線径･網目 　）

・ステンレス製(SUS316)（線径･網目 　）

3.材料

4.形状及び仕上げ

色調　　　　※図面図示による

表面処理　　外部　・BB-1種　・(       )

　内部　・AC-1種　・(       )

結露水処理　※図面図示による

水切り板，ぜん板等　　※図面図示による

※内はずし　　　・外はずし　　　・図示

学校施設については、内はずしを標準とする。

（２節　アルミニウム製建具）

［5.3.2］

［5.3.2］

［5.3.2］

5.工法［5.3.2］

6.障子取り外し方式

鋼板類の厚さ　※表5.5.1による　 ・図面図示による

（注）　片開き、親子開き及び両開き戸の１枚の戸の有効開口幅が950mm
　又は有効高さが2,400mmを越える場合は表16.5.1は適用しない。

・召合せ､縦小口包み板等の材質
※鋼板 ・ステンレス鋼板 ・アルミニウム合金の押出形材

鋼板 めっき付着量

・溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G3302)

・電気亜鉛めっき鋼板(JIS G3313)

・ビニル被覆鋼板(JIS K6744) ・SG ・SE

※Z06又はF06 ・( 　　)

※E24 ・（ 　）

・カラー鋼板　・塗装溶融亜鉛めっき鋼板

・Z06又はF06　・E24

※Z06又はF06 ・( 　　)

・電気亜鉛めっき鋼板 ※E24 ・（ 　）

（５節　鋼製軽量建具）

簡易気密型ドアセット　※適用する(等級：Ａ－３)　・適用しない

防音ドアセット，防音サッシ　　・適用する(等級　　)　　　・適用しない

断熱ドアセット，断熱サッシ　 ・適用する(等級 　)　 ・適用しない

耐震ドアセット　　・適用する(面内変形追随性等級　　)　　・適用しない

［5.5.2］

［5.5.3］

［5.5.4］

外部に面する鋼製建具の耐風圧性　 ・Ｓ-４ ・Ｓ-５ ・Ｓ-６

簡易気密型ドアセット　　　※適用する(Ａ-３，Ｗ-１) ・適用しない

防音ドアセット，防音サッシ　 ・適用する(等級 　)　 ・適用しない

断熱ドアセット，断熱サッシ　 ・適用する(等級 　)　 ・適用しない

耐震ドアセット　　・適用する(面内変形追随性等級　　)　　・適用しない

（注）　片開き、親子開き及び両開き戸の１枚の戸の有効開口幅が950mm
　又は有効高さが2,400mmを越える場合は表16.4.2は適用しない。

鋼板類の厚さ　 ※表5.4.2による ・図面図示による
［5.4.4］
［表5.4.2］

［5.4.2］

（４節　鋼製建具）

（６節　ステンレス製建具）

外部に面する鋼製建具の耐風圧性　 ・Ｓ-４ ・Ｓ-５ ・Ｓ-６

簡易気密型ドアセット　　　※適用する(Ａ-３，Ｗ-１) ・適用しない

防音ドアセット，防音サッシ　 ・適用する(等級 　)　 ・適用しない

断熱ドアセット，断熱サッシ　 ・適用する(等級 　)　 ・適用しない

耐震ドアセット　　・適用する(面内変形追随性等級　　)　　・適用しない

材質　屋外　※SUS304　・SUS430JIL　・SUS443J1　・(　 ）
　屋内　※SUS304　・SUS430JIL　・SUS443J1　・(　 ）

表面仕上げ　 ※ＨＬ ・( 　）

曲げ加工　　 ※普通曲げ ・角出し曲げ

［5.6.2］

［5.6.3］

［5.6.4］

［5.6.5］

寸法

（７節　建具用金物）

金物の種類及び見え掛り部の材質　 ※図面図示する ・表5.7.1
樹脂製建具金物に使用する丁番　 ※表5.7.3による

［5.7.3］

［5.7.2］

握り玉，レバーハンドル，押板類，クレセント等の取付け位置
※図面図示による

［5.7.4］
・マスターキー ※製作する ・製作しない ・既存に合わせる

・鍵の本数 ※３本１組 ・（ ）

・鍵箱（既製品）　・用意する ・用意しない

7.性能及び構造

8.形状及び仕上げ

9.性能及び構造

10.材料

11.形状及び仕上げ

12.性能及び構造

13.材料

14.形状及び仕上げ

15.工法

16.材質，形状及び

17.取付け施工

18.鍵

備　　　考

ガラスブロックの表面形状，呼び寸法及び厚さ，壁用金属枠及び補強材，

ガラス留め材　・シーリング

・グレイジングガスケット（グレイジングビート形）
・グレイジングガスケット（グレイジングチャンネル形）

溝の大きさ　 ※建具製造所の仕様 ・( 　　)

板ガラス　　　材料はＪＩＳ規格品とし、厚さ・種類等は図面図示による。

寸法 ，形状等

積み

目地部の横力骨の納まり　　※製造所の仕様による ・図面図示による

化粧目地モルタル色　　 ・（ 　）

［5.13.2］

［5.13.3］

［5.13.5］

目地幅の寸法　　 ※5.13.5(2)(ｳ)(a)による ・( 　)

伸縮調整目地の位置　　 ※5.13.5(2)(ｳ)(b)による ・( 　)

金属製化粧カバーの材質，寸法，形状　　　　　　　※図面図示による

品質JIS A 5759による

飛散防止率　D1

名　　称 種　類 張り面 性能値

※内張り ・外張り第2種※ガラス飛散防止フィルム

（１３節　ガラス）

６

内
装
改
修
工
事［

６
章］

19.材料

20.ガラス溝の

21.ガラスブロック

22.ガラス用フィルム

８

環
境
配
慮
改
修
工
事［

９
章］

1.材料

・せっこうボード及びその他ボード面

（２節　下地調整）

・継目処理工法(新規) ※ＲＡ種 ・ＲＢ種 ・ＲＣ種

・コンクリ－ト面、押出成形セメント板　・ＲＡ種 ・ＲＢ種 ・ＲＣ種

・コンクリート面、ＡＬＣパネル面 ・ＲＡ種 ※ＲＢ種 ・ＲＣ種

・モルタル面、プラスター面 ・ＲＡ種 ※ＲＢ種 ・ＲＣ種

・亜鉛めっき鋼面 ・ＲＡ種 ※ＲＢ種 ・ＲＣ種

・鉄鋼面 ・ＲＡ種 ※ＲＢ種 ・ＲＣ種

・木部 ・ＲＡ種 ※ＲＢ種 ・ＲＣ種

・上記以外 ・ＲＡ種 ※ＲＢ種 ・ＲＣ種

塗料のホルムアルデヒド放散量

※F☆☆☆☆（ 屋内 ） ・（ 　　）

防火材料の指定

・指定する　※　屋内の壁及び天井の塗料仕上げ材は防火材料とし、建築

2.下地調整の工程
種別

［7.1.3］

［7.2.2～7］
［表7.2.1～7］

（１節　共通事項）

　基準法に基づく指定又は認定のあるものとする。

・指定しない

７

塗
装
改
修
工
事［

７
章］

3.塗料種別

4.錆止め塗料塗り

　屋内　　※Ａ種

　屋内水系塗料(EP-G)　 ・Ａ種 ※Ｂ種

（３節　錆止め塗料塗り）

・鉄鋼面　屋外 ※Ａ種

・鉄鋼面　・新規　見え掛り部 ※Ａ種 ・Ｂ種 ・Ｃ種

　　見え隠れ部　 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ｃ種

・亜鉛めっき鋼面 ※Ａ種 ・Ｂ種

　屋内水系塗料(EP-G)　 ※Ｃ種

・亜鉛めっき鋼面

　鋼製建具等　新規　　 ※Ａ種 ・Ｂ種 ・Ｃ種

　上記以外　　塗替え　 ・Ａ種 ・Ｂ種 ※Ｃ種

・塗替え ・Ａ種 ・Ｂ種 ※Ｃ種

［7.3.2］
［表7.3.1･2］

［7.3.3］
［表7.3.3･4］

5.塗料の種類

（４節　合成樹脂調合ペイント塗り(ＳＯＰ））

※１種 ・２種

10.耐候性塗料塗り

［7.4.2］

6.工程種別
［7.4.3～5］
［表7.4.1～3］

　 その他の塗替え、新規　・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種

・亜鉛めっき鋼面 　表7.4.3　鋼製建具の塗替え　　  ※Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種

9.工程種別

8.工程種別

（６節　フタル酸樹脂エナメル塗り（ＦＥ））

［7.6.2］
・木部 ※表7.6.1による

・鉄鋼面、亜鉛めっき鋼面 ※表7.6.2による

7.工程種別
［7.5.2］

表7.5.1　　・Ａ種　　※Ｂ種

（５節　クリヤラッカー塗り（ＣＬ））

・木部 ※表7.4.1による 　屋外　※Ａ種　 ・Ｂ種 ・Ｃ種

 屋外　・Ａ種　 ※Ｂ種 ・Ｃ種

・鉄鋼面 　表7.4.2　・Ａ種　 ※Ｂ種 ・Ｃ種

［7.7.2］

（７節　アクリル樹脂系非水分散形塗料（ＮＡＤ））

表7.7.1　 ・Ａ種 ※Ｂ種

（８節　耐候性塗料塗り（ＤＰ））

（１４節　木材保護塗料塗り（ＷＰ））
16.工程種別 表7.14.1　　・Ａ種　　※Ｂ種

［7.14.2］

適用箇所 上塗り塗料等級

・亜鉛めっき鋼面

・鉄鋼面

・ｺﾝｸﾘｰﾄ面

下地調整 種別

・押出成形ｾﾒﾝﾄ板

・表7.2.2　ＲＡ種

・表7.2.2　ＲＢ種

・表7.2.2　ＲＣ種

・表7.2.3　ＲＡ種

・表7.2.3　ＲＢ種

・表7.2.3　ＲＣ種

・表7.2.6　ＲＢ種

・表7.2.6　ＲＣ種

・Ａ種

・Ｂ種

・Ｃ種

・Ａ種

・Ｂ種

・Ｃ種

・Ａ－１種
・Ｂ－１種
・Ｃ－１種
・Ａ－２種
・Ｂ－２種
・Ｃ－２種

・１級(ふっ素樹脂)

・２級(ｼﾘｺﾝ樹脂)

・３級(ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂)

・１級(ふっ素樹脂)

・２級(ｼﾘｺﾝ樹脂)

・３級(ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂)

・１級(ふっ素樹脂)

・２級(ｼﾘｺﾝ樹脂)

・３級(ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂)

［7.8.2～4］
［表7.8.1～3］

（９節　つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ－Ｇ））

11.工程種別

［7.9.2～5］
［表7.9.1～4］

・ｺﾝｸﾘｰﾄ面、ﾓﾙﾀﾙ面、ﾌﾟﾗｽﾀｰ面、石こうﾎﾞｰﾄﾞ面、その他ﾎﾞｰﾄﾞ面等

・亜鉛めっき鋼面(屋内)　表7.9.4 ・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種

・鉄鋼面(屋内) 　表7.9.3 　 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ｃ種

・木部(屋内) 　表7.9.2　 新規　 ※Ａ種 ・Ｂ種 ・Ｃ種

　　塗替え　 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ｃ種

12.工程種別
［7.10.2］

表7.10.1　　・Ａ種　　※Ｂ種　　・Ｃ種

（１０節　合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ））

※塗替えの場合のしみ止め（※7.9.2(2)による）

　表7.9.1　 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ｃ種

13.工程種別
［7.11.2］

表7.11.1　　・Ａ種　　※Ｂ種　　・Ｃ種

（１１節　合成樹脂エマルション模様塗料塗り（ＥＰ－Ｔ））

14.工程種別
［7.12.2］

表7.12.1　　・Ａ種　　※Ｂ種

（１２節　ウレタン樹脂ワニス塗り（ＵＣ））

15.工程種別
［7.13.2］

※表7.13.1による

（１３節　オイルステイン塗り（ＯＳ））

※塗替えの場合のしみ止め（※7.9.2(2)による）

（１節　共通事項）

・壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う

※図示の範囲

・既存のまま

※図示の範囲

1.改修範囲
［6.1.3］

既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井、壁、床の改修範囲

※図示の範囲

天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井の改修範囲

天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修

・壁面より両側600mm程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う

既製目地材  ※使用しない  ・使用する(形状は図面図示による)

床の目地　　・設置する 　種類　※押し目地　 ・( 　　）

目地の位置　※床タイルは縦･横とも４ｍ以内　　・( 　)
［6.16.2］

・密着張り 　5～8
1枚ずつ張る

・改良積上げ張り
小口以上

二丁掛け以下

・改良圧着張り 下地側4～6
ﾀｲﾙ側 3～4

25mm角を超え
小口未満

･ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ
・ﾏｽｸ張り 　3～4

小口未満 ・ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り 　3～5

ﾕﾆｯﾄ毎に張る

塗厚(mm)
ﾀｲﾙの大きさ

備考

張付けモルタル
工　法

－ ・改良積上げ張り 13～18 1枚ずつ張る･内装ﾀｲﾙ

種類
ﾀｲﾙの

形状、寸法、耐凍害性の有無、耐滑り性、施工箇所　 ※図目図示による

色　　　　　　　　　・標準色　　　・特注色

役物　　　　　　　　・適用する　　・適用しない

試験張り　　　　　　※行わない　　・行う

下地及びタイルごしらえ ・目荒し工法（高圧水洗） ・( 　)

［6.16.3］
［表6.16.4］

　7～10･外装ﾀｲﾙ

既存の埋込みインサート

・使用する(吊りボルト引抜き試験　・行う ・行わない)

・使用しない

あと施工アンカー引抜き試験

・行う(引抜き強度：屋内400N以上，屋外　　N以上)　・行わない

天井のふところが１．５ｍ以上の場合の補強

天井のふところが３ｍを超える場合の補強

天井下地材における耐震性を考慮した補強

※図面図示による ・（ 　）

屋外の軽天井、ピロティ天井等における耐風圧性を考慮した補強

※図面図示による ・（ 　）

※図面図示による ・（ 　）

［6.6.4］

（６節　軽量鉄骨天井下地）

　特定天井、天井材の単位面積当たりの質量が20kg/m2を超える天井、水平でない

野縁等の種類

　　屋内　　※１９形 ・２５形

　　屋外　　・１９形 ※２５形

野縁受、吊りボルト及びインサートの間隔

　　屋内　　※900mm　周辺部は端から150mm以内　・( 　)

　　屋外　　※図面図示による ・( 　)

野縁の間隔

　　屋内　　※表6.6.2による ・（ 　　）

　　屋外　　※図面図示による ・（ 　　）

［6.6.1］

［6.6.2］

［6.6.3］
［表6.6.2］

天井及びシステム天井によるものは本節を適用しない。

2.一般事項

3.材料

4.形式及び寸法

5.工法

吊ボルトの間隔が900mmを超える照明器具･ダクト開口部の補強方法

6.材料［6.15.3］

7.工法［6.15.6］

8.伸縮調整目地

9.セメントモルタ
ルによるタイル
張り

福岡市 財政局 アセットマネジメント推進部 施設建設課

1.除去工事共通事項

石綿含有建材除去後の仕上げ工事  　※図面図示による

（１節　石綿含有建材の除去工事）

2.施工調査
［9.1.1］

調査範囲　　※図面図示による（施工範囲）　・（ 　）

石綿作業主任者，特別管理産業廃棄物管理責任者を選定した際は、資格証明書の

3.石綿含有吹付材除
去工事

［9.1.3］
※ 9.1.3(2)(ｱ)による

※ 手ばらし
［9.1.5］ 処分方法

4.石綿含有保温材等
の除去

［9.1.4］ ・9.1.3による（手ばらし以外の場合，石綿含有吹付材に準ずる）

※ 原形のまま手ばらし

飛散防止措置　※湿潤化　 ・固形化

・中間処理（溶融処理又は無害化処理）

処分方法　　 ※管理型 終処分場で特別管理型産業廃棄物として埋立処分

飛散防止措置　※湿潤化　 ・固形化

・中間処理（溶融処理又は無害化処理）

処分方法　　 ※管理型 終処分場で特別管理型産業廃棄物として埋立処分

適用基準　※「アスベスト（石綿）除去改修工事仕様書」(福岡市財政局)

石綿含有建材の除去にあたり、あらかじめ事前の施工調査を行う

　分析による石綿含有調査　・行う（下表による）　 ・行わない

・ ・
※X線回折分析

1材料あたりの試料数材　料　名 調査方法

※ ３

・行わない

はその規制に従う。

石綿粉じん濃度測定 　　※行う（測定箇所数（ 　箇所））

監督員と協議する。除去工事を行う当該建物の敷地境界において、規制のある場合
　測定は、「アスベスト（石綿）除去改修工事仕様書」に定める方法をもとに

除去工法　　 ※「アスベスト（石綿）除去改修工事仕様書」

除去工法　　 ※「アスベスト（石綿）除去改修工事仕様書」

除去工法　　 ※「アスベスト（石綿）除去改修工事仕様書」5.石綿含有成形板等
の除去

・せっこうボード ※管理型 終処分場で埋立処分

塗材の除去
6.石綿含有外壁仕上

・成形板等(せっこうﾎﾞｰﾄﾞ除く)　※安定型もしくは管理型 終処分場で

石綿含有産業廃棄物として埋立処分

・中間処理（溶融処理又は無害化処理）

除去工法　　 ※「アスベスト（石綿）除去改修工事仕様書」

処分方法　　 ・安定型もしくは管理型 終処分場で石綿含有産業廃棄物として
埋立処分

　ｃ 施工範囲と工事管理区分の確認　ｄ 廃棄物等の搬出方法　ｅ 仮設計画

　ａ シーリング使用部位の確認　b シーリングの長さの確認

処分にあたり、あらかじめ次の事項について調査等を行うこと。

（2）施工調査等　　　調査範囲　  ※図示　　・(　　　　)

採取箇所数　※部材が異なる毎に1箇所 ・図示 ・( 　)

採取箇所　　※外壁目地　　・図示 ・( 　　)

・現場においてサンプルを採集

　　ること。

シーリング材のサンプルについて、専門分析機関で分析を行うこと。

　分析によりPCBの含有が確認された場合は施工調査等を行い、適切に処理す

（1）事前調査等
グ材処分

7.PCB含有シーリン

調査結果は、監督員に提出する。

写しを監督員に提出し、承諾を受ける。
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日付  令和    ．    ．

工事名

図面名

１.快適トイレの設置の試行

　　受注者は，現場に以下の(1)～(11)の仕様を満たす快適トイレの設置に努めること。

　必須ではない。

　 (12)～(17)については，満たしていればより快適に使用できると思われる項目であり，

　【快適トイレに求める標準仕様】

　　(1)洋式便座

　　(2)水洗機能(簡易水洗，し尿処理装置付き含む）

　　(3)臭い逆流防止機能(フラッパー機能)

　 　　(必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取ること)

　　(4)容易に開かない施錠機能(二重ロック等)

　　　 (二重ロックの備えが無くても容易に開かないことを製造者が説明できるもの)

　　(5)照明設備(電源が無くても良いもの)

　　(6)衣類かけ等のフック付，又は，荷物置き場設備機能(耐荷重5kg以上)

　【快適トイレとして活用するために備える付属品】

　　(7)現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示

　　(8)入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等)

　　(9)サニタリーボックス(女性専用トイレに限る)

　　(10)鏡付きの洗面台

　　(11)便座除菌シート等の衛生用品

　【推奨する仕様，付属品】

　　(12)室内寸法900×900mm以上(半畳程度以上)

　　(13)擬音装置

　　(14)着替え台(フィッティングボード等)

　　(15)フラッパー機能の多重化

　　(16)窓など室内温度の調整が可能な設備

　　(17)小物置き場等(トイレットペーパー予備置き場)

２．設置に要する費用

　　 設置に要する費用については，当初は計上していない。受注者は，快適トイレの設置

　 にあたっては，第1項に定める仕様を満たすことを示す書類を添付し，監督職員と協議の上，

　 規格・基準等の詳細について決定することとし，設計変更時において，支出実態のわかる

　　 なお，設計変更数量の上限は，男女別で各1基ずつ2基/工事までとする。

　　 また，運搬費は共通仮設費(率)に含むものとする。

努めることとし，その感染拡大防止に係る対策について，監督員と協議の上，

請負代金額の変更や工期の延長等が必要と認められる場合は，設計変更の対象とする。

　受注者は，本工事の実施にあたり，新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に十分に

その実績が分かる資料（写真，領収書等）を監督員に提出すること。

　なお，設計変更にあたっては，感染拡大防止対策について施工計画書に記載するとともに，

Ⅸ．快適トイレの設置の施行に関する特記仕様書

Ⅹ．新型コロナ感染症の拡大防止対策

外壁改修工事特記仕様書（４）

５福岡市 財政局 アセットマネジメント推進部 施設建設課

ⅩⅠ．法定外の労災保険の付保

　本工事において，受注者は政府労災保険への加入義務がある場合，法定外の労災保険に

付さなければならない。また，保険契約を締結した際はその証券又はこれに代わるものを

監督員に提示すること。

令和２年度以降の改定

R2.11. 1　　法定外の労災保険の付保義務及びその状況確認について
ⅩⅠ．法定外の労災保険の付保

R2. 6. 1　　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に係る設計変更について　
Ⅹ．新型コロナ感染症の拡大防止対策

　 資料により監督職員と協議する。

R2.11.24　　快適トイレの設置に要する費用の文言修正

　　※　工事完成後，事務手続き，後片付け等のみが残っている期間。　なお，工事が完

１．現場代理人の常駐義務について（該当事項○印）

２．現場代理人の常駐義務緩和期間について

　・ 本工事における現場代理人については，工事現場における常駐を要する工事である。

　・ 工事請負代金が3,500万円（建築一式工事：7,000万円）以上となる場合，本工事にお

　　ける現場代理人については，工事現場における常駐を要する工事である。

　　※　請負契約の締結後，現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置，資機材

　　　の搬入または仮設工事等が開始されるまでの期間）

　　　なお，現場施工に着手する日については，請負契約締結後，監督員との打ち合わ

　　　せにおいて定める。

　　　成した日は，受注者が工事が完成した旨，発注者に通知した日とする。

　　※　工事の全部の施工を一時中止している期間

　　※　工場製作のみが行われている期間

　　1．により現場代理人の常駐を要する工事であっても，下記に示す期間については，常

　駐を要しないものとする。

Ⅲ．現場代理人及び技術者の適正配置について

　務を負う旨を定めなければならない。

１．本工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合，受注者は，調

　査票等に必要事項を正確に記入し市に提出する等，必要な協力を行わなければならない。

　また，本工事の工期経過後においても，同様とする。

２．調査票等を提出した事業所を発注者が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受注者が

　なった場合，受注者は，その実施に協力しなければならない。また，本工事の工期経過後

　においても，同様とする。

３．公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう，受

　注者は，労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等，

　日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。

４．受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には，受注者は，当該下請工事

　の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）が前３項と同様の義

Ⅴ．公共事業労務費調査に対する協力

【適　用】（適用事項○印）

・地下埋設物が予想される場所において、工事を実施する場合

・オールケーシング工事の場合

　　１）工事箇所に近接する地下埋設物等について，その種類，位置，形状，深さ，構造等を

　　　確認し，工事による影響について管理者と協議のうえ検討を行うものとする。

　　　なお、対策が必要となった場合には，監督員と協議を行うものとする。

　　２）近接の範囲については，各管理者によって異なるため，管理者と協議を行うものと

　　　とする。

　　１）オールケーシング工法の圧入・掘削時に，異常音・回転トルクの上昇等の異変が確認

　　　された場合は，作業を中止し，原因の確認を行うものとする。

　　２）オールケーシング工法のコンクリート打設時に，コンクリートが予定通りに打ち上が

　　　ってこなかった場合は，作業を中止し，原因の確認を行うものとする。

　　３）工事の施工中に上記１．２．が発生した場合，現場代理人は，直ちに監督員に連絡し，

　　　協議を行うものとする。

　　　成し，監督員へ提出するものとする。

　　１）工事箇所に地下埋設物がある場合，工事着手前にその種類，位置，形状，深さ，構造

　　　等をそれらの管理者が有する資料（台帳，完成図等）と照合し確認するものとする。

　　　　特に，破損による影響が広範囲に及ぶ重要な地下埋設物については，管理者と協議を

　　　行い詳細な確認を行うものとする。

　　２）必要に応じて試掘，ボ－リング及び地中探査等原位置での調査を，監督員と協議のう

　　　え実施するものとする。

　　３）地下埋設物の確認については，別紙様式により行い，結果を監督員へ報告するものと

　　　する。

　（３）暑さ指数（ＷＢＧＴ値）の計測装置

　１．工事着手前における地下埋設物調査の徹底について

　２．近接工事に関する確認・対策の徹底について

　１．作業中止の判断基準について

　　受注者は，熱中症対策として，以下の項目を実施する場合は，使用や費用が分かる資料（

　カタログ・見積等）を監督員に提出の上，必要な設置期間等を協議することとし，その費用

　については設計変更の対象とする。

　（１）遮光ネット（足場に設置するものに限る）

　（２）ドライミスト

　　なお，上記熱中症対策の実施後，実績が分かる資料（写真等）を監督員に提出すること。

Ⅶ．地下埋設物調査等に関する特記仕様書

Ⅷ．熱中症対策

　　４）工事着手前に，上記１～３の事項を盛り込んだ，施工の実態に応じた施工計画書を作

　　　①　設計変更額が当初設計金額の２０％を超えるもの

工事請負契約書に定める設計変更に伴う契約変更の手続きは，下記のとおりとする。

　　ただし，軽微な設計変更に伴うものは，工期の末（複数年度にわたる工事にあっては，

　　　③　その他上記に準ずる重要なもの

　　　②　構造，工法，位置又は断面等の変更で重要なもの

　契約変更の時期について

　　各会計年度の末，または工期の末）に行うことができるものとする。

　軽微な設計変更とは，原則として次に掲げるもの以外をいう。

Ⅵ．設計変更にかかる取り扱い

　　　設計変更に伴う契約変更の手続きは，その必要が生じた都度，遅滞なく行うものとする。

第３条　　不備が発覚した場合の措置

（１）工事成績評定での減点処置

（２）請負代金の支払い

（３）悪質なケ－ス

　　監督課、検査課が連携し減点措置を行う場合がある。

　　書類が完備するまでは検査完了として取り扱わず、請負代金の支払い事務を開始し

　ないものとする。

　　虚偽の記載や一括下請等悪質なケ－スが判明した場合は、関連部署と協議の上、建

　設業許可部局への通知や指名停止等の措置を行う場合がある。

５．特例監理技術者の配置について（該当事項○印）

・ 本工事は、特例監理技術者（建設業法第２６条第３項ただし書の規定の適用を受ける

　 監理技術者）の配置は認めない。

　　工事請負代金が3,500万円（建築一式工事：7,000万円）以上となる場合における、主

　任技術者、監理技術者又は特例監理技術者を配置する場合における監理技術者補佐は、

　建設業法に基づき専任を要する。

　　ただし、下記に示す期間については、工事現場への専任を要しない。

３．主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐の専任を要しない期間について

　　※　請負契約の締結後，現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置，資機材

　　　の搬入または仮設工事等が開始されるまでの期間）

　　　なお，現場施工に着手する日については，請負契約締結後，監督員との打ち合わ

　　　せにおいて定める。

　　※　工事完成後，事務手続き，後片付け等のみが残っている期間。　なお，工事が完

　　　成した日は，受注者が工事が完成した旨，発注者に通知した日とする。

　　※　工事の全部の施工を一時中止している期間

　　※　工場製作のみが行われている期間

４．配置技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係について

　　建設工事の適正な施工を確保するため、配置技術者（主任（監理）技術者、特例監理

　技術者、監理技術者補佐）については、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係に

　　○　一般競争入札による工事の場合は，入札参加資格確認申請の日以前に３か月以上

　　　の雇用関係にあること。

　　　雇用関係にあること。

　　　ること。

　　○　指名競争入札による工事の場合は，入札の執行日（開札日）以前に３か月以上の

　　○　随意契約による工事の場合は，見積書の提出日以前に３か月以上の雇用関係にあ

　ある者を配置しなければならない。なお，ここでいう「恒常的な雇用関係」とは，次の

　要件を満たす必要がある。

（１）下請契約を締結した場合は、「施工体制台帳」及び「工事作業所災害防止協議会

（２）下請契約を締結しない場合は、施工計画書等により確認する。

（３）施工体制に変更が生じた場合は、上記書類をそのつど提出すること。

第２条　　施工体制の確認に関する点検

（１）抜き打ち点検

（２）検査時における点検

　本工事の施工体制の確認は以下の方法により行う。

　　兼施工体系図」を基に確認する。

　　（施工体制台帳）

　　　施工計画書に添付せずに、施工体制台帳の写しを単体で提出すること。

　　（工事作業所災害防止協議会兼施工体系図）

　　　①施工計画書ではなく、施工体制台帳に添付すること。

　　　②工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆の見やすい場所に掲示すること。

　　一括下請など施工体制に関する点検を抜き打ちで行う場合がある。

　　Ⅰ 10.その他（10）で適用する中間技術検査等、各段階の検査時において点検を行う。

第１条　　施工体制の確認方法

Ⅳ．施工体制の確認

・本工事は、次の要件に該当する場合、特例監理技術者（建設業法第２６条第３項ただし

　 書の規定の適用を受ける監理技術者）を配置することができる。

　　 ○　本工事の当初請負金額が3億円未満である場合

R3. 2. 1　　建設業法改正による取扱いの変更　
Ⅲ．現場代理人及び技術者の適正配置について



Ｎo.

日付  令和    ．    ．

工事名

図面名

６

承諾コンクリートブロック

承諾

承諾

空調機の間接排水配管工事

同上に伴なう二次側配管、配線

（トラップは機器工事）

工    事    項    目 衛生

はり、床、壁の貫通スリーブ

壁埋込器具盤の仮枠又はボード切込

発電気減圧水槽及び冷却水槽への給水管

同上に伴なう補強

自立盤、トランス、発電気等のコンクリート

○

同上に伴なう補強

空調 水処理電気

別途工事盤類の取付

昇降機建築

○

○

屋上集熱器設備工事

○

○

○

○ ○

○

○

○

煙突工事（内部ライニング含む、コンクリー

○

○

建築 水処理

○

電  気  工  事

空調

○

○

身障者用便所の手すり

照明付化粧鏡への電源接続工事

○

○

二重スラブ内連通管及び通気管（湧水槽等）

○

○

○汲取便槽

同上煙突

煙突内部排水配管（目皿含む）

電気

○

○

○

○

ト躯体）

空調

○

○

建築

○

水処理工    事    項    目

○

昇降機

○

建物廻り側溝以降の雨水排水設備

○

衛生

ルーフドレーン及び縦樋（ＧＬ－２００迄）

建物廻り雨水側溝の接続（側溝と側溝）工事

○

（消音、保温共）

壁付換気扇の取付用穴明

○

鉄筋コンクリート造躯体貫通部（設備工事用）

コンクリート造のチャンバ及びダクト

○

○

○

壁付換気扇の取付及びガラリ、フードの取付

○

ドア並びに間仕切壁のガラリ、製作取付

○

設備配管吊りボルト用インサート類

パイプシャフト、及び天井の点検口製作取付 ○

床上機器用コンクリート仕上

建物外壁に取付く、ガラリ（吸気・排気）の

型）

各水槽の蓋製作取付

スピーカー、天井埋込換気扇、取付の為の枠

（仕上げは除く）

吹出口、吸込口、並びに埋込照明器具、埋込

サービスタンク、油ポンプ廻り防油提築造

縦樋以降配管（継ぎを含む）

建  築  工  事  関  係

同上穴明工事

厨房内排水溝

同上用スリーブ並びに箱入れの穴埋補修

床上機器用コンクリート基礎工事

の補強筋工事

○

（設備工事用）と補強

○

○

鉄骨造（ＳＲＣ造も含む）鉄骨貫通部開口

煙導製作取付、煙突接続（空隙耐火材詰め

（設備工事用）

機器操作盤への一次側電源供給工事

防火区画貫通部のダクト､配管等の防火養生

含む）（発電気用含む）

電気

○

○

天井埋込器具取付箇所のボード切込

同上コンクリート基礎仕上

建築

○

同上に伴なう下地補強

工    事    項    目

○

○

Ａ.Ｌ.Ｃ板穴名工事（設備工事用）

○

○

○ ○○

○

昇降機 水処理衛生

○

○

○

（木造、プレハブ、ＳＲＣ等）

Ａ.Ｌ.Ｃ板貫通部の補修（設備工事用）

空調

○

盤類器具類（衛生器具）取付の枠組と補強

○

○

○

○

○

責任をもってあたること。

工    事    項    目
工事区分表

照明器具､幹線等の吊りボルト用インサート２）工事区分表は○印のついたものを適用する（特記ある場合は除く）

回転方向等の確認

○

別途工事機器への接続（直接接続に限る）

○

○

○

○

○

電気衛生空調 水処理建築 昇降機

テレビアンテナマスト、避雷針等のコンク

身障者用便所使用灯、鍵連動装置取付

ファンコイルユニット用操作スイッチ取付

防火シャッター警報ブザー用リミットスイッ

防火扉用レリーズの取付

防火シャッター､防火垂壁用レリーズの取付

配管類の防火区画貫通部の補修

リート基礎

同上  コンクリート基礎仕上

チ取付

○

及び配管､配線

○同上に伴なう一･二次側配管、配線共  通  事  項

同上電源接続及び操作スイッチ取付

○

電動暗幕装置

配線ピット

同上用蓋

○

ハロン消火設備連動のファン等の停止回路

○

同上制御盤迄の１次側配線、配管（電源供給）

○

衛  生  工  事  関  係

○

○

○

○

○

○

高架水槽用基礎（仕上共）

大便器用箱入れ位置（墨出し）

大便器用箱入れ

同上用補強工事

消火栓ボックス用箱入れ（補修は除く）

ステンレス製流し台

高架水槽用架台

同上流し排水管接続

同上用補強工事

（Ｖ.Ｐ管接続用トラップ含む）

同上流し排水トラップ取付

造り付け各種流し台

消火栓ボックスの起動押ボタン及び表示灯

化粧棚及び化粧鏡

ハロン消化設備

（ガス圧ダンパー制御配管含む）

浴槽並びに風呂釜

洗濯機用パン（排水トラップ共）

グリーストラップ（既製品）

消火ポンプ起動回路及び表示灯回路

スラブ開口及び補強工事

取付並びに配線、配管

昇降機機械室床軽量コンクリート仕上並びに

（人研・コンクリート等）

○

簡易水洗便器の止水栓（器具接続迄）

昇  降  機  工  事  関  係

同上用紙巻器（取付具）

消火栓ボックスの取付

非水洗及び簡易水洗の便器

同上補修

同上補修後の仕上工事

乗場廻り（扉、三方枠）、仮枠

壁貫通ダクト補強工事

壁付けレンジフード（取付共）

レール取付用ブラケット、プレート共

空  調  工  事  関  係

昇降機中間ビームの取付（鋼構造の場合）

乗場敷居持出コンクリート工事

荷揚用フック取付工事

膨張タンク基礎（仕上共）

工    事    項    目

工    事    項    目 水処理

○

衛生 電気空調 昇降機建築

建築 水処理昇降機

○

電気

工    事    項    目 衛生

○

衛生

昇降機電気

○

○

○

壁取付換気扇（取付共）

厨房器具用フード囲い（化粧板含む）

○

○

空調

○

○

○

○

監督業務

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

防火ダンパー用レリーズの取付

上記3項目に伴なう配管､配線

○

○

○

○

○

○

○

監    督    項    目

○

主    旨

い、軽微なものについては監督員の指示に従い入念に施工する。

○

一般事項

事      項

監    督    項    目

○

○

事      項 処理

○

立会、承諾、指示、協議等を受けなければならない。

区  分 区  分

○

監    督    項    目

発生材の処理

災害及び公害の恐れのある

事      項 処理区  分

軽微な変更

別途工事

疑義

ベンチマーク

色・柄

施工計画書

実施工程表

電気保安技術者

技能士

試験所

地中障害物

試験杭（試験掘削）

施工中の異状

埋戻し・盛土

溶接技術者等

工法

杭

加工・組立

管理

加工図

木材

記録等

屋根葺材

打設計画

工法

各材料

葺方

工法

とい

各材料

承諾

承諾

承諾

承諾

承諾

承諾

承諾

承諾

指示

指示

指示

承諾

承諾

承諾

承諾

承諾

指示

協議

指示

承諾

協議

承諾

承諾

検査

検査

検査

検査

承諾

承諾

検査

協議

承諾

検査

立会

準備

管理

現場

施工

工程

管理

処理

○

○

建物内の排水溝並びに配管配線用ピット及び、

材料

準備

施工
場合の処理

材料

準備

施工

組みと補強

材料

施工

施工

材料

材料

○

製作取付（防虫網取替可能型）（ダクト接続

基礎

危険物貯蔵所 承諾

協議

協議

検査

協議

協議

工 
 

種

一
般
共
通
事
項

工 
 

種

仮
設
工
事

土
工
事

工 
 

種

木
工
事

屋
根
及
び

と
い
工
事

金
属
工
事

　本基準は工事請負契約の本旨に基づき市監督員の監督業務の範囲を示すものであり、

　本監督基準並びに設計図書に明記なき事項又は疑義ある場合には監督員と協議を行

防腐・防蟻

防虫

注１）○印をしたものは本工事に於ける監督項目を示す。

注２）上表の○を付したもの以外でも監督員が必要と認めた場合は適宜監督業務を行う。

施工図

塗料

工法

工法

内装材

硝子

建付調整

養生

サッシ

建具金物

製作金物

建付調整

建具

建具金物

植樹

黒板

内・外柵

舗装

側溝縁石等

遊具施設

製作家具

工    種

養生

承諾

承諾

承諾

検査

承諾

承諾

承諾

検査

承諾

承諾

承諾

承諾

承諾

敷地境界標

処  理

承諾

承諾

承諾

承諾

承諾

承諾

承諾

承諾

承諾

立会

施工

承諾

材料

材料

施工

施工

材料

材料

施工

施工

承諾プレキャスト

施工

カーテンウォール 承諾

コンクリート

承諾施工

承諾

材料
性能

取付

承諾

各材料

排水

承諾

建
具
工
事

塗
装
工
事

内
装
工
事

カ
ー
テ
ン
ウ
ォ 

ー
ル
工
事

雑
工
事

屋
外
附
帯
工
事
・
そ
の
他

金
属
製

木
製

硝
子

施工図
材料

施工

左
官
工
事 外壁タイル下地確認 報告

標準仕様書のうちの監督業務に代わるものである。

　本工事受注者は当監督基準を熟知の上、下記に示す監督項目につき監督員の検査、

１）本工事施工中は、別途工事受注者と連絡を密にし、工事の進捗等に支障なきよう

鉄骨耐火被覆（ロックウール成形板等）の穴明

試験掘削

コンクリート

施工管理技術者

鉄筋加工組立

鉄筋

コンクリート打設

承諾

承諾

立会

検査

承諾準備

深さ・支持地盤 検査

既
製
コ
ン
ク
リ
ー
ト
杭
・
鋼
管
杭

施工

完了

立会

検査

指示杭の精度

建込み

施工記録 報告

施工記録 報告

検査支持地盤

材料

杭心（コラム心）

施工図・現寸図・見本

施工

材料

深さ・支持地盤

固化材・添加量

検査

承諾

施工

地
盤
改
良

場
所
打
ち
コ
ン
ク
リ
ー
ト
杭

準備 溶出試験 指示

施工記録 報告

立会

地
業
工
事

工法

石材

割り付

工法

陶磁器質タイル

防水施工

保証書

割り付

防水仕様 承諾

検査

承諾

承諾

承諾

承諾

承諾

承諾

承諾

施工

材料

施工

材料

材料

・
Ａ
Ｌ
Ｃ
パ
ネ
ル
・
押
出

防
水
工
事

石
工
事

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク

成
形
セ
メ
ン
ト
板
工
事

タ
イ
ル
工
事

施工

接着力試験 指示

外観の確認 報告

鉄
骨
工
事

承諾

承諾

縄張り

遣方

根切り底

施工図

コンクリートブロック積み
施工

押出成形セメント板

材料 ＡＬＣパネル

鉄筋 承諾

承諾

承諾

製作工場 承諾

工作図 承諾

承諾

溶接技能資格者 承諾

鋼材等 承諾材料

超音波探傷試験機関 承諾

準備

施工管理技術者 承諾

溶接管理技術者

溶接（試験成績表）

製作 承諾

承諾

建方完了

製品受入 検査

検査

施工
検査

高力ボルト接合

溶接接合

検査

検査スタッド溶接

工作

準備
承諾コンクリート工場

コンクリート配合計画書

型枠（せき板）

承諾

型枠取外し

鉄筋組立

打込み

圧接技能資格者

型枠建込組立

立会

検査

検査

検査

承諾

指示試験(材齢28日強度試験は公的機関)

仕上り及びかぶり厚さの確認 報告

ガス圧接

施工

混和材料 承諾

材料

コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事

外壁改修工事監督基準

福岡市 財政局 アセットマネジメント推進部 施設建設課

外壁改修工事監督基準

○



（ ４ ）そ の 他

2, 300

800( 300)

表示 灯〃

・ 無 ・ 有 　 （ 　 ）

　 改 造 依 頼 の 製 造 メ ー カ 指 定

項 　 　 　 目 特 　 　 記 　 　 事 　 　 項

　 １ ．

章

機 材

テ レ ビ ア ン テ ナ マ ス ト の 基 礎

は り 、 床 、 壁 、 貫 通 ス リ ー ブ

同 上 に 伴 う 補 強

埋 込 型 分 電 盤 、 端 子 盤

プ ル ボ ッ ク ス の 仮 枠

同 上 に 伴 う 補 強

天 井 埋 込 器 具 取 付 箇 所 の

天 井 ボ ー ド 切 込

同 上 に 伴 う 下 地 補 強

発 電 機 の 基 礎

自 立 盤 、 ト ラ ン ス の 基 礎

配 線 ピ ッ ト

同 上 用 蓋

吊 ボ ル ト 用 イ ン サ ー ト

別 途 機 器 等 へ の 接 続

（ 直 接 接 続 に 限 る ）

点 検 口

空 調 室 外 機 電 源 工 事

空 調 室 内 機 電 源 工 事

天 井 補 修

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

取   合   区   分 本 　 工 　 事 設  備  工  事 建  築  工  事

別 途 工 事

・ 建 築 工 事 ・ 衛 生 工 事 ・ 空 調 工 事 ・ 昇 降 機 工 事

他 工 事 と の 取 合 区 分

機 器 の 取 付 け 高 さ （ 参 考 ）

照 明 器 具 、 幹 線 等 の
・

・

 （・ の つ い た も の を 適 用 す る 。 ）

下 表 に よ る 。

工 事 名

図 面 名

電 気 工 事

課  長 係  長 係  員   日 　 付   

１  / 

 ６ ．

　 ７ ．

　 ８ ．

福 岡 市  財 政 局 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 推 進 部  設 備 課

〃

〃

〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

引込 開閉器

スイ ッチ

身障 者用スイッ チ

壁付 コンセント （一般）

〃 （和 室）

　〃 （土間）

表示盤

壁付発信器 ・押ボタン

電 源箱

身障者用呼 出ボタン

端子盤（室 内・埋込）

集合保安器 箱

保守用イン ターホン

壁掛型スピ ーカー

壁付アッテ ネータ

復 帰ボタン

受信 機・副受信 機

総合 盤

発信 器

ベル

表示 灯

液化 石油ガス用 検知器

直列ユニッ ト（一般）

機器収容箱

名　 称 測　 点

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃　　　　　 　（和室）

GL～ 中 心

FL～ 中 心

FL～ 中 心

FL～ 中 心

FL～ 中 心

FL～ 中 心

FL～ 上 端

FL～ 中 心

壁付位置ボ ックス( 一般 )

　　 ( 和室 )

FL～ 中 心

FL～ 下 端

取 付高( mm)

ベ ル・ブザー ・ﾁｬｲﾑ
 天 井 下

～  上 端

ブラ ケット照明

（ 注 ） 分 電 盤 等 が 露 出 の 場 合 は 盤 の 下 端 が 危 険 な 位 置 に な ら な い よ う に 取 り 付 け る こ と 。

電
力
・
幹
線
動
力

電

灯

自
　
火

報

テ
レ
ビ
共
同
受
信

通
信
・
拡
声

表

示

 天 井 下
～  上 端

名 称 取付高( mm)測　点

項 目 ま た は 、 地 域 社 会 へ の 貢 献 と し て 評 価 で き る 項 目 に 関 す る 事 項 に つ

い て 、 工 事 完 了 ま で に 所 定 の 様 式 に よ り 提 出 す る こ と が で き る 。

分電盤

制御 盤

手元 開閉器

警報 盤

操作 スイッチ

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 （ 学 校 の 場 合 、 廊 下 等 に 取 り 付 け る 盤 に つ い て は 、 下 端 ： 2, 000以 上 ）

( 小 型 や 樹 脂 製 の 分 電 盤 は 天 井 付 近 と す る )

12

テ

レ

ビ

共

同

受

信

設

備

　 壁 掛 型 （ ・ 縦 置 　 ・ 横 置 ） 　 窓 数 　 個

　 段 数 　 　 　 段

・ 露 出 形 ・ 埋 込 形ベ ル

表 示 盤

・ 消 防 設 備 用 ・ そ の 他 （ ）

型 式

し ゃ 断 器

操 作 方 式

変 圧 器

コ ン デ ン サ

直 流 電 源 装 置

・ 屋 内 開 放 　 ・ 屋 内 キ ュ ー ビ ク ル 　 ・ 屋 外 キ ュ ー ビ ク ル

・ Ｌ Ｂ Ｓ ・ Ｖ Ｃ Ｂ ・ Ｍ Ｃ Ｂ ・ Ａ Ｃ Ｂ

・ 手 動 操 作 ・ 電 磁 操 作 ・ 手 動 バ ネ 操 作

・ 油 入 自 冷 式 ・ 乾 式 ・ モ ー ル ド 式

・ 高 圧 　 ・ 低 圧 　 ・ 直 列 リ ア ク ト ル （ ・ 内 蔵 　 ・ 併 設 ）

・ 油 入 式 　 ・ モ ー ル ド 　 ・ 乾 式

　 型 式 　 　 ・ キ ュ ー ビ ク ル 式 ・ 架 台 式

高 低 圧 盤 監 視 盤

受

変

電

設

備

2

構

内

外

線

1

・ 要 ・ 不 要

配 線 方 式

地 中 埋 設 標 柱

ハ ン ド ホ ー ル 鉄 蓋 の 刻 印

地 中 ケ ー ブ ル の 保 護 管

埋 設 シ ー ト （ ダ ブ ル ）

・ 地 中 線 式 （ ・ 直 埋 式 　 ・ 管 路 式  ） ・ 架 空 線 式

・ Ｆ Ｅ Ｐ

ハ ン ド ホ ー ル 蓋

・ 市 章 ・ 電 気 ・ 電 話 ・ 通 信

・ プ ラ ス チ ッ ク （ 頭 部 橙 色 ） ・ 鉄 製 ピ ン

・ 簡 易 防 水   （  ・ Ｒ ２ Ｋ ・ Ｒ ８ Ｋ  ）

・ 完 全 防 水 （ ボ ル ト 固 定 式 ） （  ・ ２ ｔ ・ ８ ｔ  ）

章 特 　 　 記 　 　 事 　 　 項項 　 　 　 目

。

工 事 種 目 別 の 特 記 仕 様４ ．

　 　 章 及 び 項 目 は 番 号 に ○ 印 の つ い た も の を 適 用 。

　 　 特 記 事 項 の う ち 選 択 す る 事 項 は 　 ・ の つ い た も の を 適 用 す る

　 各 機 器 盤 類 は 製 作 図 を 提 出 し 承 諾 を 得 た 後 に 製 作 す る こ と 。

11

電

気

時

計

設

備

10

　 Ｄ Ｃ ２ ４ Ｖ 　 ３ ０ 秒 運 針 　 　 回 路 、 子 時 計 　 　 個

親 時 計

出 力

子 時 計

電 源 ・ 停 電 補 償 装 置 付

・ 壁 掛 型 ・ ブ ラ ケ ッ ト 型 ・ 吊 下 型

　 水 晶 発 信 型 　 　 ・ 壁 掛 型 ・ 自 立 型

イ
ン
タ

ホ
ン
設
備

｜

9

・ 同 時 通 話 型 ・ 交 互 通 話 型

方 式

通 話 方 式

・ 相 互 式 ・ 複 合 式 ・ 親 子 式

設

備

8

拡

声

電

話

設

備

7 ・ 電 子 式 自 動 交 換 機 （ ・ 中 継 台 式 　 ・ ）

・ 電 子 ボ タ ン 電 話

交 換 方 式

ロ ー テ ン シ ョ ン ・ 引 き 出 し 式 ・ モ ジ ュ ラ ー 式

電 話 機 ・ 一 般 型 　 ・ 多 機 能 型 （ ・ 停 電 補 償 あ り ・ 停 電 補 償 な し  ）

・ 卓 上 型 ・ 自 立 型 ・ 机 型 ・ 壁 掛 型

・ 非 常 放 送 と 兼 用 型

・ 一 元 （ １ ０ 回 路 ） 　 ・ 三 元 （ １ ０ 回 路 × ３ ）

・ Ａ Ｍ ・ Ｆ Ｍ

・ 天 井 埋 込 型 ・ 天 井 吊 下 型

・ 天 井 直 付 型 ・ 壁 掛 型

主 装 置

出 力

ラ ジ オ

ス ピ ー カ ー

リ モ コ ン マ イ ク

・ Ｗ 　 　 回 路

音 声 警 報 （ 火 災 受 信 機 連 動 ） ・ 基 本 ・ 標 準 ・ 特 殊

　 一 斉 ＋ 回 線

照

明

器

具

取

付

6

・ 収 納 形 ・ 露 出 形 ・ 埋 込 形

ケ ー ブ ル 配 線 の 場 合 の 位 置 ボ ッ ク ス 、 ジ ョ イ ン ト ボ ッ ク

ス の 仕 様 区 分 は 、 ケ ー ブ ル １ 本 を 配 管 （ ２ ５ ） １ 本 と み な

し て 金 属 管 配 管 の 場 合 に 準 ず る 。

・ 大 角 型 　 但 し 特 殊 コ ン セ ン ト は 除 く 。

大 角 形 を 原 則 と す る 。 但 し 特 殊 ス イ ッ チ は 除 く 。

　 埋 込 型 分 電 盤 か ら の 立 上 り 予 備 配 管 は 、 予 備 の 配 線 用 遮

・ 単 独 ・ ケ ー ブ ル の １ 線 使 用

断 器 ４ 個 以 下 の 場 合 １ 本 （ PF22） 、 ５ 個 以 上 は ２ 本 （ PF22）

を 天 井 ま で 立 上 げ る こ と 。

予 備 配 管

外 灯 の 接 地

ハ イ テ ン シ ョ ン

位 置 ボ ッ ク ス

埋 込 カ ラ ー コ ン セ ン ト

埋 込 カ ラ ー ス イ ッ チ

ト

設

備

5

電

灯

コ

ン

セ

ン

幹

線

動

設

備

4 　 盤 及 び 機 器 の 接 地 は 確 実 に 行 う こ と 。

・ 要 （ ） 　 ・ 不 要

盤 及 び 機 器 接 地

自 立 盤 の 基 礎

盤 類 製 造 グ ル ー プ

型 式

定 格 出 力 　 （ 　 　 ） ｋ Ｖ Ａ 以 上

・ デ ィ ー ゼ ル ・ ガ ス タ ー ビ ンエ ン ジ ン 種 別

燃 料 種 別

・パ ッ ケ ー ジ式 ・ 開 放 式

発

電

設

備

3

　 Ｖ Ｈ Ｆ 　 　 　 素 子 （ ・ 一 般 仕 様 　 ・ 耐 塩 仕 様 ）

　 Ｕ Ｈ Ｆ 　 　 　 素 子 （ ・ 一 般 仕 様 　 ・ 耐 塩 仕 様 ）

ア ン テ ナ マ ス ト 取 付

共 聴 ア ン テ ナ

ア ン テ ナ マ ス ト

・ 壁 支 持 形 ・ 自 立 形 （ ベ ー ス プ レ ー ト 式 ）

・ 有 線 （ Ｃ Ａ Ｔ Ｖ ）

・ 非 常 放 送 連 動 機 能

・ 差 動 ス ポ ッ ト 型 ・ 定 温 ス ポ ッ ト 型 ・ 煙 型

・ 差 動 分 布 型

受 信 機

総 合 盤

感 知 器

非 常 警 報 装 置

・ 発 信 機 ・ 表 示 灯 ・ ベ ル ・ ガ ー ド

表 示 盤 （ 副 受 信 機 ） ・ 要 ・ 不 要 回 線

・ Ｐ 型 １ 級 　 ・ Ｐ 型 ２ 級 ・ Ｒ 型 　 　 回 線

・ 壁 掛 型 ・ 自 立 型

・ 壁 掛 型 ・ 自 立 型

・ 複 合 型

・ 組 込 型 （ ・ 発 信 機 　 ・ 表 示 灯 　 ・ ベ ル 　 ・ ガ ー ド  ）

・ 複 合 装 置 （ 発 信 機 、 表 示 灯 、 警 報 、 バ ッ テ リ ー 組 込  ）

消 火 栓 起 動 押 釦

火 災 通 報 装 置

・ 要 ・ 不 要

・ 要 ・ 不 要

火

災

報

知

設

備

13

17

 

昇

降

機

設

備

　 １ ．

18

そ

の

他

ガ

ス

漏

れ

警

報

設

備

16 ・ 壁 掛 型 ・ 自 立 型 　 回 線

・ 自 動 火 災 報 知 設 備 に 含 む

受 信 機

検 知 器

　 １ ．

　 ２ ．

15

雷

保

護

設

備

・ 突 針 ・ む ね 上 げ 導 体 ・ 工 作 物 使 用

・ 鉄 骨 又 は 鉄 筋 に よ る 簡 略 ・ 銅 よ り 線引 下 げ 導 体

避 雷 針 の 種 類

・ 建 築 物 構 造 体 利 用 　 ・ 銅 板 埋 設 （900×900× 1. 5ｔ）接 地 極

　 １ ．

　 ３ ．

　 ２ ．

防

火

扉

防

排

煙

設

備

14 ・ 回 線 ・ 壁 掛 型 ・ 自 立 型

・ 自 動 火 災 報 知 設 備 に 含 む

・ 煙 式 ３ 種

連 動 制 御 盤

感 知 器

自 動 閉 鎖 装 置 ・ 防 火 戸 用 （ ・ 本 工 事  ・ 別 途 工 事 ）

・ ダ ン パ ー 用 （ ・ 別 途 工 事 　 ・ 本 工 事 ）

・ 排 煙 口 、 防 煙 壁 用 （ ・ 別 途 工 事 　 ・ 本 工 事 ）

・ 非 常 口 電 気 錠 （ ・ 別 途 工 事 　 ・ 本 工 事 ）

・ 防 火 シ ャ ッ タ ー 　 （ ・ 別 途 工 事 　 ・ 本 工 事 ）

　 １ ．

　 ２ ．

　 ３ ．

建 物 別

（ 番 号 に ○ 印 を つ け た も の 及 び 　 ・ 印 を 適 用 す る ）３ ． 工 事 種 目

工 事 種 目

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・１   構 内 外 線

２   受 変 電 設 備

３   発 電 設 備

４   幹 線 動 力 設 備

５   電 灯 コ ン セ ン ト 設 備

６   照 明 器 具 取 付

７   電 話 設 備

８   拡 声 設 備

９   イ ン タ ー ホ ン 設 備

10  電 気 時 計 設 備

11  表 示 設 備

12  テ レ ビ 共 同 受 信 設 備

13  火 災 報 知 設 備

14  防 火 扉 防 煙 排 煙 設 備

16  ガ ス 漏 れ 警 報 設 備

15  雷 保 護 設 備

17　 昇 降 機 設 備

18　 そ の 他 ・・・・

・・・・

　 １ ．

　 ２ ．

　 ３ ．

　 ４ ．

　 ５ ．

　 ６ ．

　 １ ．

　 ２ ．

　 ３ ．

　 ４ ．

　 ５ ．

　 ６ ．

　 ７ ．

各 試 験

盤 改 造

・ 耐 圧 試 験 （ 現 場 ）  ８ ．

  ９ ．

　 １ ．

　 ２ ．

　 ３ ．

　 ４ ．

・ 消 防 設 備 用 ・ 保 安 灯 用 ・ 保 安 動 力 用用 途

・ そ の 他 （ ）

騒 音 レ ベ ル （ Ａ 特 性 ） ・ 機 側 （ ・ １ m　 ・ ７ m） で

（ ・ ７ ５ dB　 ・ ８ ５ dB　 ・ 　 　 dB） 以 下 　

・ Ａ 重 油 　 ・ 軽 油 　 ・ 灯 油

　 始 動 盤 （ ・ 別 置 型 　 ・ 搭 載 型 　 ）盤 類　 ５ ．

　 ７ ．

　 ８ ．

　 ６ ．バ ッ テ リ ー （ 始 動 用 ）

公 称 電 圧

　 １ ．

　 ２ ．

　 ３ ．

交 流 電 磁 開 閉 器 及 び 交 流

電 磁 接 触 器 の 選 定

盤 改 造

　 ４ ．

  ５ ．

・製 作 品 ・ 一 般 品

　 ２ ．

　 ３ ．

　 ４ ．

　 ５ ．

　 ６ ．

　 ７ ．

　 １ ．

　 １ ．

　 ２ ．

　 ３ ．

　 １ ．

　 ２ ．

　 ３ ．

　 ４ ．

　 ５ ．

　 ６ ．

　 １ ．

　 ２ ．

・ 電 話 型 ・ 電 話 ス ピ ー カ ー 型 ・ ス ピ ー カ ー 型

・ テ レ ビ イ ン タ ー ホ ン 型

　 １ ．

　 ２ ．

　 ３ ．

　 ４ ．

　 １ ．

　 ２ ．

・ 露 出 形 ・ 埋 込 形

・ 卓 上 形 ・ 埋 込 形

・ ト グ ル ス イ ッ チ ・ 押 釦 ・ 表 示 窓

ブ ザ ー

発 信 器

電 源 ・ 停 電 補 償 装 置 付

身 障 者 便 所 表 示 設 備 ・ 電 源 箱 ・ 表 示 灯 ・ ブ ザ ー

・押 釦 ・ 復 帰 釦

　 ３ ．

　 ４ ．

　 ５ ．

　 ６ ．

　 １ ．

　 ２ ．

　 ３ ．

　 長 さ ｍ 　 ・ 溶 融 亜 鉛 メ ッ キ 　 　 ・ Ｓ Ｕ Ｓ

　 く 体 完 成 後 す み や か に 測 定 し 報 告 す る こ と 。

機 器

電 界 強 度 測 定

レ ベ ル 測 定 ・ 要 ・ 不 要

　 ４ ．

　 ５ ．

　 ６ ．

　 １ ．

　 ２ ．

　 ３ ．

　 ４ ．

　 ５ ．

　 ６ ．

　 ７ ．

・ 複 合 型 ・ そ の 他

　 ４ ． ・ Ｓ Ｐ Ｄ － Ⅰ ・ Ｓ Ｐ Ｄ － Ⅱ内 部 雷 保 護

・ 単 体 型 ・ 有 電 圧 出 力 型 ・ 接 点 出 力 型

・ ガ ス 漏 れ 警 報 ブ ザ ー

・ ガ ス 漏 れ 表 示 灯 付 ・ 信 号 変 換 の み

増 設 ブ ザ ー

中 継 器

　 ３ ．

　 ４ ．

給 湯器 の接 地

・ 道 路 使 用 許 可 申 請 （ 警 察 署 長 ）

　 ・

・ 自 家 用 電 気 使 用 申 込 （ 電 力 会 社 ）

・ 電 灯 、 動 力 使 用 申 込 （ 電 力 会 社 ）

・ 消 防 用 設 備 等 着 工 届 （ 消 防 署 長 ）

・ 消 防 用 設 備 等 設 置 届 （ 消 防 署 長 ）

　 ・

（ ２ ）

（ ３ ）消 防

電 力

共 通（ １ ）

　 ・

・ 道 路 占 有 許 可 申 請 （ 道 路 管 理 者 ）

申 請 手 続 き５ ．

・ 主 任 技 術 者 選 任 届 （ 産 業 保 安 監 督 部 ）

・ 工 事 計 画 届 （ 産 業 保 安 監 督 部 ）

・ 保 安 規 程 届 （ 産 業 保 安 監 督 部 ）

・ 使 用 前 検 査 申 請 （ 産 業 保 安 監 督 部 ）

・ 都 市 ガ ス 用 （ 取 付 ﾍﾞｰｽの み ）

・ Ｌ Ｐ Ｇ 用 検 知 器 用 コ ン セ ン ト

（施工体制台帳）

第１条　施工体制の確認方法

　　「施工体制台帳」及び「工事作業所災害防止協議会兼施工体系図」を基に確認する。

（工事作業所災害防止協議会兼施工体系図)

②工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆の見やすい場所に掲示すること。

虚偽の記載や一括下請等悪質なケースが判明した場合は、関連部署と協議の上，建設

監督課、検査課が連携し減点措置を行う場合がある。

施工体制に変更が生じた場合は、上記書類をそのつど提出すること。

第３条　不備が発覚した場合の措置

第２条　施工体制の確認に関する点検

　　しないものとする。

書類が完備するまでは検査完了として取り扱わず、請負代金の支払い事務を開始

中間技術検査等、各段階の検査時において点検を行う。

施工体制や一括下請等に関する点検を抜き打ちで行う場合がある。

　本工事の施工体制の確認は以下の方法により行う。

施工計画書に添付せず、施工体制台帳の写しを単体で提出すること。

①施工計画書でなく、施工体制台帳に添付すること。

　　業許可部局への通知や指名停止等の措置を行う場合がある。

施工体制の確認に関する特記事項３ ７

・ 有 ・ 無

「 貸 与 す る Ｃ Ａ Ｄ デ ー タ を 当 該 工 事 に お け る 施 工 図 及 び 、

・ 有 ・ 無Ｃ Ａ Ｄ デ ー タＣ Ａ Ｄ デ ー タ の 貸 与

受 注 時 、 竣 工 時 、 途 中 変 更 時 、 訂 正 時

請 負 金 額 ５ ０ ０ 万 円 以 上 の 工 事 は 、 当 該 工 事 に 関 す る デ ー 　

登 録 し 、 登 録 済 み の 受 領 書 の 写 し を 監 督 員 に 提 出 す る こ と 。

 登 録 の 項 目

工 事 実 績 情 報 の 登 録

施設台帳（電子データ）の作成

電 子 納 品 の 対 象 ・ 対 象 と す る ・ 対 象 と し な い

ま た 、 貸 与 し た Ｃ Ａ Ｄ デ ー タ は 工 事 完 成 ま で に 返 却 す る こ と 。

づ く 完 成 図 、 施 工 図 の Ｃ Ａ Ｄ デ ー タ 著 作 権 は 本 市 に 帰 属 す る 。

完 成 図 を 作 成 す る た め 以 外 に 使 用 し て は な ら な い 。 こ れ に 基

Ｄ 種 は 銅 棒 10φ × 1, 000× 必 要 本 数

（  ・  金 属 製 埋 設 標 　 ・  樹 脂 製 埋 設 標 ） と す る 。

接 　 地 　 工 　 事

工 事 標 示 板

防 火 区 画 貫 通 部 の 処 理 防火区画を貫通する管は，関係法令に基づき適切に処理すること。

工 事 標 示 板 は 現 場 の 出 入 口 等 の わ か り や す い 場 所 に 設 置 し ， 建

設 業 許 可 票 等 の 標 示 板 に つ い て は 関 係 法 令 等 に 基 づ き 設 置 す る

こ と 。

２ ９

３ ０

３ １

３ ２

３ ３

３ ４

３ ５

３ ６

た だ し 、 キ ュ ー ビ ク ル に つ い て は 監 督 員 と 協 議 の こ と 。

　 　 　 　 ・ Ａ １ ３ １ ０ （ タ キ ゲ ン ） 相 当 　

　 屋 外 　 ・ Ａ １ ３ １ ０ （ タ キ ゲ ン ） 相 当 　 ・盤 類 の ハ ン ド ル２ ８

　 １ ．

　 ３ ．

　 ２ ．

表

示

設

備

福 岡 市 契 約 事 務 規 則 第 41条 1項 4号 に 定 め る 中 間 技 術 検 査 を 　 ・ 実 施 す る 　 ・ 実 施 し な い９ ．

10．

一

般

共

通

事

項

仕 様

監 視 カ メ ラ 設 備

駐 車 場 管 制 設 備

保 証 書 の 提 出

力

タ を （ 一 財 ） 日 本 建 設 情 報 総 合 セ ン タ ー （ Ｊ Ａ Ｃ Ｉ Ｃ ） に

そ の 他

受 注 者 は 工 事 施 工 に お い て 、 自 ら 立 案 し た 創 意 工 夫 や 技 術 力 に 関 す る

1, 800～ 2, 200

1, 500

1, 500

1, 500

2, 000

1, 300

1, 300

1, 000

300

150

2, 100～ 2, 300

800～ 1, 300

800～ 1, 500

800～ 1, 500

800～ 1, 500

2, 300

2, 100

300

2, 300

1, 300

2, 300

1, 500

300

200

300

300

1, 300

2, 300

1, 300

300

150

200

200

（ C OR I NS ）

　(1 )下請契約を締結した場合は，

　(2 )下請契約を締結しない場合は，施工計画書等により確認する。

　(3 )施工体制に変更が生じた場合

　(1 )抜き打ち点検

　(2 )検査時における点検

　(1 )工事成績評定での減点の措置

　(2 )請負代金の支払い

　(3 )悪質なケース

Ｖ

・ 制 御 弁 式 ・ そ の 他

配 線 器 具 　 特 殊 コ ン セ ン ト に は 差 込 プ ラ グ を 付 属 さ せ る こ と 。　 １ ．

中 央 監 視 制 御 設 備

　 本 工 事 に 使 用 す る 機 材 等 は 、 建 設 材 料 ・ 設 備 機 材 等 品 質

性 能 評 価 事 業 の 設 備 機 材 等 評 価 名 簿 （ 最 新 版 ） あ る い は

項

事

通

共

般

一

　 ６ ．

主 任 技 術 者 等　 ２ ．

・  一 般 電 気 工 作 物 ・ 自 家 用 電 気 工 作 物

内 訳 書 及 び 実 施 工 程 表

　 ５ ．

　 ４ ．

　 ３ ．電 気 工 作 物

　 施 工 着 手 前 ま で に 提 出 す る こ と 。

建 設 業 法 で 定 め る 者 。

施 工 計 画 書 ， 承 諾 図

は 監 督 員 の 承 諾 を 受 け る 。

ほ か ， 同 等 品 以 上 と す る 。 た だ し ， 同 等 品 以 上 と す る 場 合 に

電 気 設 備 機 材 製 造 者 等 指 定 名 簿 （ 設 備 課 制 定 最 新 版 ） に よ る

電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書 （ １ ）

出 来 高 金 額 に 見 合 う 火 災 保 険 そ の 他 保 険 に 加 入 す る こ と 。

１ ６

通 知 書

下 請 負 人 （ 建 設 重 機 械 使 用 ）

上 ） を 使 用 す る 場 合 は 書 面 を も っ て 監 督 員 に 通 知 す る こ と 。

　 施 工 に 際 し て 、 ク レ ー ン 類 （ 吊 り 上 げ 能 力 ２ ０ ｔ ｏ ｎ 以

た だ し 、 建 築 意 匠 に 合 わ せ る 必 要 が あ る 場 合 、 監 督 員 と 協

２ . ５ Ｙ ９ ／ １２ . ５ Ｙ ９ ／ １一 　 般

計 装 盤電 気 配 管 、 盤 弱 電 配 管 、 盤

５ Ｙ ７ ／ １ ５ Ｙ ７ ／ １２ . ５ Ｙ ９ ／ １電 気 室 ・ 機 械 室

標 準 塗 装 色

長 さ １ ｍ 以 上 の 入 線 し な い 電 線 管 に は １ . ２ ｍ ｍ 以 上 の ビ

電 線 の 保 護

示 す る こ と 。

特 記 の な い 露 出 部 分 の 配 線 は メ タ ル モ ー ル に て 保 護 す

露 出 配 管 の 塗 装

配 管 ・ 配 線 そ の 他

絶 縁 測 定

再 使 用 機 器

寸 法

呼 び 線

表 示

る 。 ま た 、 貫 通 部 分 の 配 線 は 金 属 管 等 で 保 護 す る こ と 。

定 し 監 督 員 に 報 告 す る こ と 。

改 修 に か か わ る 電 路 に つ い て は 、 施 工 前 に 絶 縁 抵 抗 を 測

付 け る こ と 。

取 り は ず し 再 使 用 機 器 は 、 清 掃 及 び 絶 縁 測 定 の う え 取 り

寸 法 は 図 面 表 示 と 多 少 相 違 し て も よ い 。

ニ ル 被 覆 鉄 線 を 通 線 し 行 先 を 表 示 す る こ と 。

ま た 、 プ ル ボ ッ ク ス 、 制 御 盤 、 端 子 盤 等 内 の 電 線 に は 各

　 プ ル ボ ッ ク ス 及 び ジ ョ イ ン ト ボ ッ ク ス 等 の カ バ ー プ レ ー

　 た だ し 、 収 納 書 を 提 出 で き な い 事 情 が 認 め ら れ る 場 合 は

掛 金 収 納 書 を 契 約 後 １ ヶ 月 以 内 と 完 了 時 に 提 出 す る こ と 。

建 設 業 退 職 金 共 済 制 度 　 建 設 業 退 職 金 共 済 制 度 の 対 象 作 業 員 を 雇 用 し た 場 合 は 、

回 路 毎 に 結 束 し 、 判 断 し 難 い も の に は 区 間 名 及 び 線 種 名 を 表

し 、 監 督 員 と 協 議 の う え 変 更 す る こ と が 出 来 る 。

） の 配 管 、 配 線 で そ の 経 路 、 サ イ ズ 、 本 数 は 設 備 機 能 を 優 先

　 分 電 盤 、 制 御 盤 以 降 、 及 び 各 通 信 機 器 間 （ 幹 線 部 分 を 除 く

報 告 書 に 理 由 を 記 載 の う え 提 出 す る こ と 。

１ ７ 建 設 重 機 排 出 ガ ス 対 策 型 ， 低 騒 音 型 を 使 用 す る こ と

１ ８

１ ９

２ ０

２ １

２ ２

２ ３

２ ４

２ ５

２ ６

２ ７

ト に は 用 途 名 を 表 示 す る こ と 。

議 の こ と 。

・ 構 内 敷 な ら し ・  構 内 指 示 の 場 所 に た い 積

　 ７ ．

　 ８ ．

　 ９ ．

１ ０ ．

１ １ ．

　 原 則 と し て 、 本 工 事 に 必 要 な 工 事 用 電 力 、 水 は す べ て

・ 本 工 事 ・  別 途 工 事

申 請 手 続 き 及 び 費 用

発 生 材 の 処 理

工 事 用 電 力 ・ 水

足 場

残 土 処 理

　 本 工 事 で 生 じ た 発 生 材 で 、 引 渡 し を 要 す る 物 は 指 示 さ れ

　 本 工 事 に 必 要 な 関 係 官 公 庁 、 事 業 会 社 等 に 対 す る 申 請 書

た 場 所 に 整 理 の う え 、 引 渡 書 （ 任 意 様 式 ） を 添 え て 建 物 管 理

者 に 引 渡 す こ と と し 、 引 渡 し を 要 し な い 物 は す べ て 構 外 に

搬 出 し 、 関 係 法 令 に 従 い 適 切 に 処 分 す る こ と 。 又 、 Ｐ Ｃ Ｂ

使 用 機 器 の 取 扱 に つ い て は 「 Ｐ Ｃ Ｂ 使 用 電 気 機 器 の 処 理 要

発 生 材 引 去 金 対 象 物

・ 引 渡 し を 要 す る も の （ ）

領 」 に よ る 。

１ ２ ．建 設 リ サ イ ク ル 法 の 適 用

１ ３

事 項 が 必 要 に な る 。

処 理 す る こ と 。 又 、 こ れ に 基 づ き 契 約 書 の 別 紙 の 事 項 の 記 載

　 建 設 リ サ イ ク ル 法 の 対 象 と な る 場 合 は 、 こ れ に よ り 適 切 に

・ 有 ・ 無産 廃 処 理 対 象 物

・ 有 ・ 無

・ 有 ・ 無

Ｐ Ｃ Ｂ 含 有 試 験 ・ 有 ・ 無

電 力会社等の工 事負担金は（  ・別途とす る　・本工事 に含む）

・ 場 外 搬 出 適 切 処 理

受 注 者 の 負 担 と す る 。

　 工 事 に よ り 発 生 し た 廃 棄 物 （ 梱 包 材 ・ 残 材 含 む ） は 受 注 者

１ ５ 完 成 図 書 等 の 作 成 は 、 「 完 成 図 書 等 作 成 要 領 （ 設 備 工 事 編 ）

」 （ 最 新 版 ） に よ る も の と し 、 工 事 期 間 内 に 速 や か に 必 要 部

数 を 監 督 員 に 提 出 す る こ と 。

完 成 図 書 等

保 険 期 間 の 終 期 は 、 工 事 完 成 期 限 の 日 か ら 起 算 し て

２ １ 日 を 経 過 す る 日 と す る 。

こ れ に 要 す る 費 用 は （  ・  別 途 と す る 　 ・  本 工 事 に 含 む ）

類 の 作 成 、 提 出 及 び 手 続 き の 一 切 を 代 行 す る 。

・  提 出 す る ・  提 出 し な い

　 用 途 　 　 ・ 制 御 操 作 用 ・ 非 常 照 明 用

改 造 依 頼 の 製 造 メ ー カ 指 定

　 定 格 使 用 電 流 の １ ラ ン ク 上 位 の 器 具 と す る こ と 。

・ 無 ・ 有 （ 　 ）

〃 　 　 〃呼出 表示器

　 ・

・ 変 電 設 備 設 置 届 （ 消 防 署 長 ）

・ 変 電 設 備 廃 止 届 （ 消 防 署 長 ）

・ Ｎ Ｔ Ｔ 申 請

　 ・

　 ・ 発 電 設 備 設 置 届 （ 消 防 署 長 ）

・ 発 電 設 備 廃 止 届 （ 消 防 署 長 ）

・ 蓄 電 池 設 備 設 置 届 （ 消 防 署 長 ）

・ 蓄 電 池 設 備 廃 止 届 （ 消 防 署 長 ）

・ 小 荷 物 専 用 昇 降 機 確 認 申 請 書 （ 建 築 審 査 課 ）

・ 昇 降 機 確 認 申 請 書 （ 建 築 審 査 課 ）

　 Ｂ Ｌ 規 格 の あ る も の は Ｂ Ｌ 規 格 相 当 品 と す る 。

　 図 面 に 記 載 さ れ て い な い 事 項 に つ い て は 、 原 則 と し て

　 国 土 交 通 省 大 臣 官 房 官 庁 営 繕 部 監 修

・ 公 共 建 築 工 事 標 準 仕 様 書 機 械 設 備 工 事 編 （ 最 新 版 ）

・ 公 共 建 築 設 備 工 事 標 準 図 機 械 設 備 工 事 編 （ 最 新 版 ）

　 に よ る 。

図 中 の 仕 様 書 参 照 の こ と

1, 800

　 部 分 払 を 請 求 す る 場 合 は 、 市 長 を 被 保 険 者 と す る部 分 払 照 明 器 具

・ ベ ー ス ラ イ ト （ ・ 埋 込 型 　 ・ 直 付 型 ）

・ ダ ウ ン ラ イ ト

・ 誘 導 灯 （ ・ 避 難 口 誘 導 灯 　 ・ 通 路 誘 導 灯 ）

・ 非 常 用 照 明 （ ・ 予 備 電 源 内 蔵 形 　 ・ 予 備 電 源 別 置 形 ）

・ 屋 外 灯 （ ・ 街 路 灯 　 ・ 投 光 器 　 ・ ガ ー デ ン ラ イ ト ）

化 合 物 が 大 気 中 に 飛 散 し な い よ う に 適 正 に 処 理 す る こ と 。

１ ４

設 備 工 事 写 真 撮 影 要 領 」 ( 最 新 版 ) に よ る こ と 。

工 事 写 真 　 工 事 写 真 は 、 福 岡 市 工 事 検 査 要 領 に 基 づ く 「 福 岡 市 建 築

器 具 の 接 地　 ２ ．

監 督 員 の 指 示 し た 箇 所 は 省 略 す る こ と が で き る 。

　 照 明 器 具 に は 原 則 と し て 接 地 工 事 を 施 す こ と 。 た だ し

水 銀 使 用 製 品 （ 蛍 光 管 ， 水 銀 ラ ン プ 等 ） は ， 水 銀 ま た は そ の

器 具 の 固 定　 ３ ． 照 明 器 具 を 天 井 に 取 付 け る 場 合 は 原 則 と し て ， ス ラ ブ

送 り 配 線　 ４ ． 　 照 明 器 具 内 の 送 り 配 線 端 子 は ， 配 線 工 事 に 使 用 す る

こ と が で き る 。

ダ ウ ン ラ イ ト 器 具 の 取 付 に つ い て は ， 器 具 質 量 が 1. 5kg

を 超え ， 3kg以 下 の 場 合 は 脱 落 防 止 処 置 を 設 け ， 器 具 質 量 が

3kgを 超 え る 場 合 に つ い て は ， ス ラ ブ そ の 他 の 構 造 体 よ り

ボ ル ト 等 で 支 持 す る こ と 。

そ の 他 の 構 造 体 よ り ボ ル ト 等 で 支 持 す る こ と 。

照 明 器 具 は LEDを 原 則 と す る 。

Ｒ   ．  ．   

が 保 証 す る （ 期 間 ・ 部 品 等 に つ い て ） 保 証 書 を 提 出 す る こ と

機 器 に つ い て は ， 工 事 の 契 約 不 適 合 責 任 期 間 に 関 わ ら ず 製 造 者

の 責 任 に お い て 適 切 に 産 業 廃 棄 物 処 理 を 行 う こ と 。

と す る 。 た だ し 、 シ ッ ク ハ ウ ス 対 策 の た め 居 室 内 に 使 用 す

る 塗 料 は ホ ル ム ア ル デ ヒ ド を 含 ま な い も の を 使 用 す る こ と 。

屋 内 は 普 通 塗 装 、 屋 外 は 耐 候 性 塗 装 ( 塩 害 地 区 は 耐 塩 塗 装 )

　 屋 内 　 ・ Ａ ４ ７ ５ Ａ （ タ キ ゲ ン ） 相 当

　 特 記 事 項 の う ち 選 択 す る 事 項 は ・ の つ い た も の を 適 用 す る 。
（ ２ ） 特 記 仕 様

 及 び 「 建 築 設 備 工 事 施 工 の 手 引 き （ 市 設 備 課 制 定 ） 」 （ 最 新 版 ） に よ る 。

　 工 事 標 準 図 電 気 設 備 工 事 編 （ 最 新 版 ） 、 日 本 電 気 協 会 編 「 内 線 規 定 」 、 「 高 圧 受 電 設 備 規 程 」

　 工 事 編 （ 最 新 版 ） 、 公 共 建 築 改 修 工 事 標 準 仕 様 書 電 気 設 備 工 事 編 （ 最 新 版 ） 、 公 共 建 築 設 備

　 　 事 項 は 、 原 則 と し て 国 土 交 通 省 大 臣 官 房 官 庁 営 繕 部 監 修 の 公 共 建 築 工 事 標 準 仕 様 書 電 気 設 備
　 　 現 場 説 明 書 （ 現 場 説 明 に 対 す る 質 問 回 答 書 を 含 む ） , 特 記 仕 様 書 及 び 図 面 に 記 載 さ れ て い な い

（ １ ） 共 通 仕 様

２ ． 工 事 仕 様

１ ． 建 物 概 要

消 防 法 施 行 令

別 表 第 一 の 区 分（ ㎡ ）

延 面 積
建 物 名 称 構 造 階 数 備 　 考

契約不適合責任期間 受け渡し完了の日から １ ヶ年間

電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書

工 事 を 施 工 し な い 日 の 指 定 　 有 （ 下 記 の 期 間 ） 　 ・ 無

  電 気 工 事工 事 名 称

工 事 概 要

工 事 場 所 福 岡 市 南 区 大 字 桧 原 、 大 字 柏 原 、 福 岡 市 城 南 区 大 字 東 油 山

工 事 期 間 契 約 締 結 の 翌 日 か ら令 和 　 　 年 　 　 月 　 　 日 ま で

工 事 を 施 工 し な い 時 間 帯 の 指 定 　 　 有 （ 下 記 の 時 間 帯 ） 　 ・ 　 無

Ｒ０３.０４

900×900×1.5ｔ原則Ａ種、Ｂ種、Ｃ種は銅板 　  　　　　 (金属製埋設標)、

（本事業の実施にあたって必要なものを適用）



地下埋設物調査等に関する事項
第１条　工事着手前における地下埋設物調査の徹底について

１.　工事箇所に地下埋設物がある場合、工事着手前にその種類、位置、形状、深さ、構造等

をそれらの管理者が有する資料（台帳、竣工図等）と照合し確認するものとする。

なお、破損による影響が広範囲に及ぶ重要な地下埋設物については、管理者との協議を行

い詳細な確認を行うものとする。

２.　必要に応じて試掘、ボーリング及び地中探査等原位置での調査を、監督員と協議のうえ

実施するものとする。

３.　地下埋設物の確認については、別紙様式により行い、結果を監督員へ報告するものとする。

第２条　近接施工に関する確認・対策の徹底について

１.　工事箇所に近接する地下埋設物等について、その種類、位置、形状、深さ、構造等を確

認し、工事による影響について管理者と協議のうえ検討を行うものとする。なお、必要に

応じて適切な対策を管理者及び監督員と協議のうえ検討、実施するものとする。

２.　近接の範囲については、各管理者によって異なるため、管理者との協議を行うものとする。

下請人、資材・製品の地場企業の活用に関する事項
第１条　受注者は、工事施工に伴う下請業者及び資材・製品供給業者の選定にあたっては、特段

の理由がない限り地場企業への発注等を行うこと。

第２条　受注者は、工事にかかる資材・製品については、特段の理由がない限り地場企業資材

製品を使用すること。

第３条　受注者は、下請業者の１次下請に地場企業を使用しない場合、その理由を付した書面

を施工体制台帳に添付のうえ、監督員に提出すること。

第４条　受注者は、使用する資材・製品について、書面を監督員に提出すること。

設計変更に関する事項

工事請負契約書に定める設計変更に伴う契約変更の手続きは、下記のとおりとする。

契約変更の時期について

設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた都度、遅滞なく行うものとする。

ただし、軽微な設計変更に伴うものは、工期の末（複数年度にわたる工事にあっては、各会計

年度の末又は工期の末）に行うことができるものとする。

軽微な設計変更とは、原則として次に掲げるもの以外をいう。

① 設計変更額が当初設計金額の２０％を超えるもの。

② 構造、工法、位置又は断面等の変更で重要なもの。

③ その他上記に準ずる重要なもの。

公共事業労務費調査に対する協力
第１条　本工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合、受注者は、調査票等

に必要事項を正確に記入し市に提出する等、必要な協力を行わなければならない。

また、本工事の工期経過後においても、同様とする。

第２条　調査票等を提出した事業所を発注者が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受注者がなった

場合、受注者は、その実施に協力しなければならない。また、本工事の工期経過後においても、

同様とする。

第３条　公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、受注者は、

労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用

している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。

第４条　受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下請工事の受注者

（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）が前３項と同様の義務を負う旨を定め

なければならない。

配置技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係に関する条件法定外の労災保険の付保
建設工事の適正な施工を確保するため、配置技術者（主任（監理）技術者、特例監理技術者、監理技術者　本工事において、受注者は政府労災保険への加入義務がある場合、法定外の労災保険に付さなければなら

補佐）については、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者を配置しなければならない。なお、
ない。また、保険契約を締結した際はその証券又はこれに代わるものを監督員に提示すること。

ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、次の要件を満たす必要がある。

・一般競争入札による工事の場合は、入札参加資格確認申請の日以前に３か月以上の雇用関係にあること。新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止対策に係る設計変更について
・指名競争入札による工事の場合は、入札の執行日（開札日）以前に３か月以上の雇用関係にあること。

受注者は、本工事の実施にあたり、新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止に十分に努めることとし、
・随意契約による工事の場合は、見積書の提出日以前に３か月以上の雇用関係にあること。

その感染拡大防止に係る対策について、監督員と協議の上、請負代金額の変更や工期の延長等が必要と認め

られる場合は、設計変更の対象とする。

なお、設計変更にあたっては、感染拡大防止対策について施工計画書に記載するとともに、その実績が分

かる資料（写真、領収書等）を監督員に提出すること。

工事名

図面名
電気設備工事特記仕様書（２） 縮　尺 Ｎ．Ｓ

日付福岡市財政局アセットマネジメント推進部設備課

現場代理人の常駐義務緩和に関する条件

・ 本工事における現場代理人については、工事現場における常駐を要する工事である。

ただし、以下に示す期間については現場代理人の常駐を要しないものとする。

１．工事の全部の施工を一時中止している期間

２．工場製作のみが行われている期間

３．その他監督員が認める期間(　　　　　　　　　　　　　　　　　)

・ 工事請負代金額が３千５百万円（建築一式工事である場合にあっては、７千万円）以上となる場

合、本工事における現場代理人については、工事現場における常駐を要する工事である。

ただし、以下に示す期間については現場代理人の常駐を要しないものとする。

１．工事の全部の施工を一時中止している期間

２．工場製作のみが行われている期間

３．その他監督員が認める期間( 　　)

（　○印を付けたものを適用する。）現場代理人及び技術者の適正配置に関する運用

・ 本工事は、特例監理技術者(建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者）の

配置は認めない。

・ 本工事は、次の要件に該当する場合、特例監理技術者(建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を

受ける監理技術者）を配置することができる。

・本工事の当初請負金額が3億円未満である場合

・兼任する工事が、24時間体制での応急処理工や緊急巡回等が必要な維持工事同士（単価契約含む）で

ない場合

特例監理技術者の配置条件

主任技術者,監理技術者又は監理技術者補佐の専任を要しない期間に関する条件
　工事請負代金額が３千５百万円（建築一式工事である場合にあっては、７千万円）以上となる場

合、建設業法に基づき、本工事における主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐の専任を要

する。ただし、下記に示す期間については、主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐の工事

現場への専任を要しない。

①現場施工に着手するまでの期間

【現場施工に着手する日が確定している場合】

・ 請負契約の締結の日の翌日から令和　　年　　月　　日までの期間については、主任技術者、

監理技術者又は監理技術者補佐の工事現場への専任を要しない。

【現場施工に着手する日が確定していない場合】

・ 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は

仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者、監理技術者又は監理技術者

補佐の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の

締結後、監督員との打合せにおいて定める。

②工事を全面的に一時中止している期間

・ 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生、又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に

一時中止している期間については、主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐の工事現場

への専任を要しない。なお、事象が生じた時点で別途指示する。

③工場製作のみが行われている期間

・ 本工事における工場製作のみが行われている期間については、主任技術者、監理技術者又は

監理技術者補佐の工事現場への専任を要しない。

④工事完成後の期間

・ 工事完成後、事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者、監理技

術者又は監理技術者補佐の工事現場への専任を要しない。なお、工事が完成した日は、受注

者が工事が完成した旨、発注者に通知した日（「完了届」における日付）とする。

R 03.04

R　 ． .　　02／  



工事名

図面名

縮　尺 Ｎ．Ｓ

日付福岡市財政局アセットマネジメント推進部設備課

週休２日工事の試行について

R 03.04

R   ． .　　03／  

電気設備工事特記仕様書（３）

１．週休２日工事の試行対象工事について（該当する場合〇印）

・本工事は、週休２日工事の試行対象工事であり、週休２日を前提とした工期を設定している。

２．週休２日工事の発注方式について（該当事項〇印）

・発注者指定方式（発注者が週休２日に取り組むことを指定して実施）

３．費用補正について

２．受注者希望方式の場合、発注者は、現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、①、②又は③の

現場閉所（現場休息）の状況に応じた補正係数により労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に

用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）を補正し、請負代金額を

増額変更する。

①４週８休以上（現場閉所率28.5％（８日/２８日）以上）

補正係数１．０５

②４週７休以上４週８休未満（現場閉所率25％（７日/２８日）以上28.5％未満）

補正係数１．０３

③４週６休以上４週７休未満（現場閉所率21.4％（６日/２８日）以上25％未満）

補正係数１．０１

４．その他

その職務を行う代理者をあわせて指名する。

１）発注者は、労働安全衛生法に基づき指名する総括安全衛生管理義務者が現場休息となる日に、

・産業・ビジネス＞公共工事・技術情報＞公共工事の技術監理関連＞公共工事の技術監理＞週休２日工事）

２．受注者は、監督員との協議により情報共有システムを活用できる。

３．活用にあたっては、「情報共有システム活用試行要領（建築・設備工事）」及び「情報共有システム

活用の手引き（建築・設備工事）」に基づき行う。

情報共有システム活用の試行
１．本工事は、情報共有システム活用の対象工事とする。

監督職員が工事の進捗管理のために「工事履行報告書」を求めた場合について、これに代わるものが提出

ただし、契約約款第３４の２において中間前金払金を請求する場合や、部分払の支払いのために進捗を確

され、進捗を確認することができた場合、「工事履行報告書」の提出は不要とする。

認する必要がある場合は、工事履行報告書を提出すること。

工事履行報告書の提出について

・受注者希望方式（受注者が工事着手前に発注者に週休２日に取り組む旨を協議して実施）

１）発注者指定方式の場合、４週８休以上を前提に下記①の補正係数により労務費（予定価格のもと

補正して予定価格を作成している。

となる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）を

２）「福岡市営繕工事における週休２日工事実施要領」に基づき実施すること。（福岡市ホーム＞創業



上　水

イ）水道本管直結

・ ライニング鋼管（・ＶＡ　・　ＶＢ　・　ＶＤ）

・ ポリエチレン管（・ＰＰ　・　ＰＥ）

・ ビニル管（・ＨＩＶＰ　・　ＶＰ）

・ その他　（ ）（ 　　）

ロ）受水槽以降

（屋内）　 ・ ライニング鋼管（・ＶＡ　・ＶＤ）・　その他（ ）

（土中埋設）・　ライニング鋼管（ＶＤ）　・ポリエチレン管（・ＰＰ　・ＰＥ）

・ その他　（ ）（ ）

（ただし下水処理水の使用の場合には監督員と打ち合わせのこと。）

イ）道路部分　（　・　１．２ｍ　・ ｍ）

ロ）敷地内

・車両通行部分（　・　０．６ｍ　・ ｍ）（図示）

・その他の部分（０．３ｍ）

本管直結

イ）本管より水道メータまで

配水管分岐部からメータまではポリエチレンスリーブで被覆する

こと。

ロ）水道メータ以降（外面被覆がないもの）

コンクリート内配管は防食ビニルテープ（オーバーラップ２回巻）

土中埋設配管はﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ防食ﾃｰﾌﾟ１回巻＋防食ビニルﾃｰﾌﾟ１回巻

上　水

イ）地中埋設・コンクリート内

VA,VB：黒の防食テープ＋青の表示テープ（１ｍ毎３回巻）

VD,樹脂管：青の表示ﾃｰﾌﾟ（１ｍ毎３回巻）

＊屋外埋設は、標識テープも布設のこと。

ロ）隠ぺい 　保温＋青の表示ﾃｰﾌﾟ（２ｍ毎３回巻）

雑用水

イ）地中埋設・コンクリート内

VA,VB：黄色の防食テープ＋黄緑色の表示テープ（１ｍ毎３回巻）

VD,樹脂管：黄色のﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ＋黄緑色の表示テープ（１ｍ毎３回巻）

＊屋外埋設は、標識テープも布設のこと。

ロ）露出   裸管に黄緑色塗装＋保温

ハ）隠ぺい 裸管に黄緑色塗装＋保温＋黄緑色の表示ﾃｰﾌﾟ（1m毎3回巻）

＊本特記仕様及び図面に記載されていない事項は，雑用水道技術指針による。

消火管

イ）地中埋設・コンクリート内

VS,樹脂管：赤の表示テープ（１ｍ毎３回巻）

＊屋外埋設は、標識テープも布設のこと。
ロ）露出　　裸管に塗装

・ 銅管（ＣＵ）　・　被覆銅管（ＣＣＵ）１．配管材料

・ 保温付被覆銅管（ＨＣＵ）給２．特　記　仕　様
17．防振吊り金物 風道、冷却水管、冷温水管及び管径６５Φ以上の配管の吊り

設 備 工 事 特 記 仕 様 書
・ 配管用ステンレス鋼鋼管・ 一般配管用ステンレス鋼鋼管

及び防振支持金物 及び支持は、必要に応じ、吊り金物、防振支持金物で行い
特記事項は、○印を付けたものを適用する。 ・ 水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管（HVA）

湯 かつ適正な箇所に振れ止めを設ける。
＊給湯配管で異種金属接合時、絶縁継手を使用すること。

項 目章 特　記　事　項
・ 別途工事２．給湯器

設本工事に使用する機材は，建築材料・設備機材等品質性能評価事業の 18．油サービス イ）防油堤（コンクリート製）　・　本工事　・　別途工事１．機　　材 ・ 本工事（　・　ガス式　・　電気式）
空設備機材等評価名簿（最新版）あるいは，機械設備機材製造者指定名簿 タンク ロ）油面計 ・ ゲージ式　・　ガラス管式

一 ３．クッション材 熱伸縮する配管をコンクリート内に埋設するときは、曲がり部等の（設備課制定最新版）によるほか，同等品以上とする。 備 ハ）油面制御装置の機能は下記による。

ただし、同等品以上とする場合には，監督員の承諾を受けること。 応力が集中する部分に厚さ１０mm程度のクッション材を巻くこと。 ・ 給油ポンプの起動、停止

なお，三相誘導電動機で省エネ法の特定機器の対象となる機器は ・ 返油ポンプの起動、停止
気般

１．配管材料 ・ 配管用炭素鋼鋼管（白） ・ 満油警報　・　減油警報　・　遠隔警報ＪＩＳ4034-30：2011のIE3（プレミアム効率）に相当する機器を
消

・ 外面被覆鋼管（・　ＳＧＰ－ＶＳ　・　ＳＴＰＧ－ＶＳ）導入すること。
イ）据え付方法は、下記による。19．地下貯油槽

・ 配管用ステンレス鋼鋼管［Sch20s］
2．技能士の適用 共 火 ・ タンク室を設ける。（　・　本工事　・　別途工事）本工事は配管技能士（請負金額2500万円以上は1級，500万円以上2500万円未満は

調・ 圧力配管用炭素鋼鋼管［Sch　　s］（ＳＴＰＧ）
1級または2級）を ・ タンク室を設けない。

・ ポリエチレン管（ＰＥ）※消防法令に適合するもの
設 ・ タンクの防護処理（　・　アスファルト　・ ）　・ 適用する ・ 適用しない

通 ２．屋内消火栓 ・ 総合型　・　総合型（消火器併設型） ロ）遠隔式油量指示計　・　設ける　・　設けない
3．内訳書 ・ 提出する ・ 提出しない

和・ 総合型（放水口併設型）備
20．消音内貼り イ）施工箇所は、図示した風道及びチャンバ類とする。4．工程表 ・ 単独型　・　埋込型　・　露出型 ・ 提出する ・ 提出しない

ロ）内貼りチャンバ類の寸法表示は、外法寸法とする。事

１．煤煙濃度計 ・ 設置する　・　設置しない
21．温湿度空気 室 内設

（電源はボイラ－の制御盤の２次側より取り出すものとし、
外 気 条 件

項 一般系統配管・配線とも本工事に含む。）

湿　度 湿　度温　度 温　度湿　度温　度
２．煤塵量測定口 ・ 設置する　・　設置しない

7．工事電力、水 原則として、本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続などの費用 備
kg／kg ％％（内径８０Φ以上のフランジ付とし、直線部でボイラーの ℃℃℃

その他 はすべて受注者の負担とする。
ふく射熱を受けにくい位置に取付けのこと。） （ＤＢ） （ＡＨ） （ＤＢ） （ＲＨ） （ＤＢ） （ＲＨ）

28 508．残土処理 ・ 構内敷ならし ・ 構内指示の場所にたい積 ・ 場外搬出適切処理 夏季３．煙　道 鋼板厚み（　・　３．２mm　・　４．５ｍｍ）

19冬季４．風道の種別 ・ 低圧風道（　・　アングル工法　・　共板工法）
衛

・ 高圧１風道

・ スパイラルダクト　・　消音フレキシブルダクト　・　グラスウールダクト 22．ファンコイル ・ 流量調整弁生
ユニット用弁 ・ 可変流量弁（　・　二方弁　・　三方弁）空 ５．風量測定口 図示した位置及び下記の箇所に測定口を設ける。

10．足　　場 ・ 本工事（・　手すり先行枠組み足場　・　単管足場） ・ 別途工事 ・ 定流量弁　（　・　差圧型　・　オリフィス型）
・ 送風機吐出側ダクト及び吸込側ダクト器一

・ ローリングタワー・ 高所作業車使用 ・ 外気取入ダクト
１．風道の種別 ・ 低圧風道（　・　アングル工法　・　共板工法）

11．埋戻し土 具 給水管、消火管及び排水管（ﾋｭｰﾑ管を除く）共 ６．チャンバー等 ・ 高圧１風道イ）外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバには、

排水管を設け最寄りに排水する。・ 根切り土の中の良質土 ・ スパイラルダクト　・　消音フレキシブルダクト換
・ フレキシブルダクト　・　グラスウールダクト設 ロ）吹出口には接続チャンバ（消音内貼有）を設ける。・ 根切り土の中の良質土（管の周囲上下100mmは山砂の類）
・ ビニル管（　・ＶＰ　・　ＶＵ）なお、シーリングディフューザー型吹出口の接続チャンバ寸法気

・ 山砂の類
２．排気風道 イ）排気フードの補強、支持金物、接合剤等は、標準仕様書の該当は、次のとおりである。備 気

事項による。12．工事写真 工事写真は福岡市工事検査要領に基づく「福岡市建築･設備工事写真般 ａ　　ネック径が２００Φ以下
ロ）厨房用排気フード（　・　本工事　・　別途工事）撮影要領」（最新版）によること。 ４００＊４００＊２５０Ｈ

１．配管材料 ３．多湿箇所の ・ 有 ・ 無設ｂ　　ネック径が２００Φを越えるもの13．測定表 下記の測定表を提出する。
風道の保温

５００＊５００＊３００Ｈ・ 温度　・ 湿度　・ 風量　・ 騒音　・ 水質
４．他設備の項目 下記のものは、空気調和設備の項目を適用する。

14．容量等の表示 イ）機器の能力，容量等（電動機能力除く）は、原則として表示 イ）ユニバーサル型吹出口 （ ・ 鋼板製　・　アルミ製） イ）風量測定口  ロ）　チャンバ等 ハ）吹出口及び吸込口の材質調 の適用備
された数値以上とする。

ロ）ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ型 吹出口  （ ・　鋼板製　・　アルミ製） ニ）防煙ダンパ ホ）ピストンダンパ
ロ）電動機出力は、原則として表示された出力以下の容量とする。

ヘ）風道の吊り及び支持 ト）消音内貼り共 ハ）吸込口 （ ・ 鋼板製　・  アルミ製）

15．耐震措置 .設備機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて「建築設備耐震設計 ・ 別途工事　・　本工事
１．風道の種別排 ・ 亜鉛鉄板製　・　普通鋼板製・施工指針（日本建築ｾﾝﾀｰ）（最新版）」による。 ・ アルミニウム製　・　鋼板製

耐震安全性の分類 イ）型　　状　・　スリット型　・　スイング型 ２．排煙口
共通仕様書によるほか下記による。 煙

･特定の施設（・甲類 ・乙類）設置場所 ・一般の施設（乙類） ロ）開放装置　・　手動
和 イ）操作方式

給重要機器・水槽 一般機器・水槽 重要機器・水槽 一般機器・水槽 ・手動及び遠隔操作が可能なもの。設
・瞬時通電式又は電動式（ＤＣ２４Ｖ　０．７Ａ以下）

1 . 5 1 . 52 . 0 1 . 0
上層階、屋上 ロ）復帰方式通 備(2 . 0) ３．排煙機(2 . 0) （財）日本建築センターの防災性能評定マーク貼付されたもの。２．埋設深さ(2 . 0) (1 . 5)

及び塔屋 <1 . 5> <1 . 5><2 . 0> <1 . 0> ・ 遠方式　・　手元遠隔式　・　本体
自ハ）作動方式1 . 01 . 0 0 . 6 １．自動制御1 . 5 ・ 有 ・ 無

(1 . 5)中間階 (1 . 5) (1 . 0)(1 . 5) 動・ 順送り閉鎖機構　・　同時閉鎖機構水<1 . 0><1 . 0> <0 . 6><1 . 5> ・ 有 ・ 無２．中央監視制御
制

10．ピストンダンパ ・ 手元遠隔復帰式　・　遠方復帰式1 . 0 0 . 6 0 . 6 0 . 4 ３．防食処置 設 御地下階、一階 (1 . 0) (1 . 0) (1 . 0) (0 . 6) 別紙による。３．中央監視制御
イ）冷温水管11．配管材料<1 . 5> <1 . 0> <1 . 0> <0 . 6> 設 装置の構成機能
（・ 配管用炭素鋼鋼管（白）　・ 　　）事 設 備

(注）１．（　　）内の数値は防震支持の機器の場合に適用する。 （・ ・　　 　　）

２．＜　　＞内の数値は水槽類に適用する。 ロ）冷却水管
・特記仕様書（２）の保温仕様

１．給排水（・ ライニング鋼管（ＶＡ）　・ 　　）３．上層階の定義は次による。
・適用する ・適用しない（・ 配管用炭素鋼鋼管（白）　・ 　　） 衛生工事の保温２～６階建以下の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、 備

４．配管種別10～12階建の場合は上層３階、13階建以上の場合は上層４階 備
・給水管及び排水管の天井内・ＰＳ内・空隙壁中の保温仕様は保温チューブハ）蒸気管

イ）重要機器、重要水槽とは下記に示すものをいう。
・ 配管用炭素鋼鋼管（黒） (給水厚み15mm・排水厚み10mm)を

項 ・重要機器 ・ 圧力配管用炭素鋼鋼管（Sch40）
・適用する ・適用しない

・消火設備 ・ 　　・ 保
ニ）油管 ・ 配管用炭素鋼鋼管（黒）

・ ・ ・　

ホ）冷媒管・重要水槽類（・　　　　　 ・　 ・ ）受水槽
・特記仕様書（２）の保温仕様

・ 銅管　・　断熱材被覆銅管ロ）設計用鉛直震度
設備工事の保温 ・適用する ・適用しない温設計用水平地震力の1／ 2とし、水平地震力と同時に働くものとする。 ヘ）ドレン管

・ 配管用炭素鋼鋼管（白）・　ビニル管（・ ＶＰ ・ カラーＶＰ）
16．建物導入部の 建物導入部における給水管・消火管は、十分な可とう性を有する

・ 結露防止層付き塩ビ管 ・次の箇所の配管及びダクト保温は
変位吸収 施工を行うこと。

ト）膨張管、空気抜管及び膨張タンクよりボイラーへの給水 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板　　仕上げとする。
17．埋設表示 イ）給水管（上水・雑用水）

管は、配管用炭素鋼鋼管（白）とする。 ・屋上 ・外壁架空 ・その他（図示）
・ 標示杭　・ 標示ピン

ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ鋼板 仕上げとする。12．防食処置 給水設備に準ずる。但し油管については下記による。ロ）消火管
ペトロラタム防食テープ（１回巻）＋防食ビニールテープ（１回巻） ・屋上 ・外壁架空 ・その他（図示）・ 標示杭　・ 標示ピン

ハ） 　管 ・ 合成ゴム製　・　ベローズ形13．防震継手

・ 標示杭　・ 標示ピン ３．その他
・ 合成ゴム製　・　ベローズ形14．可とう継手

18．スリーブ 標準仕様書によるものとする。 １．受注者は工事施工において、自ら立案した創意工夫や技術力に関する項目または、
15．温度計 共通仕様書によるほか下記による。１．配管材料 イ）屋内の汚水管 地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了時までに

19．管とスリーブ 水密性を要する部分で樹脂被覆鋼管の場合の防水処理 排 ・ 温水ボイラ－の入口・ ビニル管（ ・ ＶＰ　・ ＶＵ　・ ＲＦ-ＶＰ　）
所定の様式により提出することができる。の防水処理 ・ シーリング材によるシーリング　・　リングシール ・ 空気調和機回りの給気風道、還気風道及び外気風道

・ 鋳鉄管（ＣＩＰ）　・　ライニング鋼管（ＤＶＡ） ２．給水装置、給水器具、給水管については、福岡市水道局にて定める構造及び材質の基準を
既存コンクリート床、壁など配管貫通部の穴明けは、原則として20．はつり ・ 冷温水ヘッダ（往）及び冷温水ヘッダの各還り管

満足すること。・ 耐火二層管（ＦＤＰＤ（ＶＰ））水 ・ その他図示する箇所ダイヤモンドカッターによる。

３．建設重機（ﾊﾞｯｸﾎｳなど）は排出ガス対策型，低騒音型を使用すること。ロ）屋外の排水管21．工事標示板 工事標示板は現場の出入口等のわかりやすい場所に設置し，建設業
共通仕様書によるほか16．瞬間流量計１．共　通　仕　様 ・ ビニル管（ ・ VP　・　VU　・　RF-VP

許可票等の標示板については関係法令等に基づき設置すること。 ４．福岡市契約事務規則第４１条１項４号に定める中間技術検査及び流測定口 イ）ボイラ－又は熱交換器の温水出口現場説明書（現場説明に対する質問回答書を含む）、本特記仕様及び図面に記載されて 設 ・ REP-VU　・　ｶﾗｰVP）
・実施する ・実施しない22．電線管 イ）特記なき電線管は、薄鋼電線管又は同一外形ねじなし電線管 ロ）冷温水管ヘッダの各送り管の箇所は下記による。いない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書 ・ ヒューム管（ＨＰ） ・ 鋼管（ ）

とする。 ・ 測定用タッピング（３２Φピトー管流量計用）
２．汚水桝等蓋 ・ 鋳鉄蓋（　・　０．５ｔ　・　５ｔ　・　軽車両　・ ）ロ）可とう電線管は、２種金属可とう電線管とする。 ・ 瞬間流量計を設ける。備

・ デザイン蓋　・ 化粧蓋

特記なき電線は、６００Ｖビニル絶縁電線とする。23．電　線 ・ 小口径桝蓋（ ・　ミカゲ塩ビ蓋 ・　保護蓋　ｔ　・　鋳鉄蓋） 工事名

図面名 特　記　仕　様　書　（１）
課　長 係　長 係　　員 日　　付

　　．　　．

No.
／ 

福岡市財政局ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進部設備課

5．施工計画書/ 承諾図

火災保険その他保険に加入すること。

保険期間の終期は，工事完成期限の日から起算して21日を経過する日とする。

6．部分払 部分払を請求する場合は，市長を被保険者とする出来高金額に見合う

施工着手前までに提出し承諾を受けること。

９．防煙ダンパ

防火ダンパ

排気ガラリ

８．外気取入・　

７．吹出口吸込口

の材質

設計条件

40

34.8

1.8

＊１相対湿度57.1％　＊２相対湿度59.2％

２．空気調和

３．外装材

申請手続（○の付いたものを適用）

(1)共　通 ・ 道路占有許可申請(道路管理者) ・ 道路使用許可申請(警察署長)

(2)消　防 ・ 消防設備等着工届(消防署長) ・ 消防設備等設置届(消防署長)

(3)水　道 ・ 給水装置工事届出書(水道事業管理者)

(4)再生水 ・ 工事着手・再着手届(福岡市長)

(5)下　水 ・ 排水設備新設等計画確認申請書(福岡市長)

(6)その他　　・　

（機械設備工事編）(最新版)，公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）(最新版)

及び国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修の公共建築設備工事標準図（機械設

備工事編）（最新版）による。

0.0201 *1

0.0025 *2

9．発生材の処理 現場で発生する廃材（残材、梱包材等を含む）は、受注業者毎に適正に処理

すること。また廃棄物の処理については、関連法に基づき適正に処理すること。

・ 有

・ 水道直結方式　・ 高置水槽方式　・ 加圧給水方式　・　直結増圧給水方式

１）○印を付けたものが該当項目

給水設備の方式

給
排
水
衛
生
設
備

・ 無雑用水道の有無

建物内の汚水と雑排水　・ 分流式　・ 合流式排 水 方 式

・ 下水道直結　・ 浄化槽（・ 単独　・ 合併）　・ 汲取汚水
放流先

・ 下水道直結 ・ 浄化槽 ・ 側溝（又は雨水系統）・ 水処理施設雑排水

給湯設備 ・ 有　（・ 局所式　・ 中央式）　・ 無

・ 屋内消火栓　・ スプリンクラ　・ 水噴霧　・ 泡消火設備の種別

・ 二酸化炭素　・ 粉末　・ 屋外消火栓　・ 連結送水

ガ ス の 種 別 ・ 都市ガス　・ 液化石油ガス

空
気
調
和
設
備

空 調 方 式

・ ファンコイルコンベクタ ・ 個別ユニット

・ 鋳鉄製ボイラ－　・ 鋼製ボイラ－　・ チリングユニット

主要熱源機器 ・ 遠心冷凍機　・ 吸収冷凍機　・ 直だき吸収冷温水機

・ 空気熱源ヒートポンプユニット　・ その他（ ）

蓄 熱 槽 ・ 有 ・ 無

換気設備 ・ 機械換気（　・ 有 ・ 無）

・ 機械排煙（　・ 有 ・ 無）排煙設備

自動制御設備 ・ 中央監視制御

・ 自動制御（ ・ 電気式 ・ 電子式 ・ 空気式 ・ デジタル式）

・ ダクト方式 ・ ﾊﾟｯｹｰｼﾞ方式（電気式） ・ ﾊﾟｯｹｰｼﾞ方式（ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ）

・ ファンコイルユニット＋ダクト方式

３．設備概要

１）工事項目は○印を付けたものを適用する。

建物及屋外 工　　　　事 種　 別

工事種目

・ ・ ・衛 生 器 具 設 備

・ ・ ・給 水 設 備

・ ・ ・排 水 設 備

・ ・ ・給 湯 設 備

・ ・ ・消 火 設 備

・ ・ ・空 気 調 和 設 備

・ ・ ・換 気 設 備

・ ・ ・排 煙 設 備

・ ・ ・自 動 制 御 設 備

・ ・ ・

・ ・ ・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

２．工事項目，工事種別

　階　数 備　　　考　　建　物　名　称 　構　造 延面積　（m2）

１．建　物　概　要

・工　事　名　称

・工　事　場　所

・工　事　期　間 　契約締結の翌日から令和　　年　　月　　日まで

・工事を施工しない日 ・ 指定あり（下記の期間） ・ 指定なし

・工事を施工しない時間帯 ・ 指定あり（下記の時間帯）　・　指定なし

･ 工　事　概　要

・契約不適合責任期間 　受渡し完了の日から　　年

  別　途　工　事 ・建築工事 ・電気工事　・空気調和設備工事

・衛生設備工事　・ガス工事　・エレベーター工事

福岡市排水設備工事技術基準に定める節水型器材とする。

・ ロータンク（・　手洗い付　・　手洗いなし）

・ 個別感知洗浄方式　・　集合感知洗浄方式

・ タイマー洗浄方式

・ 衛生陶器取付型　・　壁取付型 

カウンター（　・　建築　・　設備）

洗面器　　（　・ 建築　・　設備）

同等品以上を採用すること。

水栓は、原則として節水コマ付とする。

2．大便器洗浄タンク

1．大便器

3．小便器節水

4．水石鹸入れ

5．洗面ユニット

6．型　　番

7．水　　栓

装置

図中の型番は原則として、公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）

（最新版）による型番または，ＴＯＴＯ品番としている。

24．防火区画

25．標識その他

26．下請負人

27．建設業退職金

28．完成図その他

29．電子納品

30．施設台帳

31．工事実績情報

32．保証書の提出

防火区画を貫通する管・ダクト等は、関係法令に基づき適切に処理すること。

イ）機　　器

ロ）配管・ダクト

ハ）弁　　類

貫通部の処理

（建設重機械）

通知書

共済制度

(電子ﾃﾞｰﾀ)の作成

の登録 

（ＣＯＲＩＮＳ）

名称及び記号を記入する。

識別を行い、必要により用途及び流れの方向を記入する。

必要に応じて配管サイズ、用途等を記入した表示札を取付ける。

施工に際して、クレーン類（吊上げ能力２０ｔ以上）を使用する

場合、下請人決定後速やかに書面をもって監督員に通知すること。

　　建設業退職金共済制度の対象作業員を雇用した場合は、掛金収納書

　　を契約後１ヶ月以内と完了時に提出すること。

　　但し、収納書を提出できない事情が認められる場合は、報告書に

　　理由を記載のうえ提出すること。

　　工事完成後の提出書類については、財政局制定の「完成図書等作成要領

　　(設備工事編)」(最新版)に基づき提出のこと。

　・ 適用工事 ・ 適用外

・ 有 ・ 無

　請負金額 500万円以上の工事は、監督員の確認を受けた後に該当工事に

　関するデータを(財)日本建設情報総合センター（JACIC)に登録し，

　「工事カルテ受領書」及び「工事カルテ」の写しを監督員に提出すること。

　　登録→受注時，竣工時，途中変更時，訂正時

　機器については、工事の契約不適合責任期間に関わらず製造者が保証する

　（期間・部品等について）保証書を提出すること。
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（２）配管接合においては，目視や打音検査等による確認を行うこと。

（３）上水・雑用水配管の各系統ごとのバルブを閉止し，各々出水確認を行うこと。

（４）通水試験は，雑用水系統に着色水を使用して誤接合がないか確認すること。

６．ダクトの板厚公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編) ４．空気調和設備工事の保温（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） からの抜粋による編集
凡　　例Ｐ：ポリスチレンフォーム　Ｇ：グラスウール　Ｒ：ロックウール

１．横走り管の吊り及び支持間隔 亜鉛鉄板の板厚 低圧ダクト長辺（Ｌ） 高圧1.2ダクト長辺（Ｌ）
施　工　順　序　施　工　箇　所 材　　　料保温区分 １．一般仕様Ｌ≦４５００．５8040 100 30015 20 25 50 65 125 150 25032 200分類

無筋コンクリートＧ又はＲ 保温筒 ＋ 鉄線 ＋ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ ＋合成樹脂製カバー 標準図は、標準的な形状及び施工法の一例を示したものであり標準図の意図する機能一般居室，廊下 ４５０＜Ｌ≦７５００．６
２．０ｍ以下 ３．０ｍ以下鋼管及びステンレス鋼管

Ｌ≦４５００．８ ７５０＜Ｌ≦１５００保温筒 ＋ 鉄線 ＋ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ ＋原紙 が十分に果たせるものであればよい。ただしその場合は監督員の承諾を事前に得ること。屋内露出 クラッシャ－ラン機械室，書庫，倉庫 〃温水管１．０ｍ以下ビニル管 ２．０ｍ以下 １．０ １５００＜Ｌ≦２２００ ４５０＜Ｌ≦１２００＋ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ棒鋼吊り (膨張管含) 栗　石又は１．０ｍ以下 ２．０ｍ以下 ２２００＜Ｌ銅　　管 １．２ １２００＜Ｌｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 化粧保温筒 ＋ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 粘着ﾃｰﾌﾟ〃 クラッシャ－ラン蒸気管 天井内，PS内，空隙壁中
(冷媒管に適用)　保温筒＋鉄線＋ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ＋ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 注１．共板工法ダクトは、長辺の長さ１５００ｍｍ以下の低圧ダクトに適用する。鉛　　管 １．５ｍ以下 冷媒管

宅内バルブボックス標準図注２．グラスウールダクトの使用の場合には、ＪＩＳ　Ａ４００９によるものとし，床下、ピット内 〃 保温筒 ＋ 鉄線 ＋ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ ＋着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ８．０ｍ以下鋼管及びステンレス鋼管 １２．０ｍ以下
事前に監督員の承諾を得ること。形鋼振れ 〃屋外露出・多湿箇所管 保温筒＋鉄線＋ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ ＋ｽﾃﾝﾚｽ鋼板又はｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ビニル管 ８．０ｍ以下 １２．０ｍ以下6.0ｍ以下

止め支持 Ｐ，Ｇ又はＲ一般居室，廊下 保温筒 ＋ 鉄線 ＋ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ ＋合成樹脂製カバー （フォースターを使用すること）冷水、 ７．各塗装箇所の塗料の種別及び塗り回数８．０ｍ以下 １２．０ｍ以下6.0ｍ以下銅　　管 屋内露出
冷温水管 保温筒 ＋ 鉄線 ＋ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ ＋ 原紙 ＋ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ〃機械室.書庫.倉庫

  塗 装 箇 所 塗り回数
▽ＧＬ(膨張管含) 〃 塗料の種別保温筒 ＋ 鉄線 ＋ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ ＋ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ天井内，PS内，空隙壁中 備 考とする。

機　材 状態ブライン管
保温筒 ＋ 鉄線 ＋ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ ＋着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ〃床下、ピット内注２　外壁に設置する立管の鋼管及び銅管で、口径５０Ａ以下の配管は立てバンド (ﾌﾞﾗｲﾝ管は 調合ペイントＶＡ 露出

支持（座付羽子板）としてもよい。 保温筒Ｐ) 〃 保温筒＋鉄線＋ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ ＋ｽﾃﾝﾚｽ鋼板又はｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板屋外露出・多湿箇所 （　）寸法
露出 調合ペイントＶＢ （　）寸法注３　上記支持でビニル管（常時満管）で口径５０Ａ以下についても同様とする。 冷水管 保温筒 ＋ 粘着ﾃｰﾌﾟ＋ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ ＋ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽＰ ＭＨＡ－Ｐ－１ ＭＨＡ－Ｐ－２ボックス機械室，書庫，倉庫

(冷水温度 露出 Ｖ１０５ＳＧＰ（白） 調合ペイント ボックス Ｖ１０１注４　ピット内の吊り金物はステンレス製とする。 ６５～８０ １００～２００適用バルブＰ 保温筒 ＋ 粘着ﾃｰﾌﾟ＋ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ ＋ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 市型補助桝天井内.PS内2～4℃) 適用バルブ １３～３２ ４０～５０露出 ＶＰ１５０Φ支持金物 調合又ｱﾙﾐﾆｳﾑﾍﾟｲﾝﾄ注５　銅管又はステンレス鋼管を鋼製金物で支持する場合には、ゴム又は絶縁テープ等で ３００Φ（４５０Φ）
鋲（又は接着剤）＋保温板＋ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ ＋鉄線 （ＶＰ２００Φ）Ｐ，Ｇ又はＲ管の保護をする。 冷水タンク・冷温水タンク 架台類*1 隠ぺい 錆止めペイント機 ＋ｶﾗｰ亜鉛鉄板

注６　冷媒用銅管の横走り管の吊金物間隔，銅管の基準外径が9.52mm以下の場合は1.5m以下， アルミニウムペイント露出
蒸気管及継手(黒)温水タンク・還水タンク

鋲＋ 保温板 ＋ 鉄線 ＋ ｶﾗｰ亜鉛鉄板12.70mm以上の場合は2.0m以下とする。ただし，液管・ｶﾞｽ管共吊りの場合は液管の外径と Ｇ又はＲ 隠ぺい 錆止めペイント　熱交換器・膨張タンク
する。なお，化粧カバー等を使用する場合で製造メーカの基準がある場合はその基準に従う。 断熱有 耐熱錆止めﾍﾟｲﾝﾄ煙突及び煙導鋲（又は接着剤）＋ 保温板 ＋ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ ＋ 鉄線器２．試　　験 冷水ヘッダー・冷温水ヘッダー Ｐ，Ｇ又はＲ 断熱無 耐熱塗料＋ｶﾗｰ亜鉛鉄板

（1）給水管は、次の圧力値による水圧試験を行う。なお圧力は配管の 低部に 露出 調合ﾍﾟｲﾝﾄ温水ヘッダー・蒸気ヘッダー 鋲 ＋ 保温板 ＋ 鉄線 ＋ カラー亜鉛鉄板Ｇ又はＲ ダクトおけるもので保持時間は、 小６０分（ただし、給水装置部分については１分以上）とする。 マンホール 公共桝内面 調合ﾍﾟｲﾝﾄ ｸﾛﾂﾔｹｼ 一般居室，廊下 鋲 ＋ 保温版 ＋ カラー亜鉛鉄板〃
（A）給水装置に該当する管は、1.75ＭＰａ以上とする。 屋内露出 鋲 ＋ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温板 ＋ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ一 〃機械室，書庫，倉庫長方形
（B）揚水管は、当該ポンプの全揚程に相当する圧力の２倍の圧力（ 小0.75MPa）とする。 屋内隠ぺい，ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 〃 鋲 ＋ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温板 ＋ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ

ダクト般 注１．保温される金属下地は雑用水配管を除き塗装の必要なし。（福岡市仕様）
〃 鋲 ＋ 保温板 ＋ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ ＋ ｽﾃﾝﾚｽ鋼板（C）高置タンク以降の配管は、静水頭に相当する圧力の２倍の圧力（ 小0.75MPa）とする。 屋外露出、多湿箇所

　２．ねじ切りした部分の鉄面は、錆止めペイント２回塗を行う。ダ 保温帯 ＋ 鉄線 ＋ ｶﾗｰ亜鉛鉄板一般居室，廊下 〃（2）排水管は、器具取り付け後通水試験を行う。 口環（上）口環（上）屋内露出スパイラル 　３．ＶＡ，ＶＢは、水道用硬質塩ビライニング鋼管。 保護ｺﾝｸﾘｰﾄ機械室，書庫，倉庫 〃 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温帯 ＋ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ 口環（下） 口環（下）（3）給湯管は、上記（１）に準ずる。 ク ダクト
屋内隠ぺい，ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 〃 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温帯 ＋ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ

（4）消火配管は、消火ﾎﾟﾝﾌﾟの締切圧の1.5倍の圧力とする。保持時間は 小60分とする。 躯体（上）ト
〃屋外露出、多湿箇所 斜　　壁保温帯 ＋ 鉄線 ＋ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ ＋ ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ８．塗装を施す素地ごしらえ（5）油配管は、空気圧試験とし 大常用圧力の1.5倍の圧力とする。保持時間は 小30分とする。

サプライチャンバー 〃 鋲 + 保温板 + ｶﾞﾗｽｸﾛｽ + 銅亀甲金網又はｱﾙﾐﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ 工　程　順　序 処　理　方　法用　　　途
（6）冷温水配管等は、水圧試験とし 大使用圧力の1.5倍の圧力とする。 〃消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ・エルボ 鋲 ＋ 保温板 ＋ ガラスクロス

１．さび，汚れ及び付着物 スクレーパー、ワイヤブラシ屋内隠ぺい保持時間は 小３０分とする。　（ 小　0.75MPa） 鋲 ＋ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温板 ＋ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ長方形 躯体（中）Ｒ 調合ペイント塗りなど排煙ダクト ディスクサンダーなどの除去 直　　壁円　形 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温帯 ＋ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ屋内隠ぺい 〃（7）冷媒管は、気密試験（設計圧力 , 保持時間２４時間）終了後、真空乾燥を行う。 を施す鉄面 ２．油類の除去 揮発油ぶき〃 ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ ＋ 鉄線 ＋ ｶﾗｰ亜鉛鉄板煙　　　道 躯体（下）
３．給排水衛生工事の保温 Ｐ：ポリスチレンフォーム　Ｇ：グラスウール　Ｒ：ロックウール

注１．各種機器の保温は、各編の該当項目による。 調合ペイント塗りなど
保温区分 　施　工　箇　所 材　　　料 施　工　順　序 躯　　体　２．建築基準法施行令第１１２条第１５項に規定する準耐火構造等の防火区画を貫通 を施す亜鉛めっき面

　　する冷水管、冷温水管の保温は、その貫通部をロックウール保温材で行う。保温筒 ＋ 鉄線 ＋ 合成樹脂製カバー一般居室，廊下 Ｐ，Ｇ又はＲ 基礎版屋内露出 また、冷温水のドレン管が防火区画を貫通する部分は、保温を行わず、モルタル又は保温筒 ＋ 鉄線 ＋ 原紙 ＋ アルミガラスクロス〃機械室，書庫，倉庫
ロックウール保温材で埋める。

ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 化粧保温筒 ＋ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 粘着ﾃｰﾌﾟ〃天井内，PS内，空隙壁中 　３．冷水及び冷温水のドレン管の保温は、排水管の項による。給　　水
保温筒 ＋ 粘着テープ ＋ ポリエチレンフィルム 　４．隠ぺいダクトのフランジ部（補強を含む）は厚さ２５ｍｍの保温を重ね巻きを行うか、床下、ピット内 Ｐ管
＋ 着色アルミガラスクロス 　　隠ぺい部の保温厚さをフランジ高さ＋１０ｍｍ以上とする。・
保温筒 + 粘着テープ + ポリエチレンフィルム Ｐ ５．次のダクト等は、原則として保温を行わない。（保温を行う場合は特記による。）屋外露出・多湿箇所継
＋ステンレス鋼板又はガルバリウム鋼板 （イ）換気用ダクト。

手 （　）内は、０号人孔（ロ）外気取入れ用ダクト。（全て行う。（福岡市仕様））保温筒 ＋ 鉄線 ＋ 合成樹脂製カバーＰ,Ｇ又はＲ一般居室，廊下
屋内露出 （ハ）排気用ダクト。（厨房設備の排気ダクトはロックウール５０mm断熱施工(福岡市仕様)）及 排水管 保温筒 ＋ 鉄線 ＋ 原紙 ＋ アルミガラスクロス機械室，書庫，倉庫 〃

（ニ）空調している建物内の還りダクト。
及びび 〃天井内，空隙壁中 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 化粧保温筒 ＋ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 粘着ﾃｰﾌﾟ （ホ）屋内外露出及び防火区画されたダクトシャフト内排煙ダクト。

通気管弁 （ヘ）内貼りしたダクト及びチャンバー。Ｐ厨房等の多湿箇所 保温筒 + 粘着ﾃｰﾌﾟ + ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ +ｽﾃﾝﾚｽ鋼板又は ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板
（ト）保温フレキシブルダクト及びたわみ継手。類 保温筒 ＋ 鉄線 ＋ 合成樹脂製カバーＧ又はＲ一般居室，廊下 （チ）屋外露出の煙道及び煙突。

屋内露出 汚水桝を 保温筒 ＋ 鉄線 ＋ 原紙 ＋ アルミガラスクロス〃機械室，書庫，倉庫 ６．次の機器は、保温を行わない。給湯管
含 （イ）ユニット形空気調和機及びコンパクト形空気調和機。〃 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 化粧保温筒 ＋ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 粘着ﾃｰﾌﾟ天井内，PS内，空隙壁中（膨張管 （ロ）送風機。
む 含む） 保温筒 ＋ 鉄線 ＋ ポリエチレンフィルム 蓋　ＨＡＳＳ－２種（ハ）ポンプ。

床下、ピット内 〃 ＋ 着色アルミガラスクロス （ニ）オイルサービスタンク及びオイルタンク。 鋳 鉄 防 臭 蓋
（ホ）空調用密閉形隔膜式膨張タンク

屋外露出・厨房等の多湿箇所 保温筒 + 鉄線 + ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ + ｽﾃﾝﾚｽ鋼板又は ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板〃 （ヘ）プレート形熱交換器

７．次の管、弁、フランジなどは、保温を行わない。鋲 ＋ 保温板 ＋ ポリエチレンフィルム ＋ 鉄線鋼板製機 ３５０３００Φ ５２５Ｐ,Ｇ又はＲ ＋ カラー亜鉛鉄板 （イ）放熱器廻り蒸気配管,及び温水管タンク
４００Φ ６７５４５０（ロ）蒸気管及び温水管で屋内及び暗渠内の各種装置回り配管。

Ｇ又はＲ貯湯タンク 鋲 ＋ 保温板 ＋ カラー亜鉛鉄板 ５００ ７５０４５０Φ（ハ）蒸気管及び温水管で、屋内及び暗渠内の伸縮継手、防振継手、フレキシブル
器 　　ジョイント、弁及びフランジ。

保温帯 ＋ 鉄線 ＋ アルミガラスクロス ＋ 金網排気筒 隠ぺい Ｒ
（ニ）冷凍機の冷却水用配管。

注１．給水・排水管で建築基準法施行令第１１２条１５項に規定する準耐火構造等の防火区画など （ホ）ポンプ回りの防振継手、フレキシブルジョイント。

（へ）各種タンク類のオーバーフロー管及びドレン管。を貫通する部分は保温を行わずモルタル又はロックウール保温材もしくは耐火パテで
（ト）エア抜弁以降の配管及び排泥弁以降の配管。埋める。
（チ）油管。

２．鋼板製のﾀﾝｸは、特記のある場合のみ保温を行う。（ただし蓋の部分は保温を行わない。）
８．冷水及び冷温水用の露出配管で、呼び径６５以上の弁、ストレーナなどは、

３．次の管、弁、フランジなどは、保温を行わない。（保温を行う場合は、特記による。） 　ビスなどにより容易に着脱できる金属製カバー（屋外はステンレス鋼板又はガルバリウム鋼板
（イ）衛生器具の付属品と見なされる器具及び配管。（流し下部の床上排水管を含む。） 屋内はカラー亜鉛鉄板）による外装を施す。

（ロ）給水用配管でポンプ回りの防振継手、フレキシブルジョイント。 ９．蒸気管及び温水管の施工順序は、ポリエチレンフィルムを除く。（床下、屋外露出を除く）
雨水桝（ハ）給水管及び排水管の地中又はコンクリート埋設配管。

10．金属板仕上げの機器類とダクトは、必要により鋼枠を使用する。

11．ステンレス鋼板製のタンク類(SUS444を除く)はエポキシ系塗装により保温材と絶縁する。（ホ）給湯用配管で、屋内及び暗渠内配管の伸縮継手、防振継手、ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄなど。
▽ＧＬ ▽ＧＬ

12．ロックウール保温板及びグラスウール保温板の使用困難な箇所は、それぞれの（ヘ）保温付被覆銅管
　帯またはブランケットを使用してもよい。（ト）排水管で、暗渠内配管（ﾋﾟｯﾄ内を含む）、共同構内配管、耐火二層管，屋外露出配管

13,（原紙+アルミガラスクロス）はアルミガラスクロス化粧原紙を、また（保温材+ガラスクロス）（チ）通気用配管。（排水管の分岐点より１００mm以下の部分を除く。）

はガラスクロス化粧保温板を各々使用してもよい。（リ）消火配管 （屋外露出管を除く）（福岡市仕様）

14．屋内隠ぺい、排煙ダクトの場合は、きっ甲金網押えを行う。（ヌ）厨房機器及びガス湯沸器回りの給水、排水及び給湯管。

（ル）各種タンク類のオーバ－フロー管及びドレン管。 15．断熱被覆銅管を使用する場合、化粧カバーでよい。
（ヲ）エア抜弁以降の配管及び排泥弁以降の配管など。

16. ポリスチレンフォーム保温筒使用の場合，鉄線に替え粘着テープ使用とする。
４．次の機器は、保温を行わない。

５．保温材の厚さ Ｐ:ポリスチレンフォーム　Ｇ:グラスウール　Ｒ:ロックウール（ロ）消火用呼水タンク。 （ハ）給湯用密閉形隔膜式膨張タンク（イ）ポンプ。
以上保温材の厚さ 呼び径 15 20 25 32 40 65 80 20050 150 250100 125参考使用区分 300（ニ）屋内外露出の排気筒。 種別 蓋　ＨＡＳＳ－２種

２０ ２５Ｐ 鋳 鉄 防 臭 蓋５．給水及び給湯用の露出配管で、保温を行う呼び径６５以上の弁、ストレーナなどは、ビス 給水管及び排水管
４０２０Ｇ,Ｒ ２５等により容易に脱着できる金属製カバー（屋外はステンレス鋼板又はガルバリウム鋼板、

屋内はカラー亜鉛鉄板）による外装を施す。 Ｇ,Ｒ給湯管及び温水管 ２５ ４０２０

３００Φ ３５０ ５２５Ｇ,Ｒ ４０蒸気管 ３０２０６．ポリスチレンフォーム保温筒の使用困難な箇所は、ロックウール保温帯、ロックウール 小口径桝保護蓋 小口径汚水桝６７５４００Φ ４５０５０冷温水管，冷水管，冷媒管(G,R) ４０３０Ｐ,Ｇ,Ｒフェールトもしくはグラスウール保温帯または波形保温板を使用してもよい。
４５０Φ ７５０５００４０３０冷水管(冷水温度2～4℃) Ｐ ５０

７．ロックウール保温筒又はグラスウール保温筒の使用困難な箇所は、それぞれの保温帯を
６５ブライン管 Ｐ ５０４０

使用してもよい。
Ｇ,Ｒ鋼板製（膨張）タンク ２５

８．（原紙＋アルミガラスクロス）は、アルミガラスクロス化粧原紙を使用してもよい。 貯槽、冷温水ﾀﾝｸ､排気筒 ５０Ｇ,Ｒ 工事名

Ｇ,Ｒ ５０サプライチャンバー９．金属板仕上げの鋼板製タンクには、必要により鋼枠を使用する。

消音チャンバー等 Ｇ,Ｒ ２５
10．ステンレス鋼板製貯湯タンク(SUS444を除く)は、エポキシ系塗装により保温材と絶縁する。 図面名

露出部及び多湿箇所は50，隠ぺい部は25Ｇ,Ｒ一般ダクト
11．ポリスチレンフォーム保温筒使用の場合は、原紙を不要とする。 特  記  仕  様  書（２） 縮　尺 Ｎ．ＳＲ排煙ダクト 露出部及び多湿箇所は50，隠ぺい部は25

Ｒ煙　道 ７５12.ポリスチレンフォーム保温筒使用の場合，鉄線に替え粘着テープ使用とする。
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4. 標準図

２．油類の除去 揮発油ぶき

１．汚れ及び付着物の除去 スクレーパー、ワイヤブラシなど

中塗 上塗下塗

１１

１１１

１１ １

１１２

２

１２ １

２

２

２ １ １

１１ １

１ １

耐熱温度はボイラー用では４００℃以上

下塗りは錆止めペイント 

下塗りは錆止めペイント 

下塗りは錆止めペイント 

下塗りは錆止めペイント 

下塗りは錆止めペイント 

室内外より見える範囲

日付　 Ｒ２．　４．

(ニ) ピット内の給水用ライニング鋼管（ＶＤ管），樹脂管(福岡市仕様）

　４．　＊１　；　亜鉛めっき面を除く。

注１　屋外支持金物（ボルト、ナット含む）はステンレス製とし支持架台は溶融亜鉛めっき製

（Ａ）外面被覆鋼管以外の鋼管をコンクリート内及び埋設する場合には、防食ビニルテープ

表示テープ巻を行い貫通部から容易に識別できる70mm以上の長さを確保し，施工状況の写真を撮影すること。

ことを確認すること。

雑用水給水設備に係る工事を行う場合は，以下の項目を施工計画書に記載し，誤接合がない

３．雑用水給水設備

施工すること。

（３）掘削深さが１．５ｍ以上又は、地盤の崩壊するおそれが有る場合には、土留め矢板を

（２）桝の仕上り高さは直近の側溝等を参考とし、歩行に支障のなき様施工のこと。

する。なお保護コンクリートの角は面取りをすること。

（１）標準図は、非舗装部の要領であり、舗装部の施工は、保護コンクリートの施工は不要と

市型桝

２．排水設備

（６）バルブボックス内に、表示札（常開・常閉，口径，行先，設置年月等）を入れること。

（５）雑用水のバルブボックス（バルブ共）は黄緑色にて塗色のこと。

（４）バルブボックス内には砂又は砕石を入れること。

（３）バルブボックスの仕上り高さは直近の側溝等を参考とし、歩行に支障なき様施工のこと。

なお、保護コンクリートの角は面取りを行うこと。

（２）標準図は非舗装部の要領であり、舗装部の施工は保護コンクリートの施工は不要とする。

（１）次項標準図は２次側の給水系統であり、水道直結は水道局基準による施工のこと。

バルブボックス

１．給水設備

施工要領

また密封後は、防食テープ１回巻きとする。

ねじ部をブチルゴム系コーキングテープ又はゴムリングで完全に密封させる。

（Ｂ）外面樹脂被覆を施した管継手の外面樹脂部と管の隙間及びねじ込み後の残り

（Ａ）コンクリート内に埋設される鉛管は、防食ビニルテープを１／２重ね１回巻とする。

（２）防食処理

ただし、公道部分は路面下０．８ｍの深さに埋設する。

（Ｂ）標識テープを施工する場合は、地表から１５０ｍｍ程度の深さに埋設する。

を２回巻きとする。

（１）一般事項

９．埋設配管

（ニ）アルミニウム、銅、合成樹脂製など特に塗装の必要を認められない面。

（ハ）亜鉛めっきされた鋼製架台類。

（ロ）亜鉛めっきされたもので、常時隠ぺいされる部分。

（イ）埋設されるもの。

　２．次の各種機材は、塗装を行わない。

配管切断後も雑用水配管が識別できるようにし，全ての箇所の写真を撮影すること。

また，既設管との接続箇所については，既設配管切断前に必ず表示テープ巻きを行うことで

（１）雑用水配管を壁や床等を貫通させる場合は，施工前に配管塗装（黄緑色）と管の端末付近に
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価契約含む）でない場合。

② 近接の範囲については、各管理者によって異なるため、管理者との協議を行うものとす

　２．　配置技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係に関する条件

　４．　主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐の専任を要しない期間に関する条件

　３．費用補正について

工事名

図面名

特  記  仕  様  書（３） 縮　尺 Ｎ．Ｓ

    ．   日付福岡市財政局アセットマネジメント推進部設備課 ／

　１．　現場代理人の常駐義務緩和に関する条件

① 次の期間は現場代理人の常駐を要しないものとする。

（１） 工事の全部の施工を一時中止している期間
（２） 工場製作のみが行われている期間

（３） その他監督員が認める期間　（ ）
② 福岡市が発注する市内又は隣接する市町村の区域内の工事であり、かつ請負代金の額が

３千５百万円（建築一式工事である場合にあっては、７千万円）未満の工事の場合は、同
一の現場代理人を例外的に２件まで兼任で配置できる。

③ 営業所の専任技術者については予定価格が２千９百万円（建築一式工事である場合に
あっては５千８百万円）以下の工事であれば、１件まで現場代理人となることができる。

　　建設工事の適正な施工を確保するため、配置技術者（主任（監理）技術者、特例監理技術者、
　監理技術者補佐）については、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者を配置しな

　ければならない。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、次の要件を満たす必要がある。
① 一般競争入札による工事の場合は、入札参加資格確認申請の日以前に３か月以上の雇用

関係にあること。
② 指名競争入札による工事の場合は、入札の執行日（開札日）以前に３か月以上の雇用

関係にあること。
③ 随意契約による工事の場合は、見積書の提出日以前に３か月以上の雇用関係にあること。

・ 本工事は、特例監理技術者（建設業法第２６条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技

術者）の配置は認めない。
・ 本工事は、次の要件に該当する場合、特例監理技術者（建設業法第２６条第３項ただし書の

規定の適用を受ける監理技術者）を配置することができる。なお、兼任が認められる区域は福
岡市が発注する市内又は隣接する市町村の区域内の工事であり、同一の特例監理技術者を配置

できる工事の件数は２件までとする。
① 本工事の当初請負金額が３億円未満である場合。

② 兼任する工事が、２４時間体制での応急処理工や緊急巡回等が必要な維持工事同士（単

　　工事請負代金額が３千５百万円（ 建築一式工事である場合にあっては、７千万円） 以上とな
　る場合建設業法に基づき、本工事における主任技術者、監理技術者又は特例監理技術者の専任を

　要する。ただし、以下に示す期間については、主任技術者、監理技術者又は特例管監理技術者の
　工事現場への専任を要しない。

・ 現場施工に着手する日が確定している場合

　請負契約の締結の日の翌日から令和　　年　　月　　日までの期間については、主任
　技術者、監理技術者又は監理技術者補佐の工事現場への専任を要しない。

・ 現場施工に着手する日が確定していない場合
請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬

入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者、監理技術者又は
監技術者補佐の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、

請負契約の締結後、監督員との打合せにおいて定める。
② 工事を全面的に一時中止している期間

工事用地等の確保が未了、自然災害の発生、又は埋蔵文化財調査等により、工事を全
面的に一時中止している期間については、主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐
の工事現場への専任を要しない。なお、事象が生じた時点で別途指示する。

③ 工場製作のみが行われている期間

本工事における工場製作のみが行われている期間については、主任技術者、監理技術
者又は監理技術者補佐の工事現場への専任を要しない。

④ 工事完成後の期間
工事完成後、事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者、

監理技術者又は監理技術者補佐の工事現場への専任を要しない。なお、工事が完成した
日は、受注者が工事が完成した旨、発注者に通知した日（「完了届」における日付）と

する。

〇週休２日工事の試行について

　１．週休２日工事の試行対象工事について（該当する場合〇印）

　２．週休２日工事の発注方式について（該当事項〇印）

・発注者指定方式（発注者が週休２日に取り組むことを指定して実施）

労務費）を補正して予定価格を作成している。

② 受注者希望方式の場合、発注者は、現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、（１）、（２）
又は（３）の現場閉所（現場休息）の状況に応じた補正係数により労務費（予定価格のもととな

る工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）を
補正し、請負代金額を増額変更する。

（１）４週８休以上（現場閉所率28.5％（８日/２８日）以上）
補正係数１．０５

（２）４週７休以上４週８休未満（現場閉所率25％（７日/２８日）以上28.5％未満）

補正係数１．０３
（３）４週６休以上４週７休未満（現場閉所率21.4％（６日/２８日）以上25％未満）

補正係数１．０１

　４．その他
① 発注者は、労働安全衛生法に基づき指名する総括安全衛生管理義務者が現場休息となる日に、

その職務を行う代理者をあわせて指名する。
② 「福岡市営繕工事における週休２日工事実施要領」に基づき実施すること。（福岡市ホーム＞

創業・産業・ビジネス＞公共工事・技術情報＞公共工事の技術監理関連＞公共工事の技術監理＞
週休２日工事）

・本工事は、週休２日工事の試行対象工事であり、週休２日を前提とした工期を設定
している。

　実施）
・受注者希望方式（受注者が工事着手前に発注者に週休２日に取り組む旨を協議して

〇施工体制の確認に関する事項

　１．　施工体制の確認方法

本工事の施工体制の確認は以下の方法により行う。

① 下請契約を締結した場合は、「施工体制台帳」及び「工事作業所災害防止協議会兼施工
体系図」を基に確認する。

（施工体制台帳）
施工計画書に添付せず、施工体制台帳の写しを単体で提出すること。

（工事作業所災害防止協議会兼施工体系図）
施工計画書ではなく、施工体制台帳に添付すること。

工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆の見やすい場所に掲示すること。
② 下請契約を締結しない場合は、施工計画書等により確認する。
③ 施工体制に変更が生じた場合は、上記書類をそのつど提出すること。

　２．　施工体制の確認に関する点検

① 抜き打ち点検

一括下請など施工体制に関する点検を抜き打ちで行う場合がある。
② 検査時における点検

中間技術検査等、各段階の検査時において点検を行う。

　３．　不備が発覚した場合の措置

① 工事成績評定での減点措置
監督課、検査課が連携し減点措置を行う場合がある。

② 請負代金の支払い
書類が完備するまでは検査完了として取り扱わず、請負代金の支払い事務を開始しない

ものとする。
③ 悪質なケース

虚偽の記載や一括下請等悪質なケースが判明した場合は、関連部署と協議の上、建設業
許可部局への通知や指名停止等の措置を行う場合がある。

〇現場環境改善（快適トイレの設置の試行）

　１．内容
受注者は、現場に仮設トイレを設置する場合には以下の（１）～（１１）の仕様を満たす

　快適トイレの設置に努めること。

（１２）～（１７）については、満たしていればより快適に使用できると思われる事項で
あり、必須ではない。

① 快適トイレに求める標準仕様
（１）洋式便座

（２）水洗機能（簡易水洗、し尿処理装置付き含む）
（３）臭い逆流防止機能（フラッパー機能）

（必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取ること）
（４）容易に開かない施錠機能（二重ロック等）

（二重ロックの備えが無くても容易に開かないことを製造者が説明できるもの）
（５）照明設備（電源が無くても良いもの）

（６）衣類掛け等のフック付き、又は、荷物置き場設備機能（耐荷重５kg以上）
【快適トイレとして活用するために備える付属品】

（７） 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
（８） 入口の目隠しの設置（男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等）

（９） サニタリーボックス（女性専用トイレに限る）
（１０）鏡付きの洗面台
（１１）便座除菌シート等の衛生用品

② 推奨する仕様、付属品
（１２）室内寸法９00㎜×９00㎜以上（半畳程度以上）
（１３）擬音装置

（１４）着替え台（フィッティングボード等）
（１５）フラッパー機能の多重化

（１６）窓など室内温度の調整が可能な設備
（１７）小物置き場等（トイレットペーパー予備置き場）

　２．設置に関する費用
設置に関する費用については、当初は計上していない。

受注者は、快適トイレの設置にあたっては、上記１の内容を満たすことを示す書類を添付
し、監督職員と協議の上、規格・基数等の詳細について決定することとし、設計変更時にお

いて、支出実態のわかる資料により監督職員と協議すること。なお、設計変更数量の上限は、
男女別で各１基ずつ２基／工事までとする。また、運搬費は共通仮設費（率）に含むものと

する。

〇新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止対策に係る設計変更について

　受注者は、本工事の実施にあたり、新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止に十分
　に努めることとし、その感染拡大防止に係る対策について、監督員と協議の上、請負代
　金額の変更や工期の延長等が必要と認められる場合は、設計変更の対象とする。なお、
　設計変更にあたっては、感染拡大防止対策について施工計画書に記載するとともに、そ
　の実績が分かる資料（写真、領収書等）を監督員に提出すること。

〇工事請負契約書に定める設計変更に伴う契約変更の手続きは、以下のとおり
　とする。

　１．　契約変更の時期について

　　設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた都度、遅滞なく行うものとする。ただ
　し、軽微な設計変更に伴うものは、工期の末（複数年度にわたる工事にあっては、各会計年度の

　末又は工期の末）に行うことができるものとする。
　　軽微な設計変更とは、原則として次に掲げるもの以外をいう。

① 設計変更額が当初設計金額の２０％を超えるもの。
② 構造、工法、位置又は断面等の変更で重要なもの。

③ その他上記に準ずる重要なもの。

〇公共事業労務費調査に対する協力

　１．　本工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合、受注者
は、調査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出する等、必要な協力を行わな
ければならない。また、本工事経過後においても、同様とする。 

　２．　調査票等を提出した事業所を発注者が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受
注者がなった場合、受注者は、その実施に協力しなければならない。また、本工事
の工期経過後においても、同様とする。

　３．　公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよ
う、受注者は、労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製
保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておか
なければならない。 

　４．　受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下
請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）が前３
条と同様の義務を負う旨を定めなければならない。

〇法定外の労災保険の付保

　　本工事において、受注者は政府労災保険への加入義務がある場合、法定外の労災保険
　に付さなければならない。また、保険契約を締結した際はその証券又はこれに代わるも
　のを監督員に提示すること。

〇下請人、資材・製品の地場企業の活用に関する事項

　１．　受注者は、工事施工に伴う下請業者及び資材・製品供給業者の選定にあたっては、
特段の理由がない限り地場企業への発注等を行うこと。

　２．　受注者は、工事にかかる資材・製品については、特段の理由がない限り地場企業
資材製品を使用すること。

　３．　受注者は、下請業者の１次下請に地場企業を使用しない場合、その理由を付した
書面を施工体制台帳に添付のうえ、監督員に提出すること。

　４．　受注者は、使用する資材・製品について、書面を監督員に提出すること。

〇地下埋設物調査等に関する事項

　１．　工事着手前における地下埋設物調査の徹底について

① 工事箇所に地下埋設物がある場合、工事着手前にその種類、位置、形状、深さ、構造等
をそれらの管理者が有する資料（台帳、竣工図等）と照合し確認するものとする。なお、

破損による影響が広範囲に及ぶ重要な地下埋設物については、管理者との協議を行い詳
細な確認を行うものとする。

② 必要に応じて試掘、ボーリング及び地中探査等原位置での調査を、監督員と協議のうえ
実施するものとする。

③ 地下埋設物の確認については、別紙様式により行い、結果を監督員へ報告するものとす

る。

　２．　近接施工に関する確認・対策の徹底について

① 工事箇所に近接する地下埋設物等について、その種類、位置、形状、深さ、構造等を確
認し、工事による影響について管理者と協議のうえ検討を行うものとする。なお、必要

に応じて適切な対策を管理者及び監督員と協議のうえ検討、実施するものとする。

る。

〇情報共有システム活用の試行

　１．本工事は、情報共有システム活用の対象工事とする。

　２．受注者は、監督員との協議により情報共有システムを活用できる。

　３．活用にあたっては、「情報共有システム活用試行要領（建築・設備工事）」及び
　　「情報共有システム活用の手引き（建築・設備工事）」に基づき行う。

〇工事履行報告書の提出について

　　監督職員が工事の進捗管理のために「工事履行報告書」を求めた場合について、こ
　れに代わるものが提出され、進捗を確認することができた場合、「工事履行報告書」

　書を提出すること。

令和　３年　４月　版
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　４．平成１６年　４月　改訂（産廃取り扱い変更）
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１９. 平成２５年　７月　改訂（保証書の提出に関する事項追加）

２０. 平成２７年　８月　改訂（機材に関する事項内容追加等）

２１. 平成２８年１２月　改訂（公共事業労務費調査に対する協力追加）

２２. 平成３０年　３月　改訂（部分払の内容修正）

２３. 平成３１年　３月　改訂（下請人、資材・製品の地場企業の活用についての内容修正）

２４．令和  ２年　４月　改訂（契約不適合責任、共通仕様書、発生材の処理、防火区画貫通部の処理、保証書の提出、配管材料、

　　　配管種別、温湿度空気設計条件、保温、塗装についての内容変更）

２５．令和  ２年　４月　追記（新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止対策に係る設計変更について）
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２７．令和  ２年１０月　改訂（法定外労災保険の付保について）

２８．令和  ２年１２月　改訂（工事を施工しない日・時間帯について、現場環境改善について）

２９. 令和　３年　３月　改訂（特例監理技術者の配置に関する条件追加）

３０. 令和　３年　４月　改訂（週休２日工事の試行について、情報共有システム活用の試行について、
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のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の

① 発注者指定方式の場合、４週８休以上を前提に下記（１）の補正係数により労務費（予定価格

〇現場代理人及び技術者の適正配置に関する運用

　３．　特例監理技術者の配置に関する条件（〇印を付けたものを適用する。）

① 現場施工に着手するまでの期間（〇印を付けたものを適用する。）

　の提出は不要とする。ただし、契約約款第３４の２において中間前払金を請求する
　場合や、部分払の支払いのために進捗を確認する必要がある場合は、工事履行報告
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図面名 解体工事特記仕様書（１）

解体工事特記仕様書（令和２年４月改定版）

　
１
　
各
章
共
通
事
項

章 項　　目 特　　記　　事　　項

※　請負金額500万円以上の工事は、登録内容について、監督員の確認を受けた
後に、当該工事に関するデータを（財）日本建設情報総合センタ－(JACIC)に

下記の区分で１０日(土日祝日を除く)以内に登録し、「登録内容確認書」を監

督員に提出すること。

　　　　受注時，途中変更時，訂正時，竣工時

1.工事範囲

・什器、備品類等の撤去

什器・備品類等

・フロン類、ハロン使用機器

・医療系特別管理産業廃棄物、放射性廃棄物
・使用されていた酸、アルカリ、薬品等の残さ

・ピット（浄化槽、便槽）汚泥

・オイルタンク内のオイル

・関連実施工事・植栽移植　　・工作物移設　　・表示看板（財産管理等）　　

・境界石設置工事　　・（　　　　　　　　　　　　　　　）

2.工事実績情報ｻｰﾋﾞｽ

　の登録(コリンズ)

【1.1.4】

　その後の措置については、監督員の指示に従う。
状況を監督員に報告する。

3.文化財その他

　埋蔵物

【1.1.12】

　工事の施工に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、直ちにその

4.工事写真等

【1.2.3】

【1.3.3】

・適用する　　　・適用しない5.電気保安技術者

【1.3.6】
【1.3.9】

　及び環境保全

7.施工中の安全確保

う災害、事故の防止及び周辺環境の保全に努める。

処し、その内容を文書にて監督員に報告を行うこと。

　工事に伴う現場周辺からの苦情については、受注者が誠意を持ってこれに対

施工技術指針を参考に、常に工事の安全に留意して現場管理を行い、施工に伴

防止対策要綱及び建設副産物適正処理推進要綱に従うとともに、建築工事安全

振動規制法、大気汚染防止法その他関係法令等によるほか、建設工事公衆災害

　建築基準法、労働安全衛生法、建設リサイクル法、環境基本法、騒音規制法、

【1.3.8】 共工事にかかる事故報告要領」に基づき報告すること。

　災害及び事故が発生した場合は、直ちに監督員に連絡するともに「福岡市公8.事故報告

9.発生材の処理等

【1.3.10】

監督員が指示する近隣の家屋等の現況を工事着手前に調査すること。

　工事に伴って、障害となるすべての物を撤去、移動若しくは保護処置を行う

場合は監督員の承諾を受けること。

※アスベスト含有物の有無

・ＰＣＢ使用機器の有無

・オイルタンク内のオイルの有無

・ピット（浄化槽、便槽）汚泥の有無

・使用されていた酸、アルカリ、薬品等の有無

・医療系特別管理産業廃棄物、放射性廃棄物の有無

・フロン類、ハロン使用機器の有無

・什器、備品類等の有無

・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　着手前事前調査

1.解体対象物の解体

敷地内障害物の調査　　　　・行う　・行わない　（・空中　・地上　・地下）

敷地内配管、配線の調査　　・行う　・行わない

地下水位の調査　　　　　　・行う　・行わない

2.敷地状況の調査

・浄化槽等の汚水及び汚物の回収，洗浄，消毒等　　　・行う　・別途工事

・オイルタンク及び配管内等の廃油の回収，洗浄等　　・行う　・別途工事

※要する　　・要しない

・廃石綿　　分析調査（JIS A1481）　 ・行う　・行わない

・（　　　　　　　　　）　　　 　　 ・行う　・行わない

・六ふっ化硫黄ガス　分析調査　　　  ・行う　・行わない

・ＰＦＯＳ(ペルフルオロ)　分析調査  ・行う　・行わない

・（　　　　　　　　　）　　　 　　 ・行う　・行わない

・ダイオキシン類　サンプリング調査　・行う　・行わない　　　

・廃ＰＣＢ　微量ＰＣＢ分析調査　　　・行う　・行わない　　　

・ＰＣＢ含有シーリング材　分析調査　・行う　・行わない　　　

7.特殊な建設副産物

【7.3.1】

6.特別管理産業廃棄

　物の分析調査

【5.4.1】

5.施工計画書

4.障害物対策

3.事前措置
【3.2.1】

垂直防護施設　・メッシュシート　・防炎シート　　　　・枠付き金網

水平防護施設　　　・防護柵（朝顔）　・ダブルネット　　・(　　 　　　　）

防護施設等取付足場・単管一本足場　・枠組本足場（Ｗ＝　　　）・(　   　）

設置範囲　　　　　※図示による　　　・(　　　　　　　　　　)

設置高さ　　　　　※図示による　　　・(　　　　　　　　　　)

設置期間　　　　　※工事期間中　　　・(　　　　　　　　　　)

1.危険防止

　１）騒音･粉じん
　　　等の対策

【2.2.1】

【2.2.2】

　２）仮囲い

【2.2.2】

仮囲い等　　・設けない　　※設ける

種類等　　　・成形鋼板（Ｈ＝　　ｍ）　・亜鉛引鉄板（Ｈ＝　　ｍ）　

ゲート　　  ・シート　（Ｗ＝　　ｍ）　・パネル（Ｗ＝　　ｍ）

　　　　　　・シート張り　　　　・ロープ張り　　　　・図面図示による

　　　　　　・ハンガー（Ｗ＝　　ｍ）　・図面図示による

【2.2.2】

※枠組足場  　・くさび緊結式足場　　・単管足場　　・(　　　　　　　　　)

※　足場を設ける場合は、｢｢手すり先行工法に関するガイドライン」について｣

（厚生労働省　平成21年4月24日）の「手すり先行工法等に関するガイドライン

」により、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時は常時、全ての作業床

について手すり、中さん及び幅木の機能を有するものとし、「手すり行工法に

よる足場の組立て等に関する基準｣の２の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行

専用足場方式により行うこと。

2.構　台

乗入れ構台　　・設置する（幅員　　　ｍ、長さ　　　ｍ）　・設置しない

養生構台　　　・設置する（図面図示による）　　　・設置しない

4.工事用水

3.監督員事務所

【2.3.1】

・設置する　（　　　）㎡程度　　※設置しない

・設備の種類　　※監督員と協議　　・(　　　　　　　)

・備品等の種類（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・備品等の数量（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

5.工事用電力

※施工体系図　　　・運搬経路表示板

※工事表示板　　　※建設業許可票　　　※労災保険関係成立票6.工事表示板等

7.工事車両の出入口

交通整理員　　・配置する（　　　名以上）　　・配置しない

工事車両の出入口では、一般通行人及び一般車両の安全確保に努めること。

構内既存の施設　　・利用できる（※有償　・無償）　　※利用できない　　

構内既存の施設　　・利用できる（※有償　・無償）　　※利用できない　　

1.埋戻し及び盛土 種別　・Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種　　・Ｄ種
【3.13.1】
（表3.2.1）

2.地均し ・不陸直し　　　・（　　　　　　　　　　　　　　　）

（3.2.4） 　　搬入土　　  ・有　　　・無

3.建設発生土の処理
（3.2.5）

　※構外指定処分（現場説明書による）　・構内処分

・ 処分量500ｍ3以上の工事

　※構外自由処分　　・構外指定処分　　・構内処分

・ 処分量500ｍ3未満の工事

※塵埃、ｺﾝｸﾘｰﾄ屑等を撤去し、地均しをする。
・塵埃、ｺﾝｸﾘｰﾄ屑等を撤去し、凹部に良土を入れ工事用地全面にﾛｰﾗｰ転圧をする。

4.工事用地の復旧

・木造の解体

　　内装材、造作材の撤去　　※手こわし　　　・機械解体　　　・両者併用

　　外装材の撤去　　　　　　・手こわし　　　・機械解体　　　※両者併用

　　屋根葺材等の撤去　　　　※手こわし　　　・機械解体　　　・両者併用

　　軸組構造材の撤去　　　　※機械、手こわしの併用　　　・（　　　　　）

　　基礎、土間の撤去　　　　※圧砕機、ブレーカの併用　　・（　　　　　）

・鉄骨造の解体

　　内装材、造作材の撤去　　※手こわし　　　・機械解体　　　・両者併用

　　外装材の撤去　　　　　　・手こわし　　　・機械解体　　　※両者併用

　　屋根葺材等の撤去　　　　※手こわし　　　・機械解体　　　・両者併用

　　鉄骨部材の撤去　　　　　※ガス切断　　　・鉄骨切断カッター

　　基礎、土間の撤去　　　　※圧砕機、ブレーカの併用　　・（　　　　　）

・ＲＣ造、ＳＲＣ造の解体

　　内装材、造作材の撤去　　※手こわし　　　・機械解体　　　・両者併用

　　地上部分の撤去　　　　　※圧砕機、ブレーカの併用 ・圧砕機、転倒併用

　　地下部、基礎部の撤去　　※圧砕機、ブレーカの併用　　・（　　　　　）

　　鉄骨部材の撤去　　　　　※ガス切断　　　・鉄骨切断カッター

・撤去する　　　　　　・残置する

・引き抜き工法

　　・直接引き抜き　　・プレボーリング　　・バイブローケーシング

　　・ケーシングジャッキ　　・ケーシングオーガー　　・（　　　　　　　）

・破砕工法

　　・ドーナツオーガー　　・ロックオーガー　　・深礎

　　・オールケーシング（ベノト）　　・（　　　　　　　　　）

既存残置杭の種別、杭径、杭位置、杭頂部高さを記録し、報告すること。

2.とりこわし方法

　　　　　　　　　　　　　　・（　　　　　　　　　　　）

3.杭の撤去

【3.9.2】

1.使用機材

判断基準は「福岡市グリーン購入ガイドライン」による。

環境負荷を低減できる建設機械を選定するように努めること。

　国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）により

4.杭の位置の報告

【3.9.2】

5.公害の防止

発生部に高圧ジェットポンプ等により常時十分な散水を行うこと。

粉塵の飛散防止のため、ブレーカー、穿孔機、破砕機、圧砕機等による粉じん

　引き抜いた杭の処理　・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【2.2.1】
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【　注　意　事　項　】

※Ａ１サイズの場合、１／２とする。

・Ａ２サイズの場合、７／１０とする。

※契約用図面をＡ３サイズに縮小する場合の縮小倍率は、下記のとおり読み替え全ての図面共通とする。

本特記仕様書「８　建設副産物の処理」による

　ダンプトラック等による工事用資機材等の超過積載を行わないこと。10.過積載等の防止

11.既存建物との
　 取り合い 障害物等を移設・切りまわしを行った場合は、原形に復元する。

　工事に際し、取合部その他本工事範囲外の部分に汚損が生じた場合、または

12.廃棄物処理委託

【4.3.1】

処理委託契約書及び産業廃棄物管理表（マニフェスト）の原本を監督員に提示
すること。

場内の出入りを禁止する。

事現場内に出入りさせないこと。不法無線器設置のダンプトラック等の工事現

　さし枠の装置または、物品積載装置の不正改造をしたダンプトラックは、工
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（１節　共通事項）

　の分析調査

　３）外部足場

　撮影箇所及び方法については、監督員の指示及び「福岡市建築・設備工事写真

撮影要領」等の基準による。

令和元年度以降の改定事項

　　　　 公共建築工事標準仕様書（平成31年版）による内容改正

R2.3.31　　建築物解体工事共通仕様書（平成31年版），公共建築改修工事標準仕様書（平成31年版），

（３節　工事現場管理）

（２節　工事関係図書）

（３節　仮設物）

（２節　騒音、粉じん、足場等）

・建築物　　　　　・地上部　　・地下部　　・杭　　・（　　　　　）

・附属構造物　　　・浄化槽　　・貯油槽　　・杭　　・（　　　　　）

・電気設備　　　　・建物内配管配線　　・電気設備機器　　・（　　　　　）

　　　　　　　　　・建物への引込線　　・敷地への引込線（廃止）

　　　　　　　　　・（　　　　　　　　　　　　　　　）

・給排水設備　　　・建物内配管　　　　・衛生設備機器　　・（　　　　　）

　　　　　　　　　・建物への引込管　　・敷地への引込管（玉下ろし）

　　　　　　　　　・（　　　　　　　　　　　　　　　）

・空調設備　　　　・建物内配管　　　　・空調設備機器　　・（　　　　　）

　　　　　　　　　・建物内風道

・ガス設備　　　　・建物内配管　　　　・ガス設備機器　　・（　　　　　）

　　　　　　　　　・建物への引込管　　・敷地への引込管（廃止）

　　　　　　　　　・（　　　　　　　　　　　　　　　）

・屋外付帯　　　　・門、門扉　　　　　・塀、フェンス　　・舗装（　　　　）

　　　　　　　　　・植栽（　　　　　　　）　　　・（　　　　　　　　　）

福岡市 財政局 アセットマネジメント推進部 施設建設課
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1.樹木の伐採･移植

2.移植樹木の枯損

　処置

【3.11.1】

（23.3.6）

・伐採樹木の抜根　　※行う　　　・存置

・移植樹木　　　　　※図面図示による　　・(　　　　　　　　　　　)

枯損処置を行う期間　　引渡しの日から　※ １年　　　・（　　　年間）

　るなど止水又は漏えい防止措置を講ずること。

　支障がない範位置で切断し、給水管、ガス管等は一次側をプラグ止めす

・図面図示による　　　・(　　　　　　　　　)

※　解体する場合は、事前措置として、各種設備機器の停止及び給水、ガス、

　電力、通信の供給停止を確認し、給水管、ガス管、ケーブル等を解体に

3.地下埋設物及び

　埋設配管の解体

【3.12.1】

4.検査・引き渡し 工事完了検査時は地中部分の撤去状況を確認するため、監督員の指示に従うこと。

5.解体工事後の
　敷地保全方法 ・無し

・有り（・図面図示による　　　・(　　　　　　　　　　　　　　)）

建設副産物の処理について
1.発生材の処理

【1.3.10】 　解体工事に際しては、再資源化を努めるとともに、再資源化の利用の促進に

関する法律、建設リサイクル法、建設廃棄物処理指針（旧厚生省生活衛生局水

道環境部産業廃棄物対策室）その他関係諸法令等によるほか、建設副産物適正

処理推進要綱(旧建設省)に従い、指定された方法により適正に処理を行うこと。

化や適正な処理が可能となるよう処理方法に応じて、分別を徹底するとともに、

適正に処理しなければならない。

種　類 処 理 方 法 等

指定副産物 ※再資源化施設で再資源化する。

・木材を指定建設資材廃棄物として縮減(焼却)

する。

・建設廃棄物を再資源化後、現場利用する。

(種類・適用箇所　　　　　　　　　　　　)

※　ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊を含む）、ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ塊については、認定再利

・ダイオキシン類 ・(　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

・建設発生土（土砂）
・がれき類（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊）
　　　　　（有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊）
　　　　　（ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊）
・建設発生木材（木くず）

・廃石綿等 ※福岡市財政局　「アスベスト(石綿)除去改

修工事仕様書」( 新版)に従い、除去、収
集，運搬，処分を行う。

・廃ＰＣＢ等 ※福岡市「ＰＣＢ使用電気機器の処理要領」
に従い、判別、整理、引渡しを行う。

※ＰＣＢ使用電気機器の取扱について（旧通
産省）」に従い、届出をし保管できるよう
にして施設管理者に引き渡すこと。

・ひ素･ｶﾄﾞﾐｳﾑ含有せっこうﾎﾞｰﾄﾞ

・特定物質（フロン，ハロン）

・イオン化式感知器

・六ふっ化硫黄ガス

・ＰＦＯＳ

※製造業者に回収を委託すること。

※処理業者に処理を委託すること。

※製造業者に引き渡すこと。

※適切な燃焼･排ｶﾞｽ処理設備を有する中間処理施設

※製造業者に回収委託又は管理型 終処分場

・ガラス陶磁器くず

・廃プラスチック

・廃せっこうボード

・繊維くず
・紙くず

・金属くず

その他の副産物 ※建設副産物に応じた処理方法とする。

・建設汚泥を「自ら利用」する。

（福岡市環境局「建設汚泥の『自ら利用』に

係る事務処理要領」に基づき手続きを行う）

・CCA処理木材(防腐剤処理木材)

・建設汚泥

・廃油 ・焼却処分　・中間処理施設で再生処理

※製造業者に委託して回収させること。
・中和処理　・焼却処分　・再生処理

・廃酸・廃アルカリ

※解体工事共通仕様書7.3.1による。

・引き渡しを要するもの（・ＰＣＢ含有物　　・　　　　　　  ）

用施設（中間処理施設）への搬入とすること。
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　下記の建設副産物については、別表2（建設副産物の具体例）に従い、再資源

　また、届出の対象となる工事は、工事着手の15日前までに「産業廃棄物処理

計画書」、工事竣工時に「産業廃棄物処理実績報告書」を環境局に提出すること。

１．共通事項

　　　　・印と※印のついた場合は、共に適用する。
　　　　・印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。

　　（１）項目は番号に○印のついたものを適用する。２．特記仕様

　　の適用 　　（２）特記事項は・印のついたものを適用する。

該項目、当該図、又は当該表を示す。

工事編）の当該項目、当該図、又は当該表を示す。

　　　図面及び特記仕様に記載されていない事項はすべて国土交通省大臣官房官庁営繕

建築工事編）の当該項目、当該図、又は当該表を示す。

　　（６）形状寸法の単位は特記なきかぎりミリメートルとする。

　　部監修「公共建築工事標準仕様書」、「公共建築改修工事標準仕様書」（共に平成

31年版）、「建築物解体工事共通仕様書（平成31年版)」によること。

　　（３）各項目に記載の【　　　】内表示番号は、建築物解体工事共通仕様書の当

　　（４）各項目に記載の（　　　）内表示番号は、公共建築工事標準仕様書（建築

　　（５）各項目に記載の［　　　］内表示番号は、公共建築改修工事標準仕様書（

　　（８）建築物等の解体・撤去工事に適用する。

　　（７）共通仕様書及び標準仕様書の監督職員は監督員と読み替える。

Ⅱ　解体工事仕様

９．安全管理　　（１）設備関連工事等が別途工事となる場合の解体工事受注者は、労働安全衛生法

第３０条第２項に基づく特定元方事業者とし当現場の関連事業者を含めて、労

働災害を防止するための、必要な措置を講じること。

（２）解体工事受注者は、本工事の施工にあたって建設用重機（対象機械の範囲は

別途指示）による施工に係る工事を下請負人に施工させる場合は、市長にその

下請負人の名称その他必要事項について書面をもって通知すること。

（３）本工事施工中は、別途工事施工業者と連絡を密にし当該工事関係者と協力し、

工事全体の円滑な推進を図るように解体主体業者が責任を持って指導すること。

１０．その他　　
　　ては、特段の理由がない限り地場企業への発注等を行うこと。

（３）受注者は、下請業者の１次下請に地場企業を使用しない場合、事前にその理

る発注者がその必要がないと認めるものは本工事については下記による。

（該当事項○印）　・請負代金内訳書　　　　・工程表

８．特記事項　　福岡市契約事務規則３２条２項、また福岡市建設工事請負契約約款第３条２項によ

（２）受注者は、工事にかかる資材･製品については、特段の理由がない限り地場
　　企業資材･製品を使用すること。

（１）受注者は、工事施工に伴う下請業者及び資材･製品供給業者の選定にあたっ

　　由を付した書面を施工体制台帳に添付のうえ，監督員に提出すること。

（４）受注者は、使用する資材･製品について、事前に書面を監督員に提出すること。

（６）福岡市契約事務規則第４１条１項４号に定める中間技術検査

（該当事項○印） ・実施する　　　　　・実施しない

（５）施工体制の確認方法は、「Ⅳ　施工体制の確認」による。

Ⅰ　工事概要
１．工事名称

２．工事場所

３．工事期間

４．工事概要

５．別途工事

　　工事を施工しない日

　　工事を施工しない時間帯

契約不適合責任期間６． 受け渡し完了の日から　　　　ｹ年間

７．その他

・工事用車両の駐車場所及び資機材の置場所　　※敷地内　・(　　　　　　)

・その他の施工条件(　　　　　　　　　　　　　　　　　)【1.3.5】

6.施工条件

日曜日（騒音・振動を伴う作業に限る）

指定なし

・有害廃棄物処理　・廃ＰＣＢ　・フロン類　・廃石綿等　・（　　　　）

　　　　　　　・防音シート　　　・アルミ防音パネル　・(　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・中間処理（溶融処理又は無害化処理）

として埋立処分

石綿含有産業廃棄物として埋立処分

　・せっこうボード　　　　　　　　 ※管理型 終処分場で石綿含有産業廃棄物

　・成形板等(せっこうﾎﾞｰﾄﾞ除く)　　※安定型もしくは管理型 終処分場で

1.除去工事共通事項 適用基準　※「アスベスト（石綿）除去改修工事仕様書」(福岡市財政局)
【6.2.1･2】

2.施工調査 調査範囲　　※図面図示による（施工範囲）　・（　　　　　　　　　）
【6.1.2･3】 石綿含有建材の除去にあたり、あらかじめ事前の施工調査を行う

調査結果は、監督員に提出すること。

　分析による石綿含有調査　・行う（下表による）　　・行わない

調査方法 1材料あたりの試料数材　料　名

※X線回折分析 ※ ３
・ ・

石綿粉じん濃度測定 　　※行う（測定箇所数（　　　　　箇所））

　　　　　　　　　　　 ・行わない

　測定は、「アスベスト（石綿）除去改修工事仕様書」に定める方法をもとに

監督員と協議する。除去工事を行う当該建物の敷地境界において、規制のある場合

はその規制に従う。

3.石綿含有吹付材除 除去工法　　　※「アスベスト（石綿）除去改修工事仕様書」
　去工事 　　　　　　　※ 6.3.2(1)による

【6.3.2･3】
処分方法　　　※管理型 終処分場で特別管理型産業廃棄物として埋立処分［9.1.3］
　　　　　　　・中間処理（溶融処理又は無害化処理）

飛散防止措置　※湿潤化　　・固形化

　　　　　　　※ 手ばらし

処分方法

4.石綿含有保温材等
　の除去 　　　　　　　※ 原形のまま手ばらし

　　　　　　　・中間処理（溶融処理又は無害化処理）

処分方法　　　※管理型 終処分場で特別管理型産業廃棄物として埋立処分

飛散防止措置　※湿潤化　　・固形化

　　　　　　　・6.3.2による（手ばらし以外の場合，石綿含有吹付材に準ずる）【6.4.1･3･4】

【6.5.1･3･4】

除去工法　　　※「アスベスト（石綿）除去改修工事仕様書」

除去工法　　　※「アスベスト（石綿）除去改修工事仕様書」
　の除去
5.石綿含有成形板等

　塗材の除去
6.石綿含有外壁仕上

処分方法　　　※安定型もしくは管理型 終処分場で石綿含有産業廃棄物として

除去工法　　　※「アスベスト（石綿）除去改修工事仕様書」

埋立処分

石綿作業主任者，特別管理産業廃棄物管理責任者を選定した際は、資格証明書の
写しを監督員に提出し、承諾を受ける。

0

令和　　年　　月　　日から　令和　　年　　月　　日まで

福岡市南区大字桧原、大字柏原、福岡市城南区大字東油山



令和２年度以降の改定

R2. 6. 1　　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に係る設計変更について　
Ⅹ．新型コロナ感染症の拡大防止対策

Ｎo.

日付  令和    ．    ．

工事名

図面名 解体工事特記仕様書（２）

３

許可申請・届出等 提　出　先

県知事（各建築行政窓口）

電力会社
電力会社

　電灯、電力撤去申込

　自家用電気廃止申込

　ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ廃棄物の保管及び

処分状況等届出書

建設リサイクル法の通知書等

電話会社

水道局

消防署

ガス会社

消防署

消防署

道路管理者

道路管理者

警察署

警察署

労働基準監督署

労働基準監督署

（市）監督担当課

各区役所生活環境課

各区役所生活環境課

　電話機撤去申込

　水道使用中止届

　ガス装置撤去申込

　危険物貯蔵所廃止届

　危険物仮貯蔵仮取扱届

　圧縮アセチレンガス等の貯蔵取扱届

　浄化槽廃止届

　道路占用許可申請

　特殊車両通行許可申請

　道路使用許可申請

　通行禁止道路通行許可申請

　特定建設作業実施届

　労働基準法に関する各種届出

　労働安全衛生法に関する各種届

　ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ廃棄物の保管事業場
の変更届出書

（市）環境局産業廃棄物指導課

（市）環境局産業廃棄物指導課

　建築物除却届

市

市

市

市

市

市

市

市

工事受注者

工事受注者

工事受注者

工事受注者

工事受注者

工事受注者
工事受注者

工事受注者

工事受注者

工事受注者

市

市

提 出 者

（市）住宅都市局建築物安全推進課

工事受注者

別表１（各種許可申請及び届出）

フロン類回収実績報告書

別表２（建設副産物の具体例）

分　　　類

ゴムくず

廃プラスチック類

金属くず

天然ゴムくず

燃えがら

事務所ごみ

現場内焼却残渣物（事務所ごみ）
（図面、雑誌、飲料空き缶、弁当がら、生ごみ）

工事から排出される産業廃棄物の具体的内容
廃発泡スチロール等梱包材、廃ビニール、合成ゴムくず、

廃タイヤ、廃シート類

鉄骨鉄筋くず、金属加工くず、足場パイプや保安塀くず、

廃缶類

ガラスくず、タイル衛生陶磁器くず、耐火れんがくずガラスくず及び陶磁器くず

がれき類

廃プラスチック類

ガラスくず及び

陶磁器くず、がれき

金属くず

繊維くず

木くず

廃　油

燃えがら

紙くず

③レンガ破片

②アスファルト・コンクリート破片

①コンクリート破片

有機性のものが付着・混入した廃容器・包装

現場内焼却残渣物（ウェス、段ボール等）

工作物の新築、改築及び除去に伴って生じたコンクリート

の破片、その他これに類する不要物

工作物の解体木くず（木造解体材、内装撤去材）、新築、

改築等の木くず（型枠、足場材等、内装建具工事等の残

材）、伐根材・伐採材

工作物の新築、改築、又は撤去に伴って生ずる紙くず

（包装材、ダンボール、壁紙くず、障子）

工作物の新築、改築、又は除去に伴って生ずる繊維くず

（廃ウエス、縄、ロープ類、畳、じゅうたん）

廃石膏ボード、廃ブラウン管（側面部）、有機性のもの

が付着・混入した廃容器・包装

有機性のものが付着・混入した廃容器・包装、鉛管、鉛

板、廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極

アスファルト乳剤等の使用残渣（タールピッチ類）、防
水アスファルト、重油

廃石綿等

廃酸（ｐＨ２．０以下）
廃ＰＣＢ等

硫酸等（排水中和剤）

六価クロム含有臭化リチウム（冷凍機冷媒）

ＰＣＢを含有したﾄﾗﾝｽ、ｺﾝﾃﾞﾝｻ、蛍光灯安定器

廃アルカリ（ｐＨ１２．５以上）

引火性廃油（引火点７０℃以下） 揮発油類、灯油類、軽油類

飛散性アスベスト廃棄物（吹付石綿・石綿含有保温材・ 
石綿含有耐火被覆板を除去したもの、石綿が付着したシ
ート、作業衣等）

有　価　物 スクラップ等他人に有償で売却できるもの

建設発生土
港湾、河川等の浚渫に伴って生ずる土砂その他これに類する
もの

汚　泥 含水率が高く粒子の微細な泥状の掘削物
掘削物を標準仕様ダンプトラックに山積みできず、

また、その上を人が歩けない状態（コーン指数が概

ｋｇｆ／cm2以下）

ね2ｋｇｆ／cm2以下、又は一軸圧縮強度が概ね0.5

具体的には場所打杭工法・泥水シールド工法等で生
ずる廃泥水等

現場事務所での作業、作業員の飲食等に伴う廃棄物

土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの

福岡市 財政局 アセットマネジメント推進部 施設建設課
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ⅩⅠ．法定外の労災保険の付保
R2.11. 1　　法定外の労災保険の付保義務及びその状況確認について

R2.11.24　　快適トイレの設置に要する費用の文言修正

Ⅲ．現場代理人及び技術者の適正配置について
１.快適トイレの設置の試行

　　受注者は，現場に以下の(1)～(11)の仕様を満たす快適トイレの設置に努めること。

　必須ではない。

　 (12)～(17)については，満たしていればより快適に使用できると思われる項目であり，

　【快適トイレに求める標準仕様】

　　(1)洋式便座

　　(2)水洗機能(簡易水洗，し尿処理装置付き含む）

　　(3)臭い逆流防止機能(フラッパー機能)

　 　　(必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取ること)

　　(4)容易に開かない施錠機能(二重ロック等)

　　　 (二重ロックの備えが無くても容易に開かないことを製造者が説明できるもの)

　　(5)照明設備(電源が無くても良いもの)

　　(6)衣類かけ等のフック付，又は，荷物置き場設備機能(耐荷重5kg以上)

　【快適トイレとして活用するために備える付属品】

　　(7)現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示

　　(8)入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等)

　　(9)サニタリーボックス(女性専用トイレに限る)

　　(10)鏡付きの洗面台

　　(11)便座除菌シート等の衛生用品

　【推奨する仕様，付属品】

　　(12)室内寸法900×900mm以上(半畳程度以上)

　　(13)擬音装置

　　(14)着替え台(フィッティングボード等)

　　(15)フラッパー機能の多重化

　　(16)窓など室内温度の調整が可能な設備

　　(17)小物置き場等(トイレットペーパー予備置き場)

２．設置に要する費用

　　 設置に要する費用については，当初は計上していない。受注者は，快適トイレの設置

　 にあたっては，第1項に定める仕様を満たすことを示す書類を添付し，監督職員と協議の上，

　 規格・基準等の詳細について決定することとし，設計変更時において，支出実態のわかる

　　 なお，設計変更数量の上限は，男女別で各1基ずつ2基/工事までとする。

　　 また，運搬費は共通仮設費(率)に含むものとする。

　 資料により監督職員と協議すること。

Ⅸ．快適トイレの設置の施行に関する特記仕様書

　　※　工事完成後，事務手続き，後片付け等のみが残っている期間。　なお，工事が完

１．現場代理人の常駐義務について（該当事項○印）

２．現場代理人の常駐義務緩和期間について

　・ 本工事における現場代理人については，工事現場における常駐を要する工事である。

　・ 工事請負代金が3,500万円（建築一式工事：7,000万円）以上となる場合，本工事にお

　　ける現場代理人については，工事現場における常駐を要する工事である。

　　※　請負契約の締結後，現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置，資機材

　　　の搬入または仮設工事等が開始されるまでの期間）

　　　なお，現場施工に着手する日については，請負契約締結後，監督員との打ち合わ

　　　せにおいて定める。

　　　成した日は，受注者が工事が完成した旨，発注者に通知した日とする。

　　※　工事の全部の施工を一時中止している期間

　　※　工場製作のみが行われている期間

　　1．により現場代理人の常駐を要する工事であっても，下記に示す期間については，常

　駐を要しないものとする。

　務を負う旨を定めなければならない。

１．本工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合，受注者は，調

　査票等に必要事項を正確に記入し市に提出する等，必要な協力を行わなければならない。

　また，本工事の工期経過後においても，同様とする。

２．調査票等を提出した事業所を発注者が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受注者が

　なった場合，受注者は，その実施に協力しなければならない。また，本工事の工期経過後

　においても，同様とする。

３．公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう，受

　注者は，労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等，

　日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。

４．受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には，受注者は，当該下請工事

　の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）が前３項と同様の義

Ⅴ．公共事業労務費調査に対する協力

【適　用】（適用事項○印）

・地下埋設物が予想される場所において、工事を実施する場合

・オールケーシング工事の場合

　　１）工事箇所に近接する地下埋設物等について，その種類，位置，形状，深さ，構造等を

　　　確認し，工事による影響について管理者と協議のうえ検討を行うものとする。

　　　なお、対策が必要となった場合には，監督員と協議を行うものとする。

　　２）近接の範囲については，各管理者によって異なるため，管理者と協議を行うものと

　　　とする。

　　１）オールケーシング工法の圧入・掘削時に，異常音・回転トルクの上昇等の異変が確認

　　　された場合は，作業を中止し，原因の確認を行うものとする。

　　２）オールケーシング工法のコンクリート打設時に，コンクリートが予定通りに打ち上が

　　　ってこなかった場合は，作業を中止し，原因の確認を行うものとする。

　　３）工事の施工中に上記１．２．が発生した場合，現場代理人は，直ちに監督員に連絡し，

　　　協議を行うものとする。

　　　成し，監督員へ提出するものとする。

　　１）工事箇所に地下埋設物がある場合，工事着手前にその種類，位置，形状，深さ，構造

　　　等をそれらの管理者が有する資料（台帳，完成図等）と照合し確認するものとする。

　　　　特に，破損による影響が広範囲に及ぶ重要な地下埋設物については，管理者と協議を

　　　行い詳細な確認を行うものとする。

　　２）必要に応じて試掘，ボ－リング及び地中探査等原位置での調査を，監督員と協議のう

　　　え実施するものとする。

　　３）地下埋設物の確認については，別紙様式により行い，結果を監督員へ報告するものと

　　　する。

　（３）暑さ指数（ＷＢＧＴ値）の計測装置

　１．工事着手前における地下埋設物調査の徹底について

　２．近接工事に関する確認・対策の徹底について

　１．作業中止の判断基準について

　　受注者は，熱中症対策として，以下の項目を実施する場合は，使用や費用が分かる資料（

　カタログ・見積等）を監督員に提出の上，必要な設置期間等を協議することとし，その費用

　については設計変更の対象とする。

　（１）遮光ネット（足場に設置するものに限る）

　（２）ドライミスト

　　なお，上記熱中症対策の実施後，実績が分かる資料（写真等）を監督員に提出すること。

Ⅶ．地下埋設物調査等に関する特記仕様書

Ⅷ．熱中症対策

　　４）工事着手前に，上記１～３の事項を盛り込んだ，施工の実態に応じた施工計画書を作

　　　①　設計変更額が当初設計金額の２０％を超えるもの

工事請負契約書に定める設計変更に伴う契約変更の手続きは，下記のとおりとする。

　　ただし，軽微な設計変更に伴うものは，工期の末（複数年度にわたる工事にあっては，

　　　③　その他上記に準ずる重要なもの

　　　②　構造，工法，位置又は断面等の変更で重要なもの

　契約変更の時期について

　　各会計年度の末，または工期の末）に行うことができるものとする。

　軽微な設計変更とは，原則として次に掲げるもの以外をいう。

Ⅵ．設計変更にかかる取り扱い

　　　設計変更に伴う契約変更の手続きは，その必要が生じた都度，遅滞なく行うものとする。

第３条　　不備が発覚した場合の措置

（１）工事成績評定での減点処置

（２）請負代金の支払い

（３）悪質なケ－ス

　　監督課、検査課が連携し減点措置を行う場合がある。

　　書類が完備するまでは検査完了として取り扱わず、請負代金の支払い事務を開始し

　ないものとする。

　　虚偽の記載や一括下請等悪質なケ－スが判明した場合は、関連部署と協議の上、建

　設業許可部局への通知や指名停止等の措置を行う場合がある。

５．特例監理技術者の配置について（該当事項○印）

・ 本工事は、特例監理技術者（建設業法第２６条第３項ただし書の規定の適用を受ける

　 監理技術者）の配置は認めない。

　　 ※本工事の当初請負金額が3億円未満である場合

　　工事請負代金が3,500万円（建築一式工事：7,000万円）以上となる場合における、主

　任技術者、監理技術者又は特例監理技術者を配置する場合における監理技術者補佐は、

　建設業法に基づき専任を要する。

　　ただし、下記に示す期間については、工事現場への専任を要しない。

３．主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐の専任を要しない期間について

　　※　請負契約の締結後，現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置，資機材

　　　の搬入または仮設工事等が開始されるまでの期間）

　　　なお，現場施工に着手する日については，請負契約締結後，監督員との打ち合わ

　　　せにおいて定める。

　　※　工事完成後，事務手続き，後片付け等のみが残っている期間。　なお，工事が完

　　　成した日は，受注者が工事が完成した旨，発注者に通知した日とする。

　　※　工事の全部の施工を一時中止している期間

　　※　工場製作のみが行われている期間

４．配置技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係について

　　建設工事の適正な施工を確保するため、配置技術者（主任（監理）技術者、特例監理

　技術者、監理技術者補佐）については、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係に

　　○　一般競争入札による工事の場合は，入札参加資格確認申請の日以前に３か月以上

　　　の雇用関係にあること。

　　　雇用関係にあること。

　　　ること。

　　○　指名競争入札による工事の場合は，入札の執行日（開札日）以前に３か月以上の

　　○　随意契約による工事の場合は，見積書の提出日以前に３か月以上の雇用関係にあ

　ある者を配置しなければならない。なお，ここでいう「恒常的な雇用関係」とは，次の

　要件を満たす必要がある。

（１）下請契約を締結した場合は、「施工体制台帳」及び「工事作業所災害防止協議会

（２）下請契約を締結しない場合は、施工計画書等により確認する。

（３）施工体制に変更が生じた場合は、上記書類をそのつど提出すること。

第２条　　施工体制の確認に関する点検

（１）抜き打ち点検

（２）検査時における点検

　本工事の施工体制の確認は以下の方法により行う。

　　兼施工体系図」を基に確認する。

　　（施工体制台帳）

　　　施工計画書に添付せずに、施工体制台帳の写しを単体で提出すること。

　　（工事作業所災害防止協議会兼施工体系図）

　　　①施工計画書ではなく、施工体制台帳に添付すること。

　　　②工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆の見やすい場所に掲示すること。

　　一括下請など施工体制に関する点検を抜き打ちで行う場合がある。

　　Ⅰ 10.その他（10）で適用する中間技術検査等、各段階の検査時において点検を行う。

第１条　　施工体制の確認方法

Ⅳ．施工体制の確認

・本工事は、次の要件に該当する場合、特例監理技術者（建設業法第２６条第３項ただし

　 書の規定の適用を受ける監理技術者）を配置することができる。

Ⅹ．新型コロナ感染症の拡大防止対策

　受注者は，本工事の実施にあたり，新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に十分に

努めることとし，その感染拡大防止に係る対策について，監督員と協議の上，

請負代金額の変更や工期の延長等が必要と認められる場合は，設計変更の対象とする。

　なお，設計変更にあたっては，感染拡大防止対策について施工計画書に記載するとともに，

その実績が分かる資料（写真，領収書等）を監督員に提出すること。

ⅩⅠ．法定外の労災保険の付保

　本工事において，受注者は政府労災保険への加入義務がある場合，法定外の労災保険に

付さなければならない。また，保険契約を締結した際はその証券又はこれに代わるものを

監督員に提示すること。

工
 
 
種

監    督    項    目

区  分 事      項 処理

疑義 協議

軽微な変更 指示
現場

別途工事 指示

一
般
共
通
事
項

管理

発生材の処理 指示

災害及び公害の恐れのある
協議場合の処理

実施工程表 承諾

施工計画書 承諾

施工図・現寸図・見本 承諾

色・柄 指示
工程

記録等 指示
管理

管理 協議

試験所 承諾

電気保安技術者 承諾

技能士 承諾

解体工事監督基準
主    旨 　本基準は工事請負契約の本旨に基づき市監督員の監督業務の範囲を示すものであり、

標準仕様書のうちの監督業務に代わるものである。

一般事項 　本監督基準並びに設計図書に明記なき事項又は疑義ある場合には監督員と協議を行

い、軽微なものについては監督員の指示に従い入念に施工する。

監督業務 　本工事受注者は当監督基準を熟知の上、下記に示す監督項目につき監督員の検査、

立会、承諾、指示、協議等を受けなければならない。

Ⅲ．現場代理人及び技術者の適正配置について
R3. 2. 1　　建設業法改正による取扱いの変更　



第1-1条

第1-2条

　　の技術情報』内（https://www.city.fukuoka.lg.jp/）に掲載している。

第1-3条 請負代金内訳書及び工事費構成書

　本工事は共通仕様書第３編１－１－２請負代金内訳書及び工事費構成書の対象外工事

 とする。

第1-4条 契約不適合責任期間

本工事の契約不適合責任期間は、受け渡し完了の日より2年間とする。

第2-1条 設計変更

 工事請負契約書に定める設計変更に伴う契約変更の手続きは、下記のとおりとする。

・契約変更の時期について

   設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた都度、遅滞なく行うものとする。

   ただし、軽微な設計変更に伴うものは、工期の末（複数年度にわたる工事においては、各会計年度の末又は工期の

    ③その他上記に準ずる重要なもの。

第2-2条 感染拡大防止対策に係る設計変更

第3-1条 配　　合

コンクリートは、原則としてJIS A5308-2003によるレディーミクストコンクリートとし、コンクリート構造物に使用す

るコンクリートの水セメント比（Ｗ／Ｃ）は、鉄筋コンクリートについては５５％以下、無筋コンクリートについては

６０％以下とする。

ただし、均しコンクリート等は除くものとする。

なお、塩害対策等別に定めがある場合は、それによるものとする。

第4-1条 配置

遊具の配置位置については、監督員と協議し決定すること。

第4-2条 木材

木製アスレチックに使用する木材は、福岡県産杉・1等材を使用すること。

また、福岡県産材証明書を提出すること。

第5-1条 鋼材

鉄部塗装は、亜鉛メッキのうえ下塗り（灰色）、中塗り（白色）、上塗り（色指定）各１回以上塗ること。

塗膜厚は85μ以上とする。見え掛かり部分をウレタン樹脂塗装仕上げとする。

ウレタン樹脂塗装色については、ブラウン色系とし材料承諾書提出の際、色見本等を提出し承諾を受けること。

第5-2条 木材

サイン設置工で使用する木材は、福岡県産杉・１等材とし、エコアコールウッド（低分子フェノール樹脂保存処理木材

後撥水着色剤塗布）同等品以上とする。撥水着色剤の色については、材料承諾書提出の際、色見本等を提出し承諾を受け

ること。

工事特記仕様書

本工事は、設計図書及び本特記仕様書による外、各項によるものとする。

　　※土木工事共通仕様書等については、福岡市ホームページ『公共工事

本特記仕様書は下記の工事に適用する。

１．土木工事共通仕様書（令和３年８月）

第１章　共　　通

    ②構造、工法、位置又は断面等の変更で重要なもの。

３．公園緑地工事施工管理基準（令和２年４月）

４．その他関連資料

   軽微な設計変更とは、原則として次に掲げるもの以外をいう。

   末）に行うことができるものとする。

    ①設計変更額が当初設計金額の20％を超えるもの。

第２章　設計変更

第４章　遊具設置工

第５章　サイン設置工

２．土木工事施工管理の手引き（令和３年８月）

第３章　コンクリート工

　受注者は、本工事の実施にあたり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に十分に努めることとし、
その感染拡大防止に係る対策について、監督員と協議の上、請負代金額の変更や工期の延長等が必要と認
められる場合は、設計変更の対象とする。
  なお、設計変更にあたっては、感染拡大防止対策について施工計画書に記載するとともに、その実績が
分かる資料（写真、領収書等）を監督員に提出すること。



第6-1条 排出ガス対策型建設機械

本工事において、現場周辺の環境の保全を図るため、排出ガス対策型建設機械の使用に努めること。

なお、当該建設機械を使用する場合は、施工計画書での記載及び「指定ラベル」が確認できる工事写真を提出するもの

とする。

第7-1条 建設発生土の処理

（自由処分）

本工事の建設発生土を処理する場合は、事前に施工計画書（処分場所・運搬経路・運搬方法等について）を監督員に提

出すること。

なお、施工計画書には、「建設発生土受入承諾書」を添付すること。

第7-2条 場内処理場所の整理整頓

処理に際しては、場内処理とし必要に応じて監督員と協議し適正に整理整頓すること。

第7-3条 提出書類

建設発生土処理完了後、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」に必要事項を記入の上、監督員に提出す

ること。

第8-1条 安全・訓練等の実施

本工事の施工に際し、現場に即した安全・訓練等について工事着手後、原則として作業員全員の参加により定期的に下

記の項目を参考として安全・訓練等を実施するものとする。

 ①安全活動のビデオ等、視覚資料による安全教育

 ②本工事内容等の周知徹底

 ③土木工事安全施工技術指針等の周知徹底

 ④本工事における災害対策訓練

 ⑤本工事現場で予想される事故対策

 ⑥その他、安全・訓練等として必要な事項

第8-2条 安全・訓練等に関する施工計画の作成

施工に先立ち作成する施工計画書に本工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督員に提出するも

のとする。

第8-3条 安全・訓練等の実施状況報告

安全・訓練等の実施状況を写真又は実施報告書に記録し、報告するものとする。

第9-1条 工事における創意工夫等実施状況等

請負者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価で

きる項目に関する事項について、工事完了時までに所定の様式により提出することができるものとする。

第10-1条 休日の確保

本工事は、週休２日工事の対象工事である。　

実施にあたっては、「週休２日工事実施要領」に基づき行うこと。　実施要領は、福岡市ホームページから入手すること。

（ 福岡市ホーム ＞ 創業・産業・ビジネス ＞ 公共工事・技術情報 ＞ 公共工事の技術管理関連 ＞ 公共工事の技術管理  ＞ 週休２日工事 ）

（http://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/gijutsukanri/business/gijutukanribuHP/gijutukanri/gijutsukanri.html）

第10-2条 油山市民の森および油山牧場内での施工について

両施設内での施工については、施設管理者へ事前説明を行い、了承を得ること。

土日など利用者が多いときは施設管理者と協議を行い、施工日の調整を行うこと。

第11-1条 下請人、資材・製品の地場企業の活用について

・受注者は、工事施工に伴う下請業者及び資材・製品供給業者の選定にあたっては、特段の理由がない限り地

場企業への発注等を行うこと。

・受注者は、工事にかかる資材・製品については、特段の理由がない限り地場企業資材・製品を使用すること。

・受注者は、下請業者の１次下請に地場企業を使用しない場合、事前にその理由を付した書面（地場企業下請

不使用理由書：様式－１）を施工体制台帳に添付のうえ監督員に提出すること。

・受注者は、使用する資材・製品について、事前に書面（使用資材一覧表：参考様式）を材料承諾願に添付の

うえ監督員に提出すること。

第11-2条 気象条件

 気象条件（台風、大雨、その他注意報）を常時把握し、それに応じた十分な安全対策を行うこと。また、その状況及

び結果（現場対策・連絡体制等）については監督員に報告すること。

なお、気象に関する各警報が発令された際には、速やかに現地状況の確認を行い、確認後直ちに、監督員へ報告するこ

と。

ただし、警報の発令が時間外または休日の場合の報告については、別途指示を仰ぐものとする。

第１１章　その他

第８章　安全訓練等

第７章　建設発生土

第６章　排出ガス対策型建設機械

第１０章　施工条件

第９章　工事成績評定



第11-3条 配置技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係に関する条件明示

　建設工事の適正な施工を確保するため、主任（監理）技術者については、所属建設業者と直接的かつ恒常的な

雇用関係にある者を配置しなければならない。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、次の要件を満たす必要がある。

・一般競争入札による工事の場合は、入札参加資格確認申請の日以前に３か月以上の雇用関係にあること。

・指名競争入札による工事の場合は、入札の執行日（開札日）以前に３か月以上の雇用関係にあること。

・随意契約による工事の場合は、見積書の提出日以前に３か月以上の雇用関係にあること。

第11-4条 舗装の切断作業時に発生する排水の処理について

１．受注者は、舗装切断時に発生する排水を回収し、産業廃棄物（汚泥）として処理しなければならない。

２．受注者は、当該排水の処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）を、監督員に提示するとともに、

　　「産業廃棄物処理確認票」を提出すること。

３．当該排水の処理に関し、排水量に変更が生じた場合、受注者は排水量等を取りまとめのうえ、監督員と

　　協議を行い契約変更の対象とする。

４．受注者は、当該排水の処理に関し、「福岡市土木工事施工管理の手引き」の撮影頻度に基づき、処理状

　　況（収集・運搬・処分）を明確に把握できる写真管理を行うこと。

５．受注者は、当該排水が生じない工法（空冷式等）を採用した場合も、当該排水と同様に、吸引する装置

　　の併用など、粉塵の飛散防止対策を実施するとともに、収集した粉塵については、適正な運搬・処理を

　　実施することとし、産業廃棄物管理票（マニフェスト）を、監督員に提示するとともに、「産業廃棄物

　　処理確認票」を提出すること。

第11-5条 現場環境改善（快適トイレの設置の試行）

１．内容

受注者は、現場に以下の(1)～(11)の仕様を満たす快適トイレの設置に努めること。

(12)～(17)については、満たしていればより快適に使用出来ると思われる項目であり、必須ではない。

【快適トイレに求める標準仕様】

(1)洋式便座

(2)水洗機能（簡易水洗、し尿処理装置付き含む）

(3)臭い逆流防止機能（フラッパー機能）（必要に応じて消臭剤等活用し対策を取ること）

(4)容易に開かない施錠機能（二重ロック等）（二重ロックの備えがなくても容易にあかないことを製造者が説明出来るもの）

(5)照明設備（電源がなくても良いもの）

(6)衣類掛け等のフック付、又は、荷物置き場設備機能（耐荷重5kg以上）

【快適トイレとして活用するために備える付属品】

(7) 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示

(8) 入口の目隠しの設置（男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等）

(9) サニタリーボックス（女性専用トイレに限る）

(10) 鏡付きの洗面台

(11) 便座除菌シート等の衛生用品

【推奨する仕様、付属品】

(12) 室内寸法900×900mm以上（半畳程度以上）

(13) 擬音装置

(14) 着替え台（フィッティングボード等）

(15) フラッパー機能の多重化

(16) 窓など室内温度の調整が可能な設備

(17) 小物置き場等（トイレットペーパー予備置き場）

２．設置に要する費用

設置に要する費用については、当初は計上していない。

受注者は、快適トイレの設置にあたっては、上記1の内容を満たすことを示す書類を添付し、

監督職員と協議の上、規格・基数等の詳細について決定することとし、設計変更時において、

支出実態のわかる資料により監督職員と協議の上、上限45、000円/基・月を設計変更の対象とする。

　なお、設計変更数量の上限は、男女別で各1基ずつ2基/工事までとする。

　また、運搬費は共通仮設費（率）に含むものとする。

第11-6条 法定外の労災保険の付保

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない

第11-7条 情報共有システム

本工事は、情報共有システム活用の対象工事とする。

活用にあたっては、「情報共有システム活用要領」に基づき行う。

第11-8条 熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について

１.本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、真夏日応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。

２.試行にあたっては、「熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について(令和元年7月12日付け財政局技術監理課通知)」及び

　「新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防について(令和2年7月21日付け財政局技術監理課通知)」に基づき行うもの。

３.熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について(令和元年7月12日付け財政局技術監理課通知)」及び「新型コロナウイルス対策に伴う

　 熱中症予防について(令和2年7月21日付け財政局技術監理課通知)」は、市ホームページに掲載している。

　(http://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/gijutsukeikaku/business/doboku-kijunrui/index.html)

第11-9条 工事履行報告書の提出について

監督職員が工事の進捗管理のために「工事履行報告書」を求めた場合について、これに代わるものが提出され、進捗を確認することができた場合、

「工事履行報告書」の提出は不要とする。

ただし、契約約款第34条の2において中間前払金を請求する場合や、部分払いの支払いのために進捗を確認する必要がある場合は、

工事履行報告書を提出すること。

第11-10条現場施工の時期について

油山市民の森および油山牧場内での施工時期については、事前に監督員、両施設の施設管理者と協議を行うこと。

第11-11条現場の安全管理及び迂回路の案内標示について

当現場は、供用中の施設内であり、油山市民の森と油山牧場の利用者が多く通行するため、工事期間中は、誤って侵入しないよう安全対策を十分行うこと。

また、通行止めして作業する場合は、迂回路の案内標示を明確に行うこと。

安全管理及び迂回路の案内標示の方法については、事前に監督員、両施設の施設管理者と協議を行うこと。



第1条

種　　類 ①粗粒度 ②密粒度 ⑨開粒度 ①粗粒度 ④密粒度G

用 途 中間・基層 表層 歩道 中間・基層 表層

最 大 粒 径 20mm 13､20mm 13mm 20mm 13mm

突 固 め 回 数 50

ア ス フ ァ ル ト

の 針 入 度

ア ス フ ァ ル ト

の 種 類

粗 骨 材 の 種 類

第2条

第3条

　　プライムコート（ＰＫ－３）1.2／㎡

　　タックコート（ＰＫ－４）0.4／㎡

（Ⅰ型及びⅡ型）

混合物の締固め度は、下記のとおりとする。

歩道部及び路肩部の締固め度は、平均値が基準密度の92％以上とする。

プライムコート及びタックコートの材料及び散布量は、下記を標準とする。

第１２章　舖装工

混合物の種類は下記のとおりとする。

ストレートアスファルト
改質アスファルト

Ⅰ型　50以上

Ⅱ型　40以上
60～80

砕　　　　　　　　　石



委託説明書（建築・設備設計） 

 

１． 一般事項 

 ○管理技術者（建築又は設備）の資格は、一級建築士とすること。 

 ○担当技術者の資格は、以下いずれかにすること。 

  ・建築設備士 

  ・技術士（ただし、該当する部門） 

  ・一級建築士又は二級建築士（建築のみ） 

  ・一級又は二級管工事施工管理技士（機械のみ） 

  ・一級又は二級電気工事施工管理技士（電気のみ） 

  ・設備設計一級建築士 

  ・空気調和衛生工学会設備士（機械のみ） 

  ・第１種、第２種又は第３種電気主任技術士（電気のみ） 

  ・学校、学科種別ごとに必要な下表に定める実務経験年数を持つもの 

 

学校種別 指定学科（※） 指定学科以外 

大学 ３年以上 ４年６か月以上 

短期大学、高等専門学校 ５年以上 ７年６か月以上 

高等学校 ９年以上 10 年 6 か月以上 

その他 14 年以上 

  ※指定学科は、施工技術検定規則第２条の「電気工事施工管理」又は「管工事施工管理」による 

 ○受注者は、設計の工程毎もしくは段階毎に協議又は報告を文書にて行い、議事録としてまとめてそ

の都度提出すること。（疑義を生じた場合も同様とする。） 

 ○設計業務に際しては、必ず現場調査を行うこと。特に敷地の高低差、建物の配置、仮設物の設置

（安全施設、動力用水等の引き込みの可否、進入路等）、敷地の周辺環境、その他必要な事項につ

いて調査を行い、報告書を提出すること。 

 ○現場調査個所は写真を撮影し、打合せ時に報告書として提出すること。 

 ○仕様、材料については、事前に監督員と協議を行うこと。特に品質の確保に努めること。また、シック

ハウス対策に配慮した材料、仕様を選定し、設計を行うこと。 

 ○設計 CAD による作図とし、設計書に基づき図面データを印刷したもの、および図面データ（CAD

のオリジナルデータ、SXF（ｓｆｃ）形式データ及びＰＤＦデータ）を保存したＣＤ－Ｒ等を提出すること。 

 ○CAD データは、Jw-cad にて適切に表示されることを確認した上で提出すること。 

 ○管理技術者は、設計業務の完了検査に必ず立ち会い、検査員への説明や質問への対応を行うこ

と。 

  



２． 設計（計画通知等の手続きを含む） 

 ○設計にあたっては、関連部署と必要な協議を行うこと。 

 ○当該敷地における建築物等に関する規制等を確認の上で許可申請等の有無を判断し、許可申請

等が必要な場合は、申請用関係書類の作成は受注者において行うこと。 

 ○関係法令に伴う許可申請等の手数料は市が負担するが、設計図書の不備等事業者の責による再

申請等が必要になった場合の手数料については、受注者負担とする。 

 ○必要に応じて建築物省エネ法に係る計画図書の作成及び所管行政庁への手続きを行い、省エネ

適合判定通知書の交付を受けること。 

 ○仮設計画は設計時に施設管理者及び監督員との協議によること。 

 

３． 積算・内訳書 

○設計図面相互間、及び設計図と内訳明細書間の記載、又は数量等の食違いがないように充分精

査すること。 

 ○積算業務については、「建築数量積算基準・同解説」（建築工事建築数量積算研究会制定）、「公

共建築工事積算基準の解説」（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）、「積算の手引き」（福岡市

財政局技術管理部技術管理課）により作成すること。 

 

４． 構造 

○規模により構造検討が必要になる場合があるため、必要に応じて構造および構造計算書を作成

すること。 

○構造は「建築構造設計基準及び同解説」（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）、「建築構造設

計の手引き」（福岡市建築局）により作成すること。 

○構造計算書は、「完成図書等作成要領」（財政局技術監理部技術監理課）により作成すること。 



現場説明書（建築・設備工事） 

 

１．近隣への配慮等 

 ○近隣施設・近隣住民等に対し、あらかじめ工事に係る説明を行うこと。また、工事に係る意見等があ

った場合は誠実に対応し、結果を監督員に報告すること。 

 ○工事により、他者（建物や道路等を含む）に損害（騒音、粉じん等による損害含む）を与えた場合は

ただちに監督員に報告するとともに、賠償等について請負業者において措置すること。また、措置の

経過及び結果を監督員に報告すること。 

 ○周辺建物や井戸水等に係る工事に起因する恐れのある損害に対するため、必要な事前調査を行

い、記録・保管すること。 

 ○作業時間は、原則として日曜日を除く午前 8 時から午後 5 時までとし、特に騒音、振動を伴う作業

は近隣を考慮した時間帯とすること。ただし、上記時間帯以外にやむを得ない工事を行う場合は監

督員と協議し、事前に近隣に周知した上で行うこと。 

 ○施設利用者、近隣住民等向けの習慣作業予定看板等を設置すること。 

 ○騒音防止のため、外部足場に設ける養生シートは防音性能を持つものとすること。 

 

２．安全対策等 

 ○供用中の施設における工事であることを踏まえ、施設利用者等に危険を及ぼさないように、必要な

安全対策を講じること。なお、施工計画書にこれらの安全計画書を含むこと。 

 ○仮設計画書は監督員との協議によること。 

 ○供用中の施設における工事であることを踏まえ、必要に応じて交通安全誘導員を配置すること。 

 ○施工中の安全確保については、「建築工事安全施工技術指針（国土交通省）」及び「労働安全衛

生規則」を参考に、常に工事の安全に留意して現場管理を行い、災害及び事故防止に努め、特に

高所作業については安全措置を確実に講じること。 

 ○施工中の安全対策のための設備（AED や風速計など）を設けること。 

 ○足場における事故防止のための措置（例：設置解体に置ける大組・大払い工法の採用、階段段鼻

への蛍光テープの設置など）を行うこと。また、強風時等における倒壊事故等の防止措置を図るこ

と。 

 ○高所作業の施工範囲の地上部分においても、落下事故防止のため安全措置を確実に講じること。 

 ○「職場における熱中症予防対策マニュアル（厚生労働省）」等を参考に、熱中症等の予防のための

作業環境（例：現場詰所へのエアコン、冷水機、製氷機の設置など）を整えること。 

 

３．施工における留意点 

○関係法令及び条例等に該当する事項がある場合は、怠りなく許可、届出及び手続等を行うこと。 

○下請契約を締結した場合は、その金額に関わらずその都度施工体制台帳を作成し、工事現場に備

えるとともに、その写しを監督員に提出すること。 

○国土交通省令に従って施工体系図を作成し、工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げるととも



に、施工体制台帳に添付すること。本工事は、工事対象施設が点在しているため、掲載場所につい

ては、監督員及び施設管理者と事前に協議すること。 

○工事施工においては、低騒音型建設機械を使用すること。なお、使用する機械については、施行

計画書に記載するとともに「指定ラベル」が確認できる工事写真を提出すること。（機種及び規格は、

低騒音型建設機械の指定に関する規定（平成 9 年 7 月 31 日建設省告示第 1536 号）による。） 

○建設機械は、国土交通省が指定する「排出ガス対策型（2 次基準）」以上の性能を満たした機械を

使用すること。なお、使用する機械については、施行計画書に記載するとともに、施行計画書での記

載及び工事写真の提出をすること。 

○不法無線局を設置した車両等は、工事現場に出入りさせないこと。 

○次の工事に着手する前に、監督員の指定する技能士届に資格を証明する資料を添付の上、監督

員に提出し承諾を得ること。 

 

 1 級とび技能士（仮設工事）、1 級鉄筋施工技能士（鉄筋工事）、1 級型枠施工技能士（コンクリート

工事）、1 級コンクリート圧送施工技能士（コンクリート工事）、1 級防水施工技能士（防水工事）、1 級

タイル張り技能士（タイル工事）、1 級建築大工技能士（木工事）、1 級建築板金技能士（屋根及びと

い工事）、1 級左官技能士（左官工事）、1 級サッシ施工技能士（建具工事）、1 級ガラス施工技能士

（建具工事）、1 級塗装技能士（塗装工事）、1 級内装仕上げ技能士（内装工事） 

 ［但し、該当しない工事については除く］  

 

○室内空気汚染物質測定については、次のとおりとすること。 
 

 ○「福岡市化学物質の室内空気中の濃度測定要領」により、完成検査前に測定を行うこと（該当箇

所や位置は監督員と協議） 

 ○基準値を超えた場合は、請負業者の責において原因調査及び対策（換気、消臭、マット等）を行

い、基準値に収まるまで再度測定を行うこと。 

 ○測定器具及び分析費用は請負業者負担とする。 

 

○請負者は、公募時の技術提案内容を除き、工事施工において自ら立案実施した創意工夫や技術

力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了

時までに提出することができる。 

○担保期間終了時には瑕疵について自主点検を行い、自主点検報告書を速やかに施設建設課長、

設備課長に提出すること。 

 

４．建設リサイクル法及び廃棄物等 

○本工事は建設リサイクル法対象工事であるため、工事着工前に適切な手続き等を行うこと。また、完

了後速やかに再資源化報告書を提出すること。 

○工事において発生するコンクリート、アスファルト及び木材等は、認定再資源化施設（中間処理施

設）へ適切に搬出すること。 

○残土処分が 500m3 以上発生する場合、処分先は、別紙１記載の処分場のいずれかとする。 

 



５．建設業退職金共済 

○建設業退職金共済制度の趣旨を十分理解の上、必要な対応を行うこと。 

○業務着手後 1 か月以内に、報告書と掛金収納書を提出すること。 

○業務完了届提出時に、報告書及び発注者用掛金収納書を提出すること。 

○証紙については、対象労働者及び就労日数の的確な把握を行い、必要枚数を購入すること。ただ

し、対象労働者及び就労日数の把握が困難な場合は、『共済証紙購入の考え方』を参考にするこ

と。 

 

６．その他 

○本工事では、必要に応じて単品スライド（減額）を行う場合がある。なお、その際は部分払いを行う資

材についても対象となす。 

○本工事は、請負者による営繕工事の実施状況を費用の面から把握し、発注者における工事費積算

に適切に反映することを目的とした、共通費実態調査の対象となる可能性がある。なお、対象工事と

なった場合には、調査票を監督員から配布する。 

○設計・施工一括契約書第 55 条第 2 項から第 7 項に規定するスライド条項の運用については、下

記福岡市ホームページを参照すること。なお、同ページにおける「建設工事請負契約書第 25 条第

1 項から第 6 項」は、「設計・施工一括契約書第 55 条第 2 項から第 7 項」と読み替える。 

 

  建設工事請負契約書第 25 条（スライド条項） 

https://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/gijutsukeikaku/business/koukyoukouji/suraidoj.html 

 

７．その他、特に注意すること 

○油山市民の森及び油山牧場は供用中の施設であるため、繁忙期（ゴールデンウイークや紅葉の時

期など）の工事については、施設管理者と事前に協議すること。 

 

https://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/gijutsukeikaku/business/koukyoukouji/suraidoj.html


※本工事は ｢現場説明会｣ を行いません。

※現場説明書を熟読のうえ、質疑がある場合のみ、受付期間内に質疑書を提出してください。

課　長 係　長 係　員

福岡市南区大字桧原、柏原、福岡市城南区大字東油山

契約締結の翌日から令和 年 月  日迄

公募要綱および仕様書による

・昼間工事
・夜間工事
・一部 （　昼間あり ・ 夜間あり　）
作業については、油山市民の森および油山牧場の開園時間帯とする。
ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、監督員と協議すること。

・関連工事　（　なし ・ あり　）

○油山市民の森および油山牧場内で、市が別途発注するインフラ整備工事等

○油山市民の森内で、市が別途発注する間伐業務等

・工事中は、監督職員と協議し，歩行者又は通行車両等に対して十分
注意し施工すること。なお、必要に応じて通常の安全対策とは別に、
監督員が指示する安全対策を講じること。また、土曜，日曜，祝日は、
油山市民の森および油山牧場の利用者が多くなることから、注意し施工すること。

・残土処分場について（　指定 ・ 自由　）
・産廃（コンクリート殻）（ なし ・ あり ―  中間 ・ 最終 　処理）
・産廃（アスファルト殻）（ なし ・ あり ―  中間 ・ 最終 　処理）
・工事により発生するコンクリート・アスファルト及び木材等は、再資源化施
　設へ搬出し、リサイクル化に努めること。

・施工に先立ち設計図書に基づき ｢施工計画書｣ を契約締結の翌日より３０
　日以内に提出し、監督員の承諾を得るものとする。
・受注者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合は、施工体制
　台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、監督員に提出しなければなら
　ない。
・不法無線局を設置した車両等は、工事現場に出入りさせないこと。
・施設利用者等の保全を図るため、低騒音型建設機械の使用に努める
・廃材や残土の搬出及び工事用資材の搬出入においては、過積載しないこと。
　なお、当該建設機械を使用する場合は、施工計画書での記載及び「指定
　ラベル」が確認できる工事写真を提出するものとする。

・建設業退職金共済制度の趣旨を十分理解の上、諸手続を行うこと。
　契約締結後１ヶ月以内に報告書と掛金収納書を提出し、完了届提出時に、
　報告書及び発注者用掛金収納書を提出すること。なお、証紙については、
　対象労働者及び就労日数の的確な把握を行い必要枚数を購入すること。
　対象労働者及び就労日数の把握が困難な場合は、『共済証紙購入の考え方』
　を参考に購入すること。

・請負金額　　５００万円以上の工事は、当該工事に関するデータを(財)日
　本建設情報総合センター(JACIC)に登録（発注時、途中変更時、
　竣工時）し、登録済みの受領書の写しを監督員に提出すること。

・公募要綱による

・上記に記載しない事項は、公募要綱等および仕様書を充分留意の上、施行を行うこと。
・関係法令及び条例等に該当する事項がある場合は、怠りなく許可、届出及び

　手続き等を行うこと。

※この現場説明書は契約書に添付しないこと。

様式－１（1/2）

【一般説明事項】

農林水産局総務農林部森林・林政課

⑧残土･廃棄物処分

⑪工事実績情報の登録

⑦近　隣　関　係

⑫質　疑　応　答

（ＣＯＲＩＮＳ）

⑬そ　の　他

現　場　説　明　書

⑨施　　　　　工

⑩建　　退　　共
（建設業退職金共済）

①工　事　名　称

②工　事　場　所

③工　　　　　期

④工　事　概　要

⑤作 業 時 間 帯

⑥関　連　工　事



　
・アスレチック遊具に使用する木材は福岡県産材（杉1等材）とする。

・サイン設置工に使用する木材は福岡県産材（エコアコールウッド(同等品以上) 杉1等材）とする。

　また、塗装色については、ブラウン色系とし、材料承諾書提出の際、色見本等を提出し承諾を受けること。

※この現場説明書は契約書に添付しないこと。

【特別に説明を要する事項】

様式-１（2/2）

・油山市民の森および油山牧場内での施工時期については、事前に監督員、両施設の施設管理者と協議を行うこと。

　十分行うこと。

　また、階段を通行止めして作業する場合は、迂回路の案内標示を明確に行うこと。安全管理及び迂回路の

　案内標示の方法については、事前に監督員、両施設の施設管理者と協議を行うこと。

・当現場は、油山市民の森および油山牧場の利用者が多く通行するため、工事期間中は、誤って進入しないよう安全対策を
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